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1

緖

言
―
―
本
論
の
目
的
と
構
成
―
―

一

本
論
の
目
的

本
論
は
、
隋
朝
（
五
八
一
〜
六
一
七
）
が
實
施
し
た
佛
敎
政
策
に
關
す
る
硏
究
で
あ
る
。

隋
代
は
實
質
、
僅
か
二
代
三
十
六
年
間
の
短
命
の
王
朝
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
中
國
中
世
に
お
け
る
分
裂
と
統
一
の
二
面
性
を
兼
ね
備

え
、
前
を
承
け
後
に
繼
い
だ
要
と
な
る
時
代
で
あ
っ
た
。
か
つ
、
こ
の
僅
か
な
期
間
に
前
代
を
凌
駕
し
得
る
佛
敎
の
發
展
を
遂
げ
た
點
に

お
い
て
佛
敎
史
上
に
注
目
さ
れ
る
時
代
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
佛
敎
の
發
展
を
促
進
し
た
の
は
隋
朝
が
實
施
し
た
數
々
の
佛
敎
政
策

で
あ
っ
た
。

隋
代
の
佛
敎
政
策
に
關
し
て
は
、
夙
に
先
學
に
よ
っ
て
そ
の
大
枠
と
な
る
見
解
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
。
わ
け
て
も
塚
本
善
隆
、
山
崎

宏
兩
氏
の
成
果
は
基
礎
的
、
か
つ
そ
の
後
の
硏
究
を
導
い
て
き
た
硏
究
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
塚
本
氏
の
硏
究
は
、
北
周
武
帝
の
宗
敎
廢

毀
に
よ
っ
て
壞
滅
し
た
佛
敎
を
復
興
し
た

帝
が
、
積
極
的
に
興
佛
事
業
を
展
開
し
た
樣
相
を
跡
づ
け
、
ま
た

帝
の
誕
生
說
話
を
手
が

1

か
り
に

帝
と
佛
敎
と
の
關
係
を
浮
き
彫
り
に
し
、
あ
る
い
は

帝
が
行
っ
た
官
寺
・
州
縣
寺
院
や
舍
利
塔
の
建
立
を
日
本
の
國
分
寺
制

2

の
淵
源
と
見
な
し
て
、

帝
の
興
佛
事
業
の
持
つ
東
ア
ジ
ア
佛
敎
史
に
お
け
る
意
義
を
明
示
す
る
な
ど
、
隋
代
佛
敎
史
の
他
朝
に
比
べ
て

3

の
特
殊
性
を
強
調
さ
れ
た
。
山
崎
氏
の
硏
究
で
は
、
特
に
「
佛
敎
治
國
策
」
說
が
際
だ
っ
て
重
要
で
あ
る
。

帝
が
實
施
し
た
數
々
の
奉

4

佛
・
興
佛
の
事
業
は
、
彼
や
そ
の
周
圍
の
佛
敎
信
仰
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
隋
朝
國
內
の
多
元
性
を
佛
敎
の
平
等
の
思
想
に
よ
っ
て
統
一

緖 言



2

す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
し
、
佛
敎
を
治
國
の
理
念
に
ま
で
高
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
か
か
る
山
崎
氏
の
所
說
は
、
國

家
と
宗
敎
の
關
係
を
支
配
と
被
支
配
の
二
項
對
立
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、國
家
と
宗
敎
と
の
一
種
の
癒
着
的
な
結
合
形
態
を
見
出
し
、

佛
敎
が
信
仰
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
點
に
お
い
て
、
隋
代
佛
敎
政
策
を
考
究
す
る
上

に
重
要
な
視
座
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
硏
究
は
、
槪
ね
兩
氏
が
提
示
し
て
き
た
見
解
に
依
據
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
き
た

と
い
え
る
。

た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
は
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
が
當
時
の
佛
敎
界
か
ら
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
と
す
る
、
當
時
の
佛

敎
史
家
の
評
価
を
前
提
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
隋
代
は
佛
敎
の
隆
盛
し
た
時
代
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は

帝
に
は
じ
ま
り
煬
帝
に

引
き
繼
が
れ
た
佛
敎
興
隆
政
策
で
あ
る
と
見
る
向
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
筆
者
は
隋
代
に
佛
敎
興
隆
策
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
む
し
ろ
贊
同
の
立
場
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
策
と
は
樣
々
な
要
素
が
複
合
的
、
立
體
的
に
交
錯
す

る
も
の
で
あ
り
、
佛
敎
政
策
を
た
だ
佛
敎
に
對
す
る
政
策
と
い
う
觀
點
の
み
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
現
れ
る
事
象
お
よ
び
そ
れ
に
對

す
る
評
價
に
偏
向
を
招
く
恐
れ
も
あ
ろ
う
。

か
か
る
偏
向
を
避
け
る
た
め
に
は
、
實
際
に
形
と
し
て
現
れ
た
政
策
を
よ
り
廣
い
時
代
狀
況
と
そ
れ
ら
を
と
り
ま
く
諸
現
象
の
中
に
置

き
直
し
、
俯
瞰
的
、
多
角
的
に
捉
え
て
相
對
化
す
る
こ
と
で
、
政
策
の
意
圖
や
背
景
、
お
よ
び
政
策
實
施
の
過
程
を
よ
り
明
確
化
、
具
體

化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
論
は
、
先
學
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
き
た
隋
代
の
佛
敎
政
策
を
、
同
時
期
の
諸
事
象
の
中
に
相
對
化
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
よ
り

具
體
的
な
事
象
を
把
握
す
る
の
を
目
的
と
す
る
。



塚
本
善
隆
〔
一
九
四
九
〕、〔
一
九
七
四
年
〕。

1

3

二

本
論
の
構
成

本
論
は
、
上
記
の
課
題
に
対
し
て
四
つ
の
章
を
設
け
て
論
を
進
め
て
い
く
。

第
一
章
で
は
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
に
論
及
す
る
上
で
必
要
と
な
る
北
周
末
の
宗
敎
政
策
を
問
題
と
す
る
。
特
に
廢
佛
を
實
施
し
た
武
帝

の
死
後
、
宣
帝
の
時
期
に
創
設
さ
れ
た
還
俗
僧
集
團
で
あ
る
菩
薩
僧
を
取
り
上
げ
、
當
該
期
の
宗
敎
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
道
敎
と
の

關
わ
り
に
も
留
意
し
て
考
察
し
、
菩
薩
僧
の
北
周
末
期
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

第
二
章
で
は
、
隋

帝
期
の
開
皇
年
間
の
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
、

帝
の
佛
敎
政
策
の
協
力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
沙
門
の
曇
遷
の
事
蹟

を
手
が
か
り
に
考
察
を
加
え
る
。

第
三
章
で
は
、

帝
の
仁
壽
年
間
の
佛
敎
政
策
を
代
表
す
る
仁
壽
舍
利
塔
建
立
事
業
を
取
り
上
げ
て
論
ず
る
。
本
章
は
大
き
く
三
つ
の

節
に
わ
か
れ
る
。
第
一
節
で
は
、
仁
壽
年
間
に
至
っ
て
舍
利
塔
建
立
と
い
う
形
態
の
政
策
が
行
わ
れ
た
一
つ
の
背
景
に
つ
い
て
、
曆
學
者

の
袁
充
の
言
說
を
ヒ
ン
ト
に
考
察
を
加
え
、
第
二
節
で
は
、
舍
利
塔
の
起
塔
州
に
關
す
る
若
干
の
考
證
を
行
い
、
そ
し
て
第
三
節
で
は
、

舍
利
塔
事
業
で
實
質
的
に
活
動
し
た
「
勅
使
大
德
」
に
關
す
る
基
礎
的
事
柄
を
檢
討
し
て
い
く
。

最
後
に
、
第
四
章
で
は
、
隋
煬
帝
期
の
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
、
禮
敬
問
題
を
中
心
に
述
べ
る
。
特
に
こ
の
時
期
に
禮
敬
問
題
が
起
っ
た

背
景
を
、
當
時
の
沙
門
觀
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
。

緖 言
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塚
本
善
隆
〔
一
九
七
三
年
〕。
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塚
本
善
隆
〔
一
九
三
八
年
〕。

3

山
崎
宏
〔
一
九
三
四
年
〕。
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第
一
章

北
周
末
の
宗
敎
政
策
―
―
陟

寺
菩
薩
僧
小
考
―
―

は

じ

め

に

北
周
末
の
宣
帝
（
天
元
皇
帝
）
の
時
代
、
百
二
十
人
の
還
俗
僧
よ
り
な
る
集
團
が
國
家
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
彼
ら
は
「
菩
薩
僧
」

1

と
稱
さ
れ
、
髮
を
伸
ば
し
、
鬚
を
蓄
え
、
在
俗
者
と
同
じ
姿
を
し
、
生
活
に
資
す
る
も
の
は
す
べ
て
官
よ
り
給
さ
れ
、
そ
し
て
陟

寺
に

住
し
て
、「
國
の
爲
に
行
道
」
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
。
北
周
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
後
、
宗
敎
が
よ
う
や
く
復
興
に
至
る
ま
で
の
僅
か
な
期

間
に
の
み
存
在
し
た
集
團
で
あ
っ
た
。
北
宋
の
贊
寧
は
そ
の
著
『
大
宋
僧
史
略
』
卷
下
に
「
菩
薩
僧
」
の
項
を
立
て
、
こ
の
菩
薩
僧
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
其
菩
薩
僧
須
戴
花
冠
衣
瓔
珞
像
菩
薩
相
、
高
僧
惡
作
此
形
非
佛
制
也
。（
T
54,253a）

其
の
菩
薩
僧
は
須
ら
く
花
冠
を
戴
き
、
瓔
珞
を
衣
、
菩
薩
の
相
を
像
る
べ
き
を
以
て
、
高
僧
此
の
形
を
作
す
は
佛
制
に
非
ざ
る
を

惡
む
な
り
。

花
冠
、
瓔
珞
と
は
い
さ
さ
か
誇
張
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
が
、
戒
律
に
基
づ
く
出
家
者
と
し
て
の
姿
で
は
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
高
僧
ら
は

不
快
に
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
魏
・
北
周
の
執
權
者
の
尊
崇
を
受
け
た
曇
延
の
傳
に
、「
天
元
（
＝
宣
帝
）
の
疾
に
遘
い
て
、
昔

愆
を
追
悔
す
る
に
逮
び
、
尊
像
を
開
立
し
、
且
つ
百
二
十
人
を
度
し
、
菩
薩
僧
と
爲
す
。〔
曇
〕
延
は
預
り
て
上
班
に
在
る
も
、
仍
り
て

猶
お
俗
相
に
同
じ
き
が
ご
と
き
を
恨
み
、
還
た
林
藪
に
藏
る
」（【
菩
薩
僧
關
連
者
一
覽
】〈
以
下
、
一
覽
と
略
〉
①
）
と
は
そ
の
一
例
で

か
く

第一章 北周末の宗敎政策
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あ
る
。

こ
の
よ
う
な
集
團
の
創
設
は
中
國
佛
敎
史
上
、
お
よ
そ
唯
一
の
出
來
事
で
あ
り
、
極
め
て
特
殊
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

よ
う
な
特
殊
な
集
團
が
現
わ
れ
た
の
は
如
何
な
る
背
景
に
よ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
對
し
て
は
、
す
で
に
先
學
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
回

答
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。現
實
の
佛
敎
敎
團
を
否
定
し
た
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
の
根
底
に
は
北
周
の
國
是
と
し
て
の
儒
敎
古
典
主
義
が
あ
る
。

2

そ
れ
ゆ
え
、
儒
敎
倫
理
に
お
い
て
最
も
重
要
な
德
目
で
あ
る
孝
道
に
對
立
す
る
出
家
と
い
う
あ
り
か
た
は
第
一
の
批
判
對
象
と
な
る
。
ま

た
、
武
帝
の
死
後
に
は
先
帝
の
遺
志
を
繼
承
す
る
と
い
う
意
味
で
の
孝
道
の
遵
守
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
急
激
な
政
策
の
轉
換
を

よ
し
と
せ
ず
、
孝
道
を
遵
守
す
る
形
で
の
佛
敎
復
興
策
が
圖
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
菩
薩
僧
は
在
家
姿
で
の
佛
道
修
行
を
行
っ
た
の
で
あ

る
、
と
。
そ
し
て
、
菩
薩
僧
は
廢
佛
よ
り
復
佛
へ
の
過
渡
期
的
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
說
明
に
お
い
て
菩
薩
僧
と
い
う
形
態
に

よ
る
佛
敎
復
興
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
基
本
的
な
理
解
は
盡
さ
れ
て
い
よ
う
。

た
だ
し
か
し
、
菩
薩
僧
の
特
殊
な
形
態
の
よ
っ
て
起
こ
る
所
以
は
、
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
か
か

る
集
團
を
国
家
が
設
け
た
目
的
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
政
策
は
佛
敎
だ
け
で
な
く
、
道
敎
も
對
象
と
さ
れ
て
い
る
。
當
該
期
の
宗
敎
を
檢
討
す
る
上
で
は
道
敎

も
無
視
で
き
な
い
。
宣
帝
期
の
課
題
は
じ
つ
に
こ
れ
ら
佛
道
兩
敎
の
復
興
で
あ
っ
た
。

本
章
で
は
、
隋
朝
佛
敎
政
策
の
考
究
に
先
立
っ
て
、
菩
薩
僧
が
如
何
な
る
時
代
狀
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
設
け
ら
れ
た
か
と
い

う
こ
と
を
、
佛
敎
だ
け
で
な
く
、
道
敎
に
も
注
意
し
て
檢
討
し
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
北
周
末
の
宗
敎
政
策
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
て
み

た
い
。
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第
一
節

宗
敎
の
廢
毀
か
ら
復
興
へ
―
―
菩
薩
僧
に
關
す
る
豫
備
的
考
察

本
節
で
は
、
佛
敎
に
對
す
る
政
策
を
中
心
に
、
北
周
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
か
ら
復
興
へ
の
過
程
を
槪
觀
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

一

宗
敎
廢
毀
か
ら
菩
薩
僧
設
置
以
前
ま
で

周
知
の
通
り
、
北
周
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
は
、
建
德
三
年
（
五
七
四
）
五
月
に
北
周
領
內
に
對
し
て
斷
行
さ
れ
、
そ
の
三
年
後
の
建
德
六

年
（
五
七
七
）
二
月
、
併
合
し
た
ば
か
り
の
北
齊
地
域
に
對
し
て
も
施
行
さ
れ
、
華
北
一
帶
、
お
よ
び
西
魏
以
来
胡
族
政
権
支
配
下
に
あ

っ
た
四
川
・
湖
北
地
域
に
宗
敎
廢
毀
が
廣
が
っ
た
。
佛
敎
の
み
な
ら
ず
、
道
敎
や
禮
典
に
載
ら
な
い
諸
淫
祀
を
も
廢
毀
對
象
に
し
た
政
策

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
動
機
・
原
因
に
つ
い
て
は
、
先
學
に
よ
っ
て
樣
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

3

い
ま
屋
下
に
屋
を
架
す
こ
と
は
控
え
た
い
。
こ
う
し
て
斷
行
さ
れ
た
宗
敎
廢
毀
政
策
は
武
帝
の
死
に
よ
っ
て
次
第
に
緩
和
さ
れ
、
宣
帝
期

を
經
て
、
楊
堅
（
後
の
隋

帝
）
が
實
權
を
掌
握
し
た
ば
か
り
の
靜
帝
の
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
六
月
、
正
式
に
復
興
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

4

そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
周
隋
革
命
が
行
わ
れ
、
隋
朝
に
よ
っ
て
大
々
的
な
宗
教
復
興
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ

う
。こ

の
間
に
お
け
る
佛
敎
復
興
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ま
し
は
、
唐
・
道
宣
の
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
乙
と
『
廣
弘
明
集
』
卷
十
に
收
錄

さ
れ
る
「
周
高
祖
巡

除
殄
佛
法
有
前
僧
任
道
林
上
表
請
開
法
事
」（
以
下
、「
任
道
林
上
表
事
」）、「
周
天
元
立
有
上
事
者
對
衞
元
嵩
」5

（
以
下
、「
王
明
廣
上
表
事
」）
に
う
か
が
え
る
。
以
下
、
兩
記
錄
に
よ
り
な
が
ら
、
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い
。

「
任
道
林
上
表
事
」
は
、
大
象
元
年
（
五
七
九
）
五
月
に
任
道
林
が
修
述
し
た
と
さ
れ
る
記
錄
で
あ
り
、
任
道
林
と
武
帝
と
の
間
に
交

6

わ
さ
れ
た
問
答
や
、
宣
帝
期
に
行
わ
れ
た
佛
敎
に
關
わ
る
出
來
事
を
記
す
。
北
齊
地
域
の
還
俗
僧
で
あ
っ
た
任
道
林
は
建
德
六
年
（
五
七

第一章 北周末の宗敎政策
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七
）
十
一
月
四
日
、
時
に

宮
に
い
た
武
帝
に
對
し
て
佛
敎
復
興
を
請
願
し
た
が
、
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
才
能
を
認
め

た
武
帝
に
よ
っ
て
、
廢
宗
敎
直
後
に
長
安
に
設
置
さ
れ
た
通
道
觀
の
通
道
觀
學
士
に
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
そ
こ
で
十
人
の
還
俗
僧
と
と

も
に
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
五
月
、
長
安
へ
至
っ
て
延
壽
殿
で
武
帝
に
奉
見
し
た
。
と
こ
ろ
が
六
月
、
武
帝
が
歿
し
、
長
子
の
贇
が
卽
位

す
る
（
＝
宣
帝
）。
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
任
道
林
の
通
道
觀
入
り
は
實
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
事
柄
に
續
き
、「
任
道
林
上
表
事
」
に
は
宣
帝
卽
位
後
の
宣
政
元
年
九
月
に
お
け
る
次
の
出
來
事
を
記
す
。

至
九
月
十
三
日
、
長
宗
伯
岐
公
奏
訖
。
帝
允
許
之
曰
、
佛
理
弘
大
、
道
極
幽
微
、
興
施
有
則
、
法
須
硏
究
。
如
此
累
奏
、
恐
有
稽
違
。

奏
曰
、
臣
本
申
事
、
止
爲
興
法
、
數
啓
慇
懃
、
惟
願
早
行
。
今
聖
上
允
可
議
曹
奏
決
、
上
下
含
和
、
定
無
異
趣
。
一
日
頒
行
、
天
下

稱
慶
。
臣
何
敢
言
。（
T
52,156c）

〔
宣
政
元
年
〕
九
月
十
三
日
に
至
り
て
、
長
宗
伯
岐
公
奏
し
訖
る
。
帝
、
之
に
允
許
し
て
曰
く
、
佛
は
弘
大
を
理
め
、
道
は
幽
微

お
さ

を
極
む
。
興
施
に
則
有
り
、
法
は
須
く
硏
究
す
べ
し
。
此
の
如
き
累
奏
、
恐
ら
く
は
稽
違
有
ら
ん
、
と
。
奏
し
て
曰
く
、
臣
本
よ

り
事
を
申
す
は
、
止
だ
興
法
の
爲
の
み
、
數
啓
し
て
慇
懃
す
る
は
、
惟
だ
早
や
か
に
行
わ
れ
ん
こ
と
を
願
え
ば
な
り
。
今
、
聖
上
、

議
曹
の
奏
決
を
允
可
す
れ
ば
、
上
下
含
和
し
、
定
め
て
異
趣
無
け
ん
。
一
日
頒
行
す
れ
ば
、
天
下
は
慶
を
稱
さ
ん
。
臣
何
ぞ
敢
え

て
言
わ
ん
や
、
と
。

こ
こ
に
長
宗
伯
岐
公
と
は
、『
周
書
』
卷
七
・
宣
帝
紀
に
「〔
宣
政
元
年
七
月
〕
庚
戌
、
小
宗
伯
・
岐
國
公
の
斛
斯
徵
を
以
て
大
宗
伯
と

爲
す
」
と
あ
る
斛
斯
徵
（『
周
書
』
卷
二
十
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
宣
帝
は
甚
だ
し
い
自
尊
心
に
よ
っ
て
人
が
「
高
」「
大
」
な
ど
の
字

を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
官
名
の
「
大
」
を
「
長
」
に
改
め
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
長
宗
伯
」
と
「
大
宗
伯
」
と
は
同
一
の
も
の
を
指
す
。

7

斛
斯
徵
は
そ
の
傳
に
、
皇
太
子
時
代
の
宣
帝
や
諸
皇
子
を
直
接
敎
授
し
、
武
帝
亡
き
後
、
宣
帝
に
對
し
て
上
疏
極
諫
し
た
と
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
時
期
の
政
界
に
重
大
な
發
言
權
を
も
ち
、
宣
帝
へ
の
影

力
も
大
き
か
っ
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
が
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こ
の
時
期
に
就
い
て
い
た
大
宗
伯
と
は
、
北
周
に
お
け
る
周
禮
六
官
の
う
ち
宗
敎
行
政
を
も
掌
っ
た
春
官
府
の
長
官
で
あ
る
。
引
用

に

8

「
議
曹
の
奏
決
」
云
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
上
奏
は
お
そ
ら
く
彼
を
交
え
た
集
議
を
經
た
上
で
の
宗
敎
復
興
の
要
請
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
要
請
が
あ
り
な
が
ら
も
、
宗
敎
の
全
面
的
な
復
興
は
す
ぐ
に
は
實
施
さ
れ
ず
、
た
だ
宮
廷
內
で
の
佛
事
が
執
り

行
わ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
大
成
元
年
（
五
七
九
）
正
月
十
五
日
、
還
俗
し
た
僧
の
中
で
德
行
淸
高
な
る
七
人
を
正
武
殿
の
西
に
安
置
し

て
行
道
さ
せ
る
詔
が
下
さ
れ
て
い
る
。
正
武
殿
は
、
武
帝
期
を
例
に
取
れ
ば
、
聽
訟
や
大
射
が
行
わ
れ
た
他
、
武
帝
み
ず
か
ら
『
禮
記
』

9

を
講
じ
、
あ
る
い
は
道
敎
儀
禮
の
大
醮
を
行
う
な
ど
、
政
務
や
祭
祀
に
關
わ
る
重
要
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
行
道
の
場
所

10

は
正
武
殿
の
西
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
宮
廷
內
で
の
實
施
に
は
相
違
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
い
わ
ば
內
道
場
の
性
格
を
持
つ
と
い
え
よ

う
か
。
そ
の
後
、
大
成
元
年
二
月
、
宣
帝
は
長
子
の
衍
（
＝
靜
帝
）
に
讓
位
し
て
天
元
皇
帝
と
自
稱
し
、
大
象
と
改
元
す
る
。「
任
道
林

11
上
表
事
」
に
は
、
大
象
と
改
元
し
た
日
に
出
さ
れ
た
、
王
公
よ
り
庶
民
に
至
る
ま
で
の
人
々
に
對
し
て
佛
法
を
敬
い
修
事
す
べ
き
意
を
述

べ
た
勅
を
引
い
た
後
、「
卽
ち
其
の
日
に
於
い
て
、
殿
に
尊
像
を
嚴
り
、
具
さ
に

敬
を
修
す
。
時
に
佛
・
道
の
二
衆
、
各
々
一
大
德
を

か
ざ

銓
り
、
法
座
に
昇
り
、
妙
典
を
勸
揚
せ
し
む
」
云
々
と
し
て
、
改
元
の
日
に
、
殿
に
尊
像
を
安
置
し
て
、
還
俗
し
た
佛
敎
徒
と
道
敎
徒
の

12

中
か
ら
一
人
ず
つ
大
德
を
選
ん
で
經
典
を
宣
揚
さ
せ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
武
帝
の
崩
後
、
時
と
場
所
を
限
っ
た
宗
敎
の
復
興
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
當
時
還
俗
し
て
い
た
大
量
の
宗
敎
者
の

再
出
家
や
恆
常
的
な
宗
敎
活
動
は
一
部
を
除
け
ば
公
認
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

13

二

菩
薩
僧
の
設
置

菩
薩
僧
は
如
上
の
狀
況
下
で
設
置
さ
れ
る
。「
王
明
廣
上
表
事
」
は
大
象
元
年
（
五
七
九
）
二
月
二
十
七
日
に
前
僧
の
王
明
廣
が
衞
元
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嵩
の
廢
佛
案
に
對
す
る
論

六
條
を
宣
帝
に
上
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
內
史
上
大
夫
の
宇

譯
（
鄭
譯
）
と
王
明
廣
と
の
間
に
行
わ
れ
た
問

14

答
な
ど
を
記
す
が
、
そ
の
末
尾
に
、
大
象
元
年
四
月
八
日
に
鄭
譯
の
宣
し
た
と
こ
ろ
の
勅
旨
が
載
る
。
武
帝
が
佛
敎
を
廢
毀
し
た
の
は
、

本
來
淸
淨
で
あ
る
佛
法
を
濁
穢
に
變
成
さ
せ
た
敎
團
に
原
因
が
あ
る
と
し
、
宣
帝
み
ず
か
ら
は
そ
の
善
法
を
弘
め
た
い
と
思
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
は
練
行
の
も
の
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
「
形
服
を
改
め
ず
」
に
道
場
で
善
法
を
行
ぜ
よ
、
と
い

う
內
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
任
道
林
上
表
事
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
勅
旨
を
實
施
に
移
し
た
と
見
ら
れ
る
、
四
月
二
十
八
日
に
下
さ
れ

15

た
詔
が
載
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
僧
の
設
置
の
詔
で
あ
る
。

至
四
月
二
十
八
日
、
下
詔
曰
、
佛
義
幽
深
、
神
奇
弘
大
、
必
廣
開
化
儀
、
通
其
修
行
。
崇
奉
之
徒
、
依
經
自
檢
、
遵
道
之
人
、
勿
須

剪
髮
、
毀
形
以
乖
大
道
、
宜
可
存
鬚
髮
嚴
服
、
以
進
高
趣
。
令
選
舊
沙
門
中
、
懿
德
貞
潔
、
學
業
沖
博
、
名
實
灼
然
、
聲
望
可
嘉
者

一
百
二
十
人
、
在
陟

寺
、
爲
國
行
道
。
擬
欲
供
給
資
須
、
四
事
無
乏
。
其
民
間
禪
誦
、
一
無
有
礙
。
惟
京
師
及
洛
陽
、
各
立
一
寺
、

自
餘
州
郡
、
猶
未
通
許
。（
T
52,157a）

〔
大
象
元
年
〕
四
月
二
十
八
日
に
至
り
、
詔
を
下
し
て
曰
く
、
佛
義
幽
深
に
し
て
、
神
奇
弘
大
な
れ
ば
、
必
ず
廣
く
化
儀
を
開
き
、

其
の
修
行
を
通
す
。
崇
奉
の
徒
は
、
經
に
依
り
て
自
ら
檢
し
、（
１
）
遵
道
の
人
は
、
髮
を
剪
り
形
を
毀
い
て
、
以
て
大
道
に
乖
る

ゆ
る

そ
こ
な

を
須
う
る
こ
と
勿
く
、
宜
し
く
鬚
髮
を
存
し
服
を
嚴
え
て
、
以
て
高
趣
に
進
む
べ
し
。（
２
）
舊
沙
門
中
の
懿
德
貞
潔
に
し
て
、
學

と
と
の

業
沖
博
、名
實
灼
然
に
し
て
、聲
望
の
嘉
す
べ
き
者
一
百
二
十
人
を
選
び
、（
３
）陟

寺
に
在
り
て
、國
の
爲
に
行
道
せ
し
む
。（
４
）

資
須
を
供
給
し
、
四
事
に
乏
無
か
ら
し
め
ん
と
擬
欲
す
。
其
れ
民
間
の
禪
誦
、
一
も
礙
ぐ
る
こ
と
有
る
無
し
。
惟
だ
京
師
及
び
洛
陽

ほ

っ

に
、
各
々
一
寺
を
立
つ
る
の
み
に
し
て
、
自
餘
の
州
郡
、
猶
お
未
だ
通
許
せ
ず
。

菩
薩
僧
と
は
、（
１
）
剃
髮
法
衣
の
姿
で
は
な
く
、（
２
）
還
俗
し
た
沙
門
の
中
よ
り
、
特
に
德
行
高
く
學
業
に
す
ぐ
れ
、
名
聲
あ
る
百

二
十
人
が
選
ば
れ
、（
３
）
陟

寺
（
長
安
と
洛
陽
の
み
に
建
立
）
に
お
い
て
國
の
た
め
に
行
道
し
、（
４
）
生
活
に
必
要
な
も
の
は
官
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よ
り
給
さ
れ
た
、
と
い
う
集
團
で
あ
っ
た
。
詔
中
に
「
菩
薩
僧
」
と
い
う
語
は
な
い
が
、
一
覽
①
曇
延
傳
、
④

曠
傳
、
⑦
道
判
傳
な
ど

に
よ
れ
ば
、
天
元
皇
帝
（
＝
宣
帝
）
の
頃
に
い
た
「
百
二
十
人
」
の
「
猶
お
俗
相
に
同
じ
」「
相
は
朝
服
の
如
」
き
と
い
う
姿
で
「
陟

寺
」
に
住
し
た
も
の
を
「
菩
薩
僧
」
と
し
て
お
り
、
詔
の
内
容
と
一
致
す
る
。「
菩
薩
僧
」
と
は
制
度
的
に
定
め
ら
れ
た
呼
稱
で
は
な
く
、

在
家
姿
の
佛
敎
者
と
當
時
の
菩
薩
に
對
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
が
重
な
り
合
っ
た
こ
と
か
ら
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
菩
薩
僧
は
還
俗
者
で

16

あ
り
、
再
び
出
家
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
て
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
經
驗
や
能
力
を
も
っ
て
國
の
た
め
に
行
道
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
。

「
國
の
爲
に
行
道
」
す
る
こ
と
の
實
態
は
定
か
に
し
得
な
い
が
、
と
も
か
く
國
は
そ
の
報
酬
と
し
て
官
給
す
る
。
こ
う
し
た
あ
り
か
た
に

照
ら
せ
ば
、
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
官
僚
的
性
格
を
濃
厚
に
有
す
る
集
團
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

『
續
高
僧
傳
』
か
ら
は
菩
薩
僧
に
關
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
十
二
人
の
も
の
を
見
出
せ
る
（
一
覽
、
參
照
）。
た
だ
し
、
一
覽
の
⑦
⑧
⑩

⑪
⑫
に
は
「
菩
薩
僧
」
の
語
が
な
い
。
こ
の
う
ち
⑪
洪
遵
は
他
の
史
料
に
よ
っ
て
菩
薩
僧
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
後
述
）
も
の
の
、
そ

れ
以
外
は
菩
薩
僧
か
否
か
判
斷
し
難
い
。
⑫
明
璨
に
つ
い
て
は
、「
周
宣
陟

を
創
開
し
、
慧
遠
侶
を
率
い
て
之
に
登
る
に
、
璨
は
時

に
足
に
投
じ
」
た
と
い
う
。
慧
遠
が
菩
薩
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
②
慧
遠
傳
に
明
ら
か
で
あ
る
。
明
璨
傳
に
よ
っ
て
慧
遠
が
菩
薩
僧
と
な
っ

た
際
に
弟
子
を
率
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
明
璨
も
そ
の
弟
子
の
一
人
に
數
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
弟
子
も
ま
た
菩
薩
僧

と
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

よ
り
問
題
な
の
は
、
⑦
曇
崇
・
⑧
法
純
・
⑩
昌
律
師
で
あ
る
。
時
を
示
す
表
現
を
見
る
と
、
⑦
「
大
象
の
初
め
、
皇
隋
命
を
肇
め
…

…
」
は
楊
堅
が
北
周
朝
に
實
權
を
握
っ
た
時
期
、
⑧
「
皇
隋
の
興
る
や
、
厥
の
初
め
首
を
度
す
」
と
⑩
「
隨

を
御
し
、
重
ね
て
法

マ
マ

を
啓
く
」
は
隋
朝
成
立
後
の
こ
と
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
④
靈
幹
傳
で
も
「
隋
佛
日
を
開
き
…
…
」
と
し
て
隋
の
時

の
よ
う
に
記
す
が
、
靈
幹
傳
に
は
「
勅
有
り
簡
ば
れ
て
菩
薩
の
數
の
中
に
入
る
」
と
あ
っ
て
、
菩
薩
僧
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑦
⑧
⑩
の
場
合
に
は
、「
百
二
十
」
と
い
う
數
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
⑦
⑩
に
つ
い
て
は
「
百
二
十
僧
」
と
し
て
「
僧
」
と
明
記

、

第一章 北周末の宗敎政策
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す
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
さ
ら
に
⑦
⑧
⑩
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
寺
名
を
「〔
大
〕
興
善
」
と
記
す
こ
と
で
あ
る
。
⑥
道
判
傳

に
「
…
…
初
め
陟

寺
に
住
す
。
大
隋
命
を
受
け
、
廣
く
佛
法
を
開
き
、
改
め
て
大
興
善
と
爲
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
興
善
寺
と
陟

寺
は
同
一
寺
院
で
あ
る
が
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
大
興
善
寺
は
隋
の
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
の
大
興
城
造
營
に
と
も
な
い
建
立
さ
れ

た
寺
院
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
陟

寺
で
あ
っ
た
。
陟

寺
は
大
興
善
寺
の
前
身
に
は
違
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
⑦
⑧
⑩
の
大
興
善
寺
を
陟

17

寺
と
い
い
換
え
れ
ば
、
陟

寺
に
入
っ
た
百
二
十
人
、
す
な
わ
ち
菩
薩
僧
と
見
な
せ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
問
題
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
道
宣
の
記
述
の
あ
り
か
た
を
見
る
と
、「
大
興
善
寺
」
と
「
陟

寺
」
と
に
使
い
分
け
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
卽
斷
は
で
き
な
い
が
、
楊
堅
が
主
體
的
に
關
わ
っ
た
場
合
に
は
北
周
末
で
あ
っ
て
も
「
大
興
善
寺
」
を
使
用
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
⑦
⑧
⑩
以
外
の
例
で
い
え
ば
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
三
・
僧
猛
傳
に
、「
隨

相
と
作
り
、
佛
日
將
に
明
ら
か
に
な

ら
ん
と
す
。
…
…
大
象
二
年
に
於
い
て
、
勅
し
て
大
興
善
寺
に
住
し
、
十
地
を
講
揚
せ
し
む
、
寺
は
卽
ち
前
の
陟

寺
な
り
」（
T
50,63

、
、
、
、

、
、
、
、
、

1a）
が
擧
げ
ら
れ
る
。
大
象
二
年
で
は
陟

寺
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
大
興
善
寺
」
と
記
し
、
そ
れ
が
「
前
の
陟

寺
」
で
あ
る

と
斷
る
。
⑦
⑧
⑩
は
「
大
興
善
寺
」
と
す
る
以
上
、
楊
堅
が
主
體
的
に
關
わ
っ
た
百
二
十
人
の
「
僧
」
で
あ
り
、
菩
薩
僧
と
は
異
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
次
に
菩
薩
僧
の
廢
止
前
後
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三

菩
薩
僧
の
廢
止
前
後
―
―
佛
敎
の
復
興

宣
帝
が
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
五
月
に
歿
す
る
と
、
鄭
譯
ら
の
矯
制
の
下
、
宣
帝
の
外
舅
で
あ
っ
た
楊
堅
が
左
大
丞
相
に
就
任
し
て
朝

權
を
掌
握
、
六
月
に
は
佛
道
二
敎
を
復
興
し
た
。

一
覽
⑨
法
藏
傳
に
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
佛
敎
復
興
の
具
體
的
樣
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
法
藏
は
廢
宗
敎
時
に
終
南
山
一
峰
の
紫
蓋

（
閣
）
山
に
隱
れ
て
い
た
が
、
大
象
元
年
（
五
七
九
）
九
月
に
山
を
降
り
て
宣
帝
に
謁
見
し
た
。
そ
こ
で
宣
帝
は
法
藏
に
對
し
て
、「
宜
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し
く
長
髮
に
し
て
菩
薩
の
衣
冠
を
著
け
し
め
、
陟

寺
主
と
爲
す
べ
し
」
と
述
べ
、
菩
薩
僧
と
し
て
陟

寺
主
に
な
る
よ
う
に
要
請
し
、

鄭
譯
を
遣
わ
し
て
檢
校
施
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
法
藏
傳
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
唐
悟
と
元
恭
行
が
覆
奏
し
た
た
め
、
う
や
む
や
に
な
っ

18

た
よ
う
で
あ
る
が
、
法
藏
が
十
月
に
再
び
宣
帝
に
謁
見
す
る
と
、
宣
帝
は
ま
た
し
て
も
「
菩
薩
の
衣
冠
を
賜
い
、
前
に
依
り
て
陟

寺
主

と
爲
す
」
と
し
て
、
彼
を
菩
薩
僧
、
陟

寺
主
に
任
命
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
法
藏
は
林
泉
山
澤
に
幽
潛
せ
ん
と
し
、
宣
帝
も
ま

た
長
安
近
郊
の
萬
年
・
長
安
・
藍
田
な
ど
五
縣
に
限
っ
て
の
遊
行
を
認
め
た
と
い
う
。

形
式
的
と
は
い
え
、
菩
薩
僧
と
さ
れ
た
法
藏
は
そ
の
後
、
佛
道
二
敎
が
復
さ
れ
た
大
象
二
年
六
月
に
楊
堅
と
三
寶
に
つ
い
て
對
論
す
る

と
、
そ
こ
で
剃
落
を
蒙
り
、
法
服
一
具
な
ど
を
賜
っ
た
。
剃
髮
、
法
服
と
い
う
以
上
、
法
藏
は
こ
の
と
き
出
家
姿
の
僧
に
さ
れ
た
と
い
え
、

出
家
が
公
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
菩
薩
僧
は
廢
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
還
俗
僧
で
あ
っ
た
か
ら
、
公

度
を
得
な
け
れ
ば
再
び
國
家
が
認
め
る
僧
と
は
な
れ
な
い
。
菩
薩
僧
の
廢
止
が
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
再
出
家
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
留
意
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
關
わ
っ
て
、
法
藏
傳
に
は
、「〔
大
象
二
年
七
月
〕
十
五
日
に
至
り
、〔
法
〕
藏
を
遣
わ
し
て
竟
陵
公
と

共
に
、
檢
校
し
て
僧
百
二
十
人
を
度
し
、

び
に
法
服
を
賜
い
、
各
々
止
ま
る
所
に
還
ら
し
む
」
と
あ
る
。
竟
陵
公
と
は
楊
堅
の
舅
父
、

時
に
小
宗
伯
で
あ
っ
た
楊
瓚
（
一
名
慧
）
の
こ
と
で
あ
る
。
小
宗
伯
が
度
僧
に
關
わ
っ
て
い
る
の
は
、
上
述
の
斛
斯
徵
と
同
樣
、
北
周
の

19

宗
敎
行
政
が
春
官
府
で
行
わ
れ
て
い
た
一
例
で
あ
る
が
、
宗
敎
廢
毀
後
、
初
の
多
數
の
度
僧
に
あ
た
っ
て
よ
り
優
れ
た
僧
の
精
選
を
必
要

と
し
、
法
藏
の
協
力
を
得
て
實
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
、
度
さ
れ
た
「
百
二
十
人
」
は
ど
の
よ
う
な
僧
で
あ
っ
た
の
か
。
菩
薩
僧
が
百
二
十
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
菩

薩
僧
と
見
ら
れ
な
く
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
て
も
い
る
。
一
覽
③

曠
傳
に
、「
尋
で
復
た
之
（
＝
菩
薩
僧
）
を
廢
し
、

20

大
法
昌
顯
し
、

び
に
出
家
に
預
り
、
同
に
興
善
に
居
る
」
と
も
あ
る
。
た
だ
し
、
④
靈
幹
傳
に
よ
れ
ば
、
靈
幹
は
隋
の
開
皇
三
年
（
五

、
、
、
、
、
、
、
、

八
三
）
に
再
出
家
し
た
と
い
う
か
ら
、
大
象
二
年
七
月
に
す
べ
て
の
菩
薩
僧
が
度
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
す
る
と
、
竟

第一章 北周末の宗敎政策
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陵
公
楊
瓚
が
關
與
し
た
度
僧
百
二
十
人
は
、
菩
薩
僧
と
異
な
る
百
二
十
人
で
あ
り
、
そ
の
中
に
菩
薩
僧
で
あ
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
先
に
言
及
し
た
⑦
曇
崇
、
⑧
法
純
、
⑩
昌
律
師
は
こ
の
百
二
十
人
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
僧
猛
も

ま
た
こ
の
百
二
十
人
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

さ
て
、
法
藏
傳
に
よ
れ
ば
、
周
隋
革
命
が
行
わ
れ
た
直
後
の
開
皇
元
年
（
五
八
一
）
二
月
十
五
日
、「
勅
を
奉
じ
て
前
に
度
す
る
者
を

追
い
、
大
興
善
寺
に
置
き
て
、
國
の
爲
に
行
道
せ
し
め
」
て
い
る
。
こ
の
時
點
で
は
大
興
善
寺
は
存
在
せ
ず
、
陟

寺
で
あ
る
こ
と
は
先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
陟

寺
と
大
興
善
寺
と
の
區
別
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
「
前
度
者
」
と
は

七
月
十
五
日
に
度
さ
れ
た
「
百
二
十
人
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
隋
朝
の
創
始
に
あ
た
っ
て
「
國
の
爲
に
行
道
」
せ
し
め
ら
れ
、
や
が
て
隋
初

の
大
興
善
寺
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

や
や
槪
說
然
と
し
た
內
容
と
な
っ
た
が
、
菩
薩
僧
の
設
置
に
關
わ
っ
て
、
北
周
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
よ
り
楊
堅
に
よ
る
宗
敎
復
興
お
よ
び

周
隋
革
命
に
至
る
ま
で
の
時
期
の
佛
敎
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た
。
本
章
に
關
わ
る
範
圍
に
お
い
て
、
以
上
に
述
べ
て
き
た

中
で
留
意
す
べ
き
こ
と
を
擧
げ
て
お
く
。

（
１
）
菩
薩
僧
は
大
象
元
年
（
五
七
九
）
四
月
に
創
設
さ
れ
て
後
、
翌
年
六
月
頃
に
解
消
さ
れ
た
、
僅
か
に
一
年
二
ヶ
月
ほ
ど
の
間
に
の

み
存
續
し
た
集
團
で
あ
る
が
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
期
間
は
ち
ょ
う
ど
宣
帝
が
天
元
皇
帝
と
自
稱
し
て
い
た
時
期
に

相
當
す
る
。

（
２
）
北
周
の
宗
敎
行
政
は
春
官
府
が
擔
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
斛
斯
徵
や
楊
瓚
の
關
わ
り
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
菩
薩
僧
に
限
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
宗
敎
行
政
機
關
の
關
與
は
う
か
が
え
ず
、
直
接
預
か
っ
た
の
は
內
史
上
大
夫
鄭
譯
で

あ
り
、
ま
た
宣
帝
自
身
も
關
わ
っ
て
い
た
。
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第
二
節

宣
帝
期
の
道
敎

次
に
、
本
節
で
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
道
敎
政
策
の
狀
況
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一

武
帝
期
の
道
敎
―
―
通
道
觀

宣
帝
期
の
道
敎
の
狀
況
を
示
す
史
料
は
少
な
い
た
め
、
不
明
な
點
が
多
い
。
た
だ
し
、
武
帝
期
の
直
後
で
あ
る
か
ら
、
武
帝
期
の
道
敎

の
狀
況
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
推
測
が
可
能
と
な
ろ
う
。
武
帝
期
の
道
敎
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
道
觀
を
中
心
に
議
論

さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
は
通
道
觀
に
つ
い
て
先
行
硏
究
に
よ
り
な
が
ら
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

北
周
領
域
へ
の
宗
敎
廢
毀
が
斷
行
さ
れ
た
一
ヶ
月
後
の
建
德
三
年
（
五
七
四
）
六
月
、
長
安
に
通
道
觀
が
設
置
さ
れ
た
。
設
置
の
詔
に

よ
れ
ば
、
聖
哲
先
賢
の
敎
說
に
お
い
て
人
々
を
救
濟
し
た
り
、
敎
義
の
根
本
義
と
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
の

が
設
置
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

21

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
內
實
は
道
敎
に
偏
重
し
て
い
た
。
武
帝
は
天
和
四
年
（
五
六
九
）
以
來
、

22

儒
佛
道
三
敎
の
齊
一
の
談
論
を
主
催
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
少
な
か
ら
ず
道
敎
擁
護
の
立
場
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
や
が
て
佛
道
二
敎
の
間

で
議
論
が
紛
糾
し
た
た
め
佛
敎
と
道
敎
と
を
併
せ
て
廢
毀
す
る
に
至
っ
た
が
、
例
え
ば
、
南
宋
・
謝
守
灝
撰
『
混
元
聖
紀
』
卷
八
に
「
遂

に
併
せ
て
之
（
＝
佛
敎
・
道
敎
）
を
斷
ち
、
止
だ
五
嶽
の
觀
廟
を
留
む
の
み
」（「
遂
併
斷
之
、
止
留
五
嶽
觀
廟
而
已
」）
と
あ
る
よ
う
に
、

23

五
岳
（
泰
山
、
天
柱
山
〈
霍
山
〉
、
嵩
山
、
華
山
、
恆
山
）
の
觀
廟
を
廢
毀
し
な
い
と
い
う
道
敎
優
遇
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

24

よ
う
に
道
敎
に
傾
斜
し
て
い
た
武
帝
の
設
け
た
も
の
が
通
道
觀
で
あ
っ
た
。
佛
敎
界
、
道
敎
界
お
よ
び
一
般
か
ら
選
ば
れ
た
と
い
う
百
二

十
人
の
通
道
觀
學
士
に
は
、
佛
敎
者
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第一章 北周末の宗敎政策
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「
任
道
林
上
表
事
」
に
「
長
安
の
廢
敎
後
、
別
に
通
道
觀
を
立
つ
る
も
、
其
の
學
ぶ
所
は
、
惟
だ
是
れ
老
莊
の
み
に
し
て
、
好
ん
で
虛

、
、
、
、
、
、
、
、

談
を
設
け
、
三
敎
を
通
申
す
と
承
く
」（「
承
長
安
廢
敎
後
、
別
立
通
道
觀
、
其
所
學
者
、
惟
是
老
莊
、
好
設
虛
談
、
通
申
三
教
」
T
50,1

56c）
と
あ
る
よ
う
に
、
通
道
觀
內
で
は
老
莊
を
中
心
と
す
る
學
術
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
事
業
が

行
わ
れ
て
い
た
の
か
。
北
宋
・
張
君
房
編
『
雲

七
籤
』
卷
八
十
五
・
尸
解
・
王
延
傳
に
、「
又
た
勅
し
て
通
道
觀
を
置
く
。〔
王
〕
延

を
し
て
三
洞
經
圖
を
校
し
て
、
觀
內
に
緘
藏
せ
し
む
。〔
王
〕
延
、
珠
囊
七
卷
を
作
る
。
凡
そ
經
傳
疏
論
八
千
三
十
卷
、
奏
し
て
通
道
觀

の
藏
に
貯
う
」（「
又
勅
置
通
道
観
。
令
延
校
三
洞
経
図
、
緘
藏
於
観
内
。
延
作
珠
囊
七
卷
。
凡
経
傳
疏
論
八
千
三
十
卷
。
奏
貯
於
通
道

観
藏
」）
と
あ
る
。
道
士
王
延
を
中
心
に
道
書
の
校
閱
編
纂
が
行
わ
れ
、
八
千
三
十
卷
も
の
經
傳
疏
論
が
收
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

25

こ
れ
に
關
連
し
て
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
・
彥
琮
傳
に
は
、「
周
武
の
齊
を
平
ら
ぐ
る
に
及
び
て
、
尋
で
延
入
を
蒙
り
、
共
に
玄
藉
を
談

じ
、
深
く
帝
心
に
會
う
。
勅
せ
ら
れ
て
通
道
觀
學
士
に
預
る
。
時
に
年
二
十
有
一
。
宇

愷
等
、
周
代
の
朝
賢
と
、
大
易
・
老
莊
を
以
て

講
論
に
陪
侍
す
。
…
…
武
帝
自
ら
道
書
を
纘
し
、
無
上
祕
要
と
號
す
。
時
に
預
り
て
綸
綜
に
霑
し
、
特
に
收
採
を
蒙
る
」（「
及
周
武
平

齊
、
尋
蒙
延
入
、
共
談
玄
藉
、
深
會
帝
心
。
勅
預
通
道
觀
學
士
。
時
年
二
十
有
一
。
與
宇

愷
等
、
周
代
朝
賢
、
以
大
易
老
莊
、
陪
侍
講

論
。
…
…
武
帝
自
纘
道
書
、
號
無
上
祕
要
。
于
時
預
霑
綸
綜
、
特
蒙
收
採
」
T
50,436c）
と
あ
り
、
武
帝
が
み
ず
か
ら
『
無
上
祕
要
』

を
編
纂
し
た
と
い
う
。
通
道
觀
學
士
の
彥
琮
が
そ
の
編
纂
に
參
與
し
て
い
る
以
上
、『
無
上
祕
要
』
の
編
纂
は
通
道
觀
に
お
け
る
重
要
な

事
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
『
無
上
祕
要
』
に
關
す
る
硏
究
の
中
に
あ
っ
て
、『
無
上
祕
要
』
と
通
道
觀
と
を
關
連
し
て
考
察
さ
れ
た
砂
山
稔
氏
の
硏
究
は
と

り
わ
け
注
目
さ
れ
る
。
氏
は
、『
無
上
祕
要
』
第
一
科
「
大
道
品
」
の
要
略
と
通
道
觀
設
置
の
詔

と
の
相
似
性
を
指
摘
し
、
通
道
觀
の

26

設
置
か
ら
『
無
上
祕
要
』
の
撰
述
に
至
る
過
程
が
、
一
連
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
通
道
觀
と
は
三
敎
齊
一
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
實
際
に
は
ほ
と
ん
ど
道
觀
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
宗
敎
廢
毀
政
策
下
と
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は
い
え
、
道
敎
敎
團
は
國
家
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
發
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

二

宣
帝
期
の
道
敎

武
帝
期
に
は
通
道
觀
を
中
心
に
道
敎
が
重
視
さ
れ
て
盛
行
し
た
。
そ
の
直
後
の
宣
帝
期
に
も
ま
た
道
敎
が
よ
り
重
視
さ
れ
た
と
推
察
さ

れ
る
。

宣
帝
期
に
道
敎
儀
禮
の
醮
が
實
施
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
を
傍
證
し
よ
う
。『
周
書
』
宣
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
大
象
元
年
の
四
月
・
八
月

・
十
月
に
實
施
さ
れ
て
い
る
。
醮
と
は
災
厄
を
消
除
す
る
た
め
に
、
夜
中
に
星
辰
の
下
で
北
極
星
の
神
格
で
あ
る
天
皇
太
一
な
ど
を
祀
る

27

道
敎
儀
禮
の
一
つ
で
あ
る
。
醮
は
武
帝
期
に
も
北
齊
討
伐
と
關
連
づ
け
て
行
わ
れ
て
い
た
。『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
三
・
僧
衄
傳
に
は
武

28

帝
期
の
醮
の
樣
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
周
武
の
季
世
、
將
に
釋
門
を
喪
さ
ん
と
し
、
老
氏
を
崇
上
し
、
其
の
符
錄
を
受
く
。

ほ
ろ
ぼ

凡
そ
大
醮
有
れ
ば
、
帝
は
必
ず
其
の
巾
褐
を
具
え
、
其
の
拜
伏
を
同
じ
く
す
」（「
周
武
季
世
、
將
喪
釋
門
、
崇
上
老
氏
、
受
其
符
錄
。

凡
有
大
醮
、
帝
必
具
其
巾
褐
、
同
其
拜
伏
」
T
50,630b）。
武
帝
は
道
敎
を
崇
拜
し
て
符
錄
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
道
士
の
姿
で
醮
に

臨
み
、
道
士
と
同
じ
よ
う
に
拜
伏
を
行
っ
た
と
い
う
。
宣
帝
期
の
醮
の
實
施
は
、
武
帝
期
の
そ
れ
を
繼
承
す
る
で
あ
ろ
う
が
、『
周
書
』

に
よ
る
限
り
、
宣
帝
期
に
は
武
帝
期
よ
り
も
實
施
の
頻
度
が
や
や
增
し
て
い
る
。
醮
は
通
常
、
道
士
が
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
武
帝
の

29

場
合
に
も
彼
一
人
で
實
施
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
れ
に
攜
わ
る
道
士
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
道
士
は
ま
た
宣
帝
期
に
も

引
き
繼
が
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
醮
に
關
わ
っ
た
道
士
を
史
料
上
に
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
還
俗
僧
で
あ
り
な
が
ら
も
、
通
道
觀
學
士
と

し
て
大
易
・
老
莊
を
講
論
し
た
り
、
道
書
編
纂
に
攜
わ
っ
た
り
と
、
な
か
ば
道
士
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
彥
琮
は
、「
宣
帝
の
位
に
在

る
に
至
り
、
醮
ご
と
に
必
ず
累
日
通
宵
し
、
談
論
の
際
、
因
り
て

す
に
正
法
を
以
て
す
」（「
至
宣
帝
在
位
、
每
醮
必
累
日
通
宵
、
談

論
之
際
、
因

以
正
法
」
T
50,436c）
と
い
う
よ
う
に
、
宣
帝
の
醮
に
も
參
加
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
彥
琮
の
醮
へ
の
參
加
は
通
道
觀
學

第一章 北周末の宗敎政策
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士
と
い
う
身
分
か
ら
の
流
れ
と
見
ら
れ
る
が
、
佛
敎
者
の
出
で
あ
る
彥
琮
の
役
目
は
あ
く
ま
で
談
論
を
佛
敎
に
よ
っ
て

色
す
る
こ
と
に

過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
醮
を
取
り
仕
切
る
多
數
の
道
士
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
宣
帝
期
の
道
敎
盛
行
を
よ
り
明
示
す
る
の
は
、
先
引
の
『
雲

七
籤
』
王
延
傳
で
あ
る
。
王
延
ら
に
よ
る
通
道
觀
で
の
道
書
編

纂
に
關
す
る
記
述
に
續
い
て
、「
是
れ
に
由
り
て
玄
敎
光
興
し
、
朝
廷
は
大
象
を
以
て
號
を
紀
す
」（「
由
是
玄
敎
光
興
、
朝
廷
以
大
象
紀

、
、
、
、
、
、
、
、
、

號
」）
と
あ
る
。
通
道
觀
を
中
心
と
す
る
道
敎
振
興
を
背
景
に
、
朝
廷
が
「
大
象
」
を
年
號
に
用
い
た
と
い
う
。「
大
象
」
は
『
老
子
』

に
基
づ
く
。
こ
れ
よ
り
僅
か
二
年
後
に
建
國
さ
れ
た
隋
朝
が
最
初
に
用
い
た
年
號
「
開
皇
」
は
道
書
に
基
づ
く
。
隋
初
の
道
敎
的
年
號
採

30

31

用
の
背
景
に
は
北
周
末
の
道
敎
振
興
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
大
象
元
年
に
は
改
曆
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
甄
鸞
の
天
和
曆
が
馬
顯
ら
に
よ
る
丙
寅
元
曆
（
大
象
曆
）

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
馬
顯
は
隋
初
の
開
皇
曆
作
成
の
協
力
者
で
あ
り
、
開
皇
曆
作
成
者
の
筆
頭
で
あ
る
道
士
張
賓
と
近
し
い
關
係
に
あ

っ
た
。
張
賓
は
、
武
帝
の
廢
宗
敎
に
お
い
て
衞
元
嵩
と
と
も
に
佛
敎
を
排
擊
し
た
道
士
で
あ
り
、
天
和
五
年
（
五
七
〇
）
に
『
笑
道
論
』

を
著
わ
し
て
道
敎
を
批
難
し
た
甄
鸞
に
對
し
て
は
、
特
に
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
丙
寅
元
曆
へ
の
改
曆
の
後
、
隋
初

に
張
賓
の
開
皇
曆
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
後
に
曆
法
の
主
導
權
を
道
士
が
握
っ
た
事
實
か
ら
見
れ
ば
、
大
象
の
改
曆
に
は
道
士
張
賓
の
強

い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
通
道
觀
の
道
士
で
あ
っ
た
王
延
ら
と
張
賓
と
の
關
係
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
も
の
の
、「
玄
敎

32

光
興
」
の
背
景
と
し
て
、
こ
う
し
た
張
賓
の
暗
躍
に
も
注
意
さ
れ
る
。

三

「
天
元
」
皇
帝
の
自
稱

『
周
書
』
宣
帝
紀
に
、
奢
侈
を
好
ん
で
享
樂
的
な
生
活
に
耽
溺
し
、
恐
怖
政
治
を
行
っ
た
と
記
さ
れ
る
宣
帝
は
、
そ
の
奔
放
な
生
活
環

境
を
手
に
入
れ
る
べ
く
、
蹇
蹇
匪
躬
の
武
帝
遺
臣
を
肅
淸
し
、
皇
太
子
時
代
以
來
の
阿
諛
追
從
の
佞
臣
を
寵
用
し
た
。
卽
位
直
後
の
宣
政
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元
年
（
五
七
八
）
六
月
の
齊
王
宇

憲
の
誅
殺
お
よ
び
讓
位
直
前
の
大
成
元
年
（
五
七
九
）
二
月
の
尉
遲
運
・
王
軌
・
宇

神
擧
・
宇

33

孝
伯
ら
の
肅
淸
は
そ
の
一
斑
を
示
す
。
武
帝
の
弟
の
宇

憲
は
武
帝
親
政
時
代
、
政
治
の
中
樞
に
い
る
傍
ら
、
將
軍
と
し
て
北
齊
平
定
に

34

大
功
の
あ
っ
た
人
物
。
王
軌
ら
は
い
ず
れ
も
武
帝
の
信
を
得
て
「
心
腹
の
任
」（『
周
書
』
卷
四
十
、
宇

神
擧
傳
）
に
あ
っ
た
諫
臣
で

あ
っ
た
。
一
方
、
鄭
譯
や
劉
昉
ら
の
佞
臣
を
寵
用
す
る
。
鄭
譯
は
か
つ
て
宮
尹
下
大
夫
と
し
て
「
特
に
太
子
の
親
愛
を
被
」
り
、
宣
帝
卽

位
後
、
內
史
中
大
夫
を
授
か
り
、「
既
に
恩
舊
を
以
て
、
任
遇
甚
だ
重
け
れ
ば
、
朝
政
の
機
密
、

び
に
參
詳
を
得
」
た
。
そ
し
て
、
大

象
元
年
（
五
七
九
）
二
月
の
宣
帝
讓
位
後
、
內
史
上
大
夫
と
な
り
、「
內
史
の
事
を
領
」
し
た
と
い
う
。
北
周
の
內
史
系
官
僚
は
詔
勅
を

35

司
る
官
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
子
輔
弼
の
任
に
あ
っ
て
國
政
に
參
與
し
、
劉
昉
が
就
い
て
い
た
天
官
府
の
御
正
系
官
僚
の
職
掌
も
そ
れ
に

近
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
北
周
末
に
は
社
會
で
自
立
勢
力
と
し
て
の
力
を
失
い
か
け
て
い
た
漢
人
門
閥
が
そ
の
個
人
的
才
能
に
よ
っ
て
こ

36

う
し
た
官
に
就
任
し
、
そ
の
職
權
を
軸
に
結
託
し
て
朝
廷
內
に
一
種
の
體
制
外
的
世
界
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
典
型
が
鄭
譯
や

37

劉
昉
で
あ
る
。
そ
の
權
限
の
大
き
さ
の
ゆ
え
に
、
宣
帝
崩
後
、
楊
堅
を
丞
相
に
就
任
さ
せ
、
周
隋
革
命
を
圓
滑
に
遂
行
し
得
た
の
で
あ
っ

た
。
宣
帝
に
よ
る
絕
對
的
專
制
的
な
權
力
は
、
鄭
譯
の
相
對
的
に
強
大
化
し
た
權
限
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
點
、
鄭
譯

を
介
し
た
諸
政
策
に
は
宣
帝
の
意
向
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宣
政
元
年
（
五
七
八
）
六
月
に
卽
位
し
た
宣
帝
は
、
同
二
年
（
五
七
九
）
正
月
癸
巳
（
朔
日
）、
大
成
と
改
元
、
そ
の
十
日
後
の
癸
卯

（
十
一
日
）、
皇
子
の
宇

衍
を
魯
王
に
封
ず
る
と
、
戊
午
（
二
十
六
日
）
に
は
洛
陽
に
行
幸
し
て
魯
王
衍
を
皇
太
子
と
し
た
。
さ
ら
に

二
月
乙
亥
（
十
四
日
）、
洛
陽
よ
り

に
行
幸
し
た
宣
帝
は
、
辛
巳
（
二
十
日
）
に
詔
し
て
帝
位
を
皇
太
子
衍
に
傳
位
し
、
大
象
と
改
元
、

天
元
皇
帝
と
自
稱
す
る
。
衍
を
皇
太
子
に
立
て
て
か
ら
一
月
も
た
た
な
い
う
ち
の
讓
位
で
あ
る
。
時
に
宣
帝
二
十
一
歲
、
衍
は
七
歲
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
宣
帝
が
衍
に
讓
位
し
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。『
周
書
』
宣
帝
紀
に
よ
れ
ば
、「
既
に
自
ら
上
帝
に
比
ぶ
れ
ば
、
人
を
し

第一章 北周末の宗敎政策
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て
己
に
同
じ
く
せ
し
む
る
を
欲
さ
ず
」（「
既
自
比
上
帝
、
不
欲
令
人
同
己
」）
と
い
う
欲
求
が
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

蓋
し
皇
帝
を
も
っ
て
天
子
と
す
れ
ば
、
天
子
の
立
場
を
讓
っ
て
そ
の
上
に
立
つ
こ
と
で
、
自
ら
を
上
帝
に
比
擬
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
志
向
は
名
稱
や
數
の
改
變
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
天
元
皇
帝
の
自
稱
と
と
も
に
居
る
と
こ
ろ
を
「
天
臺
」
と
呼
び
、

38

制
詔
を
「
天
制
詔
」、
勅
を
「
天
勅
」
と
改
め
、
ま
た
自
身
が
生
ま
れ
た
同
州
宮
を
「
天
成
宮
」
に
改
め
る
な
ど
、
天
を
強
く
意
識
し
た

39

名
稱
を
用
い
る
。
數
に
つ
い
て
は
、「
冕
に
二
十
四
旒
有
り
、
車
服
旗
鼓
、
皆
な
二
十
四
を
以
て
節
と
爲
す
」
と
い
う
。『
禮
記
』
に
よ

40

41

れ
ば
、
十
二
を
「
天
數
」
と
し
て
皇
帝
は
十
二
旒
の
冕
を
用
い
る
が
、
宣
帝
は
歷
代
皇
帝
が
用
い
た
數
の
倍
數
を
基
準
に
し
た
の
で
あ
り
、

42

43

前
代
の
皇
帝
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
の
こ
う
し
た
意
識
を
表
徵
し
た
「
天
元
」
と
は
具
體
的
に
何
を
指
す
の
か
。
宣
帝
は
五
人
の
皇
后
を
持
っ
て
お
り
、
天

元
皇
帝
の
自
稱
に
と
も
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
后
に
徽
號
を
賜
っ
て
い
る
。『
周
書
』
卷
九
・
皇
后
傳
・
陳
皇
后
傳
に
は
、
陳
皇
后
に
徽

號
を
賜
っ
た
際
の
詔
が
載
る
が
、
そ
こ
に
「
天
元
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
曰
に
天
元
は
極
に
居
り
、
五
帝
は
所
以

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

こ
こ

に
仰
崇
す
。
王
者
尊
を
稱
し
、
列
后
焉
に
於
い
て
上
儷
す
」（「
曰
天
元
居
極
、
五
帝
所
以
仰
崇
。
王
者
稱
尊
、
列
后
於
焉
上
儷
」）。

、
、
、
、

天
元
は
極
に
居
り
、
五
帝
が
仰
崇
す
る
と
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
天
元
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
北
辰
（
北
極
星
）、
さ
ら
に
い
え
ば
、
天
皇

大
帝
で
あ
る
と
思
し
い
。
天
皇
大
帝
と
上
帝
（
昊
天
上
帝
）
は
と
も
に
北
極
星
を
神
格
化
し
た
も
の
と
し
て
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
道
敎

に
お
け
る
至
尊
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
の
高
宗
は
生
前
に
「
天
皇
」
と
い
う
呼
稱
を
用
い
た
が
、
福
永
光
司
氏
に
よ
れ
ば
、
高
宗
が
天
皇
を
用
い
た
の
は
、
そ

の
名
稱
が
「
地
上
の
帝
王
を
超
越
的
な
世
界
と
結
び
、
現
世
の
帝
王
權
力
の
神
聖
性
を
立
證
す
る
と
共
に
、
一
方
ま
た
道
敎
の
大
神
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
王
の
死
後
の
世
界
に
お
け
る
神
仙
と
し
て
の
高
き
地
位
を
保
證
」
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
背

44

景
に
は
遠
祖
を
老
子
と
す
る
唐
室
に
お
け
る
強
い
道
敎
信
仰
が
あ
っ
た
。
北
周
宣
帝
の
「
天
元
皇
帝
」
と
唐
高
宗
の
「
天
皇
」
と
は
、
と
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も
に
北
極
星
の
神
格
化
さ
れ
た
も
の
を
表
わ
す
と
は
い
え
、
互
い
に
名
稱
が
異
な
る
し
、
宣
帝
の
天
元
皇
帝
の
自
稱
に
唐
高
宗
の
よ
う
な

道
敎
へ
の
明
確
な
意
識
が
あ
っ
た
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
上
述
の
ご
と
く
道
敎
振
興
の
下
に
年
號
を
「
大
象
」
で

示
し
、
そ
れ
と
同
時
に
天
元
皇
帝
を
自
稱
し
て
い
る
點
よ
り
見
れ
ば
、
宣
帝
の
天
に
對
す
る
強
烈
な
意
識
の
昂
揚
は
、
彼
の
道
敎
へ
の
傾

斜
の
結
果
と
解
さ
れ
る
。

以
上
に
見
た
彼
の
強
烈
な
自
尊
心
、
自
己
顯
示
欲
が
宗
敎
の
前
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
か
は
、
あ
る
意
味
、
自
明
で
あ
る
。

『
周
書
』
宣
帝
紀
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
の
が
最
も
象
徵
的
で
あ
る
。「
是
の
歲
（
＝
大
象
元
年
）、
初
め
て
佛
像
及
び
天
尊
像
を
復
す
。

是
（
＝
冬
十
月
）
に
至
り
、
帝
は
二
像
と
倶
に
南
面
し
て
坐
し
、
大
い
に
雜
戲
を
陳
ね
、
京
城
の
士
民
を
し
て
縱
い
ま
ま
に
觀
せ
し
む
」

（「
是
歲
、
初
復
佛
像
及
天
尊
像
。
至
是
、
帝
與
二
像
倶
南
面
而
坐
、
大
陳
雜
戲
、
令
京
城
士
民
縱
觀
」）。
宣
帝
は
佛
像
と
天
尊
像
と
と

も
に
南
面
し
、
そ
の
樣
子
を
長
安
の
士
民
に
見
さ
せ
た
と
い
う
。
天
元
皇
帝
の
前
に
あ
っ
て
は
、
佛
道
二
敎
の
尊
像
と
い
え
ど
も
、
あ
た

か
も
自
身
を
裝
飾
す
る
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
關
わ
っ
て
、
道
宣
が
宣
帝
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
の
は
頗
る
興
味

深
い
。當

年
崩
背
、
而
其
子
用
之
。
大
張

物
、
高
陳
聲
勢
、
卽
開
佛
法
、
以
從
百
姓
之
歡
心
、
又
顯
勝
相
、
用
呈
大
國
之
威
雄
也
。（『
廣

弘
明
集
』
卷
七
、
辯
惑
篇
、
敍
列
代
王
臣
滯
惑
解
下
、
盧
思
道
の
條
。
T
52,133c）。

〔
武
帝
は
〕
當
年
に
崩
背
し
て
、
其
の
子
之
を
用
う
。
大
い
に

物
を
張
べ
、
高
く
聲
勢
を
陳
ね
、
卽
ち
佛
法
を
開
き
、
以
て
百

の

姓
の
歡
心
に
從
い
、
又
た
勝
相
を
顯
ら
か
に
し
て
、
用
て
大
國
の
威
雄
を
呈
す
る
な
り
。

勝
相
と
は
佛
の
三
十
二
相
を
指
す
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
佛
像
な
ど
の
尊
像
を
意
味
し
よ
う
。
道
宣
に
よ
れ
ば
、
武
帝
に
よ
っ
て
齎
さ

れ
た
北
周
朝
の
最
盛
期
、
そ
の
強
大
な
權
力
を
我
が
物
と
し
た
宣
帝
は
、
盛
大
に

物
を
列
ね
て
權
勢
を
誇
示
し
た
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ

た
佛
敎
の
復
興
は
百
姓
の
歡
心
を
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
、
先
引
の
『
周
書
』
宣
帝
紀
に
見
た
よ
う
に
、
佛
像
や
天
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尊
像
と
と
も
に
南
面
し
た
の
は
大
國
の
威
雄
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
宗
敎
の
復
興
が
人
心
の
收
攬
た
り
得
る
こ
と
は
隋
の
宗
敎

復
興
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
元
皇
帝
の
自
己
顯
示
欲
と
密
接
に
關
わ
る
時
、
彼
の
興
宗
敎
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
北
周

朝
の
威
雄
の
誇
示
に
結
び
つ
く
と
見
る
道
宣
の
評
價
は
、
當
該
期
の
宗
敎
政
策
の
一
つ
の
色
彩
を
示
す
も
の
と
し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
菩
薩
僧
は
こ
の
よ
う
な
時
期
に
の
み
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
節

東
西
兩
京
の
佛
寺
・
道
觀

宣
帝
は
宗
敎
的
權
威
と
自
身
を
同
視
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
身
の
存
在
を
誇
示
し
、
ひ
い
て
は
大
國
の
威
雄
を
顯
示
し
た
。
こ
う
し

た
宗
敎
觀
を
用
意
し
保
證
し
た
の
は
、
道
敎
へ
の
傾
斜
か
ら
す
る
天
へ
の
強
烈
な
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宣
帝
に
よ
る
政
策
を
實
現

さ
せ
た
の
は
當
時
權
勢
を
振
っ
た
鄭
譯
で
あ
る
。
菩
薩
僧
の
創
設
に
も
鄭
譯
が
關
與
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
宣
帝
の
性
格
が
菩
薩
僧

に
も
投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
確
か
に
、
菩
薩
僧
の
規
定
條
件
を
見
る
限
り
、
こ
の
問
題
を
儒
敎
と
佛
敎
と
の
關
係
で
說
明
す

る
の
は
妥
當
で
あ
る
が
、
設
置
主
體
の
道
敎
へ
の
傾
斜
と
い
う
性
格
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
道
敎
と
の
關
わ
り
に
も
注

意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
菩
薩
僧
が
配
さ
れ
た
陟

寺
を
手
が
か
り
に
述
べ
て
み
た
い
。

陟

寺
は
長
安
と
洛
陽
の
二
ヶ
所
に
の
み
建
立
さ
れ
た
。
は
じ
め
に
長
安
の
陟

寺
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
長
安
の
陟

寺
に
つ
い

て
詳
論
す
る
山
崎
宏
氏
の
硏
究
に
よ
れ
ば
、
北
周
の
長
安
に
は
宗
敎
廢
毀
以
前
よ
り
陟

寺
と
玄
都
觀
が
存
在
し
て
い
た
が
、
宗
敎
廢
毀

45

に
際
し
て
玄
都
觀
は
通
道
觀
へ
移
行
し
、
陟

寺
は
機
能
を
停
止
し
た
か
あ
る
い
は
廢
毀
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
宣
帝
期
に
陟

寺
が
立
つ

と
、
道
敎
的
要
素
の
強
か
っ
た
通
道
觀
か
ら
佛
敎
的
要
素
が
陟

寺
へ
移
り
、
通
道
觀
は
純
粹
な
道
觀
に
な
っ
た
。
そ
し
て
隋
に
な
っ
て
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大
興
城
が
造
營
さ
れ
る
と
、
通
道
觀
は
大
興
城
內
の
玄
都
觀
と
な
り
、
陟

寺
は
大
興
善
寺
と
な
っ
た
と
い
う
。
氏
の
所
說
を
圖
示
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
宗
敎
廢
毀
前
）
陟

寺
・
玄
都
觀
↓
通
道
觀
↓
陟

寺
・（
道
觀
と
し
て
の
）
通
道
觀
↓
（
隋
）
大
興
善
寺
・
玄
都
觀

で
は
、
洛
陽
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
洛
陽
陟

寺
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
ず
は
陟

寺
が
洛

陽
に
も
建
立
さ
れ
た
背
景
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
時
期
の
洛
陽
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

北
魏
孝

帝
の
洛
陽
遷
都
に
よ
っ
て
發
展
し
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
見
え
る
佛
敎
都
市
へ
と
成
長
し
た
洛
陽
は
、
北
魏
末
の
混
亂
の
中

に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
ず
、
北
周
武
帝
に
よ
る
華
北
統
一
後
、
舊
北
齊
地
域
に
對
す
る
統
治
機
關
と

し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
關
す
る
政
策
は
宣
帝
期
に
集
中
し
て
實
施
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

大
成
元
年
（
五
七
九
）
正
月
癸
卯
（
十
一
日
）、
皇
子
衍
を
封
じ
て
魯
王
と
な
す
と
、
戊
午
（
二
十
六
日
）
に
は
洛
陽
に
行
幸
し
て
魯

王
衍
を
皇
太
子
に
立
て
た
。
つ
い
で
二
月
癸
亥
（
二
日
）、
行
幸
先
の
洛
陽
に
お
い
て
詔
を
下
し
て
洛
陽
城
の
修
復
を
命
じ
、
山
東
諸
州

の
兵
を
徵
發
し
て
洛
陽
宮
の
造
營
に
當
た
ら
せ
、
常
に
四
萬
人
が
使
役
さ
れ
た
と
い
う
。
洛
陽
宮
は
宣
帝
の
死
去
に
よ
っ
て
未
完
成
と
な

46

っ
た
が
、「
其
の
規
模
の
壯
麗
な
る
こ
と
、
漢
魏
を
踰
ゆ
る
こ
と
遠
」
き
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
北
魏
以
來
、
荒
廢
し
て
き
た
洛
陽

47

城
の
修
復
事
業
が
開
始
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
續
い
て
『
周
書
』
宣
帝
紀
に
は
、「

び
に
相
州
六
府
を
洛
陽
に
移
し
、
東
京
六
府
と
稱
す
」

と
あ
る
。
相
州
六
府
は
建
德
六
年
（
五
七
七
）
二
月
の
北
齊
平
定
直
後
に
置
か
れ
た
舊
北
齊
地
域
統
治
の
出
先
機
關
で
あ
り
、

州
六
府

と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

州
六
府
は
同
年
十
二
月
に
廢
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
相
州
六
府
が
大
成
元
年
二
月
ま
で
に
お

け
る
舊
北
齊
領
域
統
治
上
の
一
大
據
點
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
機
關
が
洛
陽
に
移
轉
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

大
成
元
年
二
月
辛
巳
（
二
十
日
）、
宣
帝
は
讓
位
し
て
大
象
と
改
元
す
る
。『
周
書
』
宣
帝
紀
に
は
、
そ
の
直
後
の
二
月
辛
卯
（
三
十
日
）

に
發
せ
ら
れ
た
二
つ
の
詔
が
載
る
。
一
つ
は
、「
詔
し
て

城
の
石
經
を
洛
陽
に
徙
す
」（「
詔
徙

城
石
經
於
洛
陽
」）
と
い
う
も
の
で

第一章 北周末の宗敎政策
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あ
る
。

城
の
石
經
と
は
後
漢
の
熹
平
石
經
お
よ
び
三
國
魏
の
正
始
石
經
を
い
う
。
漢
魏
洛
陽
城
の
太
學
前
に
立
て
ら
れ
て
以
來
、
磨
滅

し
な
が
ら
も
繼
承
さ
れ
、
東
魏
の
武
定
四
年
（
五
四
六
）
に
洛
陽
よ
り

に
移
さ
れ
、
そ
の
學
館
に
立
て
ら
れ
て
い
た
。
石
經
は
儒
敎
經

48

典
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ば
王
朝
の
權
威
を
示
す

化
的
象
徵
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
を
洛
陽
に
運
ん
だ
意
味
は
小

さ
く
な
い
。
も
う
一
つ
の
詔
は
、「
又
た
詔
し
て
曰
く
、
洛
陽
の
舊
都
、
今
既
に
修
復
す
れ
ば
、
凡
そ
是
の
元
遷
の
戶
、

び
に
洛
州
に

還
る
を
聽
す
。
此
の
外
の
諸
民
に
し
て
往
か
ん
と
欲
す
る
者
も
、
亦
た
其
の
意
に
任
す
。
河
陽
・
幽
・
相
・
豫
・
亳
・
靑
・
徐
七
總
管
、

東
京
六
府
の
處
分
を
受
け
よ
、
と
」（「
洛
陽
舊
都
、
今
既
修
復
、
凡
是
元
遷
之
戶
、

聽
還
洛
州
。
此
外
諸
民
欲
往
者
、
亦
任
其
意
。

河
陽
・
幽
・
相
・
豫
・
亳
・
靑
・
徐
七
總
管
、
受
東
京
六
府
處
分
」）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
洛
陽
城
修
復
を
命
じ
て
ま
だ
一
月
も
經
っ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
修
復
し
た
と
し
て
、
洛
陽
元
住
の
人
々
の
歸
還
を
許
し
、
洛
陽
元
住
者
以
外
で
も
洛
陽
に
行
く
こ

と
を
許
可
し
た
。
さ
ら
に
舊
北
齊
領
域
の
う
ち
、
現
在
の
行
政
區
劃
で
い
う
と
こ
ろ
の
山
西
省
と
江
蘇
省
を
除
い
た
地
域
の
七
總
管
に
對

し
て
東
京
六
府
の
處
分
を
受
け
る
よ
う
に
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
地
理
的
に
見
れ
ば
、
洛
陽
を
西
端
の
起
點
に
、
そ
こ
か
ら
東
北
方
へ

扇
狀
に
廣
が
る
地
域
の
大
部
分
が
東
京
六
府
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
東
京
洛
陽
が
實
際
上
、
舊
北
齊
地
域
統
治
の
據
點
に

な
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
こ
と
は
宣
帝
歿
後
に
丞
相
と
な
っ
た
楊
堅
が
長
子
楊
勇
を
洛
州
總
管
・
東
京
小
冢
宰
に
任
じ
て
、「
舊
齊

の
地
を
總
統
」
さ
せ
た
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

49

東
京
六
府
の
設
置
と
七
總
管
に
對
す
る
東
京
六
府
の
處
分
接
受
の
要
請
は
、
直
接
的
に
は
北
齊
の
併
合
に
よ
る
華
北
統
一
に
と
も
な
い

擴
大
し
た
北
周
領
域
の
統
治
問
題
に
關
係
す
る
。
し
か
し
、
洛
陽
城
の
復
興
、
洛
陽
宮
の
造
營
、
お
よ
び
「
東
京
」
へ
の
改
稱
を
も
併
せ

考
え
れ
ば
、
洛
陽
に
も
長
安
と

ぶ
王
朝
の
權
威
を
象
徵
す
る
都
と
し
て
の
地
位
が
附
與
さ
れ
、
い
わ
ば
兩
都
的
な
體
制
が
形
成
さ
れ
た

と
い
え
る
。

50

以
上
の
よ
う
に
、
洛
陽
は
大
象
元
年
二
月
の
宣
帝
讓
位
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
「
東
京
」
と
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
二
ヶ
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月
後
に
設
置
さ
れ
た
の
が
陟

寺
の
菩
薩
僧
で
あ
る
。
長
安
だ
け
で
な
く
洛
陽
に
も
設
け
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
北
周
末
の
兩
都
的
體
制

に
照
應
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
兩
都
的
體
制
は
、
華
北
統
一
直
後
の
北
周
が
領
域
へ
の
支
配
權
を
徹
底
す
る

も
の
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
宗
敎
を
も
內
包
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
洛
陽
へ
の
陟

寺
の
配
置
は
「
東
京
」
の
成
立
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
具
體
的
な
地
理
位
置
は
、
洛
陽
城
內
で

は
な
く
、
そ
の
郊
外
と
も
い
う
べ
き
嵩
岳
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
具
體
的
に
傳
え
る
の
が
、
唐
・
裴

撰
『
皇
唐
嵩
岳
少
林
寺
碑
』
で

あ
る
。

51
周
武
帝
、
建
德
中
、
納
元
嵩
之
說
、
斷
釋
老
之
敎
。
率
土
伽
藍
、
咸
從
廢
毀
。
明
皇
帝
、
繼
明
正
位
、
追
崇
景
福
。
大
象
中
、
初
復

佛
象
及
天
尊
象
。
廼
於
兩
京
、
各
立
一
寺
。
因
孝
思
所
置
、
以
陟

爲
名
。
其
洛
中
陟

、
卽
此
寺
也
。
…
…
周
大
象
中
、
寺
初
復
。

選
沙
門
中
德
業
灼
然
者
、
置
菩
薩
僧
一
百
廿
人
。
惠
遠
法
師
・
洪
遵
律
師
、
卽
其
數
也
。

周
の
武
帝
、
建
德
中
、〔
衞
〕
元
嵩
の
說
を
納
れ
、
釋
老
の
敎
を
斷
つ
。
率
土
の
伽
藍
、
咸
く
廢
毀
に
從
う
。
明
皇
帝
、
繼
ぎ
て
正

位
を
明
ら
か
に
し
、
追
っ
て
景
福
を
崇
ぶ
。
大
象
中
、
初
め
て
佛
象
及
び
天
尊
象
を
復
す
。
廼
ち
兩
京
に
於
い
て
、
各
々
一
寺
を
立

つ
。
孝
思
の
置
く
所
に
因
り
て
、
陟

を
以
て
名
と
爲
す
。
其
れ
洛
中
の
陟

は
、
卽
ち
此
の
寺
な
り
。
…
…
周
の
大
象
中
、
寺
初

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

め
て
復
す
。
沙
門
中
の
德
業
灼
然
た
る
者
を
選
び
、
菩
薩
僧
一
百
廿
人
を
置
く
。
惠
遠
法
師
・
洪
遵
律
師
、
卽
ち
其
の
數
な
り
。

少
林
寺
は
北
魏
孝

帝
に
よ
る
建
立
以
後
、
北
齊
時
代
に
か
け
て
佛
陀
禪
師
、
勒
那
摩
提
、
菩
提
逹
磨
、
慧
光
、
僧
稠
、
慧
可
と
い
っ
た

傑
僧
が
い
た
寺
院
と
し
て
知
ら
れ
る
。
北
周
武
帝
の
宗
敎
廢
毀
で
廢
さ
れ
た
が
、
大
象
年
間
に
陟

寺
と
し
て
復
興
し
、
慧
遠
や
洪
遵
が

菩
薩
僧
と
し
て
入
寺
し
た
と
い
う
。
一
覽
②
慧
遠
傳
の
「
少
林
に
長
講
す
」、
⑪
洪
遵
傳
の
「
擧
げ
ら
れ
て
嵩
岳
に
住
す
」
に
よ
っ
て
も

、
、

、
、

確
認
さ
れ
る
。
ま
た
④
靈
幹
傳
に
「
少
林
に
館
を
置
く
」
と
あ
り
、
⑤
僧
休
が
「〔
洪
〕
遵
・〔
慧
〕
遠
等
と
、
同
に
陟

に
居
」
た
と

、
、

あ
る
の
で
、
靈
幹
と
僧
休
も
洛
陽
陟

寺
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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菩
薩
僧
は
長
安
と
洛
陽
（
嵩
岳
）
の
い
ず
れ
か
の
陟

寺
に
入
っ
た
が
、
そ
の
地
域
は
彼
ら
の
出
身
王
朝
と
關
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
上
に
見
た
慧
遠
・
洪
遵
・
靈
幹
・
僧
休
に
は
舊
北
齊
領
域
の
出
身
と
い
う
共
通
點
が
あ
る
。
第
一
節
で
、
③

曠
傳
に
は
菩
薩
僧
が

廢
さ
れ
て
後
、「

び
に
出
家
に
預
り
、
同
に
興
善
に
居
る
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
④
靈
幹
傳
に
よ
れ
ば
、
靈
幹
は
隋
の
開
皇
三
年

（
五
八
三
）
に
再
出
家
し
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
そ
の
理
由
は
靈
幹
が
洛
陽
陟

寺
の
菩
薩
僧
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
③

曠
傳
の
「

び
に
出
家
に
預
り
、
同
に
興
善
に
居
る
」
と
は
、
長
安
陟

寺
の
菩
薩
僧
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

長
安
陟

寺
に
入
っ
た
も
の
は
僅
か
に
法
藏
・

曠
・
道
判
の
三
人
し
か
判
斷
で
き
な
い
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
舊
北
周
領
域
の
僧
で
あ

っ
た
。
も
と
よ
り
傳
記
は
少
な
い
が
、
こ
う
し
て
見
る
限
り
、
東
西
兩
京
と
照
應
し
た
陟

寺
の
配
置
に
は
、
兩
京
の
主
管
領
域
の
宗
敎

を
も
分
掌
す
る
目
的
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
翻
っ
て
見
る
に
、「
名
實
灼
然
と
し
て
、
聲
望
の
嘉
す
べ
き
」
舊
沙
門
で
あ
っ
た
菩

薩
僧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
著
名
な
僧
で
あ
る
。
例
え
ば
、
⑪
洪
遵
傳
に
「
擧
げ
ら
れ
て
嵩
岳
に
住
す
。
德
は
孤
峙
せ
ず
、
衆
ま
た
屯

歸
す
」
と
い
う
ご
と
く
、
人
々
が
德
を
慕
っ
て
周
圍
に
集
ま
り
崇
敬
す
る
、
必
ず
隣
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
ら
が
出
身
王
朝

に
關
わ
る
陟

寺
に
配
さ
れ
た
の
は
、
い
み
じ
く
も
道
宣
が
い
う
よ
う
に
、「
以
て
百
姓
の
歡
心
に
從
」
う
佛
敎
復
興
の
姿
で
あ
る
。

さ
て
、
嵩
岳
に
は
北
魏
以
來
、
數
多
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
閑
居
寺
に
注
目
し
た
い
。
唐
・
李
邕
の
『
嵩
岳
寺
碑
』

52

に
よ
れ
ば
、
閑
居
寺
は
も
と
北
魏
孝
明
帝
の
離
宮
で
あ
り
、
正
光
元
年
（
五
二
〇
）
に
佛
寺
に
改
め
ら
れ
、
國
財
を
投
じ
て
一
千
間
の
堂

宇
を
擁
す
る
大
伽
藍
に
擴
張
さ
れ
た
と
い
う
。こ
の
よ
う
な
大
伽
藍
を
擁
し
た
寺
院
は
、北
周
朝
で
は
ど
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
の
か
。

53

同
碑
は
次
の
興
味
深
い
事
柄
を
記
し
て
い
る
。

及
後
周
不
祥
、
正
法
無
緖
、
宣
帝
悔
禍
、
道
叶
中
興
。
明
詔
兩
京
、
光
復
二
所
、
議
以
此
寺
爲
觀
、
古
塔
爲
壇
。
八
部
扶
持
、
一
時

靈
變
、
物
將
未
可
、
事
故
獲
全
。

後
周
の
祥
あ
ら
ず
、
正
法
の
緖
無
き
に
及
び
て
、
宣
皇
禍
を
悔
い
、
道
中
興
に
叶
う
。
兩
京
に
明
詔
し
て
、
二
所
を
光
復
し
、
議
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し
て
此
の
寺
を
以
て
觀
と
爲
し
、
古
塔
を
壇
と
爲
さ
ん
と
す
。
八
部
扶
持
し
て
、
一
時
靈
變
し
、
物
將
に
未
だ
可
な
ら
ざ
ら
ん
と
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
事
は
故
よ
り
全
き
を
獲
た
り
。

閑
居
寺
は
北
周
武
帝
に
よ
っ
て
廢
毀
さ
れ
た
も
の
の
、
宣
帝
期
に
至
り
兩
京
の
佛
敎
が
中
興
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
、
閑
居
寺
を

道
觀
と
し
、
ま
た
閑
居
寺
の
古
塔
を
玄
壇
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
道
觀
改
修
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
楊
堅
に
よ
る
宗
敎

54

復
興
お
よ
び
周
隋
革
命
が
そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

閑
居
寺
の
道
觀
へ
の
改
修
は
頓
挫
し
た
と
は
い
え
、
道
觀
へ
の
改
修
計
畫
が
あ
っ
た
の
は
事
實
に
相
違
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
時
期
、

嵩
岳
で
は
佛
寺
と
道
觀
と
を
併
置
す
る
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
述
の
通
り
、
長
安
で
は
陟

寺
と
道
觀
と
し
て
の
通
道
觀
の
併

置
、
す
な
わ
ち
佛
寺
・
道
觀
の
併
置
の
狀
況
が
現
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
洛
陽
（
嵩
岳
）
で
も
同
樣
で
あ
り
、
東
西
兩
京
で
符
節
を
合
わ

せ
た
宗
敎
政
策
が
實
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

た
だ
し
、
佛
寺
と
道
觀
の
兩
者
の
現
れ
方
か
ら
い
え
ば
、
道
觀
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
長
安
で

は
道
敎
的
要
素
の
強
い
通
道
觀
が
い
わ
ば
本
流
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
陟

寺
が
現
わ
れ
、
洛
陽
（
嵩
岳
）
で
は
佛
寺
を
改
修
ま
で
し
て
道

觀
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
に
宣
帝
期
の
道
敎
優
位
政
策
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

結

び

菩
薩
僧
は
ど
の
よ
う
な
時
代
狀
況
の
中
で
設
置
さ
れ
た
の
か
、
特
に
當
該
期
の
宗
敎
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
道
敎
と
の
關
わ
り
は
ど

の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
に
直
結
す
る
問
題
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
考
察
を
行
っ
て

第一章 北周末の宗敎政策
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き
た
。

菩
薩
僧
は
佛
敎
復
興
の
政
策
に
は
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
上
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
佛
敎
だ
け
で
な
く
、
道
敎
と
併

せ
行
わ
れ
た
宗
敎
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
兩
敎
の
均
衡
に
つ
い
て
い
え
ば
、
道
敎
に
偏
重
す
る
。
武
帝
期
に
は
通

道
觀
を
中
心
に
道
敎
に
偏
向
し
つ
つ
三
敎
の
齊
一
を
意
圖
し
た
が
、
そ
う
し
た
道
敎
に
偏
り
な
が
ら
齊
一
に
向
け
ら
れ
て
き
た
宗
敎
は
、

宣
帝
期
に
至
っ
て
分
化
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
兩
敎
へ
の
政
策
が
長
安
と
洛
陽
と
い
う
北
周
朝
の
二
つ
の
都
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。
兩
都
的
な
體
制

は
華
北
の
統
一
を
成
し
遂
げ
た
北
周
朝
の
支
配
統
治
を
徹
底
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
佛
道
二
敎
を
も
そ
の
內
に
包
み
込
む
形
で
進
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
王
朝
に
君
臨
し
た
の
が
天
元
皇
帝
で
あ
っ
た
。
道
敎
へ
の
傾
斜
か
ら
の
天
へ
の
強
烈
な
意
識
の
中
で
、
彼
は
前
代
の
諸
帝

を
超
越
せ
ん
と
す
る
志
向
で
充
溢
し
た
政
策
を
し
ば
し
ば
斷
行
し
た
。
そ
の
中
で
行
わ
れ
た
宗
敎
政
策
は
、
道
宣
が
評
す
る
よ
う
に
、
人

々
の
歡
心
を
得
、
同
時
に
北
周
朝
の
威
雄
を
顯
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
も
、
そ
れ
は
領
域
の
支
配
統
治
政
策
と
密
接
に
關
係
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
菩
薩
僧
は
廢
佛
か
ら
復
佛
へ
の
過
渡
期
的
措
置
と
い
う
理
解
の
み
で
收
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
菩

薩
僧
と
は
、
道
敎
と
と
も
に
、
天
元
皇
帝
が
君
臨
す
る
北
周
王
朝
の
支
配
を
宗
敎
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
設
け
ら
れ
た
集
團

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
內
實
は
不
明
な
が
ら
も
、「
國
の
爲
に
行
道
」
す
る
と
い
う
、
國
家
の
た
め
の
奉
仕
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
に
う
か
が
え
る
。
國
家
が
佛
敎
に
對
し
て
國
の
た
め
の
奉
仕
を
求
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
に
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
あ
り
か

55

た
が
國
家
政
策
の
中
で
明
確
な
形
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
の
が
北
周
末
、
具
體
的
に
は
菩
薩
僧
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
宗
敎
政
策

の
姿
を
繼
承
し
た
の
が
隋
朝
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
隋
朝
の
佛
敎
政
策
の
性
格
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。
次
章
以
降
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
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に
つ
い
て
論
述
し
て
い
き
た
い
。

【
菩
薩
僧
關
連
者
一
覽
】

①
曇
延
（
五
一
六
〜
五
八
八
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
義
解
篇

俗
姓
：
王
氏
、
本
貫
：
蒲
州
桑
泉

逮
天
元
遘
疾
、
追
悔
昔
愆
、
開
立
尊
像
、
且
度
百
二
十
人
、
爲
菩
薩
僧
。〔
曇
〕
延
預
在
上
班
、
仍
恨
猶
同
俗
相
、
還
藏
林
藪
。

（
T
50,488c）

②
慧
遠
（
五
二
三
〜
五
九
二
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
義
解
篇

俗
姓
：
李
氏
、
本
貫
：
敦
煌
、
生
地
：
上
黨
高
都

大
象
二
年
、
天
元
微
開
佛
化
、
東
西
兩
京
、
各
立
陟

大
寺
、
置
菩
薩
僧
。
頒
告
前
德
、
詔
令
安
置
、
遂
爾
長
講
少
林
。

（
T
50,491a）

③

曠
（
五
四
八
〜
六
二
〇
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
、
義
解
篇

俗
姓
：
樊
氏
、
本
貫
：
扶
風

隋
氏
將
興
、
菩
薩
僧
立
、
相
如
朝
服
、
不
同
剃
剪
。
員
置
百
二
十
人
、

括
前
法
牙
角
、
不
涅
塵
俗
者
。〔
普
〕
曠
識
悟
聞
逹
、
當

第一章 北周末の宗敎政策
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其
一
焉
。
尋
復
廢
之
、
大
法
昌
顯
、

預
出
家
、
同
居
興
善
。

（
T
50,512b）

④
靈
幹
（
五
三
五
〜
六
一
二
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
義
解
篇

俗
姓
：
李
氏
、
本
貫
：
金
城
狄
道
、
生
地
：
上
黨

周
武
滅
法
、
通
廢
仁
祠
、
居
家
奉
戒
、
儀
體
無
失
。
隋
開
佛
日
、
有
勅
簡
入
菩
薩
數
中
、
官
給
衣

、
少
林
置
館
。
雖
蒙
厚
供
、
而

形
同
俗
侶
。
開
皇
三
年
、
於
洛
州
淨
土
寺
、
方
得
落
采
、
出
家
標
相
、
自
此
繁
興
。

（
T
50,518b）

⑤
僧
休
（
生
卒
年
不
詳
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
義
解
篇
、
寶
襲
傳

俗
姓
：
不
詳
、
本
貫
：
不
詳

天
元
嗣
立
、
創
開
佛
法
。〔
僧
〕
休
初
應
詔
、
爲
菩
薩
僧
、
與
〔
洪
〕
遵
・〔
慧
〕
遠
等
、
同
居
陟

。

（
T
50,520a）

⑥
道
判
（
五
三
二
〜
六
一
五
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
義
解
篇

俗
姓
：
郭
氏
、
本
貫
：
曹
州
承
氏

天
元
嗣
曆
、
尋
改
邪
風
、
創
立
百
二
十
人
、
爲
菩
薩
僧
。〔
道
〕
判
當
其
數
、
初
住
陟

寺
。
大
隋
受
命
、
廣
開
佛
法
、
改
爲
大
興

善
焉
。
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（
T
50,517a）

⑦
曇
崇
（
五
一
五
〜
五
九
四
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
七
、
習
禪
篇

俗
姓
：
孟
氏
、
本
貫
：
咸
陽

大
象
之
初
、
皇
隋
肇
命
、
法
炬
還

、
卽
預
百
二
十
僧
、
勅
住
興
善
。

（
T
50,568b）

⑧
法
純
（
五
一
九
〜
六
〇
三
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
、
習
禪
篇

俗
姓
：
祝
氏
、
本
貫
：
扶
風
始
平

皇
隋
之
興
、
厥
初
度
首
、
卽
百
二
十
人
之
一
也
。
住
大
興
善
。

（
T
50,575b）

⑨
法
藏
（
五
四
六
〜
六
二
九
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
九
、
習
禪
篇

俗
姓
：
荀
氏
、
本
貫
：
潁
川
潁
陰

至
宣
帝
大
象
元
年
九
月
、
下
山
謁
帝
、
意
崇
三
寶
。
到
城
南
門
、
以
不
許
入
、
進
退
論
理
。
武
候
府
上
大
夫
拓
王
猛
、
次
大
夫
乙
婁

謙
、
問
從
何
而
來
、
朋
侶
何
在
、
施
主
是
誰
。〔
法
〕
藏
報
曰
…
…
〔
拓
王
〕
猛
等
報
奏
、
下
勅
曰
、
朕
欲
爲
菩
薩
治
化
。
此
僧
既

從
紫
蓋
山
來
、
正
合
朕
意
。
宜
令
長
髮
著
菩
薩
衣
冠
、
爲
陟

寺
主
。
遣
內
史
沛
國
公
宇

繹
、
檢
校
施
行
。
內
史
次
大
夫
唐
怡
・

元
行
恭
覆
奏
曰
、
天
下
衆
僧
、

令
還
俗
。
獨
度
一
人
、
違
先
帝
詔
。
至
十
月
、
於
城
東
面
、
別
見
宣
帝
、
問
三
敎
名
。
朕
欲
菩
薩

第一章 北周末の宗敎政策
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治
化
。
或
現
天
身
、
或
從
地
出
、
或
作
鹿
馬
、
用
斯
化
道
、
以
攝
衆
生
如
何
。〔
法
〕
藏
引
妙
莊
嚴
王
子
諫
父
之
事
。
又
曰
、
陛
下

昔
爲
臣
子
、
不
能
匡
諫
。
遂
令
先
帝
焚
燒
聖
典
、
靈
像
鑄
錢
。
據
斯
逆
害
、
與
秦
始
何
異
。
帝
怒
曰
、
違
朕
先
皇
明
詔
、
可
令
處
盡
。

〔
法
〕
藏
曰
、
仰
觸
聖
顏
、
乞
刑
都
市
、
幽
顯
同
見
、
誠
其
本
心
。
爾
時
命
若
懸
藤
、
而
詞
氣
無
駭
。
頻
經
九
奏
、
安
詞
彌
厲
、
十

奏
既
逹
。
帝
曰
、
道
人
怖
不
。〔
法
〕
藏
公
曰
、
人
生
所
重
、
無
過
於
命
。
處
身
極
刑
之
地
、
何
能
不
怖
。
帝
聞
愀
然
、
改
色
乃
曰
、

眞
人
護
法
、
祐
我
群
生
。
此
則
護
鵝
比
丘
。
朕
不
殺
無
事
人
也
。
宜
捨
其
刑
、
一
不
須
問
。
賜
菩
薩
衣
冠
、
依
前
爲
陟

寺
主
。
頻

降
寵
命
、
得
繼
釋
門
。
既
獲
再
生
、
便
辭
帝
。
往
林
泉
山
澤
、
請
欲
幽
潛
。
御
史
鮑
宏
、
奉
勅
萬
年
・
長
安
・
藍
田
・
盩

・

・

杜
五
縣
、
任
〔
法
〕
藏
遊
行
、
朕
須
見
日
、
不
可
沈
隱
。
雖
蒙
恩
勅
、
終
未
開
弘
、
怏
結
心
靈
、
思
懷
聖
道
。
周
德
云
謝
、
隋
祚
將

興
、
大
象
二
年
五
月
二
十
五
日
、
隋
祖
作
相
、
於
虎
門
學
。
六
月
、〔
法
〕
藏
又
下
山
、
與
大
丞
相
、
對
論
三
寶
經
宿
。
卽
蒙
剃
落
、

賜
法
服
一
具
・
雜
綵
十
五
段
・
青
州
棗
一
石
。
尋
又
還
山
。
至
七
月
初
、
追
〔
法
〕
藏
下
山
、
更
詳
開
化
。
至
十
五
日
、
令
遣
〔
法
〕

藏
共
竟
陵
公
、
檢
校
度
僧
百
二
十
人
、

賜
法
服
、
各
還
所
止
。〔
法
〕
藏
獨
宿
相
第
、
夜
論
敎
始
。
大
定
元
年
二
月
十
三
日
、
丞

相
龍
飛
、
卽
改
爲
開
皇
之
元
焉
。
十
五
日
、
奉
勅
追
前
度
者
、
置
大
興
善
寺
、
爲
國
行
道
。
自
此
漸
開
、
方
流
海
內
。
豈
非
〔
法
〕

藏
戒
行
貞
明
、
禪
心
欝
茂
、
何
能
累
入
朱
門
、
頻
登
御
榻
。
爾
後
每
有
恩
勅
、
別
加
慰
勞
、

勅
王
公
、
咸
知
朕
意
。

（
T
50,581ab）

⑩
昌
律
師
（
生
卒
年
不
詳
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
、
習
禪
篇
、
曇
獻
傳

俗
姓
：
賈
氏
、
本
貫
：
虞
鄕

周
武
道
喪
、

壞
仁
祠
。
昌
與
俗
推
移
、
而
律
儀
無
缺
。
隨

御

、
重
啓
法

、
百
二
十
僧
、
釋
門
創
首
。
昌
膺
此
選
也
。
仍
僧

別
度
侍
者
一
人
。〔
曇
〕
獻
預
其
位
、
住
大
興
善
。



宣
帝
は
、
武
帝
が
歿
し
た
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
六
月
に
卽
位
し
て
以
後
、
大
成
元
年
（
五
七
九
）
二
月
に
、
長
子
の
衍
に
讓
位
し
て
天
元
皇
帝
と

1

自
稱
し
、
大
象
と
改
元
。
そ
の
後
、
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
五
月
に
歿
し
た
。
皇
帝
の
在
位
期
間
を
も
っ
て
年
代
の
基
準
と
す
れ
ば
、
よ
り
正
確
に

は
、
宣
帝
時
代
と
は
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
六
月
よ
り
大
成
元
年
（
五
七
九
）
二
月
ま
で
を
指
し
、
大
象
元
年
二
月
以
降
は
靜
帝
時
代
に
な
る
。
し

か
し
、
宣
帝
は
讓
位
後
に
も
絕
大
な
權
力
を
も
っ
て
政
治
を
左
右
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
表
現
の
煩
雜
さ
を
嫌
い
、
本
章
で
は
、
宣
政
元
年
（
五

33

（
T
50,599a）

⑪
洪
遵
（
五
三
〇
〜
六
〇
八
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
、
明
律
篇

俗
姓
：
時
氏
、
本
貫
：
相
州

及
宣
政
搜
揚
、
被
擧
住
於
嵩
岳
、
德
不
孤
峙
、
衆
復
屯
歸
。

（
T
50,611b）

⑫
明
璨
（
五
二
七
？
〜
六
二
七
？
）

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
、
感
通
篇

俗
姓
：
韋
氏
、
本
貫
：
莒
州
沂
水

周
宣
創
開
陟

、
慧
遠
率
侶
登
之
。〔
明
〕
璨
時
投
足
、
歸
師
諸
部
、
未
久
深
悟
、
遂
演
於
世
。

（
T
50,669a）
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塚
本
善
隆〔
一
九
四
九
〕、道
端
良
秀〔
一
九
七
九
〕。他
に
菩
薩
僧
を
扱
っ
た
硏
究
に
、常
盤
大
定〔
一
九
三
八
〕、山
崎
宏〔
一
九
四
九
ａ
〕、Chen

Jinhua
2

〔
二
〇
〇
二
ａ
〕
な
ど
が
あ
る
。

塚
本
善
隆
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕、
野
村
耀
昌
〔
一
九
六
八
〕
な
ど
。

3

『
周
書
』
卷
八
、
靜
帝
紀
「〔
大
象
二
年
六
月
〕
庚
申
、
復
行
佛
道
二
敎
、
舊
沙
門
・
道
士
精
誠
自
守
者
、
簡
令
入
道
」。

4

以
上
の
題
目
は
『
廣
弘
明
集
』
に
よ
る
。
な
お
、
大
正
藏
本
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
乙
に
こ
の
題
目
は
な
い
も
の
の
、
大
正
藏
校
勘
に
よ
れ
ば
、

5

宋
・
元
・
宮
本
に
は
「
又
大
象
元
年
二
月
內

城
故
。
趙
武
帝
白
馬
寺
佛
圖
澄
孫
弟
子
王
明
廣
」
云
々
の
前
に
「
周
天
元
皇
帝
納
王
明
廣
表
開
佛
事

第
十
四
」
の
十
六
字
が
あ
る
。
ま
た
、
高
麗
藏
初
雕
本
で
は
「
又
大
象
元
年
二
月
內

城
故
」
と
「
趙
武
帝
…
…
」
の
間
に
「
周
天
元
皇
帝
納
王
明

廣
表
開
佛
法
事
」
の
十
四
字
が
あ
る
（
域
外
漢
籍
珍
本

庫
編
纂
出
版
委
員
會
編
『
高
麗
大
藏
經
初
刻
本
輯
刋
』〈
西
南
師
範
大
學
出
版
社
・
人
民

出
版
社
、
二
〇
一
二
年
〉
七
十
一
册
、
一
九
四
頁
）。

『
廣
弘
明
集
』
卷
十
、
辯
惑
篇
、「
任
道
林
上
表
事
」「
周
大
象
元
年
五
月
二
十
八
日
、
任
道
林
法
師
、
在
同
州
衞
道
虎
宅
、
修
述
其
事
、
呈
上
」（
T

6

52,157a）。
な
お
本
章
で
は
、『
廣
弘
明
集
』
と
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
の
兩
書
に
所
收
の
史
料
は
、
基
本
的
に
『
廣
弘
明
集
』
よ
り
引
用

を
示

す
。

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「
又
不
聽
人
有
高
大
之
稱
、
諸
姓
高
者
改
爲
姜
、
九
族
稱
高
祖
者
爲
長
祖
、
曾
祖
爲
次
長
祖
、
官
名
凡
稱
上
及
大
者
改
爲

7

長
、
有
天
者
亦
改
之
」。

『
通
典
』
卷
二
十
五
、
職
官
七
、
崇
玄
署
「
後
周
置
司
寂
上
士
・
中
士
、
掌
法
門
之
政
。
又
置
司
玄
中
士
・
下
士
、
掌
道
門
之
政
」。『
通
典
』
卷
二

8

十
三
、
職
官
五
、
尙
書
下
、
禮
部
尙
書
「
後
周
置
春
官
卿
、
又
有
禮
部
、
而
不
言
職
事
。
後
改
禮
部
爲
宗
伯
。
又
春
官
之
屬
有
典
命
、
掌
內
外
九
族

之
差
及
玉
器
衣
服
之
令
、
沙
門
道
士
之
法
」。
前
揭
註
（
３
）
塚
本
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕、
王
仲
犖
〔
一
九
七
九
〕。

34

七
八
）
六
月
よ
り
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
五
月
ま
で
を
宣
帝
時
代
、
宣
帝
期
な
ど
と
表
現
す
る
。



35

『
廣
弘
明
集
』
卷
十
、
辯
惑
篇
、「
任
道
林
上
表
事
」「
至
大
成
元
年
正
月
十
五
日
、
詔
曰
、
弘
建
玄
風
、
三
寶
尊
重
、
特
宜
修
敬
。
法
化
弘
廣
、
理

9

可
歸
崇
。
其
舊
沙
門
中
德
行
淸
高
者
七
人
、
在
正
武
殿
西
、
安
置
行
道
」（
T
52,156c）。

『
周
書
』
卷
五
、
武
帝
紀
上
「〔
保
定
元
年
春
正
月
〕
丙
子
、
大
射
於
正
武
殿
、
賜
百
官
各
有
差
」。『
同
』「〔
天
和
元
年
〕
五
月
庚
辰
、
帝
御
正
武

10

殿
、
集
群
臣
親
講
禮
記
」。『
同
』「〔
建
德
二
年
十
二
月
〕
戊
午
、
聽
訟
於
正
武
殿
、
自
旦
及
夜
、
繼
之
以
燭
」。『
同
』
卷
六
、
武
帝
紀
下
「〔
建
德

五
年
〕
九
月
丁
丑
、
大
醮
於
正
武
殿
、
以
祈
東
伐
」。『
同
』「〔
建
德
六
年
〕
辛
巳
、
大
醮
於
正
武
殿
、
以
報
功
也
」。

『
大
宋
僧
史
略
』
卷
中
、
內
道
場
「
後
天
元
大
成
元
年
春
正
月
、
詔
曰
、
隆
建
玄
風
、
三
寶
尊
重
、
宜
修
闡
法
化
、
廣
理
可
歸
崇
。
其
舊
沙
門
中
德

11

行
淸
高
者
七
人
、
在
政
武
殿
西
、
安
置
行
道
。
此
內
道
場
之
始
也
」（
T
54,247b）。
な
お
中
國
に
お
け
る
內
道
場
に
つ
い
て
は
、
橫
井
克
信
〔
二

〇
〇
六
〕
參
照
。

『
廣
弘
明
集
』
卷
十
、
辯
惑
篇
、「
任
道
林
上
表
事
」「
又
勅
佛
法
弘
大
、
千
古
共
崇
、
豈
有
沈
隱
、
捨
而
不
行
。
自
今
以
後
、
王
公
已
下
、

及
黎

12

庶
、

宜
修
事
、
知
朕
意
焉
。
卽
於
其
日
、
殿
嚴
尊
像
、
具
修

敬
。
于
時
佛
道
二
衆
、
各
銓
一
大
德
、
令
昇
法
座
、
勸
揚
妙
典
。
遂
使
人
懷
無
畏
、

互
吐
微
言
、
佛
理
汪
汪
、
沖
深
莫
測
、
道
宗
漂
泊
、
淸
淺
可
知
。
挫
銳
席
中
、
王
公
嗟
賞
」（
T
52,156c-157a）。

例
え
ば
、
現
在
の
山
東
省
の
鐵
山
に
は
「
大
象
元
年
八
月
十
七
日
」
の
紀
年
を
も
つ
摩
崖
刻
經
が
あ
る
。
僧
安
道
壹
の
刻
經
事
業
で
作
ら
れ
た
刻
經

13

の
う
ち
、
北
周
交
替
後
最
初
遺
例
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
刻
經
に
費
や
さ
れ
る
時
間
は
不
明
だ
が
、
八
月
に
完
成
し
た
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
早
い

時
期
に
刻
經
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
中
央
に
お
け
る
嚴
し
い
宗
教
統
制
の
一
方
で
、
政
策
の
轉
換
に
機
敏
に
對
處
す
る
地
方
僧
團
の

樣
子
が
看
て
取
れ
る
。
僧
安
道
壹
の
刻
經
事
業
に
つ
い
て
は
、
桐
谷
征
一
〔
一
九
九
六
〕、
大
內

雄
〔
二
〇
〇
七
〕
參
照
。

大
正
藏
『
廣
弘
明
集
』
の
原

に
は
「
內
史
上
大
夫
宇
文
澤
」
と
あ
る
。「
澤
」
は
對
校
本
お
よ
び
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
乙
が
い
う
よ
う
に

、

14

「
譯
」
が
正
し
い
。
宇
文
譯
と
は
「
鄭
譯
」
の
こ
と
。
父
の
鄭
孝
穆
の
と
き
に
宇

氏
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
（『
周
書
』
卷
三
十
五
、
鄭
孝
穆
傳

「
拜
中
書
令
、
賜
姓
宇

氏
」）。
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36

『
廣
弘
明
集
』
卷
十
、
辯
惑
篇
、「
王
明
廣
上
表
事
」「
至
四
月
八
日
、
內
史
上
大
夫
宇

宣
勅
旨
。
佛
敎
興
來
、
多
歷
年
代
、
論
其
至
理
、
實
自
難

15

明
。
但
以
世
漸
澆
浮
、
不
依
佛
敎
、
致
使
淸
淨
之
法
、
變
成
濁
穢
。
高
祖
武
皇
帝
、
所
以
廢
而
不
立
、
正
爲
如
此
。
朕
今
情
存
至
道
、
思
弘
善
法
、

方
欲
簡
擇
練
行
、
恭
修
此
理
。
今
形
服
不
改
、
德
行
仍
存
、
廣
設
道
場
、
欲
行
善
法
。
王
公
已
下
、

宜
知
委
」（
T
52,159c）。

「
菩
薩
僧
」
の
呼
稱
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（
２
）
道
端
〔
一
九
七
九
〕
參
照
。

16

山
崎
宏
〔
一
九
四
九
〕。

17
「
唐
悟
」、
大
正
藏
原

（
附
表
⑨
）
に
は
「
唐
怡
」
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
名
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
・
彥
琮
傳
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、「
唐
怡
」

、

18

で
は
な
く
「
唐
悟
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
七
〕
お
よ
び
前
揭
註
（
８
）
王
仲
犖
〔
一
九
七
九
〕）。
本
章
で
は

「
唐
悟
」
と
表
記
す
る
。

『
周
書
』
卷
八
、
靜
帝
紀
「〔
大
象
二
年
九
月
丙
戌
〕
以
小
宗
伯
・
竟
陵
公
陽
（
＝
楊
）
慧
爲
大
宗
伯
」。『
隋
書
』
卷
四
十
四
、
滕
穆
王
瓚
傳
「
滕

19

穆
王
瓚
字
恆
生
、
一
名
慧
、
高
祖
母
弟
也
。
…
…
高
祖
作
相
、
遷
大
將
軍
。
尋
拜
大
宗
伯
、
典
修
禮
律
。
進
位
上
柱
國
・
邵
國
公
」。

山
崎
宏
氏
は
「
こ
の
新
度
僧
百
二
十
人
は
、
前
述
の
菩
薩
僧
百
二
十
人
が
、
そ
の
ま
ま
選
ば
れ
る
立
前
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の

20

詳
細
は
判
明
せ
ぬ
が
…
…
」（
前
揭
註
（
２
）
山
崎
〔
一
九
四
九
〕『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』
三
十
九
頁
）
と
述
べ
、
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

『
周
書
』
卷
五
、
武
帝
紀
上
「〔
建
德
三
年
六
月
〕
戊
午
、
詔
曰
、
至
道
弘
深
、
混
成
無
際
、
體
包
空
有
、
理
極
幽
玄
。
但
岐
路
既
分
、
派
源
逾
遠
、

21

淳
離
朴
散
、
形
氣
斯
乖
。
遂
使
三
墨
八
儒
、
朱
紫
交
競
。
九
流
七
略
、
異
說
相
騰
。
道
隱
小
成
、
其
來
舊
矣
。
不
有
會
歸
、
爭
驅
靡
息
。
今
可
立
通

道
觀
、
聖
哲
微
言
、
先
賢
典
訓
、
金
科
玉
篆
、
祕
蹟
玄

、
所
以
濟
養
黎
元
、
扶
成
敎
義
者
、

宜
弘
闡
、
一
以
貫
之
。
俾
夫
翫
培

者
、
識
嵩
岱

之
崇
崛
。
守
磧
礫
者
、
悟
渤

之
泓
澄
、
不
亦
可
乎
」。

前
揭
註
（
３
）
塚
本
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕
お
よ
び
山
崎
宏
〔
一
九
六
七
ａ
〕。
な
お
通
道
觀
に
關
し
て
は
、
そ
の
位
置
と
性
格
に
つ
い
て
學

22

者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
特
に
山
崎
宏
氏
と
窪
德
忠
氏
が
論
爭
を
展
開
し
て
い
る
。
塚
本
、
山
崎
両
氏
の
通
道
觀
は
道
敎
偏
重
だ
っ
た



『
道
藏
』（

物
出
版
社
・
上
海
書
店
・
天
津
古
籍
出
版
社
）
卷
十
七
・
八
五
三
頁
下
。
ま
た
、
元
・
趙
道
一
『
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑑
』
卷
三
十
・

23

嚴
逹
傳
に
も
「
自
五
岳
觀
廟
外
悉
廢
之
」（『
道
藏
』
巻
五
・
二
七
五
頁
上
）
と
あ
る
。
北
周
末
期
に
五
岳
の
觀
廟
が
廢
毀
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
淺
見
直
一
郞
〔
一
九
九
〇
〕
に
指
摘
が
あ
る
。

當
時
の
南
岳
は
衡
山
で
は
な
く
、

（
安
徽
）
の
天
柱
山
（
霍
山
）
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
史
記
』
卷
十
二
・
孝
武
本
紀
に
「
登
禮

之
天
柱
山
、

24

號
曰
南
岳
」、
集
解
に
「
應
劭
曰
、
潛
縣
屬
廬
江
。
南
岳
、
霍
山
也
」
と
あ
る
。

『
道
藏
』
巻
二
十
二
・
六
〇
二
頁
下
。

25

砂
山
稔
〔
一
九
七
八
〕。

26

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「〔
大
象
元
年
四
月
〕
己
巳
、
祠
太
廟
。
壬
午
、
大
醮
於
正
武
殿
」。『
同
』「〔
大
象
元
年
八
月
〕
初
、
高
祖
作
刑
書
要
制
、

27

用
法
嚴
重
。
及
帝
卽
位
、
以
海
內
初
平
、
恐
物
情
未
附
、
乃
除
之
。
至
是
大
醮
於
正
武
殿
、
告
天
而
行
焉
」。『
同
』「〔
大
象
元
年
〕
冬
十
月
壬
戌
、

歲
星
犯
軒
轅
大
星
。
是
日
、
帝
幸
道
會
苑
大
醮
、
以
高
祖
武
皇
帝
配
。
醮
訖
、
論
議
於
行
殿
」。

註
（

）
所
引
の
『
周
書
』
卷
六
・
武
帝
紀
下
、
參
照
。

28

10

小
林
正
美
〔
一
九
九
八
〕。

29

37

と
す
る
論
說
に
對
し
て
、
窪
德
忠
氏
は
窪
德
忠
〔
一
九
六
九
〕
お
よ
び
窪
〔
一
九
七
〇
〕
に
お
い
て
道
敎
側
の
史
料
に
よ
る
限
り
通
道
觀
は
二
つ
あ

っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
武
帝
が
設
け
た
宗
敎
硏
究
所
と
し
て
の
通
道
觀
は
建
前
通
り
に
「
至
道
」
の
硏
究
が
行
わ
れ
て
い
る
と
反
論
さ
れ
た
。
そ

の
後
十
年
を
經
て
、
山
崎
氏
が
山
崎
〔
一
九
七
九
〕
を
發
表
し
て
窪
氏
に
反
論
。
窪
氏
も
窪
〔
一
九
八
〇
〕
を
發
表
し
て
山
崎
氏
の
批
判
に
反

し

て
い
る
。
續
い
て
山
崎
氏
は
『
中
國
佛
敎
・

化
史
の
硏
究
』（
法
藏
館
、
一
九
八
一
年
）
に
山
崎
〔
一
九
七
九
〕
を
再
錄
し
た
際
に
、
追
記
と
し

て
窪
氏
の
論
稿
に
對
す
る
意
見
を
提
示
し
た
が
、
両
氏
の
間
で
は
な
お
問
題
の
解
決
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
こ
う
し
た
論
爭
に
對
し
て
、
宮
川
尙
志

氏
は
宮
川
〔
一
九
八
三
〕
に
お
い
て
間
說
し
、
通
道
觀
が
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
。
本
章
で
は
塚
本
、
山
崎
兩
氏
の
所
說
に
し
た
が
う
。
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38

『
老
子
』
三
十
五
章
に
「
執
大
象
、
天
下
往
」、
四
十
一
章
に
「
大
象
無
形
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
道
敎
的
年
號
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
市
村
瓚

30

次
郞
〔
一
九
三
九
〕
參
照
。

『
隋
書
』
卷
三
十
五
、
經
籍
志
四
、
道
經
序
「
然
其
開
劫
、
非
一
度
矣
、
故
有
延
康
・
赤
明
・
龍
漢
・
開
皇
、
是
其
年
號
」。『
隋
書
』
卷
六
十
九
、

、
、

31

王
劭
傳
「
又
年
號
開
皇
、
與
靈
寶
經
之
開
皇
年
相
合
、
故
曰
協
靈
皇
」。『
雲

七
籤
』
卷
八
十
五
、
尸
解
、
王
延
傳
「
至
隋

禪
位
、
置
玄
都
觀
、

以
〔
王
〕
延
爲
觀
主
、
又
以
開
皇
爲
號
」。

張
賓
に
つ
い
て
は
、
里
道
德
雄
〔
一
九
八
二
〕、
長
谷
部
英
一
〔
一
九
九
三
〕
參
照
。

32

『
周
書
』
卷
十
二
、
齊
煬
王
憲
傳
。

33

い
ず
れ
も
『
周
書
』
卷
四
十
に
立
傳
。

34

『
周
書
』
卷
三
十
五
、
鄭
孝
穆
傳
附
鄭
譯
傳
「
宣
帝
嗣
位
、
授
開
府
儀
同
大
將
軍
・
內
史
中
大
夫
、
封
歸
昌
縣
公
、
邑
千
戶
。
既
以
恩
舊
、
任
遇
甚

35

重
、
朝
政
機
密
、

得
參
詳
。
尋
遷
內
史
上
大
夫
、
進
爵
沛
國
公
。
上
大
夫
之
官
、
自
譯
始
也
」。『
隋
書
』
卷
三
十
八
、
鄭
譯
傳
「
及
帝
崩
、
太
子

嗣
位
、
是
爲
宣
帝
。
超
拜
開
府
・
內
史
下
大
夫
・
封
歸
昌
縣
公
、
邑
一
千
戶
、
委
以
朝
政
。
俄
遷
內
史
上
大
夫
、
進
封
沛
國
公
、
邑
五
千
戶
、
以
其

子
善
願
爲
歸
昌
公
、
元
琮
爲
永
安
縣
男
、
又
監
國
史
。
譯
頗
專
權
、
時
帝
幸
東
京
、
譯
擅
取
官
材
、
自
營
私
第
、
坐
是
復
除
名
爲
民
。
劉
昉
數
言
於

帝
、
帝
復
召
之
、
顧
待
如
初
。
詔
領
內
史
事
」。

山
本
隆
義
〔
一
九
六
八
〕、
石
冬
梅
〔
二
〇
〇
六
〕。

36

谷
川
道
雄
〔
一
九
六
七
〕。

37

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「
帝
於
是
自
稱
天
元
皇
帝
、
所
居
稱
天
臺
」。

38

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「〔
大
象
二
年
二
月
〕
乙
丑
、
改
制
詔
爲
天
制
詔
、
勅
爲
天
勅
」。

39

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「〔
大
象
二
年
三
月
〕
乙
未
、
改
同
州
宮
爲
天
成
宮
」。『
同
』「
宣
皇
帝
諱
贇
、
字
乾
伯
、
高
祖
長
子
也
。
母
曰
李
太
后
。

40



『
周
書
』
卷
七
・
宣
帝
紀
に
「
室
服
旗
鼓
」
と
あ
る
が
、『
北
史
』
卷
十
・
周
本
紀
下
は
「
車
服
旗
鼓
」
に
作
る
。「
室
」
は
「
車
」
が
正
し
い

、

41

（『
周
書
』
宣
帝
紀
、
校
勘
記
、
參
照
）。
引
用
は
『
北
史
』
に
し
た
が
う
。
ま
た
『
隋
書
』
卷
二
十
二
・
五
行
志
上
・
服
妖
に
「
後
周
大
象
元
年
、

服
冕
二
十
有
四
旒
、
車
服
旗
鼓
、
皆
以
二
十
四
爲
節
」
と
あ
る
。

例
え
ば
、『
禮
記
』
郊
特
牲
「
祭
之
日
。
王
被
袞
以
象
天
。
戴
冕

十
有
二
旒
。
則
天
數
也
。
乘
素
車
。
貴
其
質
也
。
旂
十
有
二
旒
。
龍
章
而
設
日

42

月
。
以
象
天
也
。
天
垂
象
。
聖
人
則
之
。
郊
所
以
明
天
道
也
」。

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「
車
旗
章
服
、
倍
於
前
王
之
數
」。

43

福
永
光
司
〔
一
九
八
七
〕
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。

44

前
揭
註
（
２
）
山
崎
〔
一
九
四
九
ａ
〕、
註
（

）
山
崎
〔
一
九
四
九
ｂ
〕、
註
（

）
山
崎
〔
一
九
六
七
ａ
〕。

45

16

21

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「〔
大
象
元
年
〕
二
月
癸
亥
、
詔
曰
…
…
一
昨
駐
蹕
金

、
備
嘗
遊
覽
、
百
王
制
度
、
基
趾
尙
存
、
今
若
因
修
、
爲
功
易

46

立
。
宜
命
邦
事
、
修
復
舊
都
。
…
…
於
是
發
山
東
諸
州
兵
、
增
一
月
功
爲
四
十
五
日
役
、
起
洛
陽
宮
。
常
役
四
萬
人
、
以
迄
于
晏
駕
」。

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「
及
營
洛
陽
宮
、
雖
未
成
畢
、
其
規
模
壯
麗
、
踰
於
漢
魏
遠
矣
」。

47

『
魏
書
』
卷
十
二
、
孝
靜
帝
紀
「〔
武
定
四
年
〕
八
月
、
移
洛
陽
漢
魏
石
經
于

」。『
隋
書
』
卷
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
又
後
漢
鐫
刻
七
經
、
著
於

48

石
碑
、
皆
蔡
邕
所
書
。
魏
正
始
中
、
又
立
三
字
石
經
、
相
承
以
爲
七
經
正
字
。
後
魏
之
末
、
齊
神
武
執
政
、
自
洛
陽
徙
于

都
、
行
至
河
陽
、
値
岸

崩
、
遂
沒
于
水
。
其
得
至

者
、
不
盈
太
半
。
至
隋
開
皇
六
年
、
又
自

京
載
入
長
安
、
置
于
祕
書
內
省
、
議
欲
補
緝
、
立
于
國
學
」。『
北
齊
書
』

卷
四
、

宣
帝
紀
「〔
武
定
八
年
〕
八
月
、
詔
郡
國
修
立
黌
序
、
廣
延
髦
雋
、
敦
述
儒
風
。
其
國
子
學
生
亦
仰
依
舊
銓
補
、
服
膺
師
說
、
硏
習
禮
經
。

往
者

襄
皇
帝
所
運
蔡
邕
石
經
五
十
二
枚
、
卽
宜
移
置
學
館
、
依
次
修
立
」。『
隋
書
』
卷
七
十
五
、
儒
林
傳
、
劉

傳
「〔
開
皇
〕
六
年
、
運
洛
陽

石
經
至
京
師
、

字
磨
滅
、
莫
能
知
者
、
奉
勅
與
劉
炫
等
考
定
」。

39

武
成
元
年
、
生
於
同
州
」。
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40

『
隋
書
』
卷
四
十
五
、

四
子
傳
、
房
陵
王
勇
傳
「
出
爲
洛
州
總
管
・
東
京
小
冢
宰
、
總
統
舊
齊
之
地
」。
北
周
末
期
の
楊
勇
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

49

淺
見
直
一
郞
〔
二
〇
一
三
〕
參
照
。

谷
川
道
雄
〔
一
九
八
八
〕、
魏
斌
〔
二
〇
〇
三
〕、
前
島
佳
孝
〔
二
〇
一
二
〕。

50

『
皇
唐
嵩
岳
少
林
寺
碑
』
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
〔
一
九
八
七
〕、
T
onam
i
M
am
oru〔
一
九
九
〇
〕
參
照
。

51

北
魏
時
代
の
嵩
岳
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
桐
原
孝
見
〔
二
〇
一
二
〕
參
照
。

52

『
嵩
岳
寺
碑
』「
嵩
岳
寺
者
、
後
魏
孝
明
帝
之
離
宮
也
。
正
光
元
年
、
牓
閑
居
寺
、
廣
大
佛
刹
、
殫
極
國
財
。
濟
濟
僧
徒
、
彌
七
百
衆
、
落
落
堂
宇
、

53

踰
一
千
間
。
藩
戚
近
臣
、
逝
將
依
止
、
碩
德
圓
戒
、
作
爲
宗
師
」。『
嵩
岳
寺
碑
』
は
『
李
北
海
集
』
卷
三
お
よ
び
『

苑
英
華
』
卷
八
五
八
に
收
め

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
明
ら
か
な
誤
字
と
判
斷
さ
れ
る
字
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
『
全
唐

』
卷
二
六
三
よ
り
引
用
し
た
。
な
お
該
寺
は
「
間

居
寺
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
本
章
で
は
引
用
の
『
嵩
岳
寺
碑
』
に
し
た
が
っ
て
お
く
。

以
上
の
點
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（
８
）
王
仲
犖
〔
一
九
七
九
〕
春
官
府
・
司
玄
中
士
・
司
玄
下
士
の
條
に
指
摘
が
あ
る
。

54

橫
超
慧
日
〔
一
九
五
八
〕。

55
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第
二
章

隋

帝
開
皇
年
間
の
佛
敎
政
策
―
―
釋
曇
遷
の
事
蹟
を
手
が
か
り
に
―
―

は

じ

め

に

前
章
で
見
た
北
周
末
期
の
宗
敎
は
、
隋
の

帝
楊
堅
（
在
位
五
八
一
〜
六
〇
四
）
が
推
進
す
る
宗
敎
政
策
に
よ
っ
て
急
速
に
發
展
し
て

い
く
。
と
り
わ
け

帝
は
佛
敎
を
信
仰
し
て
大
々
的
な
佛
敎
興
隆
事
業
を
推
進
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
治
世
二
十
四
年
間
に
お
よ
ん
だ

1

帝
の
佛
敎
興
隆
の
あ
ら
ま
し
は
、
最
も
分
か
り
易
い
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
唐
・
法
琳
『
辯
正
論
』
卷
三
・
十
代
奉
佛
篇
上
を

擧
げ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

自
開
皇
之
初
、
終
於
仁
壽
之
末
、
所
度
僧
尼
二
十
三
萬
人
、
海
內
諸
寺
三
千
七
百
九
十
二
所
、
凡
寫
經
論
四
十
六
藏
、
一
十
三
萬

二
千
八
十
六
卷
、
修
治
故
經
三
千
八
百
五
十
三
部
、
造
金
銅
・
檀
香
・
夾
紵
・
牙
石
像
等
、
大
小
一
十
萬
六
千
五
百
八
十
軀
、
修

治
故
像
一
百
五
十
萬
八
千
九
百
四
十
許
軀
。
…
…
二
十
四
年
、
營
造
功
德
、
弘
羊
莫
能
紀
、
隸
首
無
以
知
。（
T
52,509b）

開
皇
の
初
め
よ
り
、
仁
壽
の
末
に
終
わ
る
ま
で
、
度
す
る
所
の
僧
尼
二
十
三
萬
人
、
海
內
の
諸
寺
三
千
七
百
九
十
二
所
。
凡
そ
經

論
を
寫
す
こ
と
四
十
六
藏
・
一
十
三
萬
二
千
八
十
六
卷
、
故
經
を
修
治
す
る
こ
と
三
千
八
百
五
十
三
部
。
金
銅
・
檀
香
・
夾
紵
・

牙
石
の
像
等
を
造
る
こ
と
大
小
一
十
萬
六
千
五
百
八
十
軀
、
故
像
を
修
治
す
る
こ
と
一
百
五
十
萬
八
千
九
百
四
十
許
軀
。
…
…
二

十
四
年
、
營
造
の
功
德
、
弘
羊
も
能
く
紀
す
莫
く
、
隸
首
も
以
て
知
る
無
し
。

故
經
や
故
像
の
修
治
が
目
立
つ
の
は
廢
佛
政
策
を
斷
行
し
た
北
周
朝
の
禪
を
受
け
て
卽
位
し
た

帝
の
佛
敎
政
策
の
特
色
で
あ
る
と
い

2
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え
る
。
こ
の
よ
う
な
佛
敎
復
興
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、

帝
個
人
の
佛
敎
に
對
す
る
篤
い
信
仰
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
當
時
の
佛
敎
界
の
大
き
な
翼
贊
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
續
高
僧
傳
』
卷
八
・
曇
延
傳
に
は
隋

の
開
國
期
、
そ
の
佛
敎
復
興
に
あ
た
っ
て

帝
が
曇
延
と
と
も
に
「
開
法
の
模
、
孚
化
の
本
」
を
論
じ
合
い
、

帝
は
曇
延
の
進
言
に
基

づ
き
度
僧
を
行
い
、
寺
院
復
興
な
ど
を
し
た
こ
と
を
記
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
道
宣
は
「
周
の
廢
す
る
と
こ
ろ
の
伽
藍
、

び
に
興
復
を
請

い
、
三
寶
再
び
弘
ま
り
、
功
、
初
運
を
兼
ぬ
る
は
、
又
た
〔
曇
〕
延
の
力
な
り
」
と
評
す
る
。
こ
と
宗
敎
に
關
す
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
に

3

は
爲
政
者
の
獨
斷
に
基
づ
く
政
策
は
時
に
危
險
を
と
も
な
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
曇
延
の
よ
う
な
敎
界
內
部
の
事
情
に
精
通
し
た
の
み
な

ら
ず
、
前
代
よ
り
爲
政
者
の
篤
い
信
仰
と
信
賴
と
を
得
て
い
た
も
の
の
意
見
は
お
の
ず
と

帝
の
傾
聽
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
に
相
違
な

い
。

帝
の
佛
敎
復
興
を
通
覽
す
る
と
、
曇
延
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
佛
敎
界
の
協
力
者
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
取
り
上

げ
る
曇
遷
（
五
四
二
〜
六
〇
七
）
も

帝
の
佛
敎
政
策
に
極
め
て
色
濃
い
影

を
與
え
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
。

本
章
は
、
そ
の
よ
う
な
曇
遷
の

帝
の
佛
敎
政
策
へ
の
關
與
の
あ
り
か
た
と
、
そ
の
背
景
お
よ
び
そ
の
關
與
に
よ
っ
て
現
れ
た
佛
敎
政

策
に
對
す
る
檢
討
を
通
じ
て
、

帝
期
の
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
曇
遷
は
「
六
大
德
」
と
稱
さ
れ
た
當
時
に
名
の
知
れ
た
六
人
の
沙
門
の
一
人
と
し
て
長
安
に
招
請
さ
れ
、
以
後
、

帝
の

佛
敎
政
策
に
深
く
關
與
し
て
い
く
。
隋
代
佛
敎
史
を
述
べ
る
時
、
六
大
德
に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
も
の
の
、
そ
れ
自
體
を
扱
っ

た
硏
究
は
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
こ
で
隋
朝
に
お
け
る
曇
遷
の
活
躍
を
う
か
が
う
に
先
立
ち
、
六
大
德
の
招
致
に
關
し
て
若
干
の
卑
見
を

4

述
べ
、
そ
の
上
で
曇
遷
の
佛
敎
政
策
へ
の
關
與
と
そ
の
背
景
を
檢
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節

六
大
德
の
招
致
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六
大
德
と
は
、
開
皇
七
年
（
五
八
七
）
に
長
安
に
召
さ
れ
た
六
人
の
佛
敎
者
で
あ
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
・
曇
遷
傳
に
彼
ら
の
招

致
の
狀
況
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
曇
遷
傳
に
よ
れ
ば
、
隋
朝
創
業
後
、
徐
州
（
江
蘇
・
徐
州
）
を
據
點
に
弘
法
活
動
を
し
て
い
た
曇
遷

に
對
し
て

帝
よ
り
次
の
詔
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。
開
皇
七
年
（
五
八
七
）
秋
の
こ
と
で
あ
る
。

屬
開
皇
七
年
秋
、
下
詔
曰
、
皇
帝
敬
問
徐
州
曇
遷
法
師
、
承
修
敍
妙
因
、
勤
精
道
敎
、
護
持
正
法
、
利
益
無
邊
。
誠
釋
氏
之
棟
梁
、

卽
人
倫
之
龍
象
也
。
深
願
巡
歷
所
在
、
承
風

德
、
限
以
朝
務
、
實
懷
虛
想
、
當
卽
來
儀
、
以
沃
勞
望
。
弟
子
之
內
、
閑
解
法
相
、

能
轉
梵
音
者
十
人
、

將
入
京
、
當
與
師
崇
建
正
法
、
刋
定
經
典
。
且
道
法
初
興
、
觸
途
草
創
、
弘
奬
建
立
、
終
藉
通
人
。
京
邑

之
間
、
遠
近
所
湊
、
宣
揚
法
事
、
爲
惠
殊
廣
。
想
振
錫
拂
衣
、
勿
辭
勞
也
。
尋
望
見
師
、
不
復
多
及
。（
T
50,572c）

開
皇
七
年
秋
に
屬
り
、
詔
を
下
し
て
曰
く
、
皇
帝
敬
問
す
ら
く
徐
州
の
曇
遷
法
師
は
、
妙
因
を
修
敍
し
、
道
敎
を
勤
精
し
、
正
法

を
護
持
し
、
利
益
無
邊
な
り
と
承
く
。
誠
に
釋
氏
の
棟
梁
、
卽
ち
人
倫
の
龍
象
な
り
。
深
く
願
う
ら
く
は
所
在
に
巡
歷
し
て
、
風

を
承
け
德
を

わ
ん
こ
と
を
。
限
る
に
朝
務
を
以
て
し
、
實
に
虛
想
を
懷
け
ば
、
當
に
卽
ち
に
來
儀
し
て
、
以
て
勞
望
を
沃
す
べ

し
。
弟
子
の
內
、
法
相
を
閑
解
し
、
能
く
梵
音
を
轉
ず
る
者
十
人
、

び
に
將
い
て
京
に
入
り
、
當
に
師
と
與
に
正
法
を
崇
建
し
、

經
典
を
刋
定
す
べ
し
。
且
つ
道
法
初
め
て
興
り
、
途
に
觸
る
る
こ
と
草
創
な
れ
ば
、
弘
く
建
立
を
奬
め
る
に
は
、
終
に
通
人
に
藉

る
。
京
邑
の
間
は
、
遠
近
の
湊
る
所
、
法
事
を
宣
揚
し
、
惠
を
爲
す
こ
と
殊
に
廣
し
。
想
ら
く
は
錫
を
振
い
衣
を
拂
い
、
勞
を
辭

ね
が
う

す
勿
け
ん
こ
と
を
。
尋
ね
て
師
に
見
ゆ
る
を
望
む
こ
と
、
復
た
多
き
に
及
ば
ず
、
と
。

以
上
の
內
容
に
つ
い
て
は
後
に
や
や
詳
し
く
說
明
す
る
が
、
傳
に
は
ま
た
續
け
て
こ
う
あ
る
。

時
洛
陽
慧
遠
、
魏
郡
慧
藏
、
淸
河
僧
休
、
濟
陰
寶
鎭
、
汲
郡
洪
遵
、
各
奉
明
詔
、
同
集
帝
輦
。
遷
乃
率
其
門
人
、
行
途
所
資
、
皆

出
天
府
。
與
五
大
德
謁
帝
於
大
興
殿
、
特
蒙
禮
接
、
勞
以
優
言
。
又
勅
所
司
、

於
大
興
善
寺
、
安
置
供
給
。
王
公
宰
輔
、
冠
蓋
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相
望
。（
T
50,572c）

時
に
洛
陽
（
河
南
・
洛
陽
）
の
慧
遠
、
魏
郡
（
河
南
・
安
陽
）
の
慧
藏
、
淸
河
（
河
北
・
淸
河
）
の
僧
休
、
濟
陰
（
山
東
・
曹

縣
）
の
寶
鎭
、
汲
郡
（
河
南
・
汲
縣
）
の
洪
遵
、
各
々
明
詔
を
奉
じ
、
同
に
帝
輦
に
集
ま
る
。〔
曇
〕
遷
乃
ち
其
の
門
人
を
率
い
、

行
途
に
資
す
る
所
は
、
皆
な
天
府
よ
り
出
づ
。
五
大
德
と
帝
に
大
興
殿
に
謁
し
、
特
に
禮
接
を
蒙
り
、
勞
す
る
に
優
言
を
以
て
せ

ら
る
。
又
た
所
司
に
勅
し
、

び
に
大
興
善
寺
に
於
い
て
、
安
置
供
給
せ
し
む
。
王
公
宰
輔
、
冠
蓋
相
い
望
む
。

（
括
弧
は
筆
者
の
補
記
）

開
皇
七
年
（
五
八
七
）
の
秋
、

帝
の
詔
が
曇
遷
に
下
さ
れ
て
長
安
に
召
し
出
さ
れ
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
慧
遠
（
五
二
三
〜
五

九
二
）・
慧
藏
（
五
二
二
〜
六
〇
五
）・
僧
休
・
寶
鎭
・
洪
遵
（
五
三
〇
〜
六
〇
八
）
も
ま
た
長
安
に
召
さ
れ
た
と
い
う
。
彼
ら
の
移
動

に
か
か
る
費
用
の
す
べ
て
が
朝
廷
よ
り
支
給
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
長
安
に
到
着
後
、
大
興
殿
に
お
い
て

帝
み
ず
か
ら
が
彼
ら
全
員
と

そ
ろ
っ
て
引
見
す
る
な
ど
、
そ
の
招
致
の
あ
り
よ
う
に
は
特
別
な
も
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
ら
六
人
の
僧
が
「
六
大
德
」
と
呼
ば
れ
た

に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
人
慧
藏
の
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
九
）
に
「
開
皇
七
年
、

帝
は
承
け
て
德
音
を
敬
い
、
遠
く
遣
し
て
徵
請
せ
し

む
。
蒲
輪
既
に
降
れ
ば
、
綸
言
に
爽
う
無
し
。〔
慧
〕
藏
は
機
に
乘
じ
て
敎
を
立
て
、
大
人
を
見
る
に
利
ろ
し
く
、
錫
を
京
輩
に

く
。

よ

仍
り
て
卽
ち
帝
に
承
明
に
謁
し
、
亟
々
奧
旨
を
陳
べ
、
凡
そ
陶
誘
す
る
所
、
允
に
天
心
に
副
う
。
卽
ち
六
大
德
の
一
な
り
」（「
開
皇
七

、
、
、

年
、

帝
承
敬
德
音
、
遠
遣
徵
請
。
蒲
輪
既
降
、
無
爽
綸
言
。
藏
乘
機
立
敎
、
利
見
大
人
、

錫
京
輩
。
仍
卽
謁
帝
承
明
、
亟
陳
奧
旨
。

凡
所
陶
誘
、
允
副
天
心
。
卽
六
大
德
之
一
也
」
T
50,498b）
と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。

彼
ら
は
長
安
に
到
着
後
、
大
興
善
寺
に
配
さ
れ
て
い
る
。
大
興
善
寺
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
六
月
、

大
興
城
造
營
に
際
し
て
都
の
樞
要
の
地
に
道
觀
の
玄
都
觀
と
朱
雀
大
街
を
挾
ん
で
相
い
對
し
て
建
立
さ
れ
た
「
國
寺
」
で
あ
り
、
隋
の
佛

敎
政
策
の
一
大
中
心
寺
院
で
あ
っ
た
。『
續
高
僧
傳
』
習
禪
篇
・
論
に
、「
有
隋

を
御
し
、
深
く
釋
門
を
信
じ
、
兼
て
李
館
を
陳
ぬ
る

5
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は
、
恆
俗
を
收
め
ん
が
爲
な
り
」（「
有
隋
御

、
深
信
釋
門
、
兼
陳
李
館
、
爲
收
恆
俗
」
T
50,640c）
と
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
佛

6

寺
と
道
觀
の

立
の
狀
況
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
人
心
を
收
め
る
政
策
的
な
措
置
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ば
國
家
の
威

權
を
、
宗
敎
に
借
り
て
外
に
示
す
た
め
の
裝
置
が
大
興
善
寺
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
山
崎
宏
氏
に
よ
れ
ば
、
大
興
善
寺
は
北
周
宗
室
と

關
係
の
深
か
っ
た
陟

寺
を
繼
承
し
た
佛
寺
で
あ
り
、
北
周
―
隋
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。『
辯
正
論
』
卷
三
・
十
代
奉
佛

7

篇
上
・
隋

帝
の
條
に
、「
京
師
に
大
興
善
寺
を
造
る
。
…
…
六
大
德
及
び
四
海
の
名
僧
を
召
し
、
常
に
三
百
許
人
有
り
、
四
事
供
養
せ

ら
る
」（「
京
師
造
大
興
善
寺
。
…
…
召
六
大
德
及
四
海
名
僧
、
常
有
三
百
許
人
、
四
事
供
養
」
T
52,509a）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に

は
各
地
よ
り
名
僧
が
召
さ
れ
、
常
に
三
百
人
ほ
ど
の
僧
が
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
僧
の
う
ち
、
開
皇
年
間
に
入
寺
し
た
こ
と
が
判

明
す
る
も
の
を
檢
出
し
、【
大
興
善
寺
關
係
者
一
覽
表
】（
以
下
【
表
】）
と
し
て
ま
と
め
た
。

【
表
】
に
基
づ
い
て
大
興
善
寺
入
寺
者
を
見
て
み
る
と
、
陟

寺
の
時
點
で
は
、
北
周
末
期
の
「
百
二
十
僧
」
が
當
て
ら
れ
、
そ
の
後
、

8

開
皇
二
年
の
大
興
善
寺
建
立
と
と
も
に
翻
譯
事
業
が
開
始
さ
れ
る
と
、
譯
經
僧
と
し
て
逹
摩
般
若
・
那
連
提
耶
舍
・
毘
尼
多
流
支
な
ど
の

外
國
僧
が
召
さ
れ
、
ま
た
明
芬
・
明
贍
ら
の
北
齊
系
沙
門
が
翻
譯
事
業
の
た
め
に
入
寺
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
北
周
末
の

百
二
十
僧
は
も
と
長
安
の
陟

寺
に
お
り
、
い
ず
れ
も
舊
北
周
の
領
域
の
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
北
周
系
の
曇

延
・
靈
藏
ら
が
僧
官
に
就
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
當
時
の
大
興
善
寺
僧
は
、
お
お
む
ね
北
周
系
の
僧
が
主
流
を
な
し

9

て
い
た
と
い
え
る
。
靈
藏
に
至
っ
て
は
、
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
）
に
「
都
を
南
阜
に
移
す
に
、
任
せ
て
形
勝
を
選
び
て
國
寺
を

置
か
し
む
。〔
靈
〕
藏
は
朝
宰
惟
れ
重
ん
じ
、
佛
法
の
憑
る
攸
な
る
を
以
て
、
乃
ち
京
都
の
中
會
、
路
近
遠
に
均
し
き
を
擇
び
、
遵
善
坊

天
衢
の
左
に
於
い
て
、
寺
を
置
く
。
今
の
大
興
善
是
な
り
」（「
移
都
南
阜
、
任
選
形
勝
、
而
置
國
寺
。
藏
以
朝
宰
惟
重
、
佛
法
攸
憑
、

乃
擇
京
都
中
會
、
路
均
近
遠
、
於
遵
善
坊
天
衢
之
左
、
而
置
寺
焉
。
今
之
大
興
善
是
也
」
T
50,610b）
と
あ
る
よ
う
に
、
大
興
善
寺
の

造
營
そ
の
も
の
に
攜
わ
っ
て
お
り
、
先
の
曇
延
同
樣
、
隋
開
國
期
の
佛
敎
政
策
を
敎
團
側
よ
り
支
持
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。
開
皇
初
期
の
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大
興
善
寺
に
お
い
て
は
、
譯
經
事
業
を
除
け
ば
、
北
周
系
の
僧
の
直
接
的
な
協
力
の
下
に
佛
敎
政
策
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

當
時
の
長
安
佛
敎
界
も
ま
た
北
周
系
沙
門
に
席
捲
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
大
興
城
が
北
周
長
安
の
基
礎
の
上
に
成
立
し

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
當
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
六
大
德
と
は

字
通
り
に
い
え
ば
、
六
人
の
佛
敎
者
の
謂
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
傳
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
共
通

項
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
ら
の
招
致
以
前
の
據
點
は
、
い
ず
れ
も
舊
北
齊
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
點
で
あ
る
。
再
び
【
表
】
を
見
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
六
大
德
と
そ
の
弟
子
の
招
致
に
よ
っ
て
北
齊
系
の
沙
門
が
壓
倒
的
に
增
加
し
て
い
る
。
六
大
德
の
招
致
は
北
齊
系
沙
門
の

長
安
へ
の
流
入
を
促
し
、
北
周
系
主
流
の
長
安
佛
敎
界
の
性
格
を
變
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

曇
遷
に
下
さ
れ
た
詔
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
招
致
の
具
體
的
な
目
的
は
大
別
し
て
二
つ
擧
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
正
法
を
崇
建
し
、
經
典

を
刋
定
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
翻
譯
事
業
へ
の
參
與
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
遠
近
の
湊
る
所
」
で
あ
る
京
邑
に
お
い
て
、「
法
事
を

宣
揚
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
以
下
に
や
や
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一

譯
業
へ
の
參
與

翻
譯
事
業
へ
の
參
與
に
つ
い
て
は
、
弟
子
の
中
で
も
佛
敎
の
敎
理
を
深
く
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
特
に
「
梵
音
を
轉
ず
る
」
も
の
、

す
な
わ
ち
梵
語
を
漢
語
へ
翻
譯
で
き
る
弟
子
十
人
の
隨
行
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
弟
子
を
率
い
た
の
は
曇
遷
以
外
も

同
樣
で
、
洪
遵
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
二
）
に
は
「
開
皇
七
年
、
勅
を
下
し
て
追
い
て
京
闕
に
詣
ら
し
む
。
五
大
德
と
時
を
同
じ
く

し
て
奉
見
し
、
特
に
勞
引
を
蒙
り
、
興
善
に
住
せ
し
め
ら
れ
、

び
に
十
弟
子
、
四
事
供
養
せ
ら
る
」（「
開
皇
七
年
、
下
勅
追
詣
京
闕
。

與
五
大
德
、
同
時
奉
見
、
特
蒙
勞
引
、
令
住
興
善
、

十
弟
子
、
四
事
供
養
」
T
50,611b）
と
あ
り
、
詔
に
定
め
る
通
り
十
人
の
弟
子

を
と
も
な
っ
た
。
慧
遠
の
場
合
に
は
、「
時
に
勅
し
て
大
德
六
人
を
召
す
、
遠
は
其
の
一
な
り
。
仍
り
て
常
に
隨
う
と
こ
ろ
の
學
士
二
百
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餘
人
と
と
も
に
、
創
め
て
帝
室
に
逹
り
、
親
し
く
御

に
臨
み
、
聖
化
を
敷
述
し
、
家
國
を
通
孚
す
」（『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
慧
遠
傳

「
於
時
勅
召
大
德
六
人
、
遠
其
一
矣
。
仍
與
常
隨
學
士
二
百
餘
人
、
創
逹
帝
室
、
親
臨
御

、
敷
述
聖
化
、
通
孚
家
國
」
T
50,491a）

と
あ
り
、
二
百
餘
人
の
學
士
を
從
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
如
實
に
示
す
よ
う
に
、【
表
】
に
は
慧
遠
の
弟
子
が
多
く
見
え
る
。

10

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
に
よ
れ
ば
、
六
大
德
が
召
さ
れ
た
時
期
の
翻
譯
事
業
は
お
お
よ
そ
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

11

隋
初
の
翻
譯
事
業
は
北
齊
系
の
寶
暹
等
十
一
名
が
梵
經
二
百
六
十
部
を
得
て
開
皇
元
年
（
五
八
一
）
十
二
月
に
歸
國
し
た
こ
と
に
端
を

發
す
る
。
翌
二
年
に
佛
典
翻
譯
の
詔
が
下
り
、
七
月
に
相
州
よ
り
那
連
提
耶
舍
が
召
さ
れ
る
と
、
そ
の
冬
に
は
曇
延
や
靈
藏
の
監
掌
の
も

と
翻
譯
に
着
手
さ
れ
た
。
開
皇
二
年
の
『
牢
固
女
經
』『
百
佛
名
經
』
譯
出
を
皮
切
り
に
、
耶
舍
は
開
皇
五
年
（
五
八
五
）
十
月
ま
で
の

間
、
大
興
善
寺
に
お
い
て
お
よ
そ
八
部
の
經
典
を
翻
譯
し
、
そ
の
後
、
廣
濟
寺
に
移
り
開
皇
九
年
（
五
八
九
）
に
歿
し
た
。
こ
の
間
、
開

皇
四
年
（
五
八
四
）
に
入
京
し
た
闍
那
崛
多
が
翌
五
年
よ
り
道
俗
六
人
と
「
內
史
內
省
に
於
い
て
梵
古
書
及
び
乾

等
を
翻
」
し
て
い
た12

が
、
耶
舍
の
廣
濟
寺
移
動
に
と
も
な
い
、
七
年
、
崛
多
に
別
勅
が
下
り
翻
經
を
兼
任
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
耶
舍
と
崛
多
と

が
「
兩
頭
來
往
」
す
る
譯
經
の
一
つ
の
盛
期
を
迎
え
た
。

と
こ
ろ
で
、【
表
】
に
よ
れ
ば
、
開
皇
二
年
の
譯
業
開
始
時
に
は
逹
摩
般
若
や
那
連
提
耶
舍
、
毘
尼
多
流
支
と
い
っ
た
西
域
僧
の
他
、

耶
舍
の
弟
子
の
道
密
・
明
芬
な
ど
の
漢
人
僧
が
い
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
舊
北
齊
領
域
よ
り
召
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
譯
經
は
北
齊

系
の
沙
門
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
北
齊
の

宣
帝
は
篤
信
の
佛
敎
信
者
で
あ
り
、
北
齊
佛
敎
の
盛
榮
は
じ
つ
に
彼
に
よ

っ
て
齎
さ
れ
た
。

宣
帝
は
梵
經
を
重
ん
じ
て
禮
拜
對
象
に
ま
で
高
め
る
な
ど
し
た
。
そ
の
た
め
、
北
齊
で
は
梵

經
典
が
極
め
て
重
視

13

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
風
潮
は
僧
侶
の
佛
敎
硏
鑽
に
お
け
る
梵
經
重
視
を
奬
勵
し
た
と
思
わ
れ
、
彥
琮
の
よ
う
な
通
梵
の

14

僧
が
出
て
く
る
の
も
こ
う
し
た
學
風
に
よ
ろ
う
。
六
大
德
の
弟
子
の
す
べ
て
が
「
梵
音
を
轉
」
じ
た
か
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
詔
に

15

梵
語
の
翻
譯
を
期
待
し
て
い
る
事
實
は
、
六
大
德
や
そ
の
弟
子
に
梵
語
に
通
ず
る
も
の
と
の
評
價
が
あ
っ
た
た
め
に
相
違
な
く
、
彼
ら
の

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策



48

佛
學
敎
養
も
ま
た
北
齊
の
佛
敎
學
風
に
由
來
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
六
大
德
お
よ
び
そ
の
弟
子
が
召
さ
れ
た
の
は
、
時
あ
た
か
も
耶
舍
と
崛
多
が
「
兩
頭
往
來
」
し
た
時
期
で
あ
り
、
開
皇
譯
業
の

轉
換
期
に
當
た
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
六
大
德
が
實
際
に
翻
譯
事
業
に
攜
わ
る
の
は
開
皇
十
一
年
（
五
九
一
）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
耶
舍
が
開
皇
九
年
に
歿
し
て
崛
多
が
そ
の
後
を
繼
ぎ
「
專
ら
翻
譯
を
主
」
る
た
め
に
、
譯
場
を
大
興
善
寺
に
移
し
た
時
期
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
こ
ろ
大
興
善
寺
の
譯
場
に
「
始
末
を
監
掌
し
、
旨
歸
を
詮
定
」（「
監
掌
始
末
、
詮
定
旨
歸
」
T
49,104b）
す
る
の
を
務
め

と
し
た
十
大
德
が
增
置
さ
れ
た
。
こ
の
十
人
の
中
に
、
六
大
德
の
僧
休
・
慧
藏
・
洪
遵
・
慧
遠
・
曇
遷
の
五
人
が
入
っ
て
い
る
。
こ
う
し

16

て
見
る
と
、
大
興
善
寺
の
一
大
事
業
で
あ
っ
た
佛
典
翻
譯
の
組
織
が
整
備
充
實
さ
れ
る
中
で
の
招
致
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二

法
事
の
宣
揚

次
に
京
邑
で
「
法
事
を
宣
揚
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

六
大
德
が
北
齊
の
佛
敎
者
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
道
宣
が
『
續
高
僧
傳
』
義
解
篇
・
論
に
、「
且
つ
夫
れ
佛
敎
東
に
道
し
て
よ

り
、
世
々
弘
く
播
か
る
と
稱
せ
ら
る
。
其
の
榮
茂
を
論
ず
れ
ば
、
梁
・
齊
よ
り
盛
ん
な
る
は
勿
し
」（「
且
夫
佛
敎
道
東
、
世
稱
弘
播
。

し

論
其
榮
茂
、
勿
盛
梁
齊
」
T
50,548c）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
佛
敎
の
東
傳
以
來
、
義
學
す
な
わ
ち
佛
敎
敎
理
の
硏
究
に
お
い
て
北
齊
は
、

南
朝
梁
に
比
肩
す
る
盛
榮
を
誇
っ
た
地
域
で
あ
る
。
六
大
德
は
そ
の
よ
う
な
佛
敎
敎
理
學
の
盛
ん
な
地
域
に
お
い
て
頗
る
著
名
な
佛
敎
者

で
あ
っ
た
。
曇
遷
は
後
述
の
よ
う
に
、
慧
光
門
下
の
曇
遵
に
師
事
し
、
そ
の
後
、
陳
朝
に
お
い
て
『
攝
大
乘
論
』
を
得
て
北
歸
し
、
北
中

國
で
は
じ
め
て
『
攝
論
』
を
講
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
慧
遠
は
、
慧
光
門
下
か
つ
北
齊
の
昭
玄
大
統
と
し
て
北
齊
佛
敎
界
を
領
導
し
た
法

上
の
弟
子
と
し
て
名
聲
を
振
る
い
、『
大
乘
義
章
』
を
は
じ
め
多
數
の
論
著
を
撰
し
、
後
世
に
ま
で
大
き
な
影

を
與
え
た
佛
敎
者
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
慧
藏
は
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
九
）
に
「
華
嚴
を
以
て
本
宗
と
爲
」（「
以
華
嚴
爲
本
宗
」
T
50,498b）
し
、

17
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『
華
嚴
義
疏
』
を
著
わ
し
た
と
あ
る
よ
う
に
華
嚴
の
專
門
家
で
あ
っ
た
。
僧
休
と
寶
鎭
は
『
續
高
僧
傳
』
に
專
傳
が
な
い
も
の
の
、
僧
休

に
關
し
て
は
『
續
高
僧
傳
』
義
解
篇
・
論
に
「
僧
休
は
大
論
に
洞
精
し
」（「
僧
休
洞
精
於
大
論
」
T
50,
549a）
た
と
あ
り
、『
大
智
度

論
』
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
寶
鎭
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
・
寶
憲
傳
に
「
釋
寶
憲
、
鄭
州
人
、
寶
鎭
律
師
の
學

士
な
り
」（「
釋
寶
憲
、
鄭
州
の
人
、
寶
鎭
律
師
之
學
士
也
」
T
50,672a）
と
あ
り
、「
律
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
律
學
に
長

じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
洪
遵
は
慧
光
門
下
の
「
律
學
の
名
匠
」
た
る
道
暉
に
『
四
分
律
』
を
受
け
、
後
に
『
摩
訶
僧
祇
律
』

が
盛
ん
で
あ
っ
た
關
中
に
て
、
た
だ
一
人
『
四
分
律
』
を
講
じ
た
人
と
し
て
評
價
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
六
大
德
は
佛
敎
の
盛
ん
な

18

舊
北
齊
領
域
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
各
々
が
專
門
的
な
敎
業
を
持
つ
佛
敎
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
招
請
は
、
招
致
さ
れ
る
以
前

に
彼
ら
が
據
點
と
し
た
地
域
で
、
彼
ら
に
よ
っ
て
振
興
さ
れ
て
き
た
そ
の
學
業
を
、
一
擧
に
長
安
一
圓
に
集
中
し
、
宣
揚
さ
せ
る
こ
と
を

意
圖
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
彼
ら
の
よ
う
な
著
名
な
佛
敎
者
を
招
く
こ
と
に
は
、
よ
り
多
く
の
佛
敎
者
を
長
安
へ
と
向
わ
せ
る
、
い
わ
ば
求
心
力

と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
曇
遷
傳
に
、

雖
各
將
門
徒
十
人
、
而
慕
義
沙
門
、
勅
亦
延
及
、
遂
得
萬
里
尋
師
。（
T
50,572c）

各
々
門
徒
十
人
を
將
う
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
義
を
慕
う
の
沙
門
、
勅
し
て
亦
た
延
及
し
、
遂
に
萬
里
に
師
を
尋
ぬ
る
を
得
。

と
あ
り
、

帝
は
六
大
德
以
外
に
も
、
さ
ら
に
廣
く
沙
門
を
招
致
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
六
大
德
の
招
致
は
、
た
だ
で
さ
え

著
名
な
彼
ら
を
、
同
時
に
招
き
、

帝
が
大
興
殿
で
そ
ろ
っ
て
謁
見
す
る
な
ど
、
招
致
の
あ
り
か
た
に
は
多
分
に
宣
傳
的
な
要
素
が
感
じ

ら
れ
る
。
彼
ら
の
招
致
を
天
下
に
廣
く
知
れ
渡
ら
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
沙
門
が
彼
ら
を
慕
っ
て
長
安
へ
集
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た

た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

帝
期
に
は
、
開
皇
十
二
年
頃
よ
り
「
佛
敎
の

通
敎
化
」
を
擔
當
し
た
「
二
十
五
衆
」
が
、
ま
た
同
じ
頃
よ
り
「
一
經
典
の
專
門
的
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敎
化
」
を
な
し
た
「
五
衆
」
が
、
勅
任
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。『
續
高
僧
傳
』
義
解
篇
・
論
に
は
、

帝
期
の
こ
と
と
し
て
、

19

開
皇
伊
始
、
廣
樹
仁
祠
、
有
僧
行
處
、
皆
爲
立
寺
。
召
諸
學
徒
、

會
京
輦
、
其
中
高
第
、
自
爲
等
級
。
故
二
十
五
衆
、
峙
列
帝

城
、
隨
慕
學
方
、
任
其
披
化
。（
T
50,549a）

開
皇
伊
に
始
り
、
廣
く
仁
祠
を
樹
て
、
僧
の
行
ず
る
處
有
れ
ば
、
皆
な
爲
に
寺
を
立
つ
。
諸
々
の
學
徒
を
召
し
、

く
京
輦
に
會

し
、
其
の
中
の
高
第
、
自
ら
等
級
を
爲
す
。
故
に
二
十
五
衆
、
帝
城
に
峙
列
し
、
學
方
を
慕
う
に
隨
い
、
其
の
披
化
に
任
す
。

と
あ
る
。
長
安
に
召
さ
れ
た
僧
の
中
で
も
、
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
二
十
五
衆
や
五
衆
に
勅
任
さ
れ
、
そ
の
學
業
を
慕
う
も
の
の
た
め
に

敎
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
五
衆
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
し
得
る
の
は
十
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
六
名
が
六
大
德
に

關
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
慧
遠
の
弟
子
の
靈
璨
・
慧
遷
・
善
胄
、
僧
休
の
弟
子
の
寶
襲
、
慧
藏
の
弟
子
の
智
隱
で
あ
る
。
ま
た
洪
遵

20

21

22

23

24

自
身
が
講
律
衆
主
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
僧
の
招
致
か
ら
僧
の
敎
化
集
團
の
形
成
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
六
大
德
の
招
致
は
最
も

25

象
徵
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
隋
朝
佛
敎
の
一
大
中
心
地
で
あ
る
長
安
に
各
地
の
す
ぐ
れ
た
佛
敎
者
を
集
中
さ
せ
て
、

長
安
佛
敎
の
人
的
構
成
と
佛
敎
學
風
の
變
質
を
企
て
る
政
策
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
佛
敎
の
集
中
化
は
、

帝
の
佛
敎
政
策

の
一
つ
の
特
徵
で
あ
り
、
隋
朝
の
推
進
す
る
中
央
集
權
化
政
策
と
軌
を
一
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
六
大
德
に
關
連
し
て
『
隋
書
』
に
は
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
卷
一
・
高
祖
紀
上
に
、

〔
開
皇
五
年
四
月
〕
乙
巳
、
詔
徵
山
東
馬
榮
伯
等
六
儒
。

〔
開
皇
五
年
四
月
〕
乙
巳
、
詔
し
て
山
東
の
馬
榮
伯
等
六
儒
を
徵
す
。

、
、

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
六
大
德
招
致
の
二
年
前
、
開
皇
五
年
（
五
八
五
）
に
「
山
東
」
す
な
わ
ち
舊
北
齊
地
域
よ
り
「
六
儒
」
と
呼

ば
れ
た
六
人
の
儒
者
が
召
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
馬
榮
伯
こ
と
馬
光
の
傳
（『
隋
書
』
卷
七
十
五
・
儒
林
傳
）
に
は
、

開
皇
初
、
高
祖
徵
山
東
義
學
之
士
、
光
與
張
仲
讓
･孔
籠
･竇
士
榮
･張
黑
奴
･劉
祖
仁
等
倶
至
、

授
太
學
博
士
、
時
人
號
爲
六
儒
。
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開
皇
の
初
め
、
高
祖
山
東
の
義
學
の
士
を
徵
す
る
に
、〔
馬
〕
光
は
張
仲
讓
・
孔
籠
・
竇
士
榮
・
張
黑
奴
・
劉
祖
仁
等
と
倶
に
至
り
、

び
に
太
學
博
士
を
授
け
ら
れ
、
時
人
號
し
て
六
儒
と
爲
す
。

と
あ
り
、
六
儒
と
呼
ば
れ
た
儒
者
の
名
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
張
仲
讓
・
劉
祖
仁
は
不
明
で
あ
る
が
、
馬
光
・
孔
籠
・
竇
士
榮
・
張
黑

奴
は
い
ず
れ
も
北
齊
の
熊
安
生
の
門
人
で
あ
る
。
熊
安
生
は
北
齊
の
「
儒
宗
」
と
さ
れ
、
北
齊
滅
亡
に
際
し
て
北
周
武
帝
が
そ
の
門
前
に

26

至
っ
て
敬
意
を
示
し
、
隨
駕
入
朝
さ
せ
た
ほ
ど
の
大
儒
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
弟
子
で
あ
る
彼
ら
は
當
時
の
舊
北
齊
地
域
を
代
表
し

27

た
儒
者
と
み
ら
れ
る
。
隋
代
の
太
學
博
士
は
員
五
人
で
あ
る
か
ら
、「

び
に
太
學
博
士
」
に
就
い
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
入
朝
後
、

28

29

太
學
博
士
を
授
け
ら
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
知
名
の
儒
者
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
六
儒
招
致
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、

舊
北
齊
地
域
よ
り
す
ぐ
れ
た
學
識
を
持
つ
人
物
を
長
安
に
入
れ
る
目
的
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
隋
朝
の
制
度
は
北
齊
に
よ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
は
、
北
齊
系
の
儒
者
は
不
可
缺
な
存
在
で
あ
る
。『
隋
書
』
卷
七
十
五
・
儒
林
傳
・
序
に
は
、

帝
が

30

す
ぐ
れ
た
人
物
や
儒
者
を
厚
遇
し
て
全
國
に
學
校
を
立
て
た
結
果
、「
齊
・
魯
・
趙
・
魏
、
學
者
尤
も
多
く
、

を
負
い
師
を
追
い
、
千

里
を
遠
し
と
せ
ず
、
講
誦
の
聲
、
道
路
に
絕
え
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
學
者
が
師
と
す
べ
き
人
物
を
追
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
至
り
、

か
く
し
て
全
國
の
儒
敎
は
「
漢
魏
よ
り
以
來
、
一
時
の
み
」
と
い
う
盛
況
を
呈
し
た
と
い
う
。「
齊
・
魯
・
趙
・
魏
」
の
い
わ
ゆ
る
「
山

31

東
」
地
域
に
學
者
が
最
も
多
く
い
た
。
そ
の
「
山
東
」
地
域
よ
り
召
さ
れ
た
の
が
六
儒
な
の
で
あ
っ
た
。

六
大
德
と
六
儒
の
招
致
は
、
舊
北
齊
地
域
と
六
人
と
に
規
定
さ
れ
て
い
る
點
に
お
い
て
、
そ
の
共
通
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
六
儒
を
招

致
し
、
そ
の
後
に
六
大
德
を
召
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
大
德
は
六
儒
に
例
を
取
っ
た
招
致
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う

で
あ
れ
ば
、
佛
敎
者
と
儒
者
と
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
隋
朝
の
諸
政
策
の
中
で
、

佛
敎
者
と
儒
者
な
ど
を
相
對
化
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
檢
討
を
要
す
る
。
こ
こ
で
は
六
大
德
と
六
儒
と
い
う
佛
敎
者
と
儒

者
の
招
致
に
お
い
て
時
を
同
じ
く
し
類
同
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
（
第
四
章
、
參
照
）。

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策
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第
二
節

帝
の
佛
敎
政
策
と
曇
遷

本
節
で
は
、
曇
遷
が
關
わ
っ
た
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
曇
遷
が
關
與
し
た
佛
敎
政
策
に
は
、
著
名
な
仁
壽
年
間
の
舍
利
塔

建
立
事
業
が
あ
る
が
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
開
皇
年
間
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

曇
遷
の
生
涯
は
、
大
別
し
て
北
齊
時
代
・
南
朝
時
代
・
隋
朝
時
代
の
三
期
に
區
分
で
き
る
。
こ
の
う
ち
前
二
期
と
隋
朝
時
代
と
の
間
に

は
、
彼
自
身
の
政
權
と
の
關
わ
り
方
に
大
き
な
差
異
が
見
て
取
れ
る
。

ま
ず
曇
遷
の
前
半
生
を
槪
述
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

曇
遷
は
、
俗
姓
王
氏
、
博
陵
饒
陽
（
河
北
・
饒
陽
）
の
人
で
あ
り
、
大
業
三
年
（
六
〇
七
）
に
長
安
の
禪
定
寺
に
お
い
て
六
十
六
歲
で

32

歿
し
た
。
生
年
は
東
魏
・
孝
靜
帝
の
興
和
四
年
（
五
四
二
）
と
な
る
。
傳
に
「
近
祖
は
太
原
に
歷
宦
し
て
、
後
こ
こ
に
居
る
」（「
近
祖

太
原
歷
宦
、
而
後
居
焉
」
T
50,571b）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
太
原
の
王
氏
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

33

母
方
の
お
じ
の
權
會
は
易
に
通
じ
た
儒
者
で
あ
り
、
曇
遷
の
敎
養
は
權
會
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
易
・
老
莊
か
ら
佛
敎
へ
と
傾
心
し
て
い
っ

34

た
と
い
う
。
年
二
十
一
の
時
（
五
六
三
年
）
に
定
州
（
河
北
・
定
州
）
賈
和
寺
の
曇
靜
律
師
の
も
と
で
出
家
し
て
後
、

で
多
く
の
講
席

に
參
列
し
、
曇
遵
法
師
に
師
事
し
た
。
曇
遵
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
八
の
本
傳
に
よ
れ
ば
、
慧
光
の
門
下
、
年
七
十
を
越
え
て
國
都
と
な
り
、

つ
い
で
昭
玄
統
に
轉
じ
た
、
東
魏
・
北
齊
佛
敎
界
の
重
鎭
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
當
時
の

都
と
い
え
ば
、「
有
齊
の
盛
に
當
た
り
、

35

釋
敎
大
い
に
興
り
、
宮
觀
法
祀
に
至
り
て
は
、
皆
な
鋒

馳
騖
す
」（「
當
有
齊
之
盛
釋
敎
大
興
。
至
於
宮
觀
法
祀
。
皆
鋒

馳
騖
」
曇

遷
傳
、
T
50,571c）
と
い
う
ま
さ
に
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
は
、
榮
利
を
求
め
る
沙
門
も
少
な
く
な
く
、
曇
遷
に
は

36

37

師
の
曇
遵
も
ま
た
そ
う
し
た
一
人
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
曇
遷
傳
に
「
密
か
に
人
に
謂
い
て
曰
く
、
學
は
法
を
知
る
が
爲
に
し
て
、
法

は
行
を
修
む
る
爲
な
り
。
豈
に
榮
利
を
以
て
、
卽
ち
名
づ
け
て
道
と
爲
さ
ん
や
。
秦
世
の
道
恆
は
、
迹
を
巖
藪
に
削
る
。
誠
に
由
有
る
な
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り
、
と
」（「
密
謂
人
曰
。
學
爲
知
法
。
法
爲
修
行
。
豈
以
榮
利
卽
名
爲
道
。
秦
世
道
恆
。
削
迹
巖
藪
。
誠
有
由
矣
」（
T
50,571c）。
か

く
し
て
、
曇
遵
の
下
を
離
れ
た
彼
は
林
慮
山
の
淨
國
寺
に
隱
れ
、
建
德
六
年
（
五
七
七
）
の
廢
佛
に
至
る
ま
で
、
諸
經
論
を
硏
鑽
す
る

日
々
を
過
ご
す
。

北
周
武
帝
に
よ
る
廢
佛
の
際
、
曇
遷
は
同
侶
と
と
も
に
金
陵
（
建
康
）
へ
の
亡
命
を
決
行
し
、
道
中
で
盜
賊
に
遭
い
な
が
ら
も
壽
陽

（
安
徽
・
壽
春
）
の
曲
水
寺
に
逹
し
、
そ
の
後
、
揚
都
の
道
場
寺
に
至
っ
た
。
こ
の
地
に
お
い
て
彼
ら
は
陳
朝
の
僧
望
と
目
さ
れ
た
慧
曉

38

や
智

、
ま
た
高
麗
沙
門
の
智
晃
ら
と
論
議
の
日
々
を
過
ご
す
。
こ
う
し
た
生
活
に
よ
っ
て
曇
遷
の
名
聲
は
一
氣
に
高
ま
り
、
陳
の
宣
帝

に
奏
聞
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
曇
遷
は
「
時
榮
に
結
援
す
る
よ
り
は
、
緘
默
を
幸
願
わ
ん
」

ね

が

（「
結
援
時
榮
、
幸
願
緘
默
」
T
50,572a）
と
す
る
姿
勢
を
貫
く
た
め
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
北
朝
に
お
い
て
北
周
よ
り

受
禪
し
た
隋
朝
が
立
つ
と
、
そ
れ
ま
で
續
い
て
い
た
廢
佛
政
策
は
百
八
十
度
轉
換
さ
れ
た
。
王
朝
交
替
を
耳
に
し
た
曇
遷
は
、
そ
こ
で
同

侶
と
と
も
に
建
康
を
辭
し
て
北
上
、
彭
城
（
江
蘇
・
徐
州
）
に
建
立
さ
れ
た
慕
聖
寺
に
止
ま
り
諸
々
の
經
論
を
講
じ
た
。
特
に
『
攝
大
乘

論
』
の
講
義
は
「
攝
論
の
北
土
の
創
開
、
此
よ
り
始
め
と
爲
す
」（「
攝
論
北
土
創
開
、
自
此
爲
始
也
」
T
50,572b）
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
。

こ
こ
ま
で
が
曇
遷
の
い
わ
ば
前
半
生
で
あ
り
、
後
に
隋
朝
と
深
く
關
わ
る
彼
の
姿
と
は
好
對
照
を
な
す
。

曇
遷
と
隋
朝
と
の
關
係
は
彼
が
彭
城
で
弘
敎
活
動
を
し
て
い
る
時
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
徐
州
總
管
の
吐
萬
緖
や
呉
州
（
江
蘇
・
江

都
）
總
管
の
賀
若
弼
・
長
史
の
張
坦
（
不
詳
）
が
彼
と
交
流
し
て
い
る
。
賀
若
弼
に
至
っ
て
は
、「
乃
ち
其
の
家
屬
を
攜
え
、
從
い
て
歸

戒
を
受
く
」（「
乃
攜
其
家
屬
、
從
受
歸
戒
」
T
50,572c）
ほ
ど
、
曇
遷
を
尊
崇
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
一
方
で
彼
ら
の
曇
遷
に
對
す
る

歸
敬
の
背
後
に
は
、
少
な
か
ら
ず
政
治
的
な
思
惑
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
吐
萬
緖
が
徐
州
總
管
に
就
任
し
た
の
は
開
皇
五
年
（
五
八

五
）
十
月
の
こ
と
。「
高
祖
潛
か
に
呑
陳
の
志
有
り
。
徐
州
總
管
に
轉
じ
て
、
戰
具
を
修
め
し
む
」（「
其
後
高
祖
潛
有
呑
陳
之
志
、
轉
徐

39
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州
總
管
、
令
修
戰
具
」『
隋
書
』
卷
六
十
五
、
吐
萬
緖
傳
）
と
い
う
、
開
皇
八
年
（
五
八
八
）
に
は
實
施
に
移
さ
れ
る
南
朝
陳
平
定
に
向

け
て
の
準
備
の
た
め
で
あ
っ
た
。
賀
若
弼
も
そ
の
傳
に
「
弼
を
拜
し
て
呉
州
總
管
と
爲
し
、
委
ね
る
に
平
陳
の
事
を
以
て
」
し
た
と
い
う
。

40

彼
は
後
に
行
軍
總
管
と
し
て
陳
朝
平
定
に
大
功
の
あ
っ
た
名
將
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
廣
く
信
奉
さ
れ
、
か
つ
し
ば
ら
く
陳
朝
に
滯
在
し

て
陳
朝
の
事
情
を
深
く
知
っ
て
い
た
曇
遷
へ
の
接
近
に
は
、
陳
朝
平
定
に
向
け
て
の
工
作
と
し
て
の
性
格
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

曇
遷
が
開
皇
七
年
に
六
大
德
の
一
人
と
し
て
長
安
に
召
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

さ
て
、
曇
遷
と

帝
と
の
直
接
的
な
關
係
は
、
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）
春
の
晉
陽
（
山
西
・
太
原
）
へ
の
行
幸
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

開
皇
七
年
の
招
致
後
、

帝
は
す
で
に
曇
遷
を
行
幸
に
隨
駕
さ
せ
る
ほ
ど
重
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
開
皇
十
三
年
（
五
九

三
）
の
岐
州
（
陝
西
・
鳳
翔
）
行
幸
、
十
四
年
（
五
九
四
）
の
泰
山
（
山
東
・
泰
安
）
行
幸
に
も
隨
駕
さ
せ
て
お
り
、
曇
遷
に
對
す
る

帝
の
信
任
ぶ
り
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
曇
遷
に
對
し
て
は
、

遷
既
爲
帝
王
挹
敬
、
侯
伯
邀
延
、
抗
行
之
徒
、
是
非
紛
起
。
或
謂
滯
於
榮
寵
者
。
乃
著
亡
是
非
論
、
以
示
諸
己
。（
T
50,573a）

〔
曇
〕
遷
は
既
に
帝
王
の
挹
敬
す
る
と
こ
ろ
、
侯
伯
の
邀
延
す
る
と
こ
ろ
と
爲
れ
ば
、
抗
行
の
徒
、
是
非
紛
起
す
。
或
る
ひ
と
榮

寵
に
滯
る
者
と
謂
う
。
乃
ち
亡
是
非
論
を
著
わ
し
て
、
以
て
諸
れ
を
己
に
示
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
榮
寵
に
滯
る
も
の
と
批
難
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
た
め
曇
遷
は
『
亡
是
非
論
』
を
著
わ
し
自
戒
す
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
榮
利
を
厭
い
、
後
秦
の
姚
興
に
仕
官
を
逼
ら
れ
た
道
恆
を
慕
い
、
迹
を
林
慮
山
に
晦
ま
し
、
ま
た
陳
朝
に
お
い
て
も
權
力
者
と
の
關

係
を
拒
絕
し
て
き
た
、
か
つ
て
の
高
蹈
な
姿
か
ら
見
れ
ば
、
大
き
な
轉
身
ぶ
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
自
身
が
身
を
も
っ
て
經
驗
し

た
廢
佛
が
、
國
家
の
外
護
を
得
な
け
れ
ば
佛
敎
は
存
續
し
難
い
と
す
る
心
境
へ
と
變
化
さ
せ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
曇
遷
は
、

帝
と
の
密
接
な
關
係
の
中
で
佛
敎
復
興
を
助
言
し
實
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
興
味
深
い
の
は

曇
遷
の
佛
敎
復
興
の
助
言
が
常
に

帝
の
行
幸
時
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
見
て
い
こ
う
。
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開
皇
十
年
（
五
九
〇
）、
晉
陽
に
至
っ
た

帝
が
、
こ
の
地
域
に
私
度
の
山
僧
が
多
く
、
彼
ら
が
公
貫
を
求
め
て
い
る
と
聞
き
、
隨
行

し
た
曇
遷
に
意
見
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、

41

因
下
勅
曰
、
自
十
年
四
月
已
前
、
諸
有
僧
尼
私
度
者
、

聽
出
家
。（
T
50,573a）

因
り
て
勅
を
下
し
て
曰
く
、
十
年
四
月
よ
り
已
前
、
諸
々
の
僧
尼
の
私
度
の
者
有
れ
ば
、

び
に
出
家
を
聽
す
、
と
。

と
し
て
、
開
皇
十
年
四
月
以
前
の
私
度
者
の
公
度
を
許
す
こ
と
に
な
る
。

次
に
開
皇
十
三
年
（
五
九
三
）
の
岐
州
へ
の
行
幸
の
際
に
は
、
曇
遷
が
山
野
に
破
壞
さ
れ
た
佛
像
の
多
い
こ
と
を
訴
え
、
そ
れ
に
よ
り

42

詔
が
下
さ
れ
て
い
る
。

諸
有
破
故
佛
像
、
仰
所
在
官
司
、
精
加
檢
括
、
運
送
隨
近
寺
內
。
率
土
蒼
生
、
口
施
一

、
委
州
縣
官
人
、
檢
校
莊
飾
。（
T
50,57

3b）
諸
々
の
破
故
の
佛
像
有
れ
ば
、
所
在
の
官
司
に
仰
せ
て
、
精
し
く
檢
括
を
加
え
、
隨
近
の
寺
內
に
運
送
せ
し
め
よ
。
率
土
の
蒼
生
、

口
ご
と
に
一

を
施
し
、
州
縣
の
官
人
に
委
ね
、
莊
飾
を
檢
校
せ
し
む
。

こ
う
し
て
地
方
官
と
人
々
の
協
力
の
下
に
、
破
損
し
た
佛
像
を
修
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

開
皇
十
四
年
（
五
九
四
）
の
泰
山
行
幸
時
に
は
、

十
四
年
、
柴
燎
岱
宗
。
遷
又
上
諸
廢
山
寺
、

無
貫
逃
僧
、
請

安
堵
。
帝
又
許
焉
。
尋
勅
率
土
之
內
、
但
有
山
寺
一
僧
已
上
、

皆
聽
給
額
。
私
度
附
貫
、
遷
又
其
功
焉
。（
T
50,573b）

十
四
年
、
岱
宗
に
柴
燎
す
。〔
曇
〕
遷
又
た
諸
々
の
廢
山
寺
、

び
に
無
貫
の
逃
僧
、
請
ら
く
は

び
に
安
堵
せ
ん
こ
と
を
、
と
上

る
。
帝
又
た
焉
を
許
す
。
尋
で
率
土
の
內
に
勅
し
て
、
但
だ
山
寺
に
一
僧
已
上
有
れ
ば
、
皆
な
額
を
給
う
を
聽
す
。
私
度
の
貫
に

附
せ
ら
る
る
は
、〔
曇
〕
遷
又
た
其
れ
功
あ
り
。
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と
あ
り
、
私
度
僧
と
無
額
寺
院
の
安
堵
を
實
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
三
度
の
行
幸
に
お
け
る
曇
遷
の
上
奏
の
す
べ
て
が
佛
敎
復
興
の
事
業
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
開

皇
十
年
・
十
四
年
と
、
十
三
年
と
で
は
、
そ
の
對
象
に
明
ら
か
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
開
皇
十
三
年
の
岐
州
行
幸
で
は
佛
像

の
修
復
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、
十
年
の
晉
陽
と
十
四
年
の
泰
山
へ
の
行
幸
時
に
は
、
特
に
私
度
僧
の
公
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
地
域
別
に
い
え
ば
、
十
三
年
は
も
と
の
北
周
地
域
、
こ
れ
に
對
し
て
十
年
・
十
四
年
は
い
ず
れ
も
舊
北
齊
領
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
見
る
と
、
曇
遷
が
關
與
し
た
佛
敎
復
興
事
業
に
は
明
ら
か
な
偏
向
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
偏
向
は
曇
遷
が
北
齊
系
の
佛
敎
者
で
あ
る
こ
と
と
無
關
係
で
は
あ
る
ま
い
。
北
周
の
宗
敎
廢
毀
政
策
が
北
周
と
北
齊
の
兩
地
域
に

行
わ
れ
た
の
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
佛
敎
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
と
き
三
百
萬
人
が
還
俗
し
た
。
こ
の
う
ち
北
齊
地
域
は
、「
時

43

44

に
齊
境
、
一
心
に
佛
を
奉
じ
て
、
國
に
兩
事
無
し
」（「
于
時
齊
境
、
一
心
奉
佛
、
國
無
兩
事
」『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
三
、
曇
顯
傳
、
T
5

0,625c）
と
い
う
、
ま
さ
に
佛
敎
國
家
で
あ
り
、
二
百
萬
人
の
佛
敎
者
が
い
た
。
こ
れ
が
誇
張
さ
れ
た
數
で
あ
る
と
し
て
も
、
北
齊
が
北

45

周
に
比
し
て
佛
敎
の
よ
り
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
廢
佛
に
お
け
る
還
俗
者
數
は
北
齊
地
域
の
方
が
壓
倒
的
に
多
か

っ
た
。
隋
代
に
入
っ
て
復
佛
事
業
が
推
進
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
六
大
德
の
招
致
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
長
安
を
中
心

と
す
る
佛
敎
復
興
で
あ
っ
た
。
舊
北
齊
地
域
の
佛
敎
復
興
は
、
そ
れ
ゆ
え
相
對
的
に
遲
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
開
皇
十
年
の

晉
陽
行
幸
に
お
い
て

帝
か
ら
私
度
僧
の
公
度
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
曇
遷
の
、

比
雖
屢
蒙
招
引
度
脫
、
而
來
有
先
後
、
致
差
際
會
。（
T
50,573a）

比
ご
ろ
屢
々
招
引
度
脫
を
蒙
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
來
る
に
先
後
有
れ
ば
、
差
を
致
し
て
際
會
す
。

と
い
う
回
答
か
ら
は
、
一
擧
に
進
め
ら
れ
な
い
舊
北
齊
地
域
の
佛
敎
復
興
の
現
狀
に
對
す
る
彼
自
身
の
焦
燥
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
舊
北
齊
領
域
に
限
っ
た
私
度
僧
の
公
度
の
進
言
は
、
こ
の
地
域
の
佛
敎
者
の
保
護
、
か
つ
て
の
佛
敎
國
家
の
再
興
の
願
求
で
あ
っ
た
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の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
だ
し
か
し
、
曇
遷
の
進
言
を
受
け
入
れ
實
施
す
る
の
は
國
家
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

帝
の
立

場
に
置
き
換
え
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
實
施
さ
れ
る
佛
敎
復
興
政
策
は
、
舊
北
齊
地
域
を
主
要
な
對
象
と
し
た
私
度
僧
の
公
度
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
政
策
實
施
の
背
景
に
は
、
一
つ
に
は
隋
朝
に
お
け
る
舊
北
齊
地
域
の
複
雜
な
狀
況
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
點
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
開
皇
十
四
年
の
泰
山
行
幸
に
お
い
て

帝
は
、

又
委
遷
簡
齊
魯
名
僧
、
來
住
京
輦
。
其
爲
世
重
、
誠
無
以
加
。（
T
50,573b）

又
た
〔
曇
〕
遷
に
委
ね
て
齊
魯
の
名
僧
を
簡
び
、
來
り
て
京
輦
に
住
せ
し
む
。
其
の
世
の
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
と
な
る
こ
と
、
誠
に

以
て
加
う
る
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曇
遷
に
齊
・
魯
地
域
の
名
僧
を
選
ば
せ
長
安
へ
招
ね
か
せ
て
い
た
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
四
・
智
正
傳
に
は
ま
た
、

開
皇
十
年
、

皇
廣
訪
英
賢
、
遂
與
曇
遷
禪
師
、
同
入
魏
闕
。
奉
勅
慰
問
、
令
住
勝
光
。（
T
50,536b）

開
皇
十
年
、

皇
廣
く
英
賢
を
訪
ね
る
に
、
遂
に
曇
遷
禪
師
と
、
同
に
魏
闕
に
入
る
。
勅
を
奉
じ
て
慰
問
せ
ら
れ
、
勝
光
〔
寺
〕

に
住
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
開
皇
十
年
の
行
幸
に
お
い
て
も

帝
は
曇
遷
と
と
も
に
こ
の
地
域
の
佛
敎
者
を
長
安
に
招
致
し
て
い
た
。
一
方
で
、
開

46

皇
十
三
年
の
岐
州
行
幸
時
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
點
で
も
開
皇
十
三
年
と
十
年
・
十
四
年
の
佛
敎
復
興
の
相
違

が
際
立
つ
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

帝
は
曇
遷
を
と
り
わ
け
舊
北
齊
地
域
の
佛
敎
界
と
の
關
係
の
中
で
重
要
視
し
て
い
た
樣
子
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
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こ
の
よ
う
な
曇
遷
の
例
に
見
え
る
舊
北
齊
地
域
の
佛
敎
界
と
の
關
係
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
、
ま
た
靈
裕
の
場
合
に
も
う
か
が
え
る
。

『
續
高
僧
傳
』
卷
九
・
靈
裕
傳
に
は
次
の
話
が
見
え
る
。
開
皇
十
一
年
（
五
九
一
）、
相
州
（
河
南
・
安
陽
）
の
靈
裕
が
長
安
に
招
請
さ

れ
、

帝
に
勞
さ
れ
て
後
、
大
興
善
寺
に
配
さ
れ
た
。

帝
は
そ
こ
で
所
司
に
詔
し
て
、「
咸
く
僧
望
を
集
め
、
國
統
を
評
立
せ
し
」
め

た
。
そ
の
結
果
、
靈
裕
を
擧
げ
る
こ
と
に
誰
も
異
詞
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
靈
裕
自
身
は
長
安
を
辭
し
て
還
ら
ん
こ
と
を
求
め
る
。
一
度

は
靈
裕
の
歸
鄕
を
許
可
し
た

帝
で
あ
っ
た
が
、「
僕
射
の
高
穎
（

）
等
、
意
は
統
の
重
き
に
存
し
、
又
た
表
し
て
留
ま
ら
ん
こ
と
を

マ
マ

請
」
う
た
た
め
に
、
再
び
靈
裕
を
留
め
置
く
こ
と
に
な
る
。
靈
裕
は

帝
に
對
し
て
「
一
國
の
主
、
義
と
し
て
二
言
無
し
」
と
述
べ
て
、

つ
い
に
相
州
に
還
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

帝
は
「
三
た
び
勅
し
て
固
邀
」
し
、
ま
た
高

や
蘇
威
・
虞
慶
則
・
賀
若
弼
と
い
っ
た
高
官
を

靈
裕
の
も
と
に
遣
わ
し
て
、

帝
に
代
っ
て
受
戒
懺
悔
さ
せ
た
と
い
う
。
靈
裕
は
相
州
、
す
な
わ
ち
舊
北
齊
地
域
の
僧
で
あ
っ
た
點
に
お

47

い
て
曇
遷
と
共
通
す
る
。
靈
裕
に
對
し
て
執
拗
な
ま
で
に
僧
官
就
任
を
逼
っ
た
事
實
は
、
當
時
に
も
僧
官
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
如

實
に
示
す
事
例
で
あ
る
が
、
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
に
舊
北
齊
地
域
の
僧
を
就
け
る
こ
と
に
拘
っ
た
の
は
、
曇
遷
と
同
樣
、
舊

北
齊
地
域
と
の
關
わ
り
の
中
で
靈
裕
を
利
用
し
た
い
と
い
う
意
圖
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

第
三
節

隋
朝
治
下
に
お
け
る
舊
北
齊
地
域

上
述
の
通
り
、
曇
遷
と
の
關
わ
り
に
お
い
て

帝
の
佛
敎
政
策
を
見
て
く
る
と
、
そ
こ
に
は
舊
北
齊
地
域
を
主
な
對
象
と
し
た
政
策
を

實
施
し
て
い
た
狀
況
が
う
か
が
わ
れ
た
。
そ
れ
で
は
隋
朝
に
と
っ
て
舊
北
齊
領
域
と
は
ど
の
よ
う
な
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に
隋
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
簡
單
に
槪
觀
し
て
お
こ
う
。
北
周
の
建
德
六
年
（
五
七
七
）
二
月
、
武
帝
は
北
齊
を
平
定
し
た
も
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の
の
、
翌
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
六
月
に
歿
し
、
つ
い
で
宣
帝
が
卽
位
し
た
。
し
か
し
、
大
象
元
年
（
五
七
九
）
正
月
、
長
子
衍
（
靜

帝
）
に
讓
位
し
て
、
天
元
皇
帝
を
自
稱
し
て
暴
政
を
行
い
、
翌
年
五
月
に
歿
し
た
。
そ
の
際
、
宣
帝
の
寵
臣
で
あ
る
鄭
譯
等
の
策
動
の
下

に
、
靜
帝
を
補
佐
す
る
た
め
に
楊
堅
が
左
大
丞
相
と
な
る
と
、
北
周
朝
の
實
權
を
掌
握
し
た
楊
堅
に
よ
っ
て
、
翌
大
定
元
年
（
五
八
一
）

48

二
月
に
周
隋
革
命
が
遂
行
さ
れ
て
隋
朝
の
成
立
に
至
っ
た
。

頗
る
圓
滑
な
王
朝
交
替
劇
を
演
じ
た
か
に
見
え
る
隋
朝
で
は
あ
る
が
、
た
だ
し
、
楊
堅
が
丞
相
と
な
っ
た
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
六
月

以
降
、
廣
い
地
域
で
反
楊
堅
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
相
州
（
河
南
・
安
陽
）
總
管
の
尉
遲
迥
が
相
州
で
叛
旗
を
翻
す
と
、
こ
の
動
き

に

應
し
て

州
（
湖
北
・
安
陸
）
總
管
の
司
馬
消
難
が

州
を
據
點
に
蜂
起
、
そ
の
動
き
は
淮
南
地
域
に
波
及
し
、
ま
た
益
州
（
四

川
・
成
都
）
總
管
の
王
謙
が
巴
蜀
地
域
で
叛
い
た
。『
隋
書
』
に
「
三
方
の
亂
」
と
記
さ
れ
る
亂
で
あ
る
。
舊
北
齊
地
域
と
の
關
わ
り
で

49

50

い
え
ば
、
こ
の
う
ち
尉
遲
迥
の
亂
に
特
に
注
意
さ
れ
る
。

尉
遲
迥
の
叛
亂
は
、『
周
書
』
卷
二
十
一
・
尉
遲
迥
傳
に
よ
れ
ば
、
尉
遲
迥
が
管
轄
し
た
「
相
・
衞
・
黎
・
毛
・
洺
・
貝
・
趙
・
冀
・

瀛
・
滄
」
の
十
州
と
、
迥
の
甥
の
靑
州
總
管
尉
遲
勤
が
統
べ
た
「
靑
・
膠
・
光
・
莒
」
諸
州
、
さ
ら
に
そ
の
周
圍
の
州
を
も
卷
き
込
む
勢

い
で
あ
っ
た
。
現
在
の
行
政
區
劃
で
い
え
ば
、
お
お
よ
そ
河
北
省
・
河
南
省
か
ら
山
東
省
と
い
う
廣
い
地
域
に
わ
た
っ
て
叛
亂
勢
力
が
形

51

成
さ
れ
、
そ
の
規
模
は
「
衆
數
十
萬
」
に
逹
し
た
。
尉
遲
迥
傳
に
は
「
迥
の
兵
を
起
し
て
よ
り
敗
ら
る
る
に
至
る
ま
で
、
六
十
八
日
」

（「
迥
自
起
兵
至
敗
、
六
十
八
日
」『
周
書
』
卷
二
十
一
）
と
あ
り
、
韋
孝

率
い
る
軍
勢
に
よ
っ
て
亂
そ
の
も
の
は
短
期
間
で
鎭
壓
さ

れ
た
。
と
は
い
え
、
北
周
朝
に
と
っ
て
は
併
呑
直
後
の
地
域
で
あ
る
。
そ
う
し
た
地
域
の
廣
範
圍
に
、
し
か
も
短
時
日
の
う
ち
に
數
十
萬

規
模
の
反
楊
堅
勢
力
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
後
の
隋
朝
を
立
て
た
楊
堅
に
と
っ
て
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
地
域
と
し

て
、
統
治
支
配
に
少
な
か
ら
ず
影

を
與
え
る
こ
と
と
な
る
。

他
方
、
北
周
末
よ
り
隋
初
に
お
い
て
こ
の
地
域
の
人
々
に
勞
役
を
負
わ
せ
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
さ
れ
る
。
北
周
宣
帝
は
洛
陽
を
重
視

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策
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し
、
大
象
元
年
（
五
七
九
）
二
月
に
洛
陽
宮
を
造
營
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
山
東
諸
州
の
四
萬
の
人
々
を
徵
發
、
ま
た
同
年
六
月
に
は
、

52

山
東
諸
州
の
民
を
發
し
て
長
城
の
修
復
を
行
わ
せ
て
い
た
。
隋
代
で
は
、
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
六
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
大
興
城
造
營
に

53

際
し
て
、「
山
東
の
丁
」
を
徵
發
し
て
い
る
。
大
興
城
は
翌
年
三
月
に
完
成
し
て
お
り
、
そ
の
造
營
の
早
さ
か
ら
動
員
さ
れ
た
人
數
の
多

54

さ
と
勞
役
の
過
酷
さ
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
地
域
の
人
々
の
新
支
配
者
に
對
す
る
不
滿
は
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
隋
朝
は
北
周
朝
を
承
け
た
王
朝
で
あ
っ
て
、
北
齊
の
人
士
よ
り
み
れ
ば
、
支
配
者
に
他
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
抵
抗
感
情
が

形
成
さ
れ
や
す
い
地
域
で
あ
り
、
そ
の
上
に
重
ね
ら
れ
た
北
周
末
の
尉
遲
迥
の
亂
や
力
役
負
擔
は
、
楊
堅
を
頂
點
に
い
た
だ
く
王
朝
が
行

う
こ
の
地
域
に
對
す
る
統
治
支
配
を
困
難
な
も
の
と
す
る
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
隋
書
』
に
は
そ
う
し
た
狀
況
を
傳
え
る
記
事
が

散
見
す
る
。
例
え
ば
、
地
域
別
に
見
る
と
、
冀
州
は
「
時
に
東
夏
初
め
て
平
ら
ぎ
、
物
情
な
お

」（「
時
東
夏
初
平
、
物
情
尙

」『
隋

55

書
』
卷
五
十
五
、
和
洪
傳
）
で
あ
り
、「
冀
州
俗
薄
に
し
て
、
市
井
に
姦
詐
多
」（「
冀
州
俗
薄
、
市
井
多
姦
詐
」『
隋
書
』
卷
四
十
六
、

趙

傳
）
か
っ
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
衞
州
は
「
衞
土
俗
薄
」（『
隋
書
』
卷
五
十
四
、
元
亨
傳
）
で
あ
り
、
曹
州
は
「
曹
土
の
舊
俗
、

民
に
姦
隱
多
」（「
曹
土
舊
俗
、
民
多
姦
隱
」『
隋
書
』
卷
五
十
五
、
乞
伏
慧
傳
）
か
っ
た
。
ま
た

州
は
「
多
く
姦
侠
有
る
」（「
多
有
姦

侠
」『
隋
書
』
卷
五
十
六
、
令
狐
煕
傳
）
狀
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
尉
遲
迥
の
亂
の
主
要
地
域
で
あ
る
が
、
最
も
隋
朝

の
統
治
支
配
を
苦
し
め
た
の
は
相
州
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
相
州
の
統
治
に
は
愼
重
を
要
し
、
他
の
地
方
で
の
善
政
を
模
倣
さ
せ
、
ま
た

實
績
あ
る
も
の
を
派
遣
す
る
な
ど
し
て
對
處
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
隋
書
』
卷
五
十
六
・
令
狐
煕
傳
に
は
、
令
狐
煕
が
「
多
く
姦
侠
有

る
」

州
に
お
い
て
良
政
を
行
っ
た
の
で
、「
上
は
聞
き
て
之
を
嘉
し
、
顧
み
て
侍
臣
に
謂
い
て
曰
わ
く
、

都
は
天
下
の
理
め
難
き
處

な
り
、
と
。
相
州
刺
史
の
豆
盧
通
に
勅
し
て
煕
の
法
を
習
わ
し
」
め
た
と
い
う
。
こ
れ
は
開
皇
十
五
年
（
五
九
五
）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

56

隋
の
成
立
後
十
五
年
た
っ
た
時
點
で
も
な
お
相
州
の
統
治
に
は
難
澁
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。『
隋
書
』

卷
四
十
六
・
長
孫
平
傳
に
「

都
は
俗
薄
く
、
舊
よ
り
難
治
と
號
す
。
前
後
の
刺
史
は
多
く
職
に
稱
わ
ず
」（「

都
俗
薄
、
舊
號
難
治
、
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前
後
刺
史
多
不
稱
職
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
絕
え
ず
統
治
困
難
な
狀
況
を
露
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

57

こ
う
し
た
狀
況
の
中
で
地
方
官
は
樣
々
な
施
策
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
梁
彥
光
は
先
に
岐
州
刺
史
と
し
て
功
績
が
あ

り
、
相
州
刺
史
に
轉
じ
、
岐
州
で
の
統
治
策
を
用
い
た
も
の
の
失
敗
し
、
一
度
は
罷
免
さ
れ
た
。
し
か
し
、

帝
に
懇
願
し
て
再
び
相
州

刺
史
と
な
る
や
、
北
齊
滅
亡
に
よ
っ
て
現
出
し
た
こ
の
地
域
の
弊
風
改
善
の
た
め
に
、「
乃
ち
秩
俸
の
物
を
用
て
、
山
東
の
大
儒
を
招
致

し
、
鄕
ご
と
に
學
を
立
て
、
聖
哲
の
書
に
非
ず
ん
ば
敎
授
す
る
を
得
ず
」
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
緣
の
あ
る
儒
者
を
招
き
「
風
俗
大
い
に

改
む
」
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
。
ま
た
北
周
末
期
に

州
刺
史
と
し
て
聲
譽
が
あ
っ
た
樊
叔
略
は
、
未
だ
不
安
定
で
あ
っ
た
相
州
に

58

遷
り
、「
難
化
」
の
こ
の
地
に
お
い
て
「
當
時
第
一
」
の
政
を
行
っ
た
と
い
う
。
樊
叔
略
に
關
し
て
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
九
・
靈
裕
傳
に

59

も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

開
皇
三
年
、
相
州
刺
史
樊
叔
略
、
創
弘
講
會
、
延
請
諸
僧
。（
T
50,496a）

開
皇
三
年
、
相
州
刺
史
の
樊
叔
略
、
創
め
て
講
會
を
弘
め
、
諸
僧
を
延
請
す
。

樊
叔
略
は
相
州
に
お
い
て
佛
敎
者
を
招
請
し
て
は
じ
め
て
講
會
を
開
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
「
當
時
第
一
」
の
善
政
に
は
、
こ
の
地
域

の
佛
敎
復
興
も
關
係
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

隋
朝
に
と
っ
て
統
治
し
難
い
舊
北
齊
地
域
に
は
、
地
方
統
治
政
策
上
、
一
層
の
苦
心
が
拂
わ
れ
て
き
た
。
樊
叔
略
の
例
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
は
佛
敎
の
復
興
事
業
が
地
方
統
治
の
一
環
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
隋
朝
の
地
方
支
配
の
狀
況
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

帝
が
私
度
僧
を
公
度
し
て
佛
敎
復
興
の
態
度
を
示
し
た
の
も
、
そ
れ
は
支
配
地
域
の
人
々
を
懷
柔
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
統
治
政

策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
解
釋
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策
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第
四
節

佛
敎
界
統
制
策
に
つ
い
て

私
度
僧
を
公
度
し
て
佛
敎
復
興
の
態
度
を
顯
示
し
た
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
舊
北
齊
地
域
の
懷
柔
策
と
し
て
の
色
彩
が
多
分
に
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
が
佛
敎
者
の
統
制
で
あ
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

佛
敎
者
の
統
制
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
眞
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
僧
尼
籍
の
問
題
で
あ
る
。
中
國
に
お
け
る
僧
尼
籍
の
創
設
年
代

は
な
お
不
明
確
で
は
あ
る
も
の
の
、『
宋
高
僧
傳
』
卷
十
八
・
唐
嵩
嶽
少
林
寺
慧
安
傳
に
は
、

帝
十
七
年
、
勅
條
括
天
下
私
度
僧
尼
。
勘
安
云
、
本
無
名
姓
、
亡
入
山
谷
。（
T
50,823b）

〔
隋
〕

帝
の
十
七
年
、
勅
し
て
天
下
の
私
度
の
僧
尼
を
條
括
せ
し
む
。〔
慧
〕
安
を
勘
ぶ
る
に
云
く
、
本
よ
り
名
姓
無
し
、
と
。

亡
げ
て
山
谷
に
入
る
。

に

と
あ
っ
て
、

帝
の
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
に
は
僧
尼
籍
ら
し
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
七
・
智
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舜
傳
に
は
、
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）、
智
舜
の
評
判
を
聞
い
た

帝
が
彼
に
香
物
を
賜
ろ
う
と
し
た
時
の
話
を
載
せ
、
智
舜
が
「
不
隸
公

名
、
不
行
公
寺
」
と
い
う
僧
で
あ
っ
た
た
め
、

時
趙
州
刺
史
楊
逹
、
以
舜
無
公
貫
、
素
絕
名
問
、
依
勅
散
下
、
方
始
知
之
、
乃
爲
繫
名
同
果
寺
、
用
承
詔
旨
。（
T
50,570b）

時
に
趙
州
刺
史
の
楊
逹
、〔
智
〕
舜
は
公
貫
無
く
、
素
よ
り
名
問
を
絕
つ
る
に
、
勅
の
散
下
す
る
に
依
り
て
、
方
に
始
め
て
之
を
知

る
を
以
て
、
乃
ち
爲
に
名
を
同
果
寺
に
繫
ぎ
て
、
用
て
詔
旨
を
承
く
。

と
し
て
、
智
舜
を
同
果
寺
に
隸
し
て
も
っ
て

帝
に
よ
る
贈
物
の
下
賜
が
實
施
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
智
舜
の
評
判
如
何
に

關
わ
ら
ず
、
彼
が
「
無
公
貫
」
す
な
わ
ち
私
度
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

帝
時
代
に
は
、
佛
敎
が
保
護

さ
れ
て
發
展
し
た
と
は
い
え
、
次
第
に
敎
界
支
配
の
度
合
い
が
增
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
上
述
の
公
度
の
實
施
と
無
關
係
で
は
な
か
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

帝
時
代
の
佛
敎
界
の
統
制
策
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
る
の
は
、

帝
が
「
雅
に
符
瑞
を
好
み
、
大
道
に
暗
し
」（「
雅
好
符

瑞
、
暗
於
大
道
」『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
上
、
史
臣
曰
）
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
符
瑞
を
好
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。『
隋
書
』
卷
六
・

禮
儀
志
一
に
「
初
め
帝
既
に
周
の
禪
を
受
く
る
も
、
黎
元
の
未
だ
愜
ば
ざ
る
を
恐
れ
、
多
く
符
瑞
を
說
き
て
以
て
之
を
燿
す
」（「
初
帝

よ
ろ
こ

し
め

既
受
周
禪
、
恐
黎
元
未
愜
、
多
說
符
瑞
以
耀
之
」）
と
あ
る
よ
う
に
、

帝
は
周
隋
革
命
の
際
に
符
瑞
を
大
い
に
利
用
し
た
。
符
瑞
は
政

61

權
擔
當
の
正
當
性
を
明
證
す
る
も
の
と
し
て
高
い
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
「
高
祖

禪
を
受
く
る
に
及
び
て
、
之
を
禁
ず
る
こ
と
踰
々
切
な
り
」（「
及
高
祖
受
禪
、
禁
之
踰
切
」『
隋
書
』
卷
三
十
二
、
經
籍
志
一
、
讖
緯
）

と
あ
る
よ
う
に
、
讖
緯
の
禁
壓
政
策
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
隋
書
』
卷
二
・
高
祖
紀
下
に
、

〔
開
皇
十
三
年
二
月
〕
丁
酉
、
制
私
家
不
得
隱
藏
緯
候
圖
讖
。

〔
開
皇
十
三
年
二
月
〕
丁
酉
、
制
す
ら
く
私
家
は
緯
候
圖
讖
を
隱
藏
す
る
を
得
ざ
れ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
緯
候
圖
讖
の
書
の
隱
藏
を
禁
じ
た
の
は
「
踰
々
切
」
な
る
讖
緯
の
禁
壓
政
策
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

〔
開
皇
十
三
年
〕
五
月
癸
亥
、
詔
人
間
有
撰
集
國
史
、
臧
否
人
物
者
、
皆
令
禁
絕
。

〔
開
皇
十
三
年
〕
五
月
癸
亥
、
詔
す
ら
く
人
間
に
國
史
を
撰
集
し
、
人
物
を
臧
否
す
る
者
有
ら
ば
、
皆
く
禁
絕
せ
し
む
。

と
い
う
國
史
撰
集
の
禁
絕
も
、
こ
う
し
た
政
策
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
開
皇
十
四
年
（
五
九
四
）
三
月
の
樂
制
定
に

と
も
な
い
、
四
月
に
行
わ
れ
た
他
の
音
樂
の
禁
約
に
も
留
意
さ
れ
る
。

62

一
方
、
大
內

雄
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
隋
代
の

敎
政
策
を
擔
っ
た
牛
弘
の
介
在
の
下
、
讖
緯
の
禁
壓
政
策
に

行
し

て
開
皇
十
四
年
に
、
法
經
ら
に
よ
っ
て
『
衆
經
目
錄
』
が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
粗
々
傳
譯
の
是
非
、
眞
僞
の
別
を
顯
ら
か
に
す
」

（「
粗
顯
傳
譯
是
非
、
眞
僞
之
別
」『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
、
T
55,149a）
と
し
て
、
佛
典
の
眞
僞
の
判
別
を
踏
ま
え
た
僞
經
の
排
除

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策
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が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

63

こ
れ
ら
の
政
策
は
、
開
皇
九
年
（
五
八
九
）
に
陳
朝
を
平
定
し
、
統
一
王
朝
と
な
っ
た
隋
朝
の
必
須
の

敎
政
策
で
あ
る
が
、『
歷
代

三
寶
紀
』
か
ら
は
ま
た
、
よ
り
現
實
の
狀
況
を
反
映
し
た
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
・
占
察
經
の

條
に
よ
れ
ば
、
廣
州
（
廣
東
・
廣
州
）
や
靑
州
（
山
東
・
靑
州
）
に
お
い
て
『
占
察
經
』
に
よ
る
塔
懺
法
が
行
わ
れ
て
お
り
、
開
皇
十
三

64年
（
五
九
三
）、
あ
る
人
が
官
司
に
對
し
て
「
其
れ
是
れ
は
妖
な
り
」
と
告
げ
た
た
め
、
廣
州
司
馬
の
郭
誼
（
不
詳
）
が
岐
州
に
赴
き
奏

聞
し
た
。
そ
こ
で

帝
は
「
勅
す
ら
く
、
占
察
經
の
道
理
を
信
ぜ
ず
、
と
」
述
べ
、
內
史
侍
郞
の
李
元
操
と
郭
誼
に
對
し
て
岐
州
の
寶
昌

寺
に
行
き
、
法
經
ら
に
『
占
察
經
』
の
眞
僞
を
問
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、「
占
察
經
は
目
錄
に
名
及
び
譯
處
無
く
、
塔
懺
法
は
、
衆
經
と

復
た
異
な
れ
ば
、
依
り
て
行
う
べ
か
ら
ず
」
と
判
斷
さ
れ
、「
諸
々
の
此
の
如
き
者
は
、
須
ら
く
流
行
す
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
勅
が
下
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
郭
誼
が
岐
州
に
赴
い
た
の
は
、

帝
が
開
皇
十
三
年
の
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
岐
州
に
行
幸
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
郭
誼
の
上
奏
は
、
先
に
見
た
緯
候
圖
讖
の
隱
藏
を
禁
ず
る
制
が
下
さ
れ
る
直
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま

65た
、
こ
の
年
の
五
月
に
は
『
衆
經
目
錄
』
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
郭
誼
の
上
奏
が
こ
れ
ら
の
政
策
に
少
な
か
ら
ず
影

を
與
え
た

66

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
開
皇
十
三
年
頃
に
始
め
ら
れ
た
佛
敎
を
も
含
め
た
思
想
統
制
策
は
、
當
時
の
社
會
に
お
け
る
佛
敎
の
現
狀
を

も
踏
ま
え
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
政
策
が
實
施
さ
れ
た
こ
と
に

行
し
て
は
、
そ
の
思
想
を

傳
え
弘
め
る
佛
敎
者
に
對
す
る
取
り
締
ま
り
の
強
化
も
圖
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
開
皇
十
五
年
（
五
九
五
）、
有
司
に
よ
っ
て
『
衆
經

法
式
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
佛
敎
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
內
律
に
よ
っ
て
處
斷
し
て
い
た
が
、『
衆
經
法
式
』
は
そ
の
よ
う
な
科
罪

權
を
敎
團
側
か
ら
奪
い
、
俗
官
に
よ
る
統
制
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
開
皇
二
十
年
（
六
〇
〇
）
に
は
、

67

沙
門
や
道
士
が
佛
像
や
天
尊
像
を
破
壞
し
た
場
合
に
は
、
惡
逆
を
も
っ
て
處
罰
す
る
と
い
う
嚴
罰
化
が
進
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

68
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こ
の
よ
う
に
、
お
お
よ
そ
南
朝
陳
の
平
定
に
よ
っ
て
南
北
兩
朝
を
統
一
し
た
後
、
し
だ
い
に
思
想
の
統
制
が
佛
敎
を
も
包
攝
し
つ
つ
強

化
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
敎
界
統
制
が
強
化
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
國
家
が
佛
敎
者
一
人
ひ
と
り
を
把
握
す
る
こ

と
は
ま
ず
實
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
策
で
あ
る
。
舊
北
齊
地
域
が
統
治
し
難
い
狀
況
で
あ
っ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
よ
り
強
い
統

制
が
行
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
中
で
曇
遷
を
こ
の
地
域
の
佛
敎
者
と
國
家
と
の
接
點
と
し
て
重
要
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
統
治
に
お

い
て
最
も
懸
念
と
な
っ
て
い
た
相
州
の
靈
裕
は
、
隋
朝
に
と
っ
て
是
非
と
も
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結

び

本
章
で
は
、
曇
遷
の
事
蹟
を
手
が
か
り
に

帝
の
佛
敎
政
策
、
特
に
開
皇
期
の
政
策
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

曇
遷
は
北
周
の
廢
佛
に
よ
っ
て
江
南
に
奔
る
憂
き
目
に
遭
い
、
そ
れ
が
ゆ
え
に

帝
と
の
關
係
を
密
に
し
て
隋
朝
が
進
め
る
興
佛
事
業

に
協
力
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
曇
遷
の
三
度
の
上
奏
を
見
る
と
、
彼
が
そ
の
出
身
地
域
で
あ
る
舊
北
齊
地
域
の
佛
敎

者
の
擁
護
を
意
圖
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。

一
方
、

帝
の
立
場
か
ら
見
る
時
、
曇
遷
を
そ
の
出
身
地
域
で
あ
る
舊
北
齊
地
域
と
の
關
係
の
中
で
重
要
視
し
、
こ
の
地
域
を
意
識
し

た
私
度
僧
の
公
度
を
實
施
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
舊
北
齊
領
域
は
北
周
末
よ
り
統
治
支
配
に
難
澁
し
て
き
た
地
域
で
あ
り
、
隋
朝

に
あ
っ
て
は
樣
々
な
施
策
に
よ
っ
て
克
服
し
て
き
た
。
こ
の
地
域
を
主
な
對
象
と
し
た
佛
敎
復
興
策
の
實
施
も
か
か
る
統
治
策
の
一
環
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
私
度
僧
の
公
度
は
佛
敎
者
を
國
家
の
統
制
下
に
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
く
敎
界
の
支
配
が
背
景
に
あ

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策



帝
の
佛
敎
政
策
に
關
し
て
は
次
を
參
照
。
山
崎
宏
〔
一
九
三
四
〕、
塚
本
善
隆
〔
一
九
三
八
〕、〔
一
九
七
三
年
〕、
一
九
七
四
〕
な
ど
。

1

北
周
の
廢
佛
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕、
野
村
耀
昌
〔
一
九
六
八
〕
參
照
。

2

『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
曇
延
傳
「
隋

創
業
、
未
展
度
僧
。
延
初
聞
改
政
、
卽
事
剃
落
、
法
服
執
錫
、
來
至
王
庭
。
面
伸
弘
理
、
未
及
勅
慰
、
便
先

3

陳
曰
、
敬
問
、
皇
帝
四
海
爲
務
、
無
乃
勞
神
。
帝
曰
、
弟
子
久
思
此
意
、
所
恨
不
周
。
延
曰
、
貧
道
昔
聞
堯
世
、
今
日
始
逢
云
云
。
帝
奉
聞
雅
度
、

66

る
。
舊
北
齊
地
域
に
對
す
る
警
戒
意
識
と
相
俟
っ
て
、
私
度
僧
の
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
地
域
に
地
緣
が
あ
り
影

力
を
も
つ
曇
遷
を
介
在
さ
せ
、
よ
り
圓
滑
に
統
制
下
へ
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
章
で
は
ま
た
、
六
大
德
の
招
致
に
つ
い
て
述
べ
た
。
六
大
德
の
招
致
は
、
北
周
系
佛
敎
者
が
主
流
で
あ
っ
た
關
中
の
佛
敎
界
に
、
北

齊
系
佛
敎
者
を
取
り
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
翻
經
事
業
へ
の
參
與
や
、
彼
ら
の
學
風
を
大
興
城
で
盛
ん
に
す
る
目
的
が
あ
っ
た
が
、
後
者

に
對
し
て
よ
り
比
重
が
か
け
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
經
典
の
專
門
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
う
か
が
え
よ
う
。
曇

遷
傳
に
「
沙
門
慧
遠
、
法
門
を
領
袖
し
、
躬
ら
坐
端
に
處
り
て
、
經
を
橫
え
義
を
稟
く
」（「
沙
門
慧
遠
、
領
袖
法
門
、
躬
處
坐
端
、
橫

經
稟
義
」
T
50,572c）
と
あ
り
、
曇
遷
の
講
義
に
慧
遠
が
參
席
し
た
と
い
う
。
こ
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
佛
敎
學
風
の
相
互
交
流
を
促

進
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
六
大
德
の
招
致
は
、
い
わ
ば
唐
代
に
繼
承
さ
れ
る
長
安
佛
敎
の
礎
を
築
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
六
大
德
の
招
請
に
先
ん
じ
て
六
儒
が
召
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
舊
北
齊
領
域
―
六
人
と
い
う

共
通
性
を
も
つ
が
、
こ
の
こ
と
は
隋
朝
に
お
け
る
佛
敎
者
の
位
置
づ
け
が
儒
者
と
同
樣
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
點
に

つ
い
て
は
第
四
章
で
も
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。



管
見
の
限
り
、
唯
一
の
專
論
と
し
て
、C

hen
Jinhua

〔
二
〇
〇
一
〕
が
あ
る
。
ま
た
大
野
雅
仁
〔
一
九
九
一
〕
も
參
照
。

4

隋
の
大
興
善
寺
と
玄
都
觀
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
〔
一
九
四
九
ｂ
〕、〔
一
九
六
七
ａ
〕
參
照
。

5

大
正
藏
原

は
「
有
隋
御

」
＊
の
「

」
を
「
寓
」
に
作
る
が
、
高
麗
版
再
雕
本
に
よ
り
「

」
に
改
め
た
。

＊

6

前
揭
註
（
５
）
山
崎
〔
一
九
四
九
ｂ
〕。
ま
た
、
陟

寺
に
つ
い
て
は
本
論
第
一
章
、
參
照
。

7

第
一
章
第
一
節
、
參
照

8

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
、
那
連
提
耶
舍
の
條
「
京
城
大
德
昭
玄
統
沙
門
曇
延
、
昭
玄
都
大
興
善
寺
主
沙
門
靈
藏
等
、
二
十
餘
德
、
監
掌
始
末
」（
T

9

49,
103a）。
山
崎
宏
氏
は
、
曇
延
は
開
皇
四
年
に
建
立
さ
れ
た
延
興
寺
に
移
っ
て
お
り
、
大
興
善
寺
に
入
寺
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
（
前
揭
註

（
５
）
山
崎
〔
一
九
四
九
ｂ
〕）。
し
か
し
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
・
闍
那
崛
多
傳
に
「
至
開
皇
五
年
、
大
興
善
寺
沙
門
曇
延
等
三
十
餘
人
、
以
躬
當
翻

譯
、
音
義
乖
越
」（
T
50,433a）
と
あ
り
、
開
皇
五
年
頃
ま
で
は
大
興
善
寺
に
住
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
學
士
」
が
佛
敎
者
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
道
宣
は
し
ば
し
ば
「
學
士
」
と
い
う
語
を
、
道
・
俗
を
合
わ
せ
て
用

10

い
て
お
り
、
在
家
者
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
道
宣
の
「
學
士
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
大
內

雄
〔
一
九
八
三
ｂ
〕
參
照
。

隋
代
の
翻
經
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（

）
大
內
〔
一
九
八
三
ｂ
〕
も
參
照
。

11

10

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
、
闍
那
崛
多
の
條
「〔
開
皇
〕
五
年
、
勅
旨
卽
令
崛
多
、
共
婆
羅
門
沙
門
若
那
竭
多
・
開
府
高
恭
・
恭
息
都
督
天
奴
・
和
仁
、

12

又
婆
羅
門
毘
舍
逹
等
道
俗
六
人
、
令
於
內
史
內
省
、
翻
梵
古
書
及
乾

等
」（
T
49,104b）。

諏
訪
義
純
〔
一
九
六
六
〕
參
照
。

13

67

欣
泰
本
懷
、
共
論
開
法
之
模
、
孚
化
之
本
。
延
以
寺
宇
未
廣
、
敎
法
方
隆
、
奏
請
度
僧
以
應
千
二
百
五
十
比
丘
五
百
童
子
之
數
。
勅
遂
總
度
一
千
餘

人
、
以
副
延
請
。
此
皇
隋
釋
化
之
開
業
也
。
爾
後
遂
多
、
凡
前
後
別
請
度
者
、
應
有
四
千
餘
僧
。
周
廢
伽
藍
、

請
興
復
、
三
寶
再
弘
、
功
兼
初
運

者
、
又
延
之
力
矣
」（
T
50,488c-489a）。
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68

佐
藤
心
岳
〔
一
九
六
四
〕。

14

彥
琮
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
心
岳
〔
一
九
六
六
〕、
齊
藤
隆
信
〔
二
〇
一
二
〕。

15

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
、
闍
那
崛
多
の
條
「
爾
時
耶
舍
、
先
已
歿
亡
、
仍
勅
崛
多
、
專
主
翻
譯
、
移
法
席
就
大
興
善
寺
。
更
召
婆
羅
門
沙
門
逹
摩

16

多
、

遣
高
天
奴
・
高
和
仁
兄
弟
等
同
翻
。
又
增
置
十
大
德
沙
門
僧
休
・
法
粲
・
法
經
・
慧
藏
・
洪
遵
・
慧
遠
・
法
纂
・
僧
暉
・
明
穆
・
曇
遷
等
、

＊

監
掌
始
末
、
詮
定
旨
歸
」（
T
49,104b。
＊
原

は
「
僧
」
に
作
る
。
三
本
・
宮
本
に
よ
り
「
增
」
に
改
め
た
）。
ま
た
、『
續
高
僧
傳
』
卷
八
・
慧

遠
傳
に
「
開
皇
十
二
年
春
、
下
勅
令
知
翻
譯
、
刋
定
辭
義
」（
T
50,491b）、『
同
』
卷
二
十
二
・
洪
遵
傳
に
「〔
開
皇
〕
十
一
年
中
、
又
勅
與
天
竺
僧
、

共
譯
梵

」（
T
50,611b）
と
あ
る
。

慧
遠
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
茂
雄
〔
一
九
六
八
〕
參
照
。

17

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
二
、
洪
遵
傳
「
先
是
關
內
、
素
奉
僧
祇
、
習
俗
生
常
、
惡
聞
異
學
。
乍
講
四
分
、
人
聽
全
稀
。
…
…
開
導
四
分
、
一
人
而
已
、

18

迄
至
于
今
、
僧
祇
絕
唱
」（
T
50,611c）

二
十
五
衆
・
五
衆
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（
１
）
山
崎
宏
〔
一
九
四
二
〕
參
照
。

19

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
、
靈
璨
傳
「
釋
靈
璨
、
懷
州
人
、〔
慧
〕
遠
公
之
門
人
也
。
…
…
隨
〔
慧
〕
遠
入
關
、
十
數
之
一
也
、
住
大
興
善
。
後
爲
〔
慧
〕

20

遠
公
去
世
、
衆
侶
無
依
。
開
皇
十
七
年
、
下
勅
補
爲
衆
主
、
於
淨
影
寺
、
傳
揚
故
業
、
積
經
年
稔
」（
T
50,506bc）。

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
慧
遷
傳
「
釋
慧
遷
、
瀛
州
人
也
。
…
…
又
從
〔
慧
〕
遠
公
、
重
流
前
業
。
…
…
及
〔
慧
〕
遠
入
關
、
從
而
來
至
、
住
大
興

21

善
、
弘
敷
爲
任
。
開
皇
十
七
年
、
勅
立
五
衆
、
請
〔
慧
〕
遷
爲
十
地
衆
主
、
處
寶
光
寺
。
相
續
講
說
、
聲
類
攸
陳
」（
T
50,520bc）。

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
善
胄
傳
「
釋
善
胄
、
俗
姓
淮
氏
、
瀛
州
人
…
…
隋
初
度
北
、
依
〔
慧
〕
遠
法
師
、
止
于
京
邑
住
淨
影
寺
。
…
…
〔
慧
〕
遠

22

亡
之
後
、
勅
令
於
淨
影
寺
爲
涅
槃
衆
主
」（
T
50,519ab）。

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
寶
襲
傳
「
釋
寶
襲
、
貝
州
人
、
雍
州
三
藏
僧
休
法
師
之
弟
子
。
…
…
從
〔
僧
〕
休
入
京
、
訓
勗
爲
任
。
開
皇
十
六
年
、
勅

23



『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
、
智
隱
傳
「
釋
智
隱
、
姓
李
氏
、
貝
州
人
。
卽
華
嚴
〔
慧
〕
藏
公
之
弟
子
也
。
…
…
開
皇
七
年
、
勅
召
大
德
、
與
〔
慧
〕

24

藏
入
京
、
住
大
興
善
。
…
…
至
〔
開
皇
〕
十
六
年
、
以
解
兼
倫
例
、
須
有
紹
隆
、
下
勅
補
充
講
論
衆
主
、
於
經
藏
寺
、
還
揚
前
部
」（
T
50,668a）。

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
二
、
洪
遵
傳
「
至
〔
開
皇
〕
十
六
年
、
復
勅
請
爲
講
律
衆
主
、
於
崇
敬
寺
、
聚
徒
成
業
」（
T
50,611b）。

25

『
周
書
』
卷
四
十
五
、
儒
林
、
熊
安
生
傳
「
安
生
既
學
爲
儒
宗
、
當
時
受
其
業
擅
名
於
後
者
、
有
馬
榮
伯
・
張
黑
奴
・
竇
士
榮
・
孔
籠
・
劉

・
劉

26

炫
等
、
皆
其
門
人
焉
」。

『
周
書
』
卷
四
十
五
、
儒
林
、
熊
安
生
傳
「
及
高
祖
入

、
安
生
遽
令
掃
門
。
家
人
怪
而
問
之
、
安
生
曰
、
周
帝
重
道
尊
儒
、
必
將
見
我
矣
。
俄
而

27

高
祖
幸
其
第
、
詔
不
聽
拜
、
親
執
其
手
、
引
與
同
坐
。
…
…
又
詔
所
司
給
安
車
駟
馬
、
隨
駕
入
朝
、

勅
所
在
供
給
。
至
京
、
勅
令
於
大
乘
佛
寺
參

議
五
禮
。
宣
政
元
年
、
拜
露
門
學
博
士
・
下
大
夫
、
其
時
年
已
八
十
餘
。
尋
致
仕
、
卒
於
家
」。

な
お
「
山
東
」
の
儒
者
に
つ
い
て
は
、
古
勝
隆
一
〔
二
〇
一
一
〕
參
照
。

28

『
隋
書
』
卷
二
十
八
、
百
官
志
下
「
國
子
寺
元
隸
太
常
。
祭
酒
、
一
人
。
屬
官
有
主
簿
･錄
事
。
各
一
人
。
統
國
子
・
太
學
・
四
門
・
書
算
學
、
各
置

29

博
士
、
國
子
・
太
學
・
四
門
各
五
人
、
書
･算
各
二
人
」、『
通
典
』
卷
二
十
七
、
職
官
九
、
諸
卿
下
、
太
學
博
士
「
隋
初
置
太
學
博
士
五
人
、
仁
壽

元
年
、
罷
國
子
、
唯
立
太
學
、
置
博
士
五
人
」。
高
明
士
氏
も
太
學
博
士
の
員
額
を
五
人
と
す
る
（
高
明
士
〔
一
九
九
二
〕）
が
、
六
儒
に
は
言
及
し

て
い
な
い
。

『
通
典
』
卷
二
十
五
・
職
官
七
・
諸
卿
上
・
總
論
諸
卿
に
「
隋
氏
復
廢
六
官
、
多
依
北
齊
之
制
」
と
あ
る
。

30

『
隋
書
』
卷
七
十
五
、
儒
林
傳
序
「
於
是
超
擢
奇
雋
、
厚
賞
諸
儒
、
京
邑
逹
乎
四
方
、
皆
啓
黌
校
。
齊
・
魯
・
趙
・
魏
、
學
者
尤
多
、
負

追
師
、

31

不
遠
千
里
、
講
誦
之
聲
、
道
路
不
絕
。
中
州
儒
雅
之
盛
、
自
漢
・
魏
以
來
、
一
時
而
已
」。

曇
遷
に
つ
い
て
は
、
結
城
令
聞
〔
一
九
六
〇
〕、
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
〇
〕、
Chen
Jinhua〔
二
〇
〇
二
ｂ
〕
參
照
。

32

69

補
爲
大
論
衆
主
、
於
通
法
寺
、
四
時
講
化
、
方
遠
總
集
」（
T
50,520b）。
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70

前
揭
註
（

）
Chen〔
二
〇
〇
二
ｂ
〕
で
は
、
曇
遷
を
太
原
王
氏
と
し
て
い
る
。

33

32

權
會
は
、『
北
齊
書
』
卷
四
十
四
・
儒
林
傳
、『
北
史
』
卷
八
十
一
・
儒
林
傳
上
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
。

34

『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
曇
遵
傳
「
丞
相
淮
陰
王
肱
、
深
器
之
、
德
動
貴
重
、
傾
心
奉
禮
。
年
餘
七
十
、
擧
爲
國
都
、
尋
轉
爲
統
」（
T
50,484a）。
曇

35

遵
の
生
卒
年
代
は
不
明
な
た
め
、
い
つ
ご
ろ
國
都
に
就
任
し
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
山
崎
宏
氏
は
北
齊
建
國
前
後
と
さ
れ
て
い
る
（
山
崎
宏
〔
一

九
三
八
〕）。

北
齊
時
代
の
佛
敎
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
〔
一
九
六
一
〕、
諏
訪
義
純
〔
一
九
六
二
〕
參
照
。

36

前
揭
註
（

）
塚
本
〔
一
九
六
一
〕
解
說
、
參
照
。

37

36

曇
遷
傳
に
「
進
逹
壽
陽
曲
水
寺
」（
T
50,572a）
と
あ
る
。「
壽
陽
」
は
現
在
の
山
西
省
に
も
あ
る
が
、『
弘
贊
法
華
傳
』
卷
七
・
法
慧
傳
に
「
釋
法

38

慧
、
未
詳
氏
族
、
出
家
住
壽
春
曲
水
寺
。
…
…
年
七
十
五
而
終
、
卽
陳
宣
時
也
」（
T
51,032b）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
壽
春
」（
安
徽
・
壽
春
）
を

、
、
、
、
、

指
す
。

『
隋
書
』
卷
一
、
高
祖
紀
上
「〔
開
皇
五
年
冬
十
月
壬
辰
〕
朔
州
總
管
吐
萬
緖
爲
徐
州
總
管
」。

39

『
隋
書
』
卷
五
十
二
、
賀
若
弼
傳
「
高
祖
受
禪
、
陰
有

江
南
之
志
、
訪
可
任
者
。
高

曰
、
朝
臣
之
內
、

武
才
幹
、
無
若
賀
若
弼
者
。
高
祖
曰
、

40

公
得
之
矣
。
於
是
拜
弼
爲
呉
州
總
管
、
委
以
平
陳
之
事
、
弼
忻
然
以
爲
己
任
」。

曇
遷
傳
「
帝
曰
、
弟
子
行
幸
至
此
、
承
大
有
私
度
山
僧
、
於
求
公
貫
、
意
願
度
之
、
如
何
。
遷
曰
、
昔
周
武
御
圖
、
殄
滅
三
寶
、
衆
僧
等
、
或

迹

41

幽
巖
、
或
逃
竄
異
境
。
陛
下
統
臨
大
運
、
更
闡
法
門
、
無
不
歌
詠
、
有
歸
來
投
聖
德
。
比
雖
屢
蒙
招
引
度
脫
、
而
來
有
先
後
、
致
差
際
會
。
且
自
天

地
覆
載
、
莫
匪
王
民
、
至
尊
汲
引
萬
方
、
寧
止
一
郭
蒙
慶
」（
T
50,573a）。

曇
遷
傳
「〔
開
皇
〕
十
三
年
、
帝
幸
岐
州
、
遷
時
隨
彼
。
乃
勅
蜀
王
布
圍
南
山
、
行
春
蒐
之
事
也
。
王
逐
一
獸
、
入
故
窯
中
。
既
失
蹤
迹
、
但
見
滿
窯

42

破
落
佛
像
。
王
遂
罷
獵
、
具
以
事
聞
。
遷
因
奏
曰
、
比
經
周
代
毀
道
、
靈
塔
聖
儀
、
塡
委
溝
壑
者
多
。
蒙
陛
下
興
建
、
已
得
修
營
、
至
於
碎
身
遺
影
、



北
周
の
廢
佛
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（
２
）
塚
本
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕
參
照
。

43

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
、
齊
梁
及
周
帝
代
錄
「
至
第
三
主
武
帝
邕
世
、
建
德
敦

、
迄
于
作
咢
、
毀
破
前
代
關
山
西
東
、
數
百
年
來
、
官
私
所
造

44

一
切
佛
塔
、
掃
地
悉
盡
。
融
刮
聖
容
、
焚
燒
經
典
、
八
州
寺
廟
、
出
四
十
千
、
盡
賜
王
公
、
充
爲
第
宅
、
三
方
釋
子
、
減
三
百
萬
、
皆
復
軍
民
、
還

歸
編
戶
」（
T
49,094b）。

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
五
、
義
解
篇
、
論
「
又
置
昭
玄
十
統
、
肅
淸
正
法
。
使
夫
二
百
萬
衆
、
綏
緝
無
塵
法
、〔
法
〕
上
一
人
誠
有
功
矣
」（
T
50,549

45

a）、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
四
、
護
法
篇
、
論
「
故
使
齊
氏
一
統
、
民
無
兩
情
、
釋
侶

邦
、
寺
塔
充
國
。
二
百
萬
衆
、
綱
猷
〔
法
〕
上
統
之
言
、

四
十
千
寺
、
咸
列
釋
門
之
刹
」（
T
50,640b）。

な
お
、
勝
光
寺
は
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）
に
蜀
王
楊
秀
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
り
、
曇
遷
傳
に
よ
れ
ば
、
曇
遷
の
徒
衆
六
十
餘
人
が
入
っ

46

た
と
あ
り
、
曇
遷
と
密
接
な
繫
が
り
を
持
っ
て
い
た
（「
尋
下
勅
爲
第
四
皇
子
蜀
王
秀
、
於
京
城
置
勝
光
寺
。
卽
以
王
爲
檀
越
。
勅
請
遷
之
徒
衆
六

十
餘
人
、
住
此
寺
中
、
受
王
供
養
」
T
50,573a）。
勝
光
寺
の
住
僧
に
は
、
本

に
あ
げ
た
智
正
の
他
、
開
皇
十
四
年
（
五
九
四
）
の
泰
山
行
幸
で

招
致
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
寶
積
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）・
法
性
（
同
）
が
い
る
。
ま
た
入
寺
年
次
が
不
明
な
も
の
に
、
道
英
（『
續

高
僧
傳
』
卷
二
十
五
）・
道
粲
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）・
法

（
同
）・
僧
範
（
同
）・
明
誕
（
同
）
が
い
る
。
な
お
、
小
野
勝
年
〔
一
九
八

九
〕
參
照
。

『
續
高
僧
傳
』
卷
九
、
靈
裕
傳
「
至
于
明
年
〔
＝
開
皇
十
一
年
〕、

帝
崇
仰
釋
門
、
遠
訊
髦
彥
、
皆
云
、〔
靈
〕
裕
德
覆
時
望
矣
。
因
下
詔
曰
、
敬

47

問
相
州
大
慈
寺
靈
裕
法
師
、
朕
遵
崇
三
寶
、
歸
向
情
深
、
恆
願
闡
揚
大
乘
、
護
持
正
法
。
法
師
梵
行
精
淳
、
理
義
淵
遠
、
弘
通
玄
敎
、
開
導
聾
瞽
。

道
俗
欽
仰
、
思
作
福
田
。
京
師
天
下
具
瞻
、
四
方
輻
湊
。
故
遠
召
法
師
、
共
營
功
業
。
宜
知
朕
意
、
早
入
京
也
。
…
…
乃
步
入
長
安
、
不
乘
官
乘
。

71

尙
遍
原
野
。
貧
道
觸
目
增
慟
、
有
心
無
事
。
帝
聞
惘
然
曰
、
弟
子
庸
朽
、
垂
拱
巖
廊
。
乃
使
尊
儀
冒
犯
霜
露
、
如
師
所
說
。
朕
之
咎
也
」（
T
50,573

b）。
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谷
川
道
雄
〔
一
九
六
七
〕
參
照
。

48

『
隋
書
』
卷
一
、
高
祖
紀
上
「
初
、
迥
之
亂
也
、

州
總
管
司
馬
消
難
據
州
響
應
、
淮
南
州
縣
多
同
之
。
命
襄
州
總
管
王
誼
討
之
、
消
難
奔
陳
。

49

荊
・
郢
群
蠻
乘
釁
作
亂
、
命
亳
州
總
管
賀
若
誼
討
平
之
。
先
是
、
上
柱
國
王
謙
爲
益
州
總
管
、
既
見
幼
主
在
位
、
政
由
高
祖
、
遂
起
巴
・
蜀
之
衆
、

以
匡
復
爲
辭
」。
詳
し
く
は
、『
周
書
』
卷
二
十
一
・
王
謙
傳
お
よ
び
司
馬
消
難
傳
、
參
照
。

『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下
「
初
、
得
政
之
始
、
群
情
不
附
、
諸
子
幼
弱
、
內
有
六
王
之
謀
、
外
致
三
方
之
亂
」。

50

『
周
書
』
卷
二
十
一
・
尉
遲
迥
傳
「
迥
弟
子
勤
、
時
爲
靑
州
總
管
、
亦
從
迥
。
迥
所
管
相
・
衞
・
黎
・
毛
・
洺
・
貝
・
趙
・
冀
・
瀛
・
滄
、
勤
所
統

51

靑
・
膠
・
光
・
莒
諸
州
、
皆
從
之
。
衆
數
十
萬
。
滎
州
刺
史
邵
公
宇

冑
・
申
州
刺
史
李
惠
・
東
楚
州
刺
史
費
也
利
進
・
東
潼
州
刺
史
曹
孝
逹
、
各

據
州
以
應
迥
。
迥
又
北
結
高
寶
寧
以
通
突
厥
。
南
連
陳
人
、
許
割
江
・
淮
之
地
」。
な
お
、
尉
遲
迥
の
亂
と
山
東
地
域
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
內

雄
〔
二
〇
〇
七
〕
參
照
。

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「〔
大
象
元
年
二
月
〕
…
…
於
是
發
山
東
諸
州
兵
、
增
一
月
功
爲
四
十
五
日
役
、
起
洛
陽
宮
。
常
役
四
萬
人
、
以
迄
于
晏

52

駕
」。『
隋
書
』
卷
二
十
四
、
食
貨
志
「
宣
帝
時
、
發
山
東
諸
州
、
增
一
月
功
爲
四
十
五
日
役
、
以
起
洛
陽
宮
」。

『
周
書
』
卷
七
、
宣
帝
紀
「〔
大
象
元
年
六
月
〕
發
山
東
諸
州
民
、
修
長
城
」。

53

72

時
年
七
十
有
四
。
勅
遣
勞
待
、
令
住
興
善
。
仍
詔
所
司
、
咸
集
僧
望
、
評
立
國
統
。
衆
議
咸
屬
、
莫
有
異
詞
。〔
靈
〕
裕
笑
曰
、
當
相
通
委
、
何
用

云
云
。
遂
表
辭
請
還
、
置
言
詳
覈
。
帝
覽
表
究
情
、
依
卽
聽

。
僕
射
高
頴
等
、
意
存
統
重
、
又
表
請
留
。
帝
卽
下
勅
、
令
且
住
此
。〔
靈
〕
裕
曰
、

マ
マ

一
國
之
主
、
義
無
二
言
。
今
復
重
留
、
情
所
未
可
。
告
門
人
曰
、
王
臣
親
附
、
久
有
誓
言
、
近
則
侮
人
輕
法
、
退
則
不
無
遙
敬
。
故
吾
斟
酌
向
背
耳
。

尋
復
三
勅
固
邀
。〔
靈
〕
裕

執
如
上
。
帝
語
蘇
威
曰
、
朕
知
〔
靈
〕
裕
師
綱
正
、
是
自
在
人
、
誠
不
可
屈
節
。
乃
勅
左
僕
射
高
頴
・
右
僕
射
蘇

マ
マ

威
・
納
言
虞
慶
則
・
總
管
賀
若
弼
等
諸
公
、
詣
寺
宣
旨
、
代
帝
受
戒
懺
罪
、

送
綾
錦
衣
服
絹
三
百
段
、
助
營
山
寺
。
御
自
注
額
可
號
靈
泉
、
資
送

優
給
、
有
逾
常
准
」（
T
50,496bc）。



73

『
隋
書
』
卷
二
十
四
、
食
貨
志
「
及
受
禪
、
又
遷
都
、
發
山
東
丁
、
毀
造
宮
室
」。

54

隋
代
の
舊
北
齊
地
域
の
狀
況
と
統
治
政
策
に
つ
い
て
は
、
氣
賀
澤
保
規
〔
一
九
七
三
〕、〔
一
九
七
五
〕
參
照
。

55

『
隋
書
』
卷
五
十
六
、
令
狐
煕
傳
「
及
上
祠
太
山
、
還
次

州
、
惡
其
殷
盛
、
多
有
姦
侠
、
於
是
以
熙
爲

州
刺
史
。
下
車
禁
游
食
、
抑
工
商
、
民

56

有
向
街
開
門
者
杜
之
、
船
客
停
於
郭
外
星
居
者
勒
爲
聚
落
、
僑
人
逐
令
歸
本
、
其
有
滯
獄
、

決
遣
之
、
令
行
禁
止
、
稱
爲
良
政
。
上
聞
而
嘉
之
、

顧
謂
侍
臣
曰
、

都
、
天
下
難
理
處
也
。
勅
相
州
刺
史
豆
盧
通
令
習
熙
之
法
」。

『
隋
書
』
卷
四
十
六
、
長
孫
平
傳
「

都
俗
薄
、
舊
號
難
治
、
前
後
刺
史
多
不
稱
職
」。

57

『
隋
書
』
卷
七
十
三
、
循
吏
、
梁
彥
光
傳
「
及
高
祖
受
禪
、
以
爲
岐
州
刺
史
…
…
甚
有
惠
政
、
嘉
禾
連
理
、
出
於
州
境
。
…
…
後
數
歲
、
轉
相
州
刺

58

史
。
彥
光
前
在
岐
州
、
其
俗
頗
質
、
以
靜
鎭
之
、
合
境
大
化
、
奏
課
連
最
、
爲
天
下
第
一
。
及
居
相
部
、
如
岐
州
法
。

都
雜
俗
、
人
多
變
詐
、
爲

之
作
歌
、
稱
其
不
能
理
化
。
上
聞
而
譴
之
、
竟
坐
免
。
…
…
復
爲
相
州
刺
史
。
…
…
初
、
齊
亡
後
、
衣
冠
士
人
多
遷
關
內
、
唯
技
巧
・
商
販
及
樂
戶

之
家
移
實
州
郭
。
由
是
人
情
險

、
妄
起
風
謠
、
訴
訟
官
人
、
萬
端
千
變
。
彥
光
欲
革
其
弊
、
乃
用
秩
俸
之
物
、
招
致
山
東
大
儒
、
每
鄕
立
學
、
非

聖
哲
之
書
不
得
敎
授
。
…
…
於
是
人
皆
剋
勵
、
風
俗
大
改
」。

『
隋
書
』
卷
七
十
三
、
循
吏
、
樊
叔
略
傳
「
尉
迥
之
亂
、
高
祖
令
叔
略
鎭
大
梁
。
迥
將
宇

威
來
寇
、
叔
略
擊
走
之
。
以
功
拜
大
將
軍
、
復
爲

州

59

刺
史
。
高
祖
受
禪
、
加
位
上
大
將
軍
、
進
爵
安
定
郡
公
。
在
州
數
年
、
甚
有
聲
譽
。

都
俗
薄
、
號
曰
難
化
、
朝
廷
以
叔
略
所
在
著
稱
、
遷
相
州
刺

史
、
政
爲
當
時
第
一
」。

藤
善
眞
澄
〔
一
九
六
二
〕。
な
お
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
七
・
大
志
傳
に
、「
開
皇
十
年
、
來
遊
廬
岳
、
住
峰
頂
寺
、
不
隸
公
名
、
不
豫
僧
伍
、
誦
法

60

華
經
、
索
然
閑
雅
、
絕
能
淸
囀
。
使
諸
聽
者
忘
疲
。
後
於
花
山
甘
露
峰
南
建
靜
觀
道
場
、
頭
陀
爲
業
」（
T
50,682b）
と
あ
る
。「
公
名
に
隸
さ
ず
、

僧
伍
に
豫
ら
ず
」
と
斷
る
以
上
、
そ
こ
に
は
「
公
名
に
隸
」
さ
れ
る
こ
と
が
當
時
の
僧
の
置
か
れ
た
狀
況
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

ろ
う
。

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策



74

『
隋
書
』
卷
十
七
・
律
曆
志
中
に
「
時
高
祖
作
輔
、
方
行
禪
代
之
事
、
欲
以
符
命
曜
于
天
下
。
道
士
張
賓
、
揣
知
上
意
、
自
云
玄
相
、
洞
曉
星
曆
、

61

因
盛
言
有
代
謝
之
徵
、
又
稱
上
儀
表
非
人
臣
相
」
と
あ
る
の
は
、

帝
の
符
瑞
利
用
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
佛
敎
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
前
揭

註
（
１
）
塚
本
善
隆
〔
一
九
七
三
〕、
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
七
〕
參
照
。

『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下
「〔
開
皇
〕
十
四
年
夏
四
月
乙
丑
、
詔
曰
、
在
昔
聖
人
、
作
樂
崇
德
、
移
風
易
俗
、
於
斯
爲
大
。
自
晉
氏
播
遷
、
兵
戈
不

62

息
、
雅
樂
流
散
、
年
代
已
多
、
四
方
未
一
、
無
由
辨
正
。
賴
上
天
鑑
臨
、
明
神
降
福
、
拯
茲
塗
炭
、
安
息
蒼
生
、
天
下
大
同
、
歸
於
治
理
、
遺

舊

物
、
皆
爲
國
有
。
比
命
所
司
、
總
令
硏
究
、
正
樂
雅
聲
、
詳
考
已
訖
、
宜
卽
施
用
、
見
行
者
停
。
人
間
音
樂
、
流
僻
日
久
、
棄
其
舊
體
、
競
造
繁
聲
、

浮
宕
不
歸
、
遂
以
成
俗
。
宜
加
禁
約
、
務
存
其
本
」。

大
內

雄
〔
一
九
九
七
〕
參
照
。

63

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
、
占
察
經
の
條
「
占
察
經
二
卷
。
…
…
廣
州
有
一
僧
、
行
塔
懺
法
、
以
皮
作
二
枚
帖
子
、
一
書
善
字
、
一
書
惡
字
、
令
人
擲

64

之
。
得
善
者
好
、
得
惡
者
不
好
。
又
行
自
撲
法
、
以
爲
滅
罪
、
而
男
女
合
雜
。
靑
州
亦
有
一
居
士
、
同
行
此
法
。
開
皇
十
三
年
、
有
人
告
廣
州
官
司

云
、
其
是
妖
。
官
司
推
問
、
其
人
引
證
云
、
塔
懺
法
依
占
察
經
、
自
撲
法
依
諸
經
中
、
五
體
投
地
如
太
山
崩
。
廣
州
司
馬
郭
誼
、
來
京
向
岐
州
、
具

狀
奏
聞
。
勅
不
信
占
察
經
道
理
。
令
內
史
侍
郞
李
元
操
共
郭
誼
、
就
寶
昌
寺
、
問
諸
大
德
法
經
等
。
報
云
、
占
察
經
目
錄
無
名
及
譯
處
、
塔
懺
法
與

衆
經
復
異
、
不
可
依
行
。
勅
云
、
諸
如
此
者
不
須
流
行
」（
T
49,106c）。
な
お
、『
占
察
經
』
に
つ
い
て
は
、
牧
田
諦
亮
〔
一
九
七
二
〕、
池
平
紀
子

〔
二
〇
〇
〇
〕
參
照
。

『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下
「〔
開
皇
十
三
年
正
月
〕
壬
戌
、
行
幸
岐
州
。
二
月
丙
子
、
詔
營
仁
壽
宮
。
丁
亥
、
至
自
岐
州
」。

65

『
衆
經
目
錄
』
卷
七
、
上
皇
帝
表
「
大
興
善
寺
翻
經
衆
沙
門
法
經
等
、
敬
白
皇
帝
大
檀
越
。
去
五
月
十
日
、
太
常
卿
牛
弘
奉
勅
、
須
撰
衆
經
目
錄
。

66

經
等
、
謹
卽
修
撰
。
…
…
敬
白
開
皇
十
四
年
七
月
十
四
日
大
興
善
寺
翻
經
衆
沙
門
法
經
等
」（
T
55,148c-149a）。
な
お
、『
衆
經
目
錄
』
卷
二
・
衆

經
疑
惑
五
に
「
占
察
善
惡
業
報
經
二
卷
」
が
錄
さ
れ
「

理
復
雜
、
眞
僞
未
分
、
事
須
更
詳
、
且
附
疑
錄
」（
T
55,126c）
と
し
て
、
眞
僞
の
判
定



諸
戶
立
雄
〔
一
九
九
〇
〕
參
照
。

67

『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下
「〔
開
皇
二
十
年
十
二
月
〕
辛
巳
、
詔
曰
、
佛
法
深
妙
、
道
敎
虛
融
、
咸
降
大
慈
、
濟
度
群
品
、
凡
在
含
識
、
皆
蒙
覆
護
。

68

所
以
雕
鑄
靈
相
、
圖
寫
眞
形
、
率
土
瞻
仰
、
用
申
誠
敬
。
其
五
嶽
四
鎭
、
節
宣
雲
雨
、
江
・
河
・
淮
・
海
、
浸

區
域
、

生
養
萬
物
、
利
益
兆
人
、

故
建
廟
立
祀
、
以
時
恭
敬
。
敢
有
毀
壞
偸
盜
佛
及
天
尊
像
・
嶽
鎭
海
瀆
神
形
者
、
以
不
道
論
。
沙
門
壞
佛
像
、
道
士
壞
天
尊
者
、
以
惡
逆
論
」、

『
同
』
卷
二
十
五
、
刑
法
志
「
帝
以
年
齡
晩
暮
、
尤
崇
尙
佛
道
、
又
素
信
鬼
神
。〔
開
皇
〕
二
十
年
、
詔
沙
門
道
士
壞
佛
像
天
尊
、
百
姓
壞
嶽
瀆
神

像
、
皆
以
惡
逆
論
」。
竺
沙
雅
章
〔
一
九
九
三
〕
參
照
。

75

を
保
留
し
て
い
る
。

第二章 隋文帝開皇年間の佛敎政策
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大興善寺關係者一覽表

入寺年次 前王朝 僧名 隋朝での主な活動 師僧 出典
大象二年 北周 僧猛 （隋初百二十僧） ？ 續23
（580） 隋國大統三藏法師
開皇元年 北周 曠 （菩薩僧） 圓 續11
（581） 道判 （菩薩僧） ？ 續12

曇崇 （隋初百二十僧） 開禪師 續17
法純 （隋初百二十僧） ？ 續18

文帝・獨孤皇后戒師
法藏 （菩薩僧） ？ 續19

昌律師 （隋初百二十僧） ？ 續20曇獻傳
曇獻 昌律師 續20

開皇２年 北周 智鉉 譯經 ？ 歷12、續2
（582） 曇延 昭玄沙門統 僧妙 歷12、續8

靈藏 昭玄沙門都、 潁律師 歷12、續21
大興善寺主

北齊 逹摩般若 譯經 ？ 歷12、續2
那連提黎耶舍 譯經 ？ 歷12、續2

道密 譯經 那連提耶舍 續26
明芬 譯經 歷12、續26

不明 毘尼多流支 譯經 ？ 歷12、續2
法纂 譯經 ？ 歷12、續2

開皇３年 北周 智藏 ？ 續19
（583） 北齊 明贍 譯經 ？ 續24
開皇５年 北周 闍那崛多 譯經 ？ 歷12、續2
（585）
開皇７年 北周 僧琨 二十五衆讀經法主 ? 歷12、續7亡名傳
（587） 北齊 曇遷 六大德、譯經 曇遵 續18

靜凝 續26
慧遠 洛州沙門都、 法上 續8

六大德、譯經
靈璨 ○○衆主 慧遠 續10
寶儒 續10
慧暢 續10
辯相 續12
慧遷 十地衆主 續12
善冑 涅槃衆主 續12
淨業 續12
僧昕 續26
寶安 續26
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道顏 續26
僧休 六大德、譯經 ？ 續12寶襲傳
寶襲 大論衆主 僧休 續12
慧藏 六大德、譯經 ？ 續9
智隱 講論衆主 慧藏 續26
寶鎭 六大德 ？ 續18曇遷傳
寶憲 寶鎭 續26
洪遵 六大德、譯經、 道雲、道暉 續22

講律衆主
靈幹 譯經證義 曇衍 續12

開皇８年 北齊 明馭 曇遷 續26
（588）
開皇10年 北齊 僧粲 二十五衆第一摩訶衍匠 ？ 續9
（590） 僧曇 譯經 ？ 續10

陳 道尼 ？ 續1法泰傳
智光 道尼 續26

不明 逹摩笈多 譯經 ？ 歷12、續2
開皇11年 北齊 靈裕 道憑 續9
（591） 慧休 靈裕 續15
開皇12年 北周 童眞 譯經、涅槃衆主 曇延 續12
（592） 北齊 彥琮 譯經 僧邊 續2
開皇中 北周 靖玄 ？ 續10

靈 靈粲（璨） 續15
覺朗 ？ 續20
慧滿 仙法師 續22
慧重 僧曇？ 續26
道生 曇延 續26
寶貴 道安 歷12、續23道安傳

北齊 僧世 ？ 續26
曇觀 ？ 續26
明璨 慧遠 續26
僧蓋 ？ 續26

陳 法稱 ？ 續30
不明 法經 譯經、衆經目錄編纂 ？ 歷12、續2

出典：「續」＝『續高僧傳』、「歷」＝『歷代三寶紀』
參考：山崎宏〔一九四九ｂ〕



78

第
三
章

隋

帝
仁
壽
年
間
の
佛
敎
政
策
―
―
仁
壽
舍
利
塔
事
業
を
中
心
に
―
―

第
一
節

隋
の
曆
學
者
袁
充
と
そ
の
周
邊
―
―
仁
壽
舍
利
塔
事
業
の
一
背
景
―
―

は

じ

め

に

仁
壽
舍
利
塔
事
業
は

帝
の
佛
敎
政
策
の
中
で
最
も
著
名
で
あ
り
、
そ
の
「
佛
敎
治
國
策
」
の
最
後
を
飾
る
一
大
事
業
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
あ
た
か
も
「
仁
壽
」
へ
の
改
元
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
は
じ
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
、

帝
が
實
施
し
た
他
の
佛
敎
興
隆
事
業
と

を
劃
す
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
業
に
關
し
て
數
多
く
の
硏
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仁
壽
元

年
に
事
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
意
味
に
言
及
し
た
硏
究
は
皆
無
に
近
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
問
題
視
す
る
に
足
ら
ず
と
の
意
見

も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
仁
壽
舍
利
塔
事
業
は

帝
の
そ
れ
ま
で
の
佛
敎
興
隆
事
業
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
は
い
え
、
興
佛
事
業
の
形
態
と
い

う
點
で
は
、
開
皇
年
間
の
そ
れ
と
趣
を
異
に
す
る
。
開
皇
年
間
の
佛
敎
政
策
の
延
長
と
い
う
視
點
だ
け
で
は
捉
え
難
い
の
で
あ
る
。
こ
の

事
業
が
仁
壽
改
元
に
と
も
な
い
開
始
さ
れ
、
そ
し
て
仁
壽
年
間
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
の
は
、
私
見
で
は
、
改
元
に
込
め
ら
れ
た
意
味
と
事

業
と
の
間
に
思
想
的
連
關
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
業
を
知
る
上
で
不
可
缺
な

獻
に
隋
の
著
作
郞
・
王
劭
が
編
述
し
た
『
舍
利
感
應
記
』（『
廣
弘
明
集
』
卷
十

七
）
が
あ
る
。
塚
本
善
隆
、
藤
善
眞
澄
兩
氏
が
詳
論
す
る
よ
う
に
、
王
劭
は

帝
の
佛
敎
政
策
に
深
く
關
與
し
、
し
ば
し
ば
符
命
を
說
い

1
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て

帝
を
悅
ば
せ
た
、
い
わ
ば
佞
臣
で
あ
っ
た
。
王
劭
の
動
向
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

帝
の
佛
敎
政
策
に
は
王
劭
に
類
す
る
朝
臣

2

の
言
說
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て

帝
の
佛
敎
政
策
を
考
え
る
に
は
、
た
だ
佛
敎
に
關
わ
る
事
象
の
み
な
ら
ず
、

帝
を
と
り

ま
く
周
圍
の
狀
況
に
も
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

初
帝
既
受
周
禪
、
恐
黎
元
未
愜
、
多
說
符
瑞
以
耀
之
。
其
或
造
作
而
進
者
、
不
可
勝
計
。（『
隋
書
』
卷
六
、
禮
儀
志
一
）

初
め
帝
既
に
周
の
禪
を
受
く
る
も
、
黎
元
未
だ
愜
ば
ざ
る
を
恐
れ
、
多
く
符
瑞
を
說
き
て
以
て
之
を
耀
す
。
其
の
或
い
は
造
作
し

よ
ろ
こ

し
め

て
進
む
る
者
、
勝
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
。

と
い
う
よ
う
に
、
周
隋
革
命
時
に
自
身
の
皇
帝
卽
位
の
正
當
化
に
符
瑞
を
用
い
た

帝
で
あ
る
。

帝
に
對
し
て
符
瑞
を
上
進
す
る
も
の

は
王
劭
以
外
に
も
數
知
れ
ず
い
た
の
で
あ
っ
た
。
術
士
と
も
い
う
べ
き
彼
ら
の
言
說
は
、

帝
の
諸
政
策
に
大
な
り
小
な
り
の
影
響
を
與

え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
章
で
は
、

帝
を
と
り
ま
く
い
わ
ゆ
る
術
士
の
中
、
曆
學
者
の
袁
充
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
彼
の
言
說
と
舍
利
塔
事
業
と
の
間
に
繋

が
り
を
見
出
し
、
改
元
よ
り
開
始
さ
れ
た
舍
利
塔
事
業
の
背
景
を
尋
ね
て
み
た
い
。

一

袁
充
と
そ
の
言
說

袁
充
に
つ
い
て
は
從
來
、
中
國
の
天

曆
學
に
關
す
る
硏
究
以
外
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
佛
敎
史
の
中
で
の
言

及
と
な
れ
ば
皆
無
に
等
し
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
袁
充
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

袁
充
は
『
隋
書
』
卷
六
十
九
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
が
、
同
卷
は
二
人
の
傳
を
立
て
て
い
る
。
一
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
袁
充
、
い
ま
一

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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人
は
王
劭
で
あ
る
。
史
臣
曰
く
の
條
に
い
う
。

劭
經
營
符
瑞
、
雜
以
妖
訛
、
充
變
動
星
占
、
謬
增

影
。
厚
誣
天
道
、
亂
常
侮
衆
、
刑
茲
勿
捨
、
其
在
斯
乎
。
且
劭
爲
河
朔
淸
流
、

充
乃
江
南
望
族
、
乾
沒
榮
利
、
得
不
以
道
、
頽
其
家
聲
、
良
可
歎
息
。

〔
王
〕
劭
は
符
瑞
を
經
營
し
、
雜
う
に
妖
訛
を
以
て
し
、〔
袁
〕
充
は
星
占
を
變
動
し
、

影
を
謬
增
す
。
厚
し
く
天
道
を
誣
し
、

は
な
は
だ

な
み

常
を
亂
し
衆
を
侮
る
、
刑
は
茲
に
捨
つ
る
勿
く
、
其
れ
斯
に
在
ら
ん
か
。
且
つ
〔
王
〕
劭
は
河
朔
の
淸
流
、〔
袁
〕
充
は
乃
ち
江
南

の
望
族
な
る
も
、
榮
利
に
乾
沒
し
て
、
得
る
に
道
を
以
て
せ
ず
、
其
の
家
聲
を
頽
す
、
良
に
歎
息
す
べ
し
。

お
と

名
望
の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
天
道
を
な
み
し
、
符
瑞
や
星
占
を
用
い
て
人
々
を
た
ぶ
ら
か
し
て
榮
利
を
求
め
た
。
こ
れ
が
王
劭
と
袁

充
に
對
す
る
共
通
の
評
價
で
あ
る
。
彼
ら
の
傳
が
同
卷
に
立
て
ら
れ
る
の
は
、
魏
徵
ら
『
隋
書
』
編
纂
者
の
批
判
的
評
價
に
よ
る
と
い
え

よ
う
。

袁
充
、
字
は
德
符
、
陳
郡
陽
夏
（
河
南
・
太
康
）
を
本
貫
と
す
る
い
わ
ゆ
る
陳
郡
の
袁
氏
よ
り
出
た
江
南
望
族
で
あ
る
。
祖
の
昂
、
父

の
君
正
は
、
い
ず
れ
も
官
は
梁
の
侍
中
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
祖
父
と
父
を
持
つ
袁
充
は
、
年
十
七
の
時
、
祕
書
郞
で
起
家
し
て

以
降
、
太
子
舍
人
・
晉
安
王

學
・
吏
部
侍
郞
・
散
騎
常
侍
と
い
う
、
ま
さ
に
貴
族
子
弟
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
步
ん
だ
。
し
か
し
、
開

皇
九
年
（
五
八
九
）、
隋
に
よ
る
陳
の
平
定
に
と
も
な
い
隋
朝
に
歸
す
る
と
、
陳
で
の
待
遇
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
蒙
州
（
河
南
・
南

陽
）・
鄜
州
（
陝
西
・
黃
陵
）
の
司
馬
と
い
っ
た
地
方
官
を
歷
官
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
事
蹟
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い
も
の
の
、

『
隋
書
』
卷
十
九
・
天

志
上
に
は
「
開
皇
十
四
年
に
至
り
、
鄜
州
司
馬
袁
充
、

影
・
漏
刻
を
上
る
」（「
至
開
皇
十
四
年
、
鄜
州
司

馬
袁
充
、
上

影
漏
刻
」）
と
あ
り
、
開
皇
十
四
年
に
鄜
州
司
馬
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
時
期
に
彼
が

影
（
日
時
計
）
と
漏
刻

（
水
時
計
）
と
を
た
て
ま
つ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
地
方
官
の
立
場
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
本
來
得
意
と
し
た
曆
學
の
知
識
を
も
っ
て

榮
逹
の
た
め
に
自
身
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
彼
は
天

曆
算
を
掌
る
太
常
の
主
官
た
る
太
史
令
と
な
る
。
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充
性
好
道
術
、
頗
解
占
候
、
由
是
領
太
史
令
。（『
隋
書
』
袁
充
傳
）

〔
袁
〕
充
、
性
は
道
術
を
好
み
、
頗
る
占
候
を
解
す
。
是
れ
に
由
り
て
太
史
令
を
領
す
。

傳
に
は
そ
の
時
期
を
述
べ
な
い
も
の
の
、『
隋
書
』
天

志
に
よ
っ
て
開
皇
十
九
年
（
五
九
九
）
の
こ
と
と
判
明
す
る
。
開
皇
十
四
年
頃

3

よ
り
十
九
年
に
至
る
ま
で
の
間
に
袁
充
自
身
に
大
き
な
變
化
が
訪
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
の
太
史
令
就
任
は
そ
の
天

曆
算
に
對
す
る

深
い
學
識
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
大
業
曆
を
作
成
し
た
張
冑
玄
（『
隋
書
』
卷
七
十
八
、
藝
術
傳
）
と
の
親
密
な
關
係
が
關
わ
っ
て
い
た
。

張
冑
玄
の
傳
に
よ
れ
ば
、
開
皇
十
四
年
か
ら
十
九
年
ま
で
の
五
年
間
は
、
ま
さ
に
張
冑
玄
が
隋
朝
の
曆
法
を
牛
耳
る
過
程
に
あ
り
、
袁

充
の
起
用
は
そ
の
中
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
張
冑
玄
の
擡
頭
は
、
太
史
曹
內
部
の
人
事

問
題
に
限
ら
ず
、
皇
太
子
廢
嫡
事
件
を
き
っ
か
け
と
す
る
政
界
の
爭
い
と
關
連
し
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
さ
れ
る
。
開
皇
二
十
年
（
六
〇

4

〇
）、
皇
太
子
楊
勇
を
廢
嫡
し
て
楊
廣
を
皇
太
子
に
立
て
る
が
、
楊
勇
の
廢
嫡
ま
で
に
は
楊
勇
を
支
持
す
る
高

一
派
と
楊
廣
を
支
持
す

る
楊
素
一
派
と
い
う
二
つ
の
派
閥
間
で
の
爭
い
が
展
開
さ
れ
た
。
當
時
の
太
史
曹
の
人
員
は
、
劉
暉
は
楊
勇
―
高

派
に
、
張
冑
玄
は
楊

5

廣
―
楊
素
派
に
與
し
て
い
た
。
楊
素
は
張
冑
玄
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
で
劉
暉
、
高

を
排
除
し
て
楊
勇
を
廢
嫡
さ
せ
、
楊
廣
を
皇

太
子
位
に
つ
け
よ
う
と
畫
策
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
曆
學
者
が
吉
凶
の
占
い
や
未
來
の
豫
言
を
も
行
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
傳
記
に
明
ら

か
で
あ
る
が
、
張
冑
玄
の
起
用
に
は
、
楊
勇
の
廢
嫡
を
天

曆
法
の
面
よ
り
正
當
化
す
る
意
圖
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
張
冑

玄
に
推
さ
れ
た
の
が
袁
充
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
發
言
は
楊
素
の
ご
と
き
強
力
な
權
力
を
背
景
に
、
頗
る
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
。
一
例
を
示
そ
う
。
楊
勇
の
廢
嫡
以
前
の
こ
と
と
し
て
『
隋
書
』
卷
四
十
五
・

四
子
傳
・
楊
勇
傳
に
こ
う
あ
る
。「
高
祖
、

使
を
し
て
勇
を
責
問
せ
し
む
る
も
、
勇
は
服
さ
ず
。
太
史
令
袁
充
進
み
て
曰
く
、
臣
天

を
觀
る
に
、
皇
太
子
は
當
に
廢
す
べ
し
、
と
。

上
曰
く
、
玄
象
久
し
く
見
わ
る
、
群
臣
に
敢
え
て
言
う
者
無
し
、
と
。
是
に
於
い
て
人
を
し
て
勇
を
召
せ
し
む
」（「
高
祖
使
使
責
問
勇
、

勇
不
服
。
太
史
令
袁
充
進
曰
、
臣
觀
天

、
皇
太
子
當
廢
。
上
曰
、
玄
象
久
見
矣
、
群
臣
無
敢
言
者
。
於
是
使
人
召
勇
」）。
天

觀
察

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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の
結
果
と
し
て
發
せ
ら
れ
る
袁
充
の
言
は
餘
程
の
說
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

帝
は
か
く
し
て
楊
勇
を
呼
び
出
し
、
罪
狀

を
い
い
渡
し
て
庶
人
に
墮
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
張
冑
玄
は
開
皇
十
四
年
か
ら
十
七
年
の
頃
に
、
一
日
の
日
照
時
間
が
長
く
な
る
現
象
で
あ
る
「
日
長
影
短
」
が
起
っ
て
い

る
こ
と
を

帝
に
述
べ
、
そ
の
歡
心
を
得
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
關
連
し
て
『
隋
書
』
卷
十
九
・
天

志
上
に
は
、

6

及
高
祖
踐
極
之
後
、
大
議
造
曆
。
張
冑
玄
兼
明
揆
測
、
言
日
長
之
瑞
。
有
詔
司
存
、
而
莫
能
考
決
。
至
開
皇
十
九
年
、
袁
充
爲
太

史
令
、
欲
成
冑
玄
舊
事
、
復
表
曰
…
…

高
祖
の
踐
極
の
後
、
大
い
に
造
曆
を
議
す
る
に
及
び
て
、
張
冑
玄
、
兼
て
揆
測
を
明
ら
か
に
し
、
日
長
の
瑞
を
言
う
。
司
存
に
有

詔
す
る
も
、
而
れ
ど
も
能
く
考
決
す
る
莫
し
。
開
皇
十
九
年
に
至
り
て
、
袁
充
太
史
令
と
爲
り
、
冑
玄
の
舊
事
を
成
さ
ん
と
欲
し

て
、
復
た
表
し
て
曰
く
…
…

と
あ
る
。
張
冑
玄
が

帝
に
述
べ
た
「
日
長
影
短
」
に
つ
い
て
は
當
時
、
所
司
は
そ
の
眞
相
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
開
皇
十
九

年
に
太
史
令
と
な
っ
た
袁
充
は
張
冑
玄
が
說
い
た
「
日
長
影
短
」
に
つ
い
て
再
び
上
表
し
た
と
い
う
。
筆
者
に
は
そ
の
表
の
內
容
を
云
々

す
る
力
は
な
い
が
、
袁
充
の
上
表
を
受
け
た
結
果
に
つ
い
て
同
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

是
時
廢
庶
人
勇
、
晉
王
廣
初
爲
太
子
、
充
奏
此
事
、
深
合
時
宜
。
上
臨
朝
謂
百
官
曰
、
景
長
之
慶
、
天
之
祐
也
。
今
太
子
新
立
、

當
須
改
元
、
宜
取
日
長
之
意
、
以
爲
年
號
。
由
是
改
開
皇
二
十
一
年
爲
仁
壽
元
年
。

是
の
時
、
庶
人
勇
を
廢
し
、
晉
王
廣
初
め
て
太
子
と
爲
る
に
、〔
袁
〕
充
此
の
事
を
奏
し
、
深
く
時
宜
に
合
う
。
上
は
朝
に
臨
み

て
百
官
に
謂
い
て
曰
く
、
景
長
の
慶
は
、
天
の
祐
な
り
。
今
、
太
子
新
た
に
立
て
ば
、
當
に
須
ら
く
改
元
す
べ
し
、
宜
し
く
日
長

の
意
を
取
り
て
、
以
て
年
號
と
爲
す
べ
し
、
と
。
是
に
由
り
て
開
皇
二
十
一
年
を
改
め
仁
壽
元
年
と
爲
す
。

袁
充
の
上
表
を
受
け
た

帝
は
、
こ
れ
を
晉
王
楊
廣
の
皇
太
子
卽
位
の
慶
賀
と
關
連
づ
け
、
仁
壽
に
改
元
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
改
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元
と
い
う
王
朝
の
重
大
事
に
關
わ
っ
て

帝
が
そ
の
言
說
を
納
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

帝
の
彼
に
對
す
る
信
任
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

袁
充
に
對
す
る

帝
の
信
任
の
樣
は
ま
た
『
隋
書
』
卷
七
十
八
・
藝
術
・
庾
季
才
傳
に
も
、「
會
た
ま
張
冑
玄
の
曆
行
わ
れ
、
及
び
袁
充

日
影
の
長
を
言
う
に
、
上
は
以
て
季
才
に
問
う
。
季
才
因
り
て
充
の
謬
を
言
う
。
上
大
い
に
怒
る
。
是
れ
に
由
り
て
免
職
せ
ら
れ
、
半
祿

を
給
わ
り
第
に
歸
ら
せ
ら
る
」（「
會
張
冑
玄
曆
行
、
及
袁
充
言
日
影
長
。
上
以
問
季
才
、
季
才
因
言
充
謬
。
上
大
怒
。
由
是
免
職
、
給

半
祿
歸
第
」）
と
あ
る
。
袁
充
は
、
楊
廣
、
楊
素
、
張
冑
玄
と
い
う
權
力
を
背
景
に
、

帝
の
信
任
を
得
て
、
開
皇
末
の
朝
政
に
對
し
て

大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
袁
充
で
あ
る
が
、
仁
壽
へ
と
改
元
さ
れ
た
頃
、
彼
が

帝
に
對
し
て
述
べ
た
次
の
言
葉
に
注
目
さ
れ
る
。

仁
壽
初
、
充
言
上
本
命
與
陰
陽
律
呂
合
者
六
十
餘
條
而
奏
之
、
因
上
表
曰
、
皇
帝
載
誕
之
初
、
非
止
神
光
瑞
氣
、
嘉
祥
應
感
、
至

於
本
命
行
年
、
生
月
生
日
、

與
天
地
日
月
･陰
陽
律
呂
運
轉
相
符
、
表
裏
合
會
。
此
誕
聖
之
異
、
寶
曆
之
元
。
今
與
物
更
新
、
改

年
仁
壽
、
歲
月
日
子
、
還
共
誕
聖
之
時

同
、
明
合
天
地
之
心
、
得
仁
壽
之
理
。
故
知
洪
基
長
算
、
永
永
無
窮
。
上
大
悅
、
賞
賜

優
崇
、
儕
輩
莫
之
比
。

仁
壽
の
初
め
、〔
袁
〕
充
、
上
の
本
命
と
陰
陽
律
呂
と
合
う
こ
と
六
十
餘
條
と
言
い
て
之
を
奏
し
、
因
り
て
表
を
上
り
て
曰
く
、
皇

帝
載
誕
の
初
、
止
だ
に
神
光
瑞
氣
、
嘉
祥
應
感
す
る
の
み
に
非
ら
ず
、
本
命
行
年
、
生
月
生
日
に
至
る
ま
で
、

び
に
天
地
日

月
・
陰
陽
律
呂
の
運
轉
と
相
い
符
い
、
表
裏
合
會
す
。
此
れ
誕
聖
の
異
、
寶
曆
の
元
な
り
。
今
、
物
と
更
新
し
て
、
年
を
仁
壽
と

改
め
ば
、
歲
月
日
子
、
還
た
誕
聖
の
時
と

び
に
同
じ
く
、
明
か
に
天
地
の
心
に
合
い
、
仁
壽
の
理
を
得
。
故
に
知
る
、
洪
基
は

長
算
に
し
て
、
永
永
と
し
て
無
窮
無
な
る
を
、
と
。
上
大
い
に
悅
び
、
賞
賜
優
崇
し
、
儕
輩
之
に
比
す
莫
し
。

袁
充
の
上
表

の
大
意
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「

皇
帝
が
生
誕
し
た
時
に
は
、
神
光
瑞
氣
や
嘉
祥
が
現
れ
た
だ
け
で
な
く
、
干
支
や

行
年
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
が
天
地
日
月
・
陰
陽
律
呂
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
と
表
裏
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
聖
人
が
誕
生

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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す
る
め
ず
ら
し
い
時
で
あ
り
、
寶
曆
の
は
じ
め
で
す
。
い
ま
、
世
界
の
物
と
と
も
に
更
新
し
て
、
仁
壽
と
改
元
し
た
と
こ
ろ
、
歲
月
日
干

支
は
、
ま
た
聖
人
誕
生
の
時
と
す
べ
て
同
じ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
天
地
の
心
に
符
合
し
、
仁
壽
の
道
理
を
得
て
い
ま
す
。
故
に
帝
王
の
事

業
は
長
久
で
あ
り
、
永
遠
に
無
窮
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
ま
す
」。
要
す
る
に
、
袁
充
は

帝
の
生
誕
の
日
と
仁
壽
元
年
の
誕
生

日
と
が
曆
數
の
上
で
合
致
し
、
そ
れ
は
聖
人
の
誕
生
す
る
時
だ
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
「
物
と
更
新
し
、
年
を
仁

壽
と
改
む
」
の
部
分
で
あ
る
。
仁
壽
へ
の
改
元
は
萬
物
の
更
新
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
聖
人
が
再
び
誕
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
乙
に
收
め
る
王
劭
の
『
隋
祖
起
居
注
』
に
よ
れ
ば
、

帝
は
西
魏
の
大
統
七
年
（
五
四
一
）
六
月
十

三
日
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
仁
壽
元
年
（
六
〇
一
）
六
月
十
三
日
は

帝
に
と
っ
て
の
數
え
六
十
一
歲
、
い
わ
ゆ

7

る
還
曆
に
當
た
る
こ
と
に
な
る
。
袁
充
の
言
葉
は
こ
れ
に
よ
っ
て
首
肯
さ
れ
る
し
、
そ
の
た
め
に
ま
た
こ
の
發
言
は
決
し
て
斬
新
な
も
の

に
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
曆
學
に
長
け
、

帝
に
信
を
得
た
袁
充
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
言
は
改
元
同
樣
、
大
き
な
衝
擊
を
と
も
な

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
日
こ
そ
ま
さ
に
舍
利
の
頒
布
が
發
願
さ
れ
た
日
で
あ
っ
た
。

二

帝
と
術
士

帝
は
史
書
に
「
雅
に
符
瑞
を
好
み
、
大
道
に
暗
し
」（『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下
、
史
臣
曰
の
條
）
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
符

瑞
を
好
む
性
格
で
あ
っ
た
。
彼
が
符
瑞
を
好
ん
だ
の
は
一
つ
に
は
周
隋
革
命
の
際
に
、
符
瑞
を
說
い
て
受
禪
直
後
の
人
心
を
捉
え
よ
う
と

し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
符
瑞
は
王
朝
の
正
當
性
に
關
わ
る
重
要
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
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ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め

帝
に
對
し
て
符
瑞
を
說
く
術
士
が
多
く
現
れ
、

帝
も
ま
た
彼
ら
を
寵
用
し
た
。
主
要
な
術
士
を
以
下
に
見
て

お
こ
う
。

は
じ
め
に
擧
げ
る
べ
き
は
道
士
の
張
賓
で
あ
る
。『
隋
書
』
卷
十
七
・
律
曆
志
中
に
は
、
楊
堅
が
北
周
の
丞
相
と
な
っ
た
際
に
「
代
謝

の
徵
」
が
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
楊
堅
を
人
臣
の
相
に
非
ら
ざ
る
も
の
と
稱
え
、
大
い
に
知
遇
さ
れ
、
そ
し
て
隋
朝
成
立
後
、
樞
要
の
地
で

あ
る
華
州
の
刺
史
に
拔
擢
さ
れ
た
と
い
う
。
彼
は
北
周
武
帝
の
廢
佛
の
首
謀
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
佛
敎
復
興
を
使
命
に
積
極
的

8

に
興
佛
事
業
を
推
進
し
た

帝
が
、
そ
の
よ
う
な
彼
を
重
用
し
た
の
は
い
さ
さ
か
理
解
し
難
い
。
し
か
も
張
賓
が
開
皇
四
年
に
作
成
し
た

開
皇
曆
は
誤
謬
を
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
、
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
ま
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
張
賓
が
重
用
さ
れ
た

の
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
北
周
末
の
道
敎
振
興
の
中
で
、
作
曆
の
主
導
權
を
彼
が
奪
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
う
し
た
雰
圍
氣
の
中
で

彼
が

帝
に
符
瑞
を
說
い
た
こ
と
が
要
因
で
あ
ろ
う
。

『
隋
書
』
卷
七
十
三
・
藝
術
傳
・
來
和
傳
に
は
、
張
賓
と
と
も
に

帝
の
龍
潛
時
に

帝
が
天
子
と
な
る
こ
と
を
豫
言
し
た
道
士
焦
子

順
の
こ
と
が
見
え
る
。
彼
に
つ
い
て
は
ま
た
『
兩
京
新
記
』
卷
三
・
安
定
坊
・
五
通
觀
の
條
に
、
周
隋
革
命
時
に

帝
が
皇
帝
に
な
る
こ

9

と
を
豫
言
し
、
そ
の
才
能
か
ら
軍
事
諮
問
を
受
け
た
と
あ
る
。
思
う
に
、
曆
は
王
朝
の
正
統
を
示
し
、
天
下
を
支
配
す
る

化
的
手
段
で

10

あ
り
、
軍
事
は
よ
り
實
效
的
な
支
配
手
段
で
あ
る
。

帝
は
「
佛
敎
治
國
策
」
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
政
治

的
な
立
場
に
あ
っ
て
は
、
佛
・
道
兩
敎
は

立
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
隋
書
』
卷
七
十
三
・
藝
術
傳
に
は
、
さ
ら
に

帝
と
關
わ
っ
た
術
士
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

南
朝
梁
代
に
活
躍
し
て
い
た
庾
季
才
は
、「
好
く
玄
象
を
占
」
っ
た
人
で
あ
り
、
西
魏
の
江
陵
侵
攻
に
と
も
な
い
北
に
歸
し
、
周
隋
革

命
の
際
に

帝
の
卽
位
の
日
を
占
い
、

帝
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
。
ま
た
開
皇
三
年
（
五
八
三
）
の
大
興
城
へ
の
遷
都
も
彼
の

提
言
に
よ
る
。
開
皇
九
年
（
五
八
九
）、
庾
季
才
が
均
州
刺
史
と
な
る
と
、

帝
は
そ
の
才
能
を
惜
し
ん
で
舊
職
の
太
史
令
に
復
し
た
と
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い
う
。

陳
に
仕
え
た
韋
鼎
は
、
北
周
へ
聘
禮
し
た
際
に
、

帝
に
對
し
て
「
公
の
容
貌
を
觀
る
に
、
故
よ
り
常
人
に
非
ず
、
而
し
て
神
監
深
遠

に
し
て
、
亦
た
群
賢
の
逮
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
」（「
觀
公
容
貌
、
故
非
常
人
、
而
神
監
深
遠
、
亦
非
群
賢
所
逮
也
」）
と
述
べ
、
陳
朝
平

定
後
、
す
ぐ
に
召
さ
れ
て
上
儀
同
三
司
を
授
け
ら
れ
厚
遇
さ
れ
た
。

滎
陽
の
劉
祐
は
、
開
皇
の
初
め
に
大
都
督
と
な
り
、「
其
の
占
候
す
る
所
、
合
う
こ
と
符
契
の
如
し
。
高
祖
甚
だ
之
に
親
し
」（「
其
所

占
候
、
合
如
符
契
、
高
祖
甚
親
之
」）
ん
だ
と
い
う
。

北
周
の
來
和
は
「
少
く
し
て
相
術
を
好
み
、
言
う
所
驗
多
く
」（「
少
好
相
術
、
所
言
多
驗
」）、
か
つ
て
楊
堅
に
對
し
て
「
公
は
當
に
王

と
し
て
四
海
を
有
つ
べ
し
」（「
公
當
王
有
四
海
」）
と
述
べ
た
。
そ
の
た
め
楊
堅
が
丞
相
と
な
る
と
、
儀
同
を
拜
し
、

帝
卽
位
後
、
爵

を
子
に
進
め
た
。

京
兆
の
臨
孝
恭
は
、
天

算
術
に
明
る
く
、

帝
に
甚
だ
親
遇
さ
れ
た
。
災
祥
を
い
う
と
的
中
し
た
の
で
、
陰
陽
を
考
定
さ
せ
ら
れ
、

官
は
上
儀
同
に
至
っ
た
。

梁
武
帝
の
兄
・
蕭
懿
の
孫
に
あ
た
り
、
陰
陽
算
術
に
精
通
し
『
五
行
大
義
』
を
著
し
た
蕭
吉
は
、
江
陵
陷
落
後
に
北
周
に
歸
し
、
隋

11

帝
が
卽
位
す
る
と
、
古
今
陰
陽
の
書
を
考
定
し
た
。
後
に
皇
太
子
楊
勇
の
廢
立
に
あ
た
っ
て
、「
太
子
當
に
位
に
安
ぜ
ざ
る
べ
し
」
と
述

べ
た
の
に
對
し
て

帝
は
そ
の
言
葉
を
是
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
常
に
顧
問
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
仁
壽
二
年
（
六
〇
二
）、

獻
皇
后

が
歿
し
た
際
に
は
彼
に
葬
所
を
卜
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
蕭
吉
に
つ
い
て
は
、
北
周
の
宇

護
時
代
の
闍
那
耶
舍
の
佛
典
翻
譯
に
お
い
て
筆

受
と
し
て
從
事
し
て
い
た
こ
と
が
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
・
周
代
錄
よ
り
知
ら
れ
る
。

12

佛
敎
と
の
關
わ
り
で
い
え
ば
、
河
間
の
盧
太
翼
は
、「
群
書
を
博
綜
し
、
爰
に
佛
道
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
な
其
の
精
微
を
得
。
尤
も
占
候

算
曆
の
術
を
善
く
す
」（「
博
綜
群
書
、
爰
及
佛
道
、
皆
得
其
精
微
。
尤
善
占
候
算
曆
之
術
」）
と
い
う
ご
と
く
佛
道
に
も
精
通
し
て
い
た
。
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彼
は
皇
太
子
楊
勇
に
召
さ
れ
て
い
た
。
後
に
楊
勇
が
廢
嫡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
屬
官
の
多
く
が
誅
さ
れ
た
も
の
の
、
し
か
し

帝
は
彼
の
才
能
を
惜
し
ん
で
殺
さ
ず
に
官
奴
に
配
し
た
と
い
う
。
蕭
吉
や
盧
太
翼
の
よ
う
に
天

曆
算
と
と
も
に
佛
敎
に
も
通
じ
て
い
た

も
の
は
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

帝
は
符
瑞
を
說
く
臣
を
寵
し
、
彼
ら
の
言
葉
に
悅
び
し
た
が
う
所
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
言
葉
が

自
身
の
皇
帝
位
や
隋
朝
の
正
當
性
を
證
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
言
說
は
政
策
に
關
わ
る
影
響
力
を
有

す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

三

舍
利
塔
事
業
の
思
想
背
景

舍
利
塔
事
業
は
、『
廣
弘
明
集
』
卷
十
七
お
よ
び
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
・
曇
遷
傳
に
よ
れ
ば
、

第
一
回
＝
仁
壽
元
年
六
月
十
三
日
發
願
、
十
月
十
五
日
舍
利
埋
納
、
三
十
州
。

第
二
回
＝
仁
壽
二
年
正
月
二
十
八
日
發
願
、
四
月
八
日
舍
利
埋
納
、
五
十
一
州
。

第
三
回
＝
仁
壽
四
年
正
月
某
日
發
願
、
四
月
八
日
舍
利
埋
納
、
三
十
州
。

と
し
て
三
度
行
わ
れ
て
い
る
（
回
次
別
の
起
塔
數
に
つ
い
て
は
次
節
の
考
證
を
參
照
の
こ
と
）。
こ
の
う
ち
事
業
の
意
圖
と
も
關
わ
る
の

が
、
第
一
回
目
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
一
回
の
發
願
日
が

帝
の
誕
生
日
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

こ
の
事
業
に
お
け
る

帝
の
立
場
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
・
曇
遷
傳
に
、

卽
請
大
德
三
十
人
、
安
置
寶
塔
、
爲
三
十
道
。
建
軌
制
度
、
一
准
育
王
。（
T
50,573c）
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卽
ち
大
德
三
十
人
に
請
い
、
寶
塔
を
安
置
し
、
三
十
道
に
爲
ら
し
む
。
建
軌
の
制
度
は
、
一
に
育
王
に
准
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
阿
育
王
の
八
萬
四
千
塔
建
立
に
准
ず
る
よ
う
に
行
わ
せ
て
お
り
、
み
ず
か
ら
を
阿
育
王
に
擬
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
國
史
上
、
舍
利
が
信
仰
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
に
知
ら
れ
る
の
は
三
國
呉
の
康
僧
會
の
事
蹟
に
ま
で
遡
り
得
る
が
、
こ
の

時
に
は
阿
育
王
と
の
關
わ
り
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
舍
利
が
阿
育
王
と
の
關
連
の
も
と
に
信
仰
さ
れ
て
い
く
の
は
、
梁
武
帝
の
長
干

寺
舍
利
供
養
が
與
え
た
影
響
が
絕
大
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て

帝
の
舍
利
塔
事
業
に
對
す
る
影
響
に
、
梁
武
帝
の
事
蹟
を
想
定

13

す
る
こ
と
は
妥
當
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
硏
究
が
多
い
。
た
だ
し
か
し
、
爲
政
者
が
佛
舍
利
を
用
い
た
こ
と
の
思
想

化
的
背

景
に
は
梁
代
以
來
の
舍
利
信
仰
の
盛
行
が
あ
る
と
は
い
え
、

帝
の
事
業
と
梁
武
帝
の
舍
利
信
仰
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
。

梁
武
帝
の
舍
利
信
仰
は
、
阿
育
王
が
頒
布
し
た
と
こ
ろ
の
舍
利
に
對
す
る
信
仰
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
武
帝
の
場
合
、
舍
利
は
阿
育
王
よ
り

齎
さ
れ
た
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
武
帝
に
お
い
て
は
、
阿
育
王
は
舍
利
を
頒
布
し
た
聖
人
と
し
て
尊
崇
す
べ
き
對
象
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

帝
の
場
合
に
は
、
彼
自
身
が
阿
育
王
の
行
爲
に
擬
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
武
帝
に
と
っ
て
尊
崇
對
象
で

あ
っ
た
阿
育
王
の
立
場
に
、
自
身
を
高
め
擬
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

帝
が
數
々
の
佛
敎
興
隆
を
行
う
中
で
は
、
前
代
の
最
も
著
名
な
崇

佛
皇
帝
で
あ
っ
た
梁
の
武
帝
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
武
帝
が
南
朝
屈
指
の
皇
帝
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

隋
は
そ
の
武
帝
の
血
を
引
く
後
梁
朝
を
併
せ
、
か
つ
ま
た
南
朝
陳
を
併
せ
て
統
一
王
朝
と
し
て
の
體
制
を
整
え
た
國
家
で
あ
っ
た
。

帝

が
自
身
を
阿
育
王
に
比
擬
し
た
の
は
、
梁
武
帝
、
南
朝
を
超
越
す
る
意
識
を
も
含
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に

帝
は
み
ず
か
ら
を
阿
育
王
に
擬
え
て
舍
利
頒
布
を
行
っ
た
が
、
阿
育
王
は
轉
輪
聖
王
と
し
て
佛
典
に
し
ば
し
ば
說
か
れ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て

帝
の
行
爲
の
思
想
背
景
に
は
阿
育
王
か
ら
さ
ら
に
轉
輪
聖
王
へ
と
自
身
を
比
擬
す
る
意
識
を
も
指
摘
で
き
る
。

14

『
舍
利
感
應
記
』
に
よ
れ
ば
、
沙
門
が
各
州
へ
舍
利
を
送
る
際
に
は
、「
阿
含
經
の
舍
利
の
拘
尸
那
城
に
入
る
の
法
に
依
」（「
依
阿
含
經

舍
利
入
拘
尸
那
城
法
」
T
52,214a）
っ
た
と
あ
る
。
具
體
的
に
は
『
長
阿
含
經
』
遊
行
經
に
い
う
「
轉
輪
聖
王
の
葬
法
」
を
指
す
。『
雜

15
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阿
含
經
』
卷
二
十
三
に
は
、「
後
十
五
日
の
月
食
の
時
に
剋
め
、
此
の
閻
浮
提
を
し
て
、
諸
々
の
佛
塔
を
起
さ
し
む
」（「
剋
後
十
五
日
月

き

食
時
、
令
此
閻
浮
提
起
諸
佛
塔
」
T
02,165b）
と
あ
り
、
阿
育
王
が
十
五
日
に
舍
利
塔
を
建
立
し
た
と
い
う
。
ま
た
『
長
阿
含
經
』
の

遊
行
經
や
轉
輪
聖
王
修
行
經
に
は
、
轉
輪
聖
王
が
具
備
す
る
金
輪
は
「
十
五
日
の
月
の
滿
つ
る
時
」
に
現
前
す
る
と
說
か
れ
て
い
る
。
舍

16

利
事
業
の
第
一
回
事
業
で
の
舍
利
埋
納
日
は
「
十
五
日
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
日
と
無
關
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
事
業
は

帝
が
阿
育
王
・
轉
輪
聖
王
と
な
る
行
爲
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

結

び

本
節
で
は
、
從
來
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

帝
の
仁
壽
舍
利
塔
事
業
が
仁
壽
改
元
と
と
も
に
開
始
さ
れ
た
背
景
を
、

帝
を
と
り

ま
い
た
術
士
、
な
か
ん
ず
く
袁
充
に
ス
ポ
ッ
ト
を
當
て
て
考
察
し
て
き
た
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

帝
は
符
瑞
を
好
み
、
術
士
の
言
葉
を
悅
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
術
士
の
言
葉
は
し
ば
し
ば
政
策
に
も
影
響
を

與
え
た
。
袁
充
は

帝
に
厚
く
信
任
さ
れ
、
開
皇
末
の
朝
政
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
術
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
仁
壽
と
改
元
し
た

六
月
十
三
日
は
、
聖
人
の
誕
生
の
時
で
あ
る
と
說
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
仁
壽
元
年
六
月
十
三
日
に
發
願
さ
れ
た
の
が
舍
利
塔
事

業
で
あ
っ
た
。

帝
に
と
っ
て
は
、
改
元
に
よ
っ
て
聖
人
と
し
て
再
び
誕
生
す
る
こ
と
が
、
佛
敎
に
對
す
る
篤
い
信
仰
の
發
露
で
あ
る
と

と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
佛
敎
興
隆
事
業
の
延
長
線
上
に
意
圖
さ
れ
た
、
阿
育
王
・
轉
輪
聖
王
と
し
て
の
更
生
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
南
朝
の
影
響
や
、

帝
が
轉
輪
聖
王
と
し
て
稱
贊
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
と
し
て
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け

17

で
は
仁
壽
元
年
に
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
は
說
明
し
得
な
い
。
仁
壽
改
元
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
事
業
が
な
さ
れ
た
の
は
、
上
述
の
理
由
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隋
の
著
作
郞
・
王
劭
の
『
舍
利
感
應
記
』
の
構
成
等
の
基
礎
事
項
に
つ
い
て
は
、
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
三
〕
に
詳
し
い
。

1

塚
本
善
隆
〔
一
九
七
三
〕、
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
七
〕。

2

『
隋
書
』
卷
十
九
、
天
文
志
上
「
至
開
皇
十
九
年
、
袁
充
爲
太
史
令
」。

3

長
谷
部
英
一
〔
一
九
九
三
〕
參
照
。

4

『
隋
書
』
卷
四
十
一
・
高

傳
に
「
時
熒
惑
入
太
微
、
犯
左
執
法
。
術
者
劉
暉
私
言
於
〔
高
〕

曰
、
天

不
利
宰
相
、
可
修
德
以
禳
之
。〔
高
〕

5

不
自
安
、
以
〔
劉
〕
暉
言
奏
之
。
上
厚
加
賞
慰
」
と
あ
り
、
高

と
劉
暉
と
の
密
接
な
關
係
が
う
か
が
え
る
。

『
隋
書
』
卷
十
七
、
律
曆
志
中
「
俄
而
〔
劉
〕
孝
孫
卒
、
楊
素
・
牛
弘
等
傷
惜
之
、
又
薦
〔
張
〕
冑
玄
。
上
召
見
之
、〔
張
〕
冑
玄
因
言
日
長
影
短
之

6

事
、
高
祖
大
悅
、
賞
賜
甚
厚
、
令
與
參
定
新
術
」。

『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
乙
、
隋
兩
帝
重
佛
宗
法
俱
受
歸
戒
事
「
案
隋
著
作
王
邵
述
隋
祖
起
居
注
云
、
帝
以
後
魏
大
統
七
年
六
月
十
三
日
、
生
于
同

7

州
般
若
尼
寺
」（
T
52,379a）。

『
隋
書
』
卷
十
七
、
律
曆
志
中
「
時
高
祖
作
輔
、
方
行
禪
代
之
事
、
欲
以
符
命
曜
于
天
下
。
道
士
張
賓
、
揣
知
上
意
、
自
云
玄
相
、
洞
曉
星
曆
、
因

8

盛
言
有
代
謝
之
徵
、
又
稱
上
儀
表
非
人
臣
相
。
由
是
大
被
知
遇
、
恆
在
幕
府
。
及
受
禪
之
初
、
擢
賓
爲
華
州
刺
史
…
…
」。

『
隋
書
』
卷
七
十
八
、
藝
術
傳
、
來
和
傳
「
道
士
張
賓
・
焦
子
順
・
雁
門
人
董
子
華
、
此
三
人
、
當
高
祖
龍
潛
時
、

私
謂
高
祖
曰
、
公
當
爲
天
子
、

9

善
自
愛
。
及
踐

、
以
賓
爲
華
州
刺
史
、
子
順
爲
開
府
、
子
華
爲
上
儀
同
」。

90

の
み
な
ら
ず
、
袁
充
の
言
葉
が
深
く
關
與
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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『
兩
京
新
記
』
卷
三
、
安
定
坊
、
五
通
觀
「
東
北
隅
、
五
通
觀
。〈
隋
開
皇
八
年
、
爲
道
士
焦
子
順
所
立
。
子
順
能
驅
使
鬼
神
、
受
諸
符
籙
、
預
告
隋

10

受
命
之
應
。
及
卽
位
、
授
上
開
府
・
永
安
公
・
徐
州
刺
史
、
固
辭
。
常
諮
謀
軍
國
、
出
入
臥
內
。
帝
恐
其
往
還
疲
頓
、
令
選
近
所
、
於
此
立
觀
、

仍
以
五
通
爲
名
焉
〉」。

蕭
吉
に
つ
い
て
は
、
中
村
璋
八
〔
一
九
七
二
〕
に
詳
し
い
。

11

『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
、
周
代
錄
「
大
乘
同
性
經
四
卷
〈
亦
云
佛
十
地
經
。
亦
云
一
切
佛
行
入
智
毘
盧
遮
那
藏
經
。
天
和
五
年
譯
。
上
儀
同
城
陽

12

公
蕭
吉
筆
受
〉」（
T
49,100b）、「
十
一
面
觀
世
音
呪
經

功
能
一
卷
〈
於
四
天
王
寺
譯
。
上
儀
同
城
陽
公
蕭
吉
筆
受
〉」（
T
49,100c）、「
金
色
仙

人
問
經
二
卷
〈
於
長
安
四
天
王
寺
譯
。
上
儀
同
蕭
吉
筆
受
〉」（
T
49,100c）。

西
脇
常
記
〔
一
九
九
〇
〕。

13

『
阿
育
王
經
』
卷
一
、
生
因
緣
第
一
「
世
尊
又
言
、
此
兒
者
、
我
入
涅
槃
百
年
後
、
當
生
波

利
弗
多
城
王
名
阿
育
、
爲
四
分
轉
輪
王
、
信
樂
正
法
、

14

當
廣
供
養
舍
利
、
起
八
萬
四
千
塔
、
饒
益
多
人
」（
T
50,132ab）。

『
佛
說
長
阿
含
經
』
卷
三
、
遊
行
經
第
二
中
「
佛
言
、
欲
知
葬
法
者
、
當
如
轉
輪
聖
王
。
阿
難
又
白
、
轉
輪
聖
王
葬
法
云
何
。
佛
告
阿
難
、
聖
王
葬

15

法
、
先
以
香
湯
洗
浴
其
體
、
以
新
劫
貝
周
遍
纏
身
、
以
五
百
張
疊
次
如
纏
之
。
內
身
金
棺
灌
以
麻
油
畢
、
擧
金
棺
置
於
第
二
大
鐵
槨
中
、
栴
檀
香
槨

次
重
於
外
、
積
衆
名
香
、
厚
衣
其
上
而
闍
維
之
。
訖
收
舍
利
、
於
四
衢
道
起
立
塔
廟
、
表
刹
懸
繒
、
使
國
行
人
皆
見
法
王
塔
、
思
慕
正
化
、
多
所
饒

益
」（
T
01,020a）。

『
佛
說
長
阿
含
經
』
卷
三
、
遊
行
經
第
二
中
「
云
何
善
見
大
王
成
就
金
輪
寶
。
王
常
以
十
五
日
月
滿
時
、
沐
浴
香
湯
、
昇
高
殿
上
、
婇
女
圍
遶
、
自

16

然
輪
寶
忽
現
在
前
、
輪
有
千
輻
、
光
色
具
足
、
天
匠
所
造
、
非
世
所
有
、
眞
金
所
成
、
輪
徑
丈
四
」（
T
01,021c）。『
同
』
卷
十
八
、
轉
輪
聖
王
品

第
三
「
云
何
轉
輪
聖
王
金
輪
寶
成
就
。
若
轉
輪
聖
王
出
閻
浮
提
地
、
刹
利
水
澆
頭
種
、
以
十
五
日
月
滿
時
、
沐
浴
香
湯
、
上
高
殿
上
、
與
婇
女
衆
共

相
娛
樂
、
天
金
輪
寶
忽
現
在
前
、
輪
有
千
輻
、
其
光
色
具
足
、
天
金
所
成
、
天
匠
所
造
、
非
世
所
有
、
輪
徑
丈
四
」（
T
01,119c）。
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例
え
ば
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
五
・
上
開
皇
三
寶
錄
表
に
「
伏
惟
陛
下
應
運
秉
圖
、
受
如
來
記
、
紹
輪
王
業
、
統
閻
浮
提
」（
T
49,120a）
と
あ
る
。

17
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第
二
節

仁
壽
舍
利
塔
起
塔
州
に
關
す
る
考
證

は

じ

め

に

仁
壽
舍
利
塔
事
業
に
つ
い
て
知
る
に
は
、
唐
・
道
宣
の
『
續
高
僧
傳
』、『
廣
弘
明
集
』、『
集
神
州
三
寶
感
通
錄
』、
お
よ
び
唐
・
道
世

の
『
法
苑
珠
林
』
等
が
基
礎
史
料
と
し
て
不
可
缺
で
あ
る
。
し
か
る
に
舍
利
塔
が
建
立
さ
れ
た
州
名
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の

獻

間
で
記
述
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
內
容
を
そ
れ
ほ
ど
吟
味
す
る
こ
と
な
く
利
用
さ
れ

て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
事
業
に
お
い
て
舍
利
塔
が
ど
の
州
に
建
立
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
氏
の
成
果
を
利
用
し

1

な
い
硏
究
は
皆
無
に
等
し
く
、
と
り
わ
け
「
仁
壽
年
間
建
立
舍
利
塔
分
布
表
」
は
數
多
く
の
硏
究
者
に
利
便
を
供
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ

の
表
の
記
載
を
上
記
の
史
料
と
照
合
し
て
い
く
と
、
じ
つ
は
い
く
つ
か
の
誤
謬
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
近
年
、
大
野
幸
代
・
萬
納
惠
介
兩

氏
に
よ
っ
て
「
隋
仁
壽
舍
利
塔
硏
究
序
說
」
が
著
さ
れ
た
。
事
業
の
槪
要
や
先
行
硏
究
の
紹
介
の
他
、
圖
版
付
き
で
關
連
資
料
の
提
示
が

2

な
さ
れ
、
ま
た
年
次
別
の
起
塔
地
を
一
覽
表
に
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
を
地
圖
上
に
示
す
等
、
有
益
な
情
報
に
富
み
、

今
後
の
仁
壽
舍
利
塔
を
硏
究
す
る
上
で
の
參
考
論
考
と
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
州
名
に
つ
い
て
は
依
然
と
し

て
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
節
で
は
山
崎
氏
の
成
果
の
影
響
力
の
大
き
さ
に
鑑
み
て
、
氏
の
「
仁
壽
年
間
建
立
舍
利
塔
分
布
表
」
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
こ

に
記
さ
れ
る
州
名
・
寺
名
・
年
次
な
ど
に
つ
い
て
補
訂
を
行
い
た
い
。
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一

山
崎
宏
「
仁
壽
年
間
建
立
舍
利
塔
分
布
表
」
に
對
す
る
補
正

關
連
史
料
に
基
づ
き
、
舍
利
塔
事
業
の
實
施
年
、
詔
發
布
日
（
發
願
）、
舍
利
埋
納
所
定
日
、
起
塔
州
數
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ

る
。

第
一
回
＝
仁
壽
元
年
（
六
〇
一
）

六
月
十
三
日

十
月
十
五
日

三
十
州

第
二
回
＝
仁
壽
二
年
（
六
〇
二
）

正
月
二
十
三
日

四
月
八
日

五
十
一
州
、
五
十
二
州
、
五
十
三
州

第
三
回
＝
仁
壽
四
年
（
六
〇
四
）

正
月
某
日

四
月
八
日

三
十
州

三
回
の
實
施
年
と
詔
發
布
日
、
お
よ
び
舍
利
埋
納
所
定
日
に
と
く
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
第
二
回
の
起
塔
州
數
は

獻
上
、
三

つ
の
說
が
あ
る
。

起
塔
の
總
數
に
つ
い
て
、
山
崎
宏
氏
は
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
・
童
眞
傳
の
「
前
後
諸
州
、
一
百
一
十
一
所
」（
T
50,518a）
を
根
據

に
、

而
し
て
そ
れ
等
の
起
塔
數
の
總
計
百
十
一
所
を
確
な
る
も
の
と
見
る
時
、
第
一
回
に
三
十
所
、
第
二
回
に
五
十
一
所
、
第
三
回
に

三
十
所
の
起
塔
が
爲
さ
れ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。3

と
述
べ
ら
れ
、
百
十
一
所
の
起
塔
地
を

獻
よ
り

羅
す
る
と
と
も
に
、
當
時
の
中
國
行
政
區
分
ご
と
に
配
し
て
年
次
別
と
し
、
ま
た
起

塔
地
へ
舍
利
を
送
っ
た
沙
門
を
『
續
高
僧
傳
』
中
よ
り
搜
出
し
て
表
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
仁
壽
年
間
建
立
舍
利
塔
分
布
表
」
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
表
に
示
さ
れ
て
い
る
起
塔
數
の
內
譯
は
、

仁
壽
元
年
＝
三
十
一
所

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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仁
壽
二
年
＝
五
十
五
所

仁
壽
四
年
＝
二
十
五
所

と
な
っ
て
い
る
。
總
數
は
百
十
一
所
で
は
あ
る
が
、
回
次
別
の
起
塔
數
が
先
の
言
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず
山
崎
氏
が
は
じ

め
に
說
か
れ
る
、
第
一
回
＝
三
十
所
、
第
二
回
＝
五
十
一
所
、
第
三
回
＝
三
十
所
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
數
に
整
合
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
實
際
、『
續
高
僧
傳
』
等
の
舍
利
塔
起
塔
の
記
事
を
見
て
い
く
と
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
お
お
よ
そ
こ
の
數
値
に
い
き
つ
く
。

【
州
名
】

ま
ず
、
州
名
の
訂
正
は
二
箇
所
あ
る
。
河
南
省
の
「
４
同
（
鄭
州
）
晉
安
寺
」、
四
川
省
の
「
４
浙
州
法
相
寺
」
で
あ
る
。

「
４
同
（
鄭
州
）
晉
安
寺
」
は
「
鄭
州
」
を
「
鄂
州
」
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
大
正
藏
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
・
道
密
傳
に
「
仁

壽
の
末
、
又
た
勅
さ
れ
て
鄭
州
黃
鵠
山
の
晉
安
寺
に
送
る
」（「
仁
壽
之
末
、
又
勅
送
于
鄭
州
黃
鵠
山
晉
安
寺
」
T
50,668a）
と
あ
る
が
、

、
、

對
校
本
の
宋
・
元
・
明
の
三
本
は
す
べ
て
「
鄭
」
を
「
鄂
」
に
作
る
。
黃
鵠
山
は
『
元
和
郡
縣
圖
志
』
卷
二
十
七
・
江
南
道
三
・
鄂
州
に

「
江
夏
縣
…
…
隋
開
皇
九
年
改
め
て
江
夏
縣
と
爲
す
、
鄂
州
に
屬
す
。
黃
鶴
山
、
縣
の
東
九
里
に
在
り
」（「
江
夏
縣
…
…
隋
開
皇
九
年
、

改
爲
江
夏
縣
、
屬
鄂
州
。
黃
鶴
山
、
在
縣
東
九
里
」）
と
あ
る
と
こ
ろ
の
「
黃
鶴
山
」
に
相
違
な
く
、
こ
こ
で
は
對
校
本
の
鄂
州
が
正
し

い
。
省
別
に
配
置
す
る
な
ら
ば
、
湖
北
省
で
あ
る
。

「
４
浙
州
法
相
寺
」
は
「
浙
州
」
を
「
淅
州
」
に
訂
正
し
、
河
南
省
に
配
す
べ
き
で
あ
る
。
法
相
寺
に
舍
利
を
送
っ
た
僧
蓋
の
傳

、

（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）
に
「〔
仁
壽
〕
四
年
、
又
た
勅
さ
れ
浙
州
の
法
相
寺
に
送
る
。
…
…
南
鄕
の
縣
民
、
屠
獵
を
業
と
す
る
も

、
、

マ
マ

の
多
し
」（「
四
年
、
又
勅
送
于
浙
州
之
法
相
寺
。
…
…
南
鄕
縣
民
、
多
業
屠
獵
」
T
50,670a）
云
々
と
あ
る
。
南
鄕
は
隋
の
淅
陽
郡
に

屬
す
。

4
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【
寺
名
】

次
に
寺
名
に
つ
い
て
は
、「
２
宋
州
津
梁
寺
」
を
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
山
崎
氏
が
宋
州
の
起
塔
寺
院
を
「
津
梁
寺
」
と
さ
れ
た
の

は
、
宋
州
に
舍
利
を
送
っ
た
僧
順
の
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）
に
、「
勅
召
送
舍
利
于
宋
州
…
…
下
函
既
了
…
…
今
之
津
梁
寺
是

也
」（
T
50,
670c）
と
あ
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一

は
「
下
函
既
了
」
と
「
今
之
津
梁
寺
是
也
」
の
間
に
、

「
唐
運
初
興
、
巡
栖
山
世
」
云
々
の
一

が
あ
り
、
話
が
隋
代
か
ら
唐
代
に
移
っ
て
い
る
。
ま
た
「
今
之
津
梁
寺
是
也
」
の
續
き
に
は
、

「
僕
射
蕭

、
爲
大
檀
越
」
と
あ
る
。
蕭
禹
が
大
檀
越
で
あ
る
津
梁
寺
と
は
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
三
・
圓
光
傳
に
「
特
進
蕭

、
奏
請

し
て
藍
田
に
造
る
所
の
津
梁
寺
に
住
せ
し
む
」（「
特
進
蕭

、
奏
請
住
於
藍
田
所
造
津
梁
寺
」
T
50,
524a）
と
あ
る
と
こ
ろ
の
藍
田

（
雍
州
）
津
梁
寺
に
他
な
ら
な
い
。
宋
州
に
こ
の
津
梁
寺
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
宋
州
の
起
塔
寺
院
は
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

5

い
。

【
年
次
】

次
に
、
年
次
別
の
起
塔
數
の
補
訂
を
行
い
た
い
。

ま
ず
仁
壽
元
年
は
三
十
州
に
起
塔
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
山
崎
氏
は
三
十
一
州
を
擧
げ
て
い
る
。
山
崎
表
か
ら
州

を
一
つ
省
く
必
要
が
あ
り
、
陝
西
省
に
配
置
さ
れ
る
「
１
長
安
大
興
善
寺
」
が
該
當
す
る
。
長
安
へ
の
起
塔
は
事
業
の
一
環
と
は
い
え
、

仁
壽
元
年
十
二
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、
十
月
十
五
日
に
一
齊
に
起
塔
さ
れ
た
舍
利
塔
と
し
て
は
數
え
ら
れ
な
い
。

以
上
の
訂
正
だ
け
で
終
わ
れ
ば
よ
い
が
、
さ
ら
に
や
や
複
雜
な
年
次
の
移
動
が
必
要
と
な
る
。

ま
ず
湖
北
省
に
あ
る
「
２
荆
州
開
義
寺
」
を
仁
壽
元
年
の
も
の
と
し
、「
荆
州
」
を
「

州
」
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
義
寺

へ
舍
利
を
送
っ
た
の
は
彥
琮
で
あ
る
。
彥
琮
の
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
）
に
は
「
仁
壽
初
年
、
勅
し
て
舍
利
を
荆
州
に
送
ら
し
む
。
時

、
、

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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に
漢
王
諒
、
治
む
る
所
の
城
隔
內
に
於
い
て
寺
を
造
る
、
仍
り
て
寶
塔
を
置
く
。
今
の
謂
う
所
の
開
義
寺
是
れ
な
り
」（「
仁
壽
初
年
、

勅
令
送
舍
利
于
荆
州
。
時
漢
王
諒
、
於
所
治
城
隔
內
造
寺
、
仍
置
寶
塔
。
今
所
謂
開
義
寺
是
也
」
T
50,437b）
と
あ
る
。
だ
が
、
對
校

本
は
す
べ
て
「
荆
州
」
を
「

州
」
に
作
る
。
事
實
、
開
義
寺
は
漢
王
楊
諒
が

州
總
管
時
に

州
の
宮
城
內
に
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
。

6

そ
し
て
彥
琮
傳
が
い
う
よ
う
に
「
仁
壽
初
年
」
す
な
わ
ち
仁
壽
元
年
に
舍
利
塔
が
建
立
さ
れ
た
。
一
方
、

州
に
關
し
て
は
、
山
崎
表
に

す
で
に
「
１

州
無
量
壽
寺
」
が
あ
る
。
こ
の
「

州
無
量
壽
寺
」
は
仁
壽
元
年
の
「
隋
國
立
佛
舍
利
塔
詔
」
の
中
に

帝
自
注
と
し
て

見
え
る
寺
院
で
あ
り
、「
舍
利
感
應
記
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
舍
利
感
應
記
」
に
は
「

州
。
舊
の
無
量
壽
寺
に
於
い
て

塔
を
起
つ
」（
T
52,215a）
と
あ
り
、
無
量
壽
寺
が
舊
名
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
。
開
義
寺
の
舊
名
が
無
量
壽
寺
で
あ
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
２
荆
州
開
義
寺
」「
１

州
無
量
壽
寺
」
は
、
仁
壽
元
年
の
「

州
開
義
寺
」
と
し
て
併
合
す
る
こ

7

と
が
で
き
る
。

つ
い
で
四
川
省
の
「
１
梓
州
華
林
寺
」
を
仁
壽
四
年
に
移
す
必
要
が
あ
る
。「
梓
州
華
林
寺
」
に
つ
い
て
は
起
塔
の
際
に
塔
基
に
埋
納

さ
れ
た
舍
利
塔
下
銘
の
拓
本
が
存
す
る
。
前
半
が
や
や
破
損
し
て
い
る
も
の
の
、
二
行
目
に
「
丙
寅
朔
八
日
癸
」
の

字
が
確
認
で
き
る
。

8

仁
壽
年
間
に
あ
っ
て
「
丙
寅
朔
」
だ
っ
た
の
は
仁
壽
四
年
四
月
の
み
で
あ
る
。
梓
州
へ
は
善
冑
が
舍
利
を
送
っ
た
が
、
善
冑
傳
に
よ
れ
ば
、

蜀
に
あ
っ
た
彼
が
「
仁
壽
末
歲
」
に
關
中
に
歸
り
、
そ
こ
で
舍
利
塔
事
業
に
參
加
し
た
と
あ
る
の
で
、
仁
壽
四
年
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な

9

い
。さ

ら
に
も
う
一
つ
、
安
南
の
「
２
交
州
禪
衆
寺
」
は
仁
壽
元
年
と
す
べ
き
で
あ
る
。
仁
壽
元
年
の
隋

帝
「
隋
國
立
佛
舍
利
塔
詔
」
お

よ
び
「
感
應
記
」
の
仁
壽
元
年
の
感
應
譚
を
列
擧
す
る
中
に
「
交
州
」
が
見
え
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
近
年
、
ベ
ト
ナ
ム
バ
ク
ニ
ン

省
で
舍
利
塔
銘
が
出
土
し
た
こ
と
で
、
仁
壽
元
年
に
交
州
禪
衆
寺
に
舍
利
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と
が
確
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
銘

に

「
維
大
隋
仁
壽
元
年
歲
次
辛
酉
十
月
辛
亥
朔
十
五
日
乙
丑
…
…
靈
謹
於
交
州
龍
編
縣
禪
衆
寺
奉
安
舍
利
敬
造
靈
塔
」
云
々
の
記
載
が
あ
る
。

10
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【
追
加
】

最
後
に
、
山
崎
氏
が
擧
げ
て
い
な
い
州
を
追
加
し
て
お
く
。『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
・
靜
琳
傳
に
「
仁
壽
四
年
、
勅
を
下
し
て
舍
利
を

華
原
石
門
山
の
神
德
寺
に
送
ら
し
む
。
琳
は
卽
ち
此
に
住
し
、
靜
に
居
り
て
課
業
し
、
行
解
の
盛
、
名
は
京
師
に
布
く
」（「
仁
壽
四
年
、

下
勅
送
舍
利
於
華
原
石
門
山
之
神
德
寺
。
琳
卽
於
此
住
、
居
靜
課
業
、
行
解
之
盛
、
名
布
京
師
」
T
50,590b）
と
あ
る
華
原
石
門
山
神

德
寺
で
あ
る
。
靜
琳
傳
に
は
、
靜
琳
が
神
德
寺
の
住
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
の
み
で
、
神
德
寺
に
送
舍
利
し
た
沙
門
の
名
が
見
え
な
い
。
し

か
し
、
一
九
六
九
年
、
こ
の
神
德
寺
遺
址
か
ら
隋
代
の
舍
利
石
函
や
塔
銘
が
出
土
し
た
。
塔
銘
の
末
行
に
「
送
舍
利
大
德
沙
門
僧
暉
」
と

11

刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
僧
暉
の
こ
と
は
こ
れ
以
上
わ
か
ら
な
い
が
、

帝
期
の
翻
譯
十
大
德
の
一
人
僧
暉
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

12

以
上
の
補
訂
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、【
附
表
１
】
の
よ
う
に
な
る
。

二

仁
壽
舍
利
塔
事
業
關
連
史
料
の
考
證

さ
て
、
上
述
の
結
果
に
よ
っ
て
起
塔
數
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
。

仁
壽
元
年
＝
三
十
州

仁
壽
二
年
＝
五
十
三
州

仁
壽
四
年
＝
二
十
七
州

總

計
＝
百
十
州

第
三
回
の
起
塔
州
は
『
續
高
僧
傳
』
の
記
述
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
段
階
で
は
二
十
七
州
よ
り
他
に
は
見
出
せ
な

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
第
二
回
の
起
塔
州
數
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
五
十
一
州
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
省
く
必
要
は
な
い
と

も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
關
連
史
料
を
仔
細
に
見
て
い
く
と
、
五
十
一
州
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
回
の
起
塔
數
を
示
す
の
は
、『
廣
弘
明
集
』
卷
十
七
、『
集
神
州
三
寶
感
通
錄
』（
以
下
『
感
通
錄
』）
卷
上
、『
法
苑
珠
林
』（
以
下

『
珠
林
』）
卷
四
十
が
等
し
く
載
せ
る
と
こ
ろ
の
隋
・
著
作
郞
王
劭
の
「
舍
利
感
應
記
」
で
あ
る
。
し
か
し
、『
廣
弘
明
集
』
卷
十
七
は

13

「
五
十
一
州
」
と
し
、『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』
は
と
も
に
「
五
十
三
州
」
と
記
し
て
い
る
。

14

さ
ら
に
問
題
が
あ
る
。『
廣
弘
明
集
』
に
は
第
二
回
に
お
け
る
具
體
的
な
起
塔
州
名
を
列
記
す
る
部
分
と
、
各
州
で
起
こ
っ
た
感
應
譚

を
列
記
す
る
部
分
と
が
あ
り
、
前
者
を
Ａ
、
後
者
を
Ｂ
と
す
る
と
、
Ａ
箇
所
で
は
五
十
二
の
州
名
を
記
し
、
Ｂ
箇
所
で
は
四
十
四
の
州
名

を
擧
げ
る
だ
け
で
、
か
つ
Ａ
箇
所
に
は
な
い
「
明
州
」
が
增
え
て
い
る
の
で
あ
る
。『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』
は
州
名
を
一
度
記
す
の
み

で
、
そ
の
州
名
の
後
に
夾
注
で
も
っ
て
感
應
譚
を
簡
述
す
る
形
式
を
と
る
。

こ
の
よ
う
に
互
い
に
記
載
が
食
い
違
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
書
の
い
ず
れ
を
基
準
と
す
べ
き
か
惱
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』
の
「
舍
利
感
應
記
」
が
『
廣
弘
明
集
』
の
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
こ
と
が
藤
善
眞
澄
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
三
書
が
記
す
舍
利
塔
の
起
塔
州
名
の
排
列
順
序
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』

15

の
兩
書
が
基
本
的
に
『
廣
弘
明
集
』
の
Ａ
箇
所
に
依
據
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（【
附
表
２
】
參
照
）。
と
は
い
え
、『
感
通
錄
』
は
三

十
番
目
の
「
黎
州
」
以
降
の
順
序
と
、
三
十
七
番
目
に
「
沈
州
」
が
加
え
ら
れ
、
計
五
十
三
州
に
な
っ
て
い
る
點
に
お
い
て
『
廣
弘
明

集
』
と
相
違
す
る
。
他
方
、『
珠
林
』
は
基
本
的
に
『
廣
弘
明
集
』
の
Ａ
箇
所
の
順
序
に
よ
る
も
の
の
、『
感
通
錄
』
と
同
じ
く
三
十
七

番
目
に
「
沈
州
」
を
增
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
沈
州
」
を
入
れ
た
た
め
に
生
じ
た
『
廣
弘
明
集
』
の
順
序
と
の
間
の
ズ
レ
を
直
す
た

め
に
、
そ
の
ま
ま
行
け
ば
三
十
九
番
目
に
な
る
は
ず
の
「
杞
州
」
を
最
後
（
五
十
三
番
目
）
に
ま
わ
し
、
三
十
九
番
目
の
「
許
州
」
か
ら
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五
十
二
番
目
の
「
鄭
州
」
ま
で
を
、
す
べ
て
『
廣
弘
明
集
』
の
順
序
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
道
世
が
道
宣
の
二
つ

の
著
述
間
の
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
苦
心
し
た
樣
子
を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
、『
珠
林
』
が
『
廣
弘
明
集
』
に
基
づ
い
た
こ
と
は
こ
の
點

か
ら
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
二
回
の
起
塔
州
に
つ
い
て
は
『
廣
弘
明
集
』
の
Ａ
箇
所
を
基
準
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、『
廣
弘
明
集
』
に
は
な
く
、『
感
通
錄
』
で
現
れ
る
「
沈
州
」
は
、
道
宣
が
『
感
通
錄
』
を
著
述
す
る
際
に
誤
っ
て
入
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。『
續
高
僧
傳
』
に
「
沈
州
」
の
記
事
が
な
い
の
も
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
い
ま
暫
定
的
に
「
沈

州
」
を
除
く
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、「
沈
州
」
の
よ
う
に
『
續
高
僧
傳
』
に
徵
し
得
な
い
起
塔
州
は
、
第
二
回
に
限
っ
て
い
え
ば
、
他
に
「
梁
州
」・「
蘭
州
」・

「
利
州
」・「
洺
州
」・「
鄭
州
」・「
明
州
」
の
六
州
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
梁
州
」・「
蘭
州
」・「
利
州
」・「
洺
州
」
の
四
州
は
『
廣
弘
明

集
』『
感
通
錄
』『
珠
林
』
の
三
書
の
す
べ
て
に
見
え
る
が
、「
明
州
」
と
「
鄭
州
」
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

「
明
州
」
は
、
先
述
の
通
り
、『
廣
弘
明
集
』
の
Ｂ
箇
所
に
あ
る
だ
け
で
、『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
隋

書
』
地
理
志
に
よ
れ
ば
、「
明
州
」
は
九
德
帶
郡
、
す
な
わ
ち
林
邑
に
隣
接
す
る
地
域
に
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
明
州
」
へ
の
起
塔

を
も
っ
て
、
對
林
邑
政
策
に
關
連
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
確
か
に
興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
明
州
」
の
上
表
は
、
大
正
藏

16

を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
版
本
で
は
、
一
つ
の
段
落
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
底
本
と
な
る
高
麗
版
大
藏
經
再
雕
本
、

17

さ
ら
に
遡
っ
て
初
雕
本
で
は
、
と
も
に
そ
の
前
に
あ
る
「
利
州
表
」
に
接
續
さ
せ
て
、「
明
州
表
」
と
い
う
獨
立
し
た
一
段
を
設
け
て
い

な
い
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
明
州
表
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
否
か
が
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
初
雕
本
の
該
當
箇
所
を
、
句

點
を
入
れ
ず
に
示
し
て
み
る
。

利
州
表
云
舍
利
三
月
二
十
六
日
夜
一
／
更
內
放
光
遍
照
衙
內
如
月
明
州
表
云
／
四
月
八
日
下
舍
利
掘
地
安
石
函
乃
得
／
一
像

、
、
、

18
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（
／
は
改
行
箇
所
、
傍
點
筆
者
）

「
利
州
」
の
感
應
譚
は
『
續
高
僧
傳
』
に
見
え
な
い
も
の
の
、『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
利
州
〈
放
光
如
日
明
〉」「
利

、
、
、

州
〈
放
光
如
日
月
〉」
と
あ
り
、
傍
點
箇
所
の
表
現
が
引
用
の
『
廣
弘
明
集
』
の
そ
れ
と
類
似
す
る
。
さ
ら
に
『
珠
林
』
の
對
校
本

、
、
、

（
宋
・
明
・
宮
本
）
は
「
如
日
月
」
を
「
如
月
明
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
は
「
如
月
明
。

、
、
、

州
表
云
」
と
句
讀
を
切
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
で
は
「
州
表
云
」
と
い
う
表
現
が
二
度
出
て
く
る
不
自

然
さ
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
の
不
自
然
さ
が
ゆ
え
に
「
明
州
表
」
と
讀
ま
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『
感
通
錄
』
と
『
珠

林
』
が
『
廣
弘
明
集
』
に
基
づ
く
こ
と
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
珠
林
』
は
道
宣
の
著
作
を
忠
實
に
祖
述
し
て
い
た
。
そ

の
『
珠
林
』
が
「
明
州
」
を
載
せ
て
い
な
い
事
實
は
、「
明
州
表
」
と
し
て
捉
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。「
明
州

表
」
は
後
世
、『
廣
弘
明
集
』
が
刋
行
さ
れ
る
過
程
で
「
出
現
」
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、「
明
州
」
を
省
く

こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
「
鄭
州
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。「
鄭
州
」
は
『
廣
弘
明
集
』
の
Ａ
箇
所
で
は
最
後
に
記
さ
れ
て
お
り
、
Ｂ
箇
所
で
は
「
鄭
州
。

舍
利
放
光
、
幡
向
內
垂
」（
T
52,219c）
と
し
て
僅
か
に
感
應
譚
を
記
す
だ
け
で
あ
る
。『
感
通
錄
』
と
『
珠
林
』
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
樣

の
內
容
を
夾
注
で
記
し
て
い
る
。「
鄭
州
」
へ
の
起
塔
は
第
一
回
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
第
二
回
の
「
鄭
州
」
起
塔
を
事
實
と
す
れ
ば
、
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「
鄭
州
」
は
二
度
の
起
塔
を
受
け
た
特
殊
な
州
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
起
塔
時
に
發
現
し
た
感
應
現
象
を
傳
え
た
上
表
と
、
第
二

回
の
そ
れ
と
が
內
容
的
に
近
似
す
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
第
一
回
の
「
鄭
州
」
表
を
原

で
示
す
と
、

鄭
州
於
定
覺
寺
起
塔
。
…
…
舍
利
將
入
函
、
四
面
懸
幡
、
無
風
而
一
時
內
向
。（
T
52,215b）

と
な
る
。
四
面
の
懸
幡
が
風
も
な
く
內
側
に
向
か
っ
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
表
現
は
若
干
異
な
る
も
の
の
、
現
象
と
し
て
は
第
二
回
の
も

の
と
同
一
で
あ
る
。「
鄭
州
」
に
同
じ
感
應
現
象
が
二
回
現
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、「
鄭
州
」
の
こ
と
が
第
二
回
に
も
誤
っ
て
入
れ
ら
れ



山
崎
宏
〔
一
九
三
四
〕。

1

大
島
幸
代
・
萬
納
惠
介
〔
二
〇
一
二
〕。

2

山
崎
宏
『
支
那
中
世
佛
敎
の
展
開
』（
淸
水
書
店
、
一
九
四
二
年
）
三
三
三
頁
。

3

「
淅
州
」
を
「
浙
州
」
と
誤
訛
す
る
例
は
『
周
書
』、『
北
史
』
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、『
周
書
』
孝
閔
帝
紀
に
あ
る
「
浙
州
」
の
校
勘
に
「
隋
書
卷
三

4
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た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
。
送
舍
利
が
二
回
行
わ
れ
た
例
は
、
他
に
「
秦
州
」
が

あ
る
が
、
こ
の
「
秦
州
」
の
場
合
に
は
「
重
得
舍
利
」（
T
52,217b）
と
い
う
夾
注
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
州
に
二
度
も
舍
利
が
送
ら

れ
る
の
が
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
注
が
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
回
の
「
鄭
州
」
に
は
こ

の
種
の
注
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
來
、
王
劭
の
「
舍
利
感
應
記
」
に
第
二
回
の
「
鄭
州
」
起
塔
の
こ
と
は
な
く
、『
廣
弘
明
集
』

へ
抄
寫
編
集
さ
れ
る
過
程
で
誤
り
記
さ
れ
た
と
見
な
す
の
が
妥
當
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

第
一
回
・
第
二
回
の
感
應
譚
の
類
似
性
お
よ
び
重
置
を
示
す
夾
注
が
な
い
理
由
も
、
と
も
ど
も
肯
ん
ぜ
ら
れ
る
。

「
沈
州
」、「
明
州
」、「
鄭
州
」
を
第
二
回
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、『
廣
弘
明
集
』
が
記
す
よ
う
に
第
二
回
の
起

塔
州
數
は
五
十
一
州
と
な
る
。

や
や
問
題
も
殘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論

で
は
以
上
の
結
果
を
も
と
に
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
論
末
尾
に
附
し
た
一
覽
表
と

地
圖
は
、
以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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な
お
、
蕭

に
つ
い
て
は
、
愛
宕
元
〔
一
九
八
二
〕、
大
內

雄
〔
一
九
八
三
ａ
〕
參
照
。

5

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
、
志
念
傳
「
隋
漢
王
諒
、
作
鎭
晉
陽
、
班
條
衞
冀
、
搜
選
名
德
。
…
…
諒
乃
於
宮
城
之
內
、
更
築
子
城
、
安
置
靈
塔
、
別
造

6

精
舍
。
名
爲
內
城
寺
。
引
〔
志
〕
念
居
之
。
開
義
寺
是
也
」（
T
50,509a）。「
安
置
靈
塔
」
の
靈
塔
は
仁
壽
舍
利
塔
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
し
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
志
念
傳
に
は
開
義
寺
が
內
城
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
は
あ
る
も
の
の
、
舊
名
が
無
量
壽
寺
で
あ
っ
た
か
確
か
で
は

7

な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
隋
國
立
佛
舍
利
塔
詔
」
の

帝
自
注
州
寺
名
と
『
續
高
僧
傳
』
あ
る
い
は
『
舍
利
感
應
記
』
の
記
述
と
の
間
で
寺
名
が
異
な

る
例
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
舍
利
塔
詔
」
に
お
い
て
「
嵩
州
嵩
岳
寺
」
と
さ
れ
て
い
た
寺
院
は
、『
感
應
記
』
に
は
閑
居
寺
と
見
え
る
。
嵩
岳

寺
は
李
邕
撰
『
嵩
岳
寺
碑
』
の
記
載
か
ら
、
も
と
も
と
閑
居
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
本
論
第
一
章
、
參
照
）。

帝
が
特
に
指
定
し

た
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
起
塔
寺
院
を
變
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
無
量
壽
寺
も
開
義
寺
の
舊
稱
か
別
稱
と

捉
え
た
方
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。

『
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歷
代
石
刻
拓
本
匯
編
』
第
九
册
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）「
梓
州
舍
利
塔
銘
」。
た
だ
し
、『
北
京
圖
書
館
藏
中

8

國
歷
代
石
刻
拓
本
匯
編
』
所
載
の
「
梓
州
舍
利
塔
銘
」
は
、
標
題
と
拓
本
影
印
と
が
次
頁
の
「
花
成
寺
舍
利
塔
記
」
と
互
い
違
い
に
な
っ
て
い
る
。

「
梓
州
舍
利
塔
銘
」
拓
影
は
一
六
五
頁
に
あ
る
。

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
、
善
冑
傳
「
開
皇
將
末
、
蜀
王
秀
鎭
部
梁
益
、
携
與
同
行
、
岷

望
德
、
日
歸
成
務
。
逮
仁
壽
末
歲
、
還
返
關
中
、
處
蜀
道

9

財
、
悉
營
尊
像
、
光
坐
嚴
飾
、
絕
世
名
士
。
雖
途
經
危
險
、
而
步
運

逹
、
在
京
供
養
、
以
爲
模
範
。
會

帝
置
塔
、
勅
送
舍
利
于
梓
州
牛
頭
山
華

林
寺
」（
T
50,519b）。

河
上
麻
由
子
〔
二
〇
一
三
〕。
銘

の
引
用
は
本
論

四
六
一
頁
に
よ
る
。
な
お
本
章
附
圖
も
參
照
の
こ
と
。

10

朱
捷
元
・
秦
波
〔
一
九
七
四
〕。
本
章
附
圖
、
參
照
。

11
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〇
地
理
志
・
淅
陽
郡
條
云
、
西
魏
置
淅
州
、
浙
乃
淅
之
誤
」
と
あ
る
。

、
、
、
、
、
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『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
、
大
隋
錄
「
到
〔
開
皇
〕
十
二
年
、
翻
書
訖
了
、
合
得
二
百
餘
卷
、
進
畢
。
爾
時
〔
那
連
提
〕
耶
舍
先
已
歿
亡
。
仍
勅

12

〔
闍
那
〕
崛
多
、
專
主
翻
譯
、
移
法
席
就
大
興
善
寺
。
更
召
婆
羅
門
沙
門
逹
摩

多
、

遣
高
天
奴
・
高
和
仁
兄
弟
等
同
翻
。
又
增
置
十
大
德
沙
門

＊

僧
休
・
法
粲
・
法
經
・
慧
藏
・
洪
遵
・
慧
遠
・
法
纂
・
僧
暉
・
明
穆
・
曇
遷
等
、
監
掌
始
末
、
詮
定
旨
歸
」（
T
49,104b）。
＊
大
正
藏
は
「
僧
」

、
、

に
作
る
。
宋
・
元
・
明
三
本
お
よ
び
宮
本
に
し
た
が
い
「
增
」
に
改
め
た
。

「
舍
利
感
應
記
」
に
つ
い
て
は
、
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
三
〕
參
照
。

13

『
廣
弘
明
集
』
卷
十
七
「
仁
壽
二
年
正
月
二
十
三
日
、
復
分
布
五
十
一
州
、
建
立
靈
塔
」（
T
52,217a）。『
集
神
州
三
寶
感
通
錄
』
卷
上
「
仁
壽
三

14

（
二
）
年
正
月
、
復
分
布
舍
利
五
十
三
州
」（
T
52,412c）。『
法
苑
珠
林
』
卷
四
十
で
は
「
仁
壽
二
年
正
月
二
十
三
日
。
復
分
布
五
十
三
州
、
建
立

靈
塔
」（
T
53,604a）。
な
お
『
感
通
錄
』
の
「
仁
壽
三
年
」
は
「
仁
壽
二
年
」
の
誤
り
。

『
集
神
州
三
寶
感
通
錄
』
卷
上
と
『
法
苑
珠
林
』
卷
四
十
の
「
舍
利
感
應
記
」
が
『
廣
弘
明
集
』
に
基
づ
く
こ
と
は
、
前
揭
註
（

）
藤
善
〔
一
九

15

13

七
三
〕
に
指
摘
が
あ
る
。

前
揭
註
（
２
）
大
島
幸
代
・
萬
納
惠
介
〔
二
〇
一
二
〕
は
、「
明
州
」
起
塔
に
つ
い
て
、
隋
の
南
方
政
策
と
連
動
し
た
對
林
邑
政
策
の
可
能
性
を
指
摘

16

す
る
。

「
明
州
」
を
一
つ
の
段
落
と
す
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、
大
正
藏
以
外
に
磧
砂
藏
、
徑
山
藏
、
縮
藏
が
あ
る
。
大
正
藏
校
勘
に
よ
れ
ば
、
元
本
は
Ａ

17

箇
所
の
排
列
が
高
麗
藏
と
異
な
り
、
ま
た
「
明
州
」
が
加
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
Ｂ
部
の
排
列
の
相
違
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
磧
砂
藏
も
Ａ
箇
所
に

「
明
州
」
を
加
え
て
い
る
。

高
麗
藏
初
雕
本
は
、
域
外
漢
籍
珍
本

庫
『
高
麗
大
蔵
經
初
刻
本
輯
刋
』（
西
南
師
範
大
學
出
版
社
・
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
四
〇
七
頁
。
金

18

藏
廣
勝
寺
本
の
記
載
も
引
用

と
同
樣
で
あ
る
（『
中
華
藏
』
六
十
三
册
、
百
三
十
頁
、
中
段
）。

『
集
神
州
三
寶
感
通
錄
』「
鄭
州
〈
放
光
幡
內
〉」（
T
52,412c）、『
法
苑
珠
林
』「
鄭
州
〈
放
光
幡
內
向
明
〉」（
T
53,604b）。

19
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【附表１】

山崎宏「仁壽年間建立舍利塔分布表」 補訂箇所
地名 仁壽四年：同（＝鄭州）（河南省）晉安寺 鄂州（湖北省）

仁壽四年：浙州（四川省）法相寺 淅州（河南省）
寺名 仁壽二年：宋州（河南省）津梁寺 寺名不明
年次 仁壽元年：長安（陝西省）大興善寺 表より除外

仁壽二年：荊州（湖北省）開義寺 仁壽元年：幷州（山西省）開義寺
仁壽元年：幷州（山西省）無量壽寺
仁壽元年：梓州（四川省）華林寺 仁壽四年
仁壽二年：交州禪衆寺 仁壽元年

追加 ― 仁壽四年：宜州（陝西省）神德寺

【附表２】
第二回起塔州名、排列次第

『広弘明集』『集神州三寶感通錄』『法苑珠林』對照表

広弘明集 感通錄 法苑珠林
A B 元本 磧砂本

1 恆州 恆州 恆州 恆州 恆州 常（恆）州
2 泉州 瀛州 瀛州 瀛州 泉州 泉州
3 循州 黎州 黎州 黎州 循州 循州
4 營州 觀州 觀州 觀州 營州 營州
5 洪州 魏州 魏州 魏州 洪州 洪州
6 杭州 秦（泰）州 秦州 秦州 抗（杭）州 杭州
7 涼州 兗州 兗州 兗州 涼州 涼州
8 德州 曹州 曹州 曹州 德州 德州
9 滄州 晉州 晉州 晉州 滄州 滄州
10 觀州 杞州 杞州 杞州 觀州 觀州
11 瀛州 徐州 徐州 徐州 瀛州 瀛州
12 冀州 鄧州 鄧州 鄧州 冀州 冀州
13 幽州 安州 安州 安州 幽州 幽州
14 徐州 趙州 趙州 趙州 徐州 徐州
15 莒州 豫州 豫州 豫州 莒州 莒州
16 齊州 利州 利州 利州 齊州 齊州
17 萊州 明州 明州 明州 菜州 萊（菜）州
18 楚州 衞州 衞州 衞州 楚州 楚州
19 江州 洺州 洺州 洺州 江州 江州
20 潭州 毛州 毛州 毛州 潭州 潭州
21 毛州 冀州 冀州 冀州 毛州 毛州
22 貝州 宋州 宋州 宋州 貝州 貝州
23 宋州 懷州 懷州 懷州 宋州 宋州
24 趙州 汴州 汴州 汴州 趙州 趙州
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25 濟州 洛州 洛州 洛州 濟州 濟州
26 兗州 幽州 幽州 幽州 兗州 兗州
27 壽州 許州 許州 許州 壽州 壽州
28 信州 荆州 荆州 荆州 信州 信州
29 荊州 濟州 濟州 濟州 荊州 荊州
30 梁州 楚州 楚州 楚州 黎州 蘭州
31 蘭州 莒州 莒州 莒州 慈州 梁州
32 利州 營州 杭州 營州 魏州 利州
33 潞州 抗（杭）州 潭州 杭州 潞州 潞州
34 黎州 潭州 潞州 潭州 汴州 黎州
35 慈州 潞州 洪州 潞州 杞州 慈州
36 魏州 洪州 德州 洪州 許州 魏州
37 汴州 德州 鄭州 德州 沈州 沈州
38 杞州 鄭州 江州 鄭州 蘭州 汴州
39 許州 江州 蘭州 江州 梁州 許州
40 豫州 蘭州 慈州 蘭州 利州 豫州
41 顯州 慈州 廉州 慈州 豫州 顯州
42 曹州 廉州 雍州 廉州 顯州 曹州
43 安州 雍州 泉州 雍州 曹州 安州
44 晉州 陝州 萊州 泉州 安州 （晉）州
45 懷州 ― 壽州 萊州 鄧州 懷州
46 陜州 ― 顯州 壽州 秦州 陝州
47 洛州 ― 梁州 顯州 衛州 洛州
48 鄧州 ― 貝州 梁州 洺州 鄧州
49 秦州 ― 循州 貝州 晉州 秦州
50 衛州 ― 滄州 循州 懷州 衛州
51 洺州 ― 齊州 滄州 陝州 沼（洺）州
52 鄭州 ― 信州 齊州 洛州 鄭州
53 ― ― 陝州 信州 鄭州 杞州
54 ― ― ― 陝州 ― ―
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第
三
節

「
勅
使
大
德
」
を
め
ぐ
っ
て

は

じ

め

に

仁
壽
舍
利
塔
事
業
は
、
中
央
よ
り
派
遣
さ
れ
た
沙
門
が
全
國
諸
州
に
舍
利
を
奉
送
し
、
各
地
で
舍
利
を
供
養
、
そ
し
て
舍
利
塔
を
建
立

す
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
持
つ
。
そ
の
年
次
と
規
模
は
、
前
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
事
業
の
實
施
に
當
た
り
「
隋
國
立
舍
利
塔

詔
」
を
發
布
し
て
舍
利
を
奉
送
す
る
派
遣
團
の
構
成
、
起
塔
地
の
條
件
、
舍
利
埋
納
の
日
時
等
を
詳
細
に
規
定
す
る
な
ど
、
計
畫
的
か
つ

組
織
的
に
實
施
さ
れ
た
國
家
主
導
の
佛
敎
事
業
が
仁
壽
舍
利
塔
事
業
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
事
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、

帝
の
實
施
動
機

や
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
想
・
理
念
の
究
明
、
あ
る
い
は
當
該
期
に
盛
行
し
た
舍
利
信
仰
を
軸
に
し
た
考
究
が
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き

て
い
る
。

1

し
か
し
、
こ
の
事
業
の
當
該
期
の
他
の
佛
敎
事
業
に
比
べ
て
の
特
殊
性
は
、
た
だ
國
家
的
規
模
で
推
進
さ
れ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の

實
施
に
あ
た
っ
て
多
量
の
沙
門
が
密
接
に
關
與
し
て
い
た
點
に
あ
る
。
い
っ
た
い
、
事
業
の
流
れ
を
ご
く
大
雜
把
に
い
え
ば
、

①
詔
の
頒
布

②
舍
利
奉
送
の
沙
門
の
選
出

③
派
遣
團
に
よ
る
起
塔
州
へ
の
送
舍
利

④
具
體
的
な
起
塔
地
の
調
査
・
選
定
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⑤
起
塔
地
で
の
舍
利
供
養
儀
禮
の
實
施

⑥
所
定
日
時
に
舍
利
を
塔
基
に
埋
納

⑦
⑧
舍
利
感
應
譚
の
上
奏

⑦
⑧
舍
利
塔
の
建
立

と
な
る
。
こ
の
う
ち
③
か
ら
⑧
の
地
方
で
の
實
質
的
な
活
動
は
中
央
派
遣
の
沙
門
―
―
こ
こ
で
は
「
勅
使
大
德
」
と
い
う
呼
稱
を
用
い
る2

―
―
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
事
業
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
勅
使
大
德
と
そ
れ
に
關
わ
る
事
柄
に
對
す
る
檢
討
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
勅
使
大
德
を
も
含
め
た
考
察
は
こ
れ
ま
で
僅
か
で
あ
っ
た
。
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
、
佐
々
木
功
成
、
大
野
雅
仁
兩
氏
の
論

考
が
存
す
る
程
度
で
あ
る
。
特
に
大
野
論

は
短
い
も
の
と
は
い
え
、
起
塔
地
や
「
派
遣
僧
」
の
地
域
性
、
起
塔
地
と
「
派
遣
僧
」
の
緣

3故
の
地
と
の
關
係
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、
や
や
等
閑
に
附
さ
れ
て
き
た
勅
使
大
德
に
つ
い
て
一
步
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
行
っ
て
お
り
、
最

近
發
表
さ
れ
た
大
島
幸
代
・
萬
納
惠
介
兩
氏
の
「
隋
仁
壽
舍
利
塔
硏
究
序
說
」
も
大
野
氏
の
所
論
を
取
り
上
げ
つ
つ
起
塔
地
等
の
問
題
に

4

言
及
し
て
い
る
。
だ
が
、
大
野
氏
が
起
塔
地
や
「
派
遣
僧
」
の
出
身
地
に
舊
北
齊
地
域
へ
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
北
齊
地
域

に
對
す
る
何
ら
か
の
政
治
的
意
圖
が
あ
っ
て
行
わ
れ
た
事
を
表
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
事
業
が
一
面
に
お
い
て
舊
北
齊
地
域

5

の
人
心
收
攬
策
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
た
の
は
、
全
面
的
に
否
定
で
き
な
い
と
は
い
え
、
再
檢
討
の
餘
地
を
殘
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
檢
討

を
進
め
て
い
く
と
、
當
該
事
業
に
關
す
る
議
論
の
前
提
事
項
が
さ
ほ
ど
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
氣
づ
か
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、

帝
の
佛
敎
政
策
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
仁
壽
舍
利
塔
事
業
に
關
し
て
、
基
礎
的
な
事
柄
の
檢
討
・
考

察
を
行
い
た
い
。
具
體
的
に
は
、
勅
使
大
德
の
銓
衡
法
、
起
塔
州
の
選
定
、
勅
使
大
德
と
起
塔
地
と
の
關
係
性
な
ど
の
問
題
を
取
り
上
げ

て
い
く
。
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一

勅
使
大
德
の
銓
衡
法

仁
壽
元
年
（
六
〇
一
）
六
月
十
三
日
發
布
の
「
隋
國
立
舍
利
塔
詔
」
に
よ
れ
ば
、
勅
使
大
德
に
は
「
法
相
を
諳
解
し
、
兼
て
宣
導
に
堪

う
る
者
」（「
諳
解
法
相
、
兼
堪
宣
導
者
」『
廣
弘
明
集
』
卷
十
七
、
T
52,213b）
を
請
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
佛
敎
敎
理
に
深
く
通
ず

る
だ
け
で
な
く
、
人
々
に
法
を
說
き
敎
え
に
導
く
能
力
に
す
ぐ
れ
た
沙
門
を
勅
使
大
德
の
選
任
基
準
と
し
た
。「
度
す
る
所
の
僧
尼
二
十

三
萬
人
」（『
辯
正
論
』
卷
三
、
十
代
奉
佛
篇
上
、
隋

帝
條
、
T
52,509b）
と
い
わ
れ
た

帝
の
時
代
、
こ
の
よ
う
な
沙
門
を
如
何
に

し
て
選
ん
だ
の
か
。
先
行
硏
究
で
は
こ
の
點
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

確
か
に
、
詔
に
よ
っ
て
勅
使
大
德
の
選
任
基
準
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
任
命
の
權
が
朝
廷
に
あ
っ
た
の
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
だ
し
、

任
命
す
る
に
は
、
勅
使
大
德
に
相
應
し
い
沙
門
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
・
道
密
傳
に
「
會
た
ま
仁
壽
の
塔
興
、

德
望
を
銓
衡
す
。
尋
い
で
勅
を
下
し
て
召
し
、
舍
利
を
同
州
大
興
國
寺
に
送
ら
し
む
」（「
會
仁
壽
塔
興
、
銓
衡
德
望
。
尋
下
勅
召
、
送
舍

利
于
同
州
大
興
國
寺
」
T
50,667b）
と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
銓
衡
は
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
。

勅
使
大
德
銓
衡
の
詳
細
を
記
す
史
料
は
に
わ
か
に
見
出
し
難
い
が
、『
續
高
僧
傳
』
卷
九
・
僧
粲
傳
に
次
の
よ
う
に
あ
り
、
仁
壽
二
年

（
六
〇
二
）
の
第
二
回
事
業
で
の
銓
衡
が
所
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
沙
門
の
主
體
的
參
加
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
傳
え

て
い
る
。

仁
壽
二
年
、

帝
下
勅
置
塔
諸
州
。
所
司
量
遣
大
德
、
多
非
暮
齒
。
粲
欲
開
闡
佛
種
、
廣
布
皇
風
、
躬
率
同
倫
洪
遵
律
師
等
、
參
預

使
任
。（
T
50,500b）

仁
壽
二
年
、

帝
勅
を
下
し
て
塔
を
諸
州
に
置
く
。
所
司
量
り
て
大
德
を
遣
わ
さ
ん
と
す
る
に
、
多
く
は
暮
齒
に
非
ら
ず
。〔
僧
〕
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粲
、
開
き
て
佛
種
を
闡
ら
か
に
し
、
廣
く
皇
風
を
布
か
ん
と
欲
し
、
躬
ら
同
倫
の
洪
遵
律
師
等
を
率
い
て
使
任
に
參
預
す
。

こ
の
「
所
司
」
が
い
か
な
る
官
司
に
屬
し
た
か
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い
。
ま
た
第
一
回
の
銓
衡
も
不
明
で
あ
る
が
、
第
二
回
の
例
か
ら
推

し
て
、
所
司
が
銓
衡
し
た
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
第
二
回
の
場
合
、
所
司
銓
衡
の
後
に
そ
の
結
果
に
不
滿
を
抱
い
た
僧
粲

た
ち
が
自
主
的
に
事
業
に
參
與
し
た
と
い
う
。

僧
粲
、
俗
姓
孫
氏
、

州
陳
留
の
人
。
若
き
頃
よ
り
北
齊
・
陳
・
北
周
の
領
域
を
巡
っ
て
「
三
國
の
論
師
」
と
自
稱
し
た
沙
門
と
し
て

名
高
い
。
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）
に
入
京
し
、
十
七
年
（
五
九
七
）
に
「
二
十
五
衆
第
一
摩
訶
衍
匠
」
に
補
せ
ら
れ
た
、
當
時
の
長
安
佛

6

敎
界
の
領
袖
で
あ
る
。
仁
壽
二
年
、
時
に
年
七
十
四
。
そ
ん
な
僧
粲
に
す
れ
ば
、
所
司
銓
衡
の
沙
門
が
「
多
く
は
暮
齒
に
非
ら
ず
」、
す

な
わ
ち
若
輩
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
賴
り
な
い
も
の
に
映
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
時
に
年
七
十
三
で
あ
っ
た
洪
遵
や
他
の

沙
門
を
連
れ
だ
っ
て
勅
使
大
德
の
任
に
與
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
僧
粲
ら
の
こ
う
し
た
積
極
的
參
加
の
態
度
を
受
け
、
す
で
に
所
司
に
選
ば

れ
て
い
た
沙
門
が
ど
の
程
度
更
新
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
第
二
回
が
第
一
回
、
三
回
の
三
十
州
と
異
な
り
五
十
一
州
で
あ
る

こ
と
よ
り
考
え
る
と
、
本
來
は
三
十
州
で
あ
り
、
そ
の
分
の
勅
使
大
德
が
選
出
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
僧
粲
ら
が
加
え
ら
れ
た

と
見
た
方
が
妥
當
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
と
よ
り
詳
ら
か
に
は
で
き
な
い
。
朝
廷
の
銓
衡
結
果
に
對
す
る
僧
粲
ら
の
不
滿
は
、
國
家
と
敎

團
內
と
で
認
め
ら
れ
る
勅
使
大
德
適
任
者
の
基
準
や
そ
の
評
價
が
一
致
し
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
沙
門
側

の
積
極
的
參
與
を
誘
發
し
た
と
い
え
、
大
德
任
命
が
決
し
て
上
か
ら
の
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

二
年
後
の
仁
壽
四
年
、
第
三
回
事
業
が
行
わ
れ
る
と
、
銓
衡
の
仕
方
は
さ
ら
に
變
化
を
呈
す
る
。
諸
寺
の
三
綱
（
上
座
・
寺
主
・
維

那
）
の
協
議
に
よ
っ
て
勅
使
大
德
と
し
て
推
薦
す
べ
き
沙
門
を
選
び
出
し
、
錄
し
て
奏
聞
す
る
よ
う
に
と
の
詔
が
下
さ
れ
て
い
る
。
第
二

回
事
業
の
際
、
國
家
と
敎
團
の
間
で
大
德
選
出
基
準
に
齟
齬
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
の
措
置
で
あ
ろ
う
。『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
・

洪
遵
傳
に
い
う
。
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仁
壽
四
年
、
下
詔
曰
、
朕
祇
受
肇
命
、
撫
育
生
民
、
遵
奉
聖
敎
、
重
興
象
法
。
而
如
來
大
慈
、
覆
護
群
品
、
感
見
舍
利
、
開
導
含
生
。

朕
已
分
布
遠
近
、
皆
起
靈
塔
、
其
間
諸
州
、
猶
有
未
遍
。
今
更
請
大
德
、
奉
送
舍
利
、
各
往
諸
州
、
依
前
造
塔
。
所
請
之
僧
、
必
須

德
行
可
尊
、
善
解
法
相
、
使
能
宣
揚
佛
敎
、
感
𥧝
愚
迷
。
宜
集
諸
寺
三
綱
、
詳
共
推
擇
、
錄
以
奏
聞
。
當
與
一
切
蒼
生
、
同
斯
福
業
。

遵
乃
搜
擧
名
解
者
、
用
承
上
命
。（
T
50,611c）

仁
壽
四
年
、
詔
を
下
し
て
曰
く
、
朕
は
祇
に
肇
命
を
受
け
、
生
民
を
撫
育
し
、
聖
敎
を
遵
奉
し
、
象
法
を
重
興
す
。
而
し
て
如
來
の

大
慈
、
群
品
を
覆
護
し
、
舍
利
を
感
見
し
、
含
生
を
開
導
す
。
朕
は
已
に
遠
近
に
分
布
し
、
皆
く
靈
塔
を
起
つ
る
も
、
其
の
間
の
諸

州
、
猶
お
未
だ
遍
か
ら
ざ
る
有
り
。
今
、
更
に
大
德
に
請
い
て
、
舍
利
を
奉
送
せ
し
め
、
各
々
諸
州
に
往
き
て
、
前
に
依
り
て
塔
を

造
ら
し
む
。
請
う
所
の
僧
は
、
必
ず
須
ら
く
德
行
尊
ぶ
べ
く
、
善
く
法
相
を
解
し
、
能
く
佛
敎
を
宣
揚
し
、
愚
迷
を
感
𥧝
せ
し
む
る

も
の
な
る
べ
し
。
宜
し
く
諸
寺
の
三
綱
を
集
め
、
詳
か
に
共
に
推
擇
し
、
錄
し
て
以
て
奏
聞
す
べ
し
。
當
に
一
切
の
蒼
生
と
と
も
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

斯
の
福
業
を
同
じ
く
す
べ
し
、
と
。〔
洪
〕
遵
、
乃
ち
名
解
な
る
者
を
搜
擧
し
て
、
用
て
上
の
命
を
承
く
。

こ
の
と
き
洪
遵
が
諸
寺
三
綱
の
代
表
と
な
っ
て
最
終
的
な
判
斷
を
行
い
、
銓
衡
結
果
を
上
奏
し
た
が
、
洪
遵
が
代
表
と
な
っ
た
の
は
第
二

回
で
僧
粲
と
と
も
に
事
業
に
參
與
し
た
こ
と
や
彼
自
身
の
敎
團
內
で
の
地
位
の
高
さ
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
「
斷
事
沙
門
」
と
し
て
佛
敎

界
の
爭
事
を
調
停
し
て
き
た
經
歷
も
關
係
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

7

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
勅
使
大
德
の
任
命
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
年
次
に
よ
っ
て
や
や
相
違
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
が
、

こ
う
し
た
銓
衡
の
あ
り
か
た
は
そ
の
年
次
の
勅
使
大
德
の
性
格
に
も
現
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
顯
著
に
う

か
が
え
る
第
三
回
の
場
合
を
擧
げ
て
み
る
。

『
續
高
僧
傳
』
よ
り
勅
使
大
德
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
判
明
す
る
沙
門
は
、
第
一
回
＝
二
十
三
人
、
第
二
回
＝
四
十
二
人
、
第
三
回
＝
二
十

六
人
、
計
九
十
一
人
。
こ
の
う
ち
第
三
回
で
は
二
十
六
人
中
十
八
人
が
、
第
一
回
も
し
く
は
第
二
回
で
も
任
命
さ
れ
て
い
る
。
第
三
回
事

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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業
で
再
任
者
が
過
半
數
を
占
め
た
事
實
は
諸
寺
三
綱
の
協
議
に
よ
っ
て
大
德
が
嚴
選
さ
れ
た
樣
子
を
示
す
。
再
任
者
を
一
覽
に
ま
と
め
た

の
が
【
表
１
】
で
あ
る
。
摘
要
に
示
し
た
通
り
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
參
與
者
や
宗
室
・
官
僚
と
の
深
い
關
係
を
持
つ
こ
と
に
共
通
項
が
見

出
せ
る
。

ま
た
、
新
任
者
で
あ
り
な
が
ら
善
冑
や
智
梵
の
よ
う
に
事
業
間
際
ま
で
長
安
に
い
な
か
っ
た
沙
門
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
も
留
意
に
値
す

る
。
こ
れ
ま
た
佛
敎
界
の
俊
英
が
よ
り
積
極
的
に
選
び
出
さ
れ
た
樣
子
を
う
か
が
わ
せ
る
。
善
冑
（『
續
高
僧
傳
』
卷
十
二
）
は
五
衆
主8

の
ひ
と
つ
涅
槃
衆
主
と
し
て
長
安
の
淨
影
寺
で
活
躍
し
て
い
た
が
、
開
皇
末
（
六
〇
〇
）、
益
州
總
管
・
蜀
王
楊
秀
に
隨
行
し
て
蜀
に
赴

い
た
。
し
か
し
、
仁
壽
二
年
十
二
月
、
楊
秀
が
庶
人
に
お
と
さ
れ
內
侍
省
に
幽
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
關
係
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
善
冑
は

9

仁
壽
四
年
に
長
安
へ
歸
還
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
勅
使
大
德
に
選
ば
れ
梓
州
牛
頭
山
の
華
林
寺
に
送
舍
利
し
た
。
智
梵
（『
續
高
僧

傳
』
卷
十
一
）
は
二
十
四
年
間
の
長
安
で
の
弘
法
活
動
に
よ
っ
て
多
く
の
衆
徒
を
擁
し
て
い
た
が
、
開
皇
十
六
年
（
五
九
六
）
頃
か
ら
天

水
地
方
を
巡
錫
し
、「
仁
壽
末
年
、
重
ね
て
魏
闕
に
還
」（「
仁
壽
末
年
、
重
還
魏
闕
」
T
50,511b）
っ
た
と
い
う
。
事
業
直
前
ま
で
彼
は

長
安
を
離
れ
た
地
に
い
た
が
、
仁
壽
四
年
に
長
安
に
戻
る
と
「
其
の
年
の
季
春
」
す
な
わ
ち
三
月
に
勅
使
大
德
に
任
ぜ
ら
れ
郢
州
の
寶
香

寺
へ
舍
利
を
送
っ
た
。
彼
ら
二
人
の
採
用
な
ど
は
沙
門
各
自
の
動
向
を
詳
細
に
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
で
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

善
冑
や
智
梵
の
例
か
ら
い
え
ば
、
勅
使
大
德
の
銓
衡
期
間
は
正
月
に
詔
が
出
さ
れ
た
後
、
三
月
ま
で
の
間
と
な
る
。
し
か
る
に
第
二
回

事
業
で
宣
州
へ
送
舍
利
し
た
法
侃
の
傳
（『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
）
に
は
、「〔
仁
壽
二
年
〕
季
春
三
月
、〔
法
〕
侃
、
宣
州
に
到
り
、
權
に

公
館
に
止
ま
り
、
置
所
を
案
行
す
」（「
季
春
三
月
、
侃
到
宣
州
、
權
止
公
館
、
案
行
置
所
」
T
50,513b）
と
あ
る
。
起
塔
州
で
具
體
的

な
起
塔
場
所
を
調
査
し
決
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
三
月
に
は
す
で
に
起
塔
州
に
入
っ
て
い
た
。
起
塔
州
が
遠
方
で
あ
る
場
合
に
は

さ
ら
に
早
く
長
安
を
發
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
見
る
と
、
銓
衡
の
期
間
は
比

的
短
く
、
お
そ
ら
く
一
か
月
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
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二

勅
使
大
德
の
所
屬
寺
院
と
出
身
地
域

前
節
に
關
連
し
て
勅
使
大
德
は
如
何
な
る
寺
院
よ
り
選
ば
れ
た
か
見
て
み
よ
う
。【
表
２
】
は
事
業
當
時
の
勅
使
大
德
の
所
屬
寺
院
名

と
そ
の
寺
院
よ
り
輩
出
さ
れ
た
勅
使
大
德
の
人
數
と
を
年
次
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
十
六
寺
は
長
安
お
よ
び
そ
の
近
郊
に
位
置
し
て
お
り
、
銓
衡
範
圍
に
地
域
的
限
定
が
認
め
ら
れ
る
。
寺
院
別
に
見
る
と
、
大

興
善
寺
が
最
も
多
く
の
勅
使
大
德
を
輩
出
し
て
い
る
。
國
寺
と
し
て

帝
期
の
佛
敎
政
策
の
中
心
機
關
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ

10

る
。
そ
れ
以
外
で
は
勝
光
寺
、
淨
影
寺
、
日
嚴
寺
よ
り
比

的
多
く
輩
出
さ
れ
て
い
る
。
勝
光
寺
は
蜀
王
楊
秀
を
檀
越
に
建
立
さ
れ
、
曇

遷
の
弟
子
六
十
人
が
住
し
た
寺
院
、
淨
影
寺
は
二
百
餘
人
の
「
學
士
」
を
率
い
て
入
京
し
た
慧
遠
の
た
め
に
、
特
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で

11

12

あ
る
。
日
嚴
寺
は
晉
王
楊
廣
（
後
の
煬
帝
）
が
建
立
し
た
寺
院
で
あ
り
、

州
や
揚
州
で
招
致
し
た
沙
門
を
住
せ
し
め
た
。
こ
の
よ
う
に

13

14

王
朝
と
深
い
繫
が
り
を
有
す
る
寺
院
か
ら
比

的
多
く
起
用
さ
れ
て
い
た
。

年
次
別
に
注
意
す
る
と
、
第
二
回
で
は
第
一
回
に
比
し
て
寺
院
の
增
加
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
增
加
寺
院
は
一
寺
あ
た
り
一
人
と
い
う

傾
向
が
強
い
。
第
三
回
で
は
日
嚴
寺
僧
の
增
加
が
あ
る
も
の
の
、
再
任
者
が
多
か
っ
た
た
め
全
體
的
な
寺
院
增
加
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ

だ
け
に
第
二
回
で
の
增
加
が
際
立
つ
。
そ
の
一
因
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

つ
い
で
勅
使
大
德
の
出
身
地
域
に
言
及
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
隋
朝
の
前
代
は
南
北
朝
末
の
三
國
、
す
な
わ
ち
北
周
・
北
齊
・
陳
の

鼎
立
時
代
で
あ
っ
た
。
政
權
內
部
で
は
出
身
地
域
の
違
い
か
ら
、
時
に
對
立
感
情
を
生
じ
、
佛
敎
界
に
あ
っ
て
も
か
か
る
「
三
國
」
が
多

15

分
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
僧
粲
が
「
三
國
の
論
師
」
と
自
稱
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
時
代
認
識
に
胚
胎
し
た
自
負
で
あ
る
。
そ
し
て
、

16

こ
う
し
た
異
な
る
王
朝
の
內
包
に
よ
っ
て
現
出
し
た
多
元
性
の
克
服
・
統
一
が
取
り
も
直
さ
ず
隋
朝
統
治
政
策
の
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。

【
表
３
】
は
勅
使
大
德
の
出
身
地
域
を
三
國
に
當
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
。
比
率
と
し
て
は
三
度
と
も
同
一
均
衡
の
數
値
を
示
し
て
い

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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る
。
す
な
わ
ち
、
北
齊
系
沙
門
の
參
加
が
壓
倒
的
に
多
い
の
に
比
し
て
、
北
周
系
は
少
な
く
、
陳
朝
系
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
狀
況
で
あ
っ

た
。さ

て
、
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
大
野
氏
は
當
該
事
業
の
舊
北
齊
地
域
に
對
す
る
「
政
治
的
意
圖
」
を
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
主
張
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
勅
使
大
德
は
す
べ
て
朝
廷
に
選
ば
れ
た
と
い
う
前
提
が
必
要
と
な
る
。
だ
が
、
史
料
に
よ
る
限
り
、

第
二
回
で
は
僧
粲
ら
の
よ
う
に
自
ら
志
願
し
て
勅
使
大
德
に
な
っ
た
も
の
が
お
り
、
第
三
回
に
至
っ
て
は
敎
團
側
が
銓
衡
を
擔
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
勅
使
大
德
の
出
身
地
域
の
偏
向
を
も
っ
て
直
ち
に
選
任
に
政
治
的
意
圖
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に

現
れ
た
地
域
的
偏
向
か
ら
は
、
隋
初
、
一
部
の
譯
經
從
事
者
を
除
け
ば
、
長
安
進
出
が
相
對
的
に
遲
れ
な
が
ら
も
、

帝
に
よ
る
長
安
へ

の
沙
門
の
招
致
や
二
十
五
衆
・
五
衆
主
の
設
置
に
見
ら
れ
る
沙
門
の
敎
化
政
策
な
ど
を
通
じ
て
、
し
だ
い
に
長
安
に
移
動
し
て
き
た
北
齊

系
の
沙
門
が
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
北
周
系
・
陳
朝
系
に
相
對
し
て
國
家
の
佛
敎
事
業
參
與
者
と
し
て
の
優
位
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

17

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
點
に
ま
ず
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
一
點
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
多
く
の
硏
究
で
は
起
塔
州
も
す
べ
て
朝
廷
が
選
び
決
定
し
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て

議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勅
使
大
德
の
銓
衡
が
す
べ
て
朝
廷
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
斷
言
で
き
な
い
よ
う
に
、
起
塔

州
の
選
定
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
項
を
改
め
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

三

起
塔
州
に
つ
い
て

舍
利
塔
の
建
立
は
州
單
位
で
行
わ
れ
た
が
、
仁
壽
年
間
の
州
數
は
約
三
百
で
あ
っ
た
と
い
う
。
三
回
の
事
業
に
よ
る
起
塔
は
全
國
の
ほ

18
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ぼ
三
分
の
一
の
州
に
及
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
具
體
的
に
ど
の
州
に
建
立
さ
れ
た
の
か
。
じ
つ
は

獻
間
で
記
載
が
相
違
し
て
お
り
、

總
起
塔
數
も
年
次
別
の
起
塔
數
も
明
確
に
し
難
く
、
先
行
硏
究
で
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
狀
で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
前
節

で
確
認
し
た
の
で
、
そ
の
數
値
に
基
づ
き
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
表
４
】
は
、
上
段
は
起
塔
州
を
南
北
朝
末
三
國
の
地
域
に
割
り
當
て
た
結
果
を
、
下
段
は
起
塔
州
に
占
め
る
總
管
府
所
在
州
の
數
を

表
す
。
隋
代
に
は
北
周
の
制
を
承
け
て
總
管
府
が
設
置
さ
れ
總
管
が
任
命
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
州
を
束
ね
て
軍
・
民
兩
面
を
司
る
總
管

19

府
が
設
置
さ
れ
た
州
は
、
し
た
が
っ
て
地
方
行
政
上
の
重
要
據
點
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
ず
表
上
段
の
第
一
回
を
見
る
と
、
南
北
朝
末
三
國
に
均
等
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
起
塔
州
と
し
て
は
次
の
場
所
に
留
意
さ
れ
る
。

帝
が
卽
位
前
に
經
歷
し
た
地
に
建
立
さ
れ
た
大
興
國
寺
三
所
（
同
州
・
涇
州
・
襄
州
）
の
他
、

帝
の
父
楊
忠
創
建
の
蒲
州
首
山
栖
巖

20

寺
、

帝
諸
皇
子
の
總
管
地
で
あ
る

州
・
揚
州
・
益
州
へ
の
起
塔
が
行
わ
れ
て
い
る
。
秦
州
も
上
記
三
州
に
準
ず
る
で
あ
ろ
う
。
岐
州

21

へ
の
起
塔
に
つ
い
て
は
、
岐
山
と
の
關
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
行
宮
と
の
關
係
に
も
注
意
さ
れ
る
。
開
皇
十
三
年
（
五
九
三
）、
岐

22

州
の
北
に
仁
壽
宮
を
造
營
す
る
と
、

帝
は
每
年
の
よ
う
に
行
幸
し
た
が
、
長
安
よ
り
仁
壽
宮
ま
で
の
ル
ー
ト
上
に
は
行
宮
が
あ
る
。

『
隋
書
』
地
理
志
に
よ
れ
ば
、
岐
州
の

に
は
安
仁
宮
と
鳳
泉
宮
が
あ
っ
た
。
岐
州
の
起
塔
寺
院
で
あ
る
鳳
泉
寺
は
、
同
名
よ
り
推
し
て

23

鳳
泉
宮
の
付
屬
寺
院
と
考
え
ら
れ
る
。
雍
州
の
盩

に
は
宜
壽
宮
・
仙
遊
宮
等
が
あ
っ
た
が
、
雍
州
の
起
塔
寺
院
で
あ
る
仙
遊
寺
も
ま
た

24

25

仙
遊
宮
の
付
屬
寺
院
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
第
一
回
起
塔
地
の
最
大
の
特
色
と
し
て
は
、
五
岳
（
泰
山
・
衡
山
・
嵩
山
・
華
山
・
恆
山
）

へ
の
起
塔
が
擧
げ
ら
れ
る
。
總
じ
て
い
え
ば
、
第
一
回
の
起
塔
州
は
王
朝
と
の
關
係
が
濃
厚
な
場
所
、
五
岳
な
ど
の
よ
り
象
徵
性
の
高
い

場
所
へ
の
起
塔
が
行
わ
れ
て
い
た
。
下
段
の
總
管
府
所
在
州
に
目
を
轉
じ
る
と
、
三
回
の
事
業
中
、
總
管
府
所
在
州
へ
の
起
塔
の
比
率
が

最
も
高
く
、
地
方
行
政
上
の
重
要
地
點
に
的
を
絞
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
第
一
回
の
事
業
で
最
も
重
要
な
の
は
、
起
塔
州
が
詔

に
よ
っ
て
豫
め
決
定
さ
れ
、
王
朝
側
の
明
確
な
意
圖
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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次
に
、
第
二
回
と
第
三
回
を
見
て
み
よ
う
。
第
二
回
で
は
具
體
的
起
塔
地
と
し
て
大
興
國
寺
が
三
所
（
荊
州
・
陝
州
・
鄧
州
）
あ
り
、

ま
た
四
鎭
で
あ
る
營
州
へ
の
起
塔
が
あ
る
が
、
他
は
第
一
回
起
塔
州
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
州
・
寺
院
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
下
段
の

總
管
府
所
在
州
に
注
意
す
る
と
、
全
體
の
四
分
の
一
が
總
管
府
の
所
在
し
た
州
に
當
た
っ
て
お
り
、
第
一
回
で
起
塔
し
た
州
を
除
い
た
地

方
要
所
へ
と
配
さ
れ
て
い
た
樣
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
全
體
的
に
舊
北
齊
地
域
へ
偏
る
。
第
三
回
で
は
仁
壽
年
間
に
總
管
府
が
存
續
し

て
い
た
州
は
皆
無
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
州
を
『
隋
書
』
地
理
志
や
『
續
高
僧
傳
』
に
徵
し
て
も
僅
か
な
記
載
し
か
見
出
せ
な
い
。
こ

れ
は
先
引
の
第
三
回
の
詔
に
「
朕
は
已
に
遠
近
に
分
布
し
、
皆
く
靈
塔
を
起
つ
る
も
、
其
の
間
の
諸
州
、
猶
お
未
だ
遍
か
ら
ざ
る
有
り
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
第
一
回
・
第
二
回
で
起
塔
さ
れ
た
州
の
間
を
埋
め
る
べ
く
、
比

的
小
さ
な
州
へ
の
起
塔
を
意
圖
し
て
い
た
こ
と
に

起
因
し
よ
う
。

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
回
で
は
詔
に
よ
っ
て
起
塔
州
が
豫
め
決
め
ら
れ
て
い
た
。
で
は
、
第
二
回
と
第
三
回
の
場
合
に
は
ど
の

よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
か
。
第
三
回
は
定
か
で
は
な
く
、
第
一
回
の
事
例
を
當
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

第
二
回
は
第
一
回
の
事
例
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
引
の
『
續
高
僧
傳
』
卷
九
・
僧
粲
傳
に
こ
う
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

及
將
發
京
輦
、
面
別
帝
庭
、
天
子
親
授
靈
骨
、
慰
問
優
渥
。
粲
曰
、
陛
下
屬
當
佛
寄
、
弘
演
聖
蹤
。
粲
等
仰
會
慈
明
、
不
勝
欣
幸
。

豈
以
朽
老
、
用
辭
朝
望
。
帝
大
悅
曰
、
法
師
等
、
豈
又
不
以
欲
還
鄕
壤
、
親
事
弘
化
。
宜
令
所
司
備
禮
、
各
送
本
州
。
粲
因
奉
勅
、

送
舍
利
于

州
福
廣
寺
。（
T
50,500b）

將
に
京
輦
を
發
し
、
面
り
帝
庭
に
別
れ
ん
と
す
る
に
及
び
て
、
天
子
親
ら
靈
骨
を
授
け
、
慰
問
優
渥
す
。〔
僧
〕
粲
曰
く
、
陛
下
、

屬
た
ま
佛
寄
に
當
り
、
弘
く
聖
蹤
を
演
ぶ
。〔
僧
〕
粲
等
、
仰
ぎ
て
慈
明
に
會
い
、
欣
幸
に
勝
え
ず
。
豈
に
朽
老
を
以
て
、
用
て
朝

望
を
辭
さ
ん
や
、
と
。
帝
、
大
い
に
悅
び
て
曰
く
、
法
師
等
、
豈
に
又
た
以
て
鄕
壤
に
還
り
て
、
親
し
く
弘
化
を
事
と
せ
ん
と
欲
せ
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ざ
ら
ん
や
。
宜
し
く
所
司
を
し
て
禮
を
備
え
、
各
々
本
州
に
送
ら
し
む
べ
し
、
と
。〔
僧
〕
粲
、
因
り
て
勅
を
奉
じ
、
舍
利
を

州

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
福
廣
寺
に
送
る
。

先
に
第
二
回
事
業
の
際
に
僧
粲
や
洪
遵
ら
が
自
ら
舍
利
奉
送
の
任
に
參
與
し
た
と
述
べ
た
。
引
用

は
そ
の
續
き
だ
が
、

帝
は
彼
ら

に
對
し
て
故
鄕
に
歸
っ
て
弘
法
・
敎
化
を
行
い
た
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
本
州
」
へ
舍
利
を
送
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
後
述
の
ご
と

く
、
こ
の
「
本
州
」
と
は
勅
使
大
德
と
關
係
を
有
す
る
州
で
あ
る
。
こ
の

帝
の
言
葉
は
彼
ら
が
舍
利
を
受
け
取
り
、
い
ま
や
起
塔
地
に

向
け
て
長
安
を
出
發
し
よ
う
と
す
る
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
點
で
は
當
然
、
勅
使
大
德
も
起
塔
州
も
す
で
に
決
ま

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
に
、
勅
使
大
德
に
對
し
て
「
本
州
」
へ
起
塔
す
る
よ
う
に
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

す
る
と
、
こ
の
記
事
に
よ
る
限
り
、「
本
州
」
と
さ
れ
る
勅
使
大
德
に
關
わ
る
州
が
そ
の
ま
ま
起
塔
州
と
な
る
方
針
が
あ
り
、
そ
れ
が
第

二
回
で
の
い
わ
ば
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

帝
の
言
葉
は
僧
粲
に
對
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

僧
粲
が
自
ら
の
意
志
で
事
業
に
參
加
し
、
所
司
の
銓
衡
に
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
廷
が
豫
め

決
め
て
い
た
起
塔
州
に
關
わ
っ
て
僧
粲
を
勅
使
大
德
に
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
僧
粲
と
い
う
勅
使
大
德
の
「
本
州
」
が
起
塔
州
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
二
回
事
業
の
勅
使
大
德
す
べ
て
に
當
て
は
ま
る
と
は
思
わ
な
い
も
の
の
、

帝
の
先
の
言
に
「
法
師

等
」「
各
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
方
針
は
決
し
て
僧
粲
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
第
二
回
の
多
く
の
勅
使
大
德
に
適
用

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
二
回
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
本
州
」
が
起
塔
州
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
點
を
次
項
で
詳
し
く
檢
討
し
て
み
た
い
。

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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四

勅
使
大
德
と
起
塔
州
の
關
係

『
續
高
僧
傳
』
よ
り
起
塔
州
と
そ
の
起
塔
州
へ
送
舍
利
し
た
勅
使
大
德
と
が
併
せ
て
確
認
で
き
る
の
は
九
十
一
例
。
回
次
別
に
は
、
第

一
回
＝
二
十
三
人
、
第
二
回
＝
四
十
二
人
、
第
三
回
＝
二
十
六
人
と
な
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
起
塔
州
に
は
勅
使
大
德
と
關
係
の

あ
る
州
が
あ
っ
た
が
、
三
度
の
事
業
を
對
象
に
そ
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
例
を
以
下
に
擧
げ
て
み
よ
う
。

第
一
回
で
は
、
智
嶷
と
彥
琮
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
。

智
嶷
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）
は
俗
姓
康
氏
、
襄
陽
の
人
。
傳
に
よ
れ
ば
、
康
居
の
王
室
に
連
な
る
人
で
あ
り
、
西
域
と
の
關
係

が
あ
る
。
彼
は
瓜
州
の
崇
敎
寺
、
す
な
わ
ち
現
在
の
敦
煌
莫
高
窟
に
あ
っ
た
寺
院
に
舍
利
を
送
っ
て
い
る
。
西
域
と
い
う
點
に
智
嶷
個
人

26

と
起
塔
地
域
と
の
關
係
性
を
認
め
得
る
。
た
だ
し
、
傳
に
は
彼
個
人
と
こ
の
地
域
と
の
直
接
的
な
關
わ
り
は
見
ら
れ
な
い
。

彥
琮
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
）
は
俗
姓
李
氏
、
趙
郡
栢
人
の
人
。
第
一
回
の
事
業
で

州
の
開
義
寺
へ
舍
利
を
送
っ
た
。

帝
期
の

州
は
皇
子
の
み
が
總
管
に
任
命
さ
れ
る
「
重
鎭
」
で
あ
る
が
、
彥
琮
は
開
皇
年
間
に

州
に
あ
っ
て
總
管
楊
廣
お
よ
び
楊
俊
の
歸
依
を
受

27

け
て
い
た
。

帝
よ
り

州
總
管
就
任
者
の
師
僧
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
仁
壽
元
年
當
時
の

州
總
管
は

帝

28

第
五
子
漢
王
楊
諒
で
あ
る
が
、
傳
に
は
彥
琮
と
楊
諒
と
の
直
接
的
な
關
係
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
、

州
と
い
う
地
域
お
よ
び
そ
の
地
で

總
管
を
務
め
る
皇
子
と
の
關
係
性
が
認
め
ら
れ
る
。

彥
琮
の
例
は
勅
使
大
德
と
地
方
官
と
の
關
係
と
換
言
し
得
る
が
、
こ
の
よ
う
な
關
係
性
は
曇
遷
（『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
）
に
も
指
摘

で
き
る
。
第
一
回
事
業
の
際
、

帝
は
曇
遷
を
蜀
王
楊
秀
の
「
門
師
」
と
し
、
楊
秀
が
統
治
す
る
益
州
へ
行
く
よ
う
に
命
じ
た
。
し
か
し
、

29

彼
は
高
齡
で
あ
り
、
ま
た
蜀
へ
の
道
の
り
は
危
險
で
あ
る
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
益
州
で
は
な
く
岐
州
鳳
泉
寺
へ
行
く
。
結
果
は
ど
う
あ

れ
、
こ
の
場
合
、

帝
が
曇
遷
を
楊
秀
の
門
師
と
な
し
、
楊
秀
の
任
地
で
の
起
塔
を
願
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
頃
、
日
增
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し
に
惡
行
が
目
立
っ
て
き
た
楊
秀
を
し
て
任
地
で
建
塔
事
業
を
圓
滑
に
完
遂
さ
せ
る
上
で
、

帝
自
身
が
信
を
置
き
、
事
業
の
提
案
者
で

も
あ
っ
た
曇
遷
を
派
遣
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
地
方
官
の
監
督
と
い
っ
た
目
的
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
觀
點
に
立
て
ば
、
先
の

彥
琮
も
楊
諒
の
動
向
を
探
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
事
業
當
時
、
彥
琮
は
楊
廣
建
立
の
日
嚴
寺
に
住
し
て
い
た
。
開

皇
二
十
年
（
六
〇
〇
）
に
お
け
る
楊
廣
の
皇
太
子
卽
位
は
楊
秀
や
楊
諒
の
反
撥
を
招
く
が
、
と
り
わ
け
楊
諒
と
の
間
で
は
沙
門
を
も
卷
き

込
む
形
で
對
立
が
表
面
化
し
、
さ
ら
に
は
楊
諒
の
反
亂
に
よ
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
不
穩
な
動
靜
の
中
、
楊
廣
と
關
わ

30

っ
た
彥
琮
が
楊
諒
の
も
と
へ
と
赴
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
回
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。『
續
高
僧
傳
』
に
は
第
二
回
の
起
塔
州
を
「
本
州
」
等
と
記
す
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
起
塔

州
の
こ
と
を
「
本
州
」
等
と
記
す
も
の
、「
本
州
」
等
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、
勅
使
大
德
の
本
貫
が
起
塔
州
と
な
っ
て
い
た
例
を
擧
げ

る
と
、【
表
５
】
の
ご
と
く
十
四
例
を
見
出
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
本
州
」
と
は
、
舍
利
塔
事
業
だ
け
に
限
ら
れ
る
語
で
は
な
い
。『
續
高
僧
傳
』
に
お
い
て
は
、
舍
利
塔
事
業
以
外
の
と
こ

ろ
で
も
使
用
さ
れ
る
が
、
舍
利
塔
事
業
に
關
す
る
記
述
に
限
っ
て
見
た
場
合
、
起
塔
州
を
「
本
州
」
と
記
す
の
は
、
じ
つ
に
第
二
回
事
業

の
起
塔
州
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
第
二
回
の
起
塔
州
が
勅
使
大
德
の
「
本
州
」
と
關
わ
る
と
い
う
意
識
が
、
著
者
道

宣
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

さ
て
、
こ
の
「
本
州
」
と
い
う
語
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
本
貫
や
家
鄕
の
所
在
地
を
指
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
そ
の
意

味
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
僧
粲
傳
に
よ
れ
ば
、
第
二
回
事
業
の
際
、

帝
は
「
各
々
本
州
に
送
ら
し
む
」
と
命
じ
、

そ
し
て
僧
粲
は
本
貫
で
あ
る

州
へ
と
舍
利
を
奉
送
し
た
。
こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、「
本
州
」
＝
「
本
貫
」
と
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、

僧
粲
と
と
も
に
勅
使
大
德
に
名
乘
り
を
上
げ
た
洪
遵
は
、
こ
の
時
、
衞
州
へ
舍
利
を
送
っ
て
い
た
。
洪
遵
傳
に
よ
れ
ば
、
彼
は
相
州
の
人

31

で
あ
り
、
本
貫
は
衞
州
で
は
な
い
。
衞
州
、
郡
名
で
は
汲
郡
と
い
う
。
曇
遷
傳
に
は
「
汲
郡
の
洪
遵
」
と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
洪

32
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遵
に
と
っ
て
衞
州
と
は
、
出
身
地
で
は
な
い
も
の
の
、
密
接
な
關
係
を
有
す
る
州
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
曇
遷
傳
の
當
該
箇
所
は

開
皇
七
年
に
六
大
德
が
京
師
に
招
致
さ
れ
た
內
容
に
か
か
る
が
、
洪
遵
に
と
っ
て
の
衞
州
と
は
、
開
皇
七
年
頃
ま
で
の
據
點
、
お
そ
ら
く

33

所
隸
寺
院
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
判
斷
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
本
州
」
と
は
、
た
だ
本
貫
の
み
な
ら
ず
、
勅
使
大
德
が
そ
れ

ま
で
に
留
錫
し
た
州
を
含
む
よ
う
な
や
や
廣
義
の
語
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
僧
粲
に
對
す
る

帝
の
辭
は
、
各
々
の
本
貫
や
か

つ
て
駐
錫
し
た
州
に
舍
利
を
送
れ
、
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
第
二
回
事
業
の
起
塔
州
選
定
の
一
つ
の
方
針

と
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
勅
使
大
德
に
は
第
一
回
の
起
塔
州
を
除
い
た
上
で
、
本
貫
や
そ
れ
ま
で
に
留
錫
し
た
州
が
互
い
に
異
な
る

多
樣
な
沙
門
を
も
ち
い
る
必
要
が
あ
る
。
一
寺
院
に
は
同
一
地
域
の
沙
門
が
集
ま
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
本
州
」
を
多
樣
に

す
る
た
め
に
は
多
く
の
寺
院
よ
り
沙
門
を
募
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
項
で
述
べ
た
第
二
回
事
業
で
の
勅
使
大
德
の
所
屬
寺
院
が
增
加
し

た
一
要
因
は
、
こ
の
點
に
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
回
の
起
塔
州
が
こ
の
よ
う
な
方
針
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
れ
ば
、
第
二
回
起
塔
州
の
舊
北
齊
地
域
へ
の
偏
向
と
い
う

問
題
も
解
決
可
能
で
あ
る
。
勅
使
大
德
と
な
っ
た
沙
門
の
多
く
は
北
齊
系
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
「
本
州
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
舊

北
齊
系
地
域
に
舍
利
を
送
っ
た
。
な
ら
ば
、
起
塔
州
は
必
然
的
に
舊
北
齊
系
地
域
に
偏
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
本
貫
所
在
州
に
起
塔
し
た
十
四
例
（【
表
５
】）
を
示
し
た
が
、
第
二
回
事
業
の
「
本
州
」
が
勅
使
大
德
の
本
貫
所
在

州
だ
け
で
な
く
、
洪
遵
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
か
つ
て
駐
錫
し
た
州
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
勅
使
大
德
個
人
と
起
塔
州
と

が
關
係
し
て
い
た
例
は
、
も
っ
と
多
く
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
勅
使
大
德
各
人
の
仁
壽

年
間
以
前
の
情
報
が
不
可
缺
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
『
續
高
僧
傳
』、
中
で
も
第
二
回
の
勅
使
大
德
の
過
半
數
の
傳
を
立
て
る
卷
二
十
六
・

感
通
篇
は
、
彼
ら
の
舍
利
塔
事
業
ま
で
の
經
歷
を
ほ
と
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
各
人
と
起
塔
州
と
の
關
係
性
は
見
出
し
難
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
智
光
の
場
合
に
は
彼
と
起
塔
州
と
の
關
係
が
指
摘
で
き
る
。
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智
光
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）、
江
州
の
人
。
勅
使
大
德
で
は
二
人
し
か
い
な
い
陳
朝
系
の
一
人
で
あ
る
。「〔
道
〕
尼
論
師
の
學

士
」
と
さ
れ
、
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）、
道
尼
の
入
京
に
隨
っ
て
京
師
に
入
り
、
仁
壽
二
年
、
循
州
道
場
塔
寺
に
舍
利
を
送
っ
た
。
傳
に

は
、
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）
以
前
の
記
錄
が
一
切
な
く
、
ま
た
彼
と
循
州
と
の
關
係
を
示
す
記
述
も
な
い
。
し
か
し
、
師
の
道
尼
、
道
尼

と
關
係
を
も
っ
た
人
々
の
事
蹟
か
ら
智
光
と
循
州
と
の
關
係
性
を
見
出
せ
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
一
・
法
泰
傳
附
傳
の
道
尼
傳
お
よ
び
同

附
傳
の
智

傳
に
よ
れ
ば
、
陳
朝
末
期
、
道
尼
は
智

と
行
動
を
と
も
に
し
、
智
愷
（
慧
愷
）
歿
後
の
廣
州
で
『
攝
大
乘
論
』
を
弘
め
て

い
た
。
開
皇
十
年
、
道
尼
は
入
京
す
る
。
一
方
、
智

は
開
皇
十
二
年
（
五
九
二
）
に
「
廣
・
循
二
州
の
僧
任
」
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
年
後

に
は
循
州
の
道
場
寺
に
移
住
し
、
仁
壽
元
年
に
歿
し
た
。
道
尼
が
廣
州
一
圓
で
活
動
し
て
い
た
な
ら
ば
、
入
京
の
隨
行
者
に
選
ば
れ
る
ほ

34

ど
の
「
學
士
」
智
光
も
ま
た
師
の
道
尼
と
と
も
に
こ
の
地
域
に
い
た
蓋
然
性
は
高
く
、
智

と
も
多
分
に
面
識
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

智
光
が
舍
利
を
送
っ
た
仁
壽
二
年
、
智

は
す
で
に
歿
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
智
光
が
番
州
（
＝
廣
州
）
を
經
て
智

の
住
し
た
循
州

道
場
寺
に
舍
利
を
送
っ
た
事
實
は
、
彼
と
こ
の
地
域
、
ひ
い
て
は
智

と
の
關
係
の
も
と
に
勅
使
大
德
の
任
が
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
關
係
性
を
第
三
回
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
る
と
、
第
二
回
に
比
し
て
少
な
い
。
本
貫
に
近
接
す
る
州
に
赴
い
た

も
の
と
し
て
、

法
總
（

州
↓
遼
州
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
）

靈
璨
（
懷
州
↓
澤
州
。『
同
』
卷
十
）

寶
襲
（
貝
州
↓

州
。『
同
』
卷
十
二
）

覺

（
河
東
↓
絳
州
。『
同
』
卷
二
十
一
）

曇
瑎
（
江
都
↓
煕
州
。『
同
』
卷
二
十
六
）

法
顯
（
雍
州
↓
隴
州
。『
同
』
卷
二
十
六
）

の
六
人
が
擧
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
靈
璨
が
舍
利
を
送
っ
た
澤
州
古
賢
谷
の
景
淨
寺
は
「
卽
ち
遠
公
の
生
地
な
り
」
と
あ
る

35

よ
う
に
、
淨
影
寺
慧
遠
の
生
地
で
あ
っ
た
。
慧
遠
は
靈
璨
の
師
。
も
と
よ
り
懷
州
と
澤
州
と
は
隣
接
す
る
が
、
靈
璨
の
場
合
に
は
出
身
地
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域
と
の
關
わ
り
と
と
も
に
、
師
の
生
地
と
い
う
個
人
的
な
關
係
性
も
強
い
。
上
記
以
外
で
は
、
先
述
の
善
冑
が
し
ば
ら
く
滯
在
し
た
益
州

方
面
に
舍
利
を
送
っ
た
例
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
總
じ
て
い
え
ば
、
第
三
回
で
は
「
本
州
」
へ
の
起
塔
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
第
三
回
は
比

的
小
さ
な
州
へ
の
起
塔
を
意
圖
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
州
の
出
身
者
や
そ
の
地
域
と
關
わ
っ
た

沙
門
は
相
對
的
に
少
な
く
、
假
に
「
本
州
」
起
塔
を
企
圖
し
た
と
し
て
も
實
現
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
回
の
起
塔
州
が
ど
の
よ
う
に
選

定
さ
れ
た
か
は
な
お
不
明
だ
が
、
こ
う
し
た
中
央
の
沙
門
と
は
や
や
無
緣
の
州
へ
の
起
塔
が
圖
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
起
塔
地
の
人
々

の
協
力
を
得
て
圓
滑
に
事
業
を
推
進
す
る
上
で
も
、
經
驗
者
等
の
名
の
知
れ
た
、
よ
り
精
銳
さ
れ
た
人
材
を
勅
使
大
德
に
充
て
る
必
要
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

結

び

不
十
分
な
點
も
多
々
殘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
節
で
は
仁
壽
舍
利
塔
事
業
に
關
し
て
、
從
來
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
勅
使
大
德

の
銓
衡
や
起
塔
州
な
ど
の
問
題
を
、
年
次
別
の
相
違
に
留
意
し
つ
つ
若
干
の
檢
討
を
加
え
て
き
た
。

勅
使
大
德
が
地
方
で
實
施
し
た
活
動
は
、
國
家
の
明
確
な
規
定
に
基
づ
き
あ
る
程
度
ま
で
畫
一
化
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
る
も
の
の
、

し
か
し
そ
の
前
段
階
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
同
樣
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
以
上
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
第
一
回
と
第
二
回

の
間
に
は
發
願
と
舍
利
埋
納
日
時
に
お
い
て
相
違
が
あ
っ
て
な
お
檢
討
を
要
す
る
が
、
こ
の
問
題
の
み
な
ら
ず
勅
使
大
德
銓
衡
や
起
塔
州

數
の
違
い
、
起
塔
州
の
性
格
な
ど
の
點
で
も
そ
れ
は
異
な
る
。
本
節
で
檢
討
し
て
き
た
結
果
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
相
違
の
一
つ
の
要

因
は
事
業
に
對
す
る
敎
團
側
の
關
與
の
度
合
い
の
濃
淡
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
業
を
國
家
か
ら
敎
團
へ
の
押
し
付
け
と
捉
え
る
向



123

き
は
否
定
で
き
な
い
と
は
い
え
、
第
一
回
か
ら
第
二
回
に
か
け
て
主
體
性
が
敎
團
側
へ
移
行
し
、
敎
團
側
の
意
志
が
事
業
に
反
映
さ
れ
る

形
で
行
わ
れ
て
い
た
面
も
指
摘
で
き
る
。

本
節
で
は
ま
た
事
業
の
第
二
回
に
お
い
て
「
本
州
」
起
塔
と
い
う
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
第
一
回
・
第
三
回

で
は
見
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
第
二
回
事
業
の
大
き
な
特
色
と
い
っ
て
よ
い
。
以
下
、
こ
の
點
に
關
わ
っ
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み

た
い
。

「
本
州
」
起
塔
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
勅
使
大
德
個
人
に
つ
な
が
る
地
域
が
そ
の
ま
ま
起
塔
の
地
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
起

塔
に
あ
た
っ
て
は
個
人
の
意
志
を
強
く
反
映
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
法
揩
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
）
は
そ
の
本
貫
地
で
あ

る
曹
州
（
山
東
・
曹
縣
）
の
法
元
寺
に
舍
利
を
送
っ
た
が
、
そ
こ
は
北
周
廢
佛
の
難
を
「
淮
表
壽
山
の
陽
」（
壽
春
＝
安
徽
・
壽
縣
）
に

36

避
け
て
い
た
法
揩
が
、
隋
初
の
佛
敎
復
興
に
と
も
な
い
曹
州
へ
歸
還
し
た
際
に
建
立
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
勅
使
大
德
に
任
ぜ

ら
れ
た
彼
は
、
み
ず
か
ら
開
基
し
た
由
緣
か
ら
「
斯
の
地
に
報
い
ん
と
欲
」
し
て
法
元
寺
へ
の
起
塔
を
上
表
し
、

帝
に
許
可
さ
れ
た
と

い
う
。

37い
っ
た
い
、
舍
利
塔
事
業
は

帝
が
自
身
の
還
曆
と
開
皇
か
ら
仁
壽
へ
の
改
元
と
を
機
と
し
て
轉
輪
聖
王
に
再
生
し
た
姿
を
天
下
に
誇

示
し
、
南
北
朝
時
代
よ
り
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
、
轉
輪
聖
王
の
代
名
詞
た
る
阿
育
王
、
そ
の
八
萬
四
千
塔
の
建
立
を
中
國
の
地
に
再

現
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
舍
利
塔
の
建
立
に
よ
っ
て
そ
の
寺
院
は
そ
の
地
域
の
中
で
權
威
を
持
つ
中
心
的
な
寺
院
と

38

な
る
と
同
時
に
、
佛
法
付
囑
の
皇
帝
に
そ
の
存
在
を
保
證
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
加
え
て
、
舍
利
供
養
に
と
も
な
い
應
現
し
た
舍
利
感

應
の
相
が
集
め
ら
れ
て
「
舍
利
感
應
記
」
が
編
ま
れ
、
そ
れ
が
天
下
に
宣
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
寺
院
は
國
內
に
周
知
の
も
の

と
し
て
の
威
嚴
を
得
る
。
舍
利
塔
の
建
立
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
揩
が
「
斯
の
地
に
報
い
ん
と
欲
」
し
て
起
塔
し
た
と

こ
ろ
に
は
、
み
ず
か
ら
が
建
立
し
た
寺
院
の
一
つ
の
權
威
づ
け
の
意
圖
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
彼
が
か
つ
て
廢
佛
で
難
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を
南
朝
に
避
け
た
沙
門
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
權
威
づ
け
と
は
皇
帝
權
に
よ
る
寺
院
保
護
の
意
圖
が
濃
厚
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
勅
使
大
德
と
な
っ
た
も
の
の
多
く
は
北
朝
と
り
わ
け
北
齊
系
の
沙
門
で
あ
っ
た
が
、
南
朝
梁
に
比
肩
す
る
佛
敎
の
盛
榮
を

誇
っ
た
の
が
北
齊
で
あ
っ
た
。
北
周
と
北
齊
の
兩
地
域
に
實
施
さ
れ
た
周
武
の
廢
佛
で
あ
っ
た
が
、
相
對
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
被
害
は
北

齊
こ
そ
甚
大
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
北
齊
系
沙
門
の
佛
敎
復
興
の
願
い
は
強
く
、

帝
の
佛
敎
事
業
の
翼
贊
に
も
盡
力
す
る
こ
と
に
な
る
。

當
該
時
期
の
長
安
に
お
い
て
北
齊
系
沙
門
を
代
表
し
た
曇
遷
や
僧
粲
、
洪
遵
と
い
っ
た
も
の
た
ち
が
、
こ
う
し
て
事
業
に
積
極
的
に
參
與

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
敎
え
を
受
け
る
も
の
た
ち
が
そ
れ
に
從
う
の
は
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
北
周
系
沙
門
に

つ
い
て
も
ま
た
同
樣
で
あ
り
、
勅
使
大
德
が
北
朝
出
身
沙
門
に
占
め
ら
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
と
無
關
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
か
し
、
沙
門
の
側
が
佛
法
の
存
續
を
國
權
に
依
存
し
て
企
圖
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
國
家
の
統
制
支
配
の
容
認
に
つ
な
が
る
。

い
み
じ
く
も
同
時
期
の
人
々
が
彼
ら
を
「
勅
使
大
德
」
と
呼
ん
だ
事
實
は
、
彼
ら
の
背
後
に

帝
を
頂
點
と
す
る
隋
朝
の
威
光
を
見
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
い
わ
ば
「
官
」
と
し
て
の
沙
門
の
姿
に
他
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
沙
門
の
官
僚

化
を
暗
示
す
る
。
佛
敎
界
の
趨
勢
が
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
傾
斜
し
て
い
た
な
ら
ば
、
國
家
に
よ
る
佛
敎
敎
團
の
包
攝
を
み
ず
か
ら
認
め
る

こ
と
に
な
る
が
、
當
該
事
業
に
見
ら
れ
た
彼
ら
の
積
極
的
な
あ
り
か
た
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
敎
團
の
側
か
ら
國
家
に
よ
る
支
配
の
中
に

入
り
込
ん
で
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
煬
帝
期
に
至
っ
て
禮
敬
問
題
が
再
燃
す
る
が
、
そ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
煬
帝
個
人
の
み
に
あ
る
も
の
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で
は
な
く
、
敎
團
の
側
に
も
內
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
檢
討
し
て
み
た
い
。

翻
っ
て
み
る
に
、
勅
使
大
德
は
各
自
と
關
わ
る
地
方
を
離
れ
て
中
央
の
寺
院
に
住
持
し
た
沙
門
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
な
お
沙
門
の

「
本
州
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
隋
朝
の
地
方
統
治
策
と
の
關
わ
り
か
ら
見
て
興
味
深
い
。『
續
高
僧
傳
』
卷
八
・
慧
遠
傳
に
は
、

洛
州
沙
門
都
と
し
て
洛
陽
で
活
動
し
て
い
た
慧
遠
が
、
開
皇
五
年
（
五
八
五
）、
澤
州
刺
史
の
千
金
公
に
招
請
さ
れ
て
故
鄕
の
澤
州
に
歸



舍
利
塔
事
業
の
硏
究
は
厖
大
で
あ
り
枚
擧
に
遑
が
な
い
。
主
要
な
も
の
と
し
て
以
下
を
擧
げ
る
に
止
め
た
い
。
佐
々
木
功
成
〔
一
九
二
八
〕、
山
崎
宏

1

〔
一
九
三
四
〕、
塚
本
善
隆
〔
一
九
三
八
〕、〔
一
九
五
〇
〕、
小
杉
一
雄
〔
一
九
八
〇
〕、
大
野
雅
仁
〔
一
九
九
〇
〕、
氣
賀
澤
保
規
〔
二
〇
〇
一
〕、

藤
善
眞
澄
〔
二
〇
〇
一
〕、
長
岡
龍
作
〔
二
〇
〇
二
〕、C

hen
jinhua

〔
二
〇
〇
二
ｂ
〕、
肥
田
路
美
〔
二
〇
〇
九
〕。
大
島
幸
代
・
萬
納
惠
介
〔
二
〇
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り
、
北
周
武
帝
の
廢
佛
以
來
衰
勢
に
あ
っ
た
澤
州
地
域
の
佛
敎
再
興
に
當
た
っ
た
と
あ
る
。
出
家
の
身
で
あ
る
沙
門
と
は
い
え
、
鄕
里
は
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不
可
分
の
關
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
地
方
官
が
そ
の
地
方
に
ゆ
か
り
あ
る
沙
門
を
地
方
統
治
に
利
用
し
て
い

た
樣
子
を
傳
え
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
官
に
と
っ
て
支
配
地
域
の
沙
門
を
把
握
し
、
禮
遇
す
る
こ
と
が
地
方
統
治
と
關
わ
る
必
要
事
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
沙
門
把
握
の
視
點
に
立
つ
な
ら
ば
、
地
方
を
離
れ
、
長
安
に
い
た
沙
門
で
あ
っ
て
も
、
朝
廷
か
ら
各
々
の

地
方
の
、
佛
敎
界
の
み
な
ら
ず
、
爲
政
者
、
民
衆
に
至
る
階
層
に
繫
が
り
を
有
す
る
存
在
と
し
て
認
識
・
把
握
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不

思
議
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ま
た
「
本
州
」
起
塔
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
た
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
他
方
、
隋
朝
の
地
方
政
策
に
お
い
て
地

方
官
は
、
地
方
勢
力
の
擴
大
を
防
ぐ
目
的
か
ら
本
貫
廻
避
制
が
採
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
地
方
官
と
統
治
地
域
と
の
關
係
が
希

薄
と
な
り
、
地
方
統
治
に
困
難
を
生
じ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
狀
況
の
中
、
地
方
と
の
繫
が
り
を
持
つ
沙
門
を
、「
官
」
的
性
格

41

を
付
與
し
て
地
方
と
の
關
わ
り
の
中
で
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
が
「
本
州
」
起
塔
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
そ
れ
は
佛
敎
界
の
側
か
ら
の
積
極
的
な
參
與
に
よ
っ
て
實
行
さ
れ
た
面
が
強
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
沙
門
が

「
本
州
」
起
塔
と
い
う
方
針
を
彼
ら
の
目
的
を
逹
成
す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
當
該
期
の
佛
敎
政
策
を
考

え
る
上
で
も
十
分
に
注
意
し
て
よ
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策



石
刻
史
料
に
は
彼
ら
中
央
派
遣
の
沙
門
を
「
勅
使
大
德
」
あ
る
い
は
「
送
舍
利
大
德
沙
門
」
と
い
っ
た
名
稱
で
表
現
す
る
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
た

2

だ
し
、『
續
高
僧
傳
』
等
に
は
か
か
る
呼
稱
が
認
め
ら
れ
ず
、
石
刻
史
料
で
も
呼
稱
の
統
一
が
な
い
こ
と
か
ら
、
當
時
彼
ら
の
正
式
の
呼
稱
は
な
か

っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。「
勅
使
大
德
」
と
い
う
名
稱
は
「
靑
州
勝
福
寺
舍
利
塔
下
銘
」（
拓
影
は
『
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歷
代
石
刻
拓
本
彙
編
』
第
九

册
、
一
四
四
頁
）
に
、「
送
舍
利
大
德
沙
門
」
は
「
宜
州
神
德
寺
舍
利
塔
下
銘
」（
朱
捷
元
・
秦
波
〔
一
九
七
四
〕）
に
見
え
る
。
し
か
る
に
最
近
、

ベ
ト
ナ
ム
に
て
仁
壽
舍
利
塔
銘
が
出
土
し
た
（
河
上
麻
由
子
〔
二
〇
一
三
〕）。
そ
の
塔
銘

の
十
二
・
十
三
行
目
に
「
勅
使
大
德
慧
雅
法
師
吏
部
羽

、
、
、
、

騎
尉
／
姜
徽
送
舍
利
於
此
起
塔
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
勅
使
大
德
」
の
名
が
靑
州
に
限
ら
ず
、
當
時
の
交
州
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
勅
使
大
德
」
が
當
時
の
廣
い
地
域
で
使
用
さ
れ
た
名
稱
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
と
な
っ
た
。
末
尾
の
附
圖
、
參
照
。

前
揭
註
（
１
）
佐
々
木
〔
一
九
二
八
〕
お
よ
び
大
野
〔
一
九
九
〇
〕。

3

前
揭
註
（
１
）
大
島
・
萬
納
〔
二
〇
一
二
〕。

4

前
揭
註
（
１
）
大
野
〔
一
九
九
〇
〕、
八
十
一
〜
八
十
二
頁
。

5

「
二
十
五
衆
」
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（
１
）
山
崎
〔
一
九
三
四
〕、
參
照
。

6

北
齊
時
代
の
こ
と
だ
が
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
・
洪
遵
傳
に
「
以
〔
洪
〕
遵
學
聲
早
擧
、
策
授
爲
斷
事
沙
門
。
時
靑
齊
諸
衆
、
連
諍
經
久
、
乃
徹

7

天
聽
、
無
由
息
訟
。
下
勅
令
往
〔
洪
〕
遵
、
以
法
和
喩
、
以
律
科
懲
。
曲
感
物
情
、
繁
諍
自
弭
。
由
是
更
增
時
美
、
法
侶
欣
之
」（
T
50,611b）
と

あ
る
。
こ
う
し
た
洪
遵
に
對
す
る
評
價
は
隋
代
に
至
っ
て
も
同
樣
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
五
衆
主
」
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（
１
）
山
崎
〔
一
九
三
四
〕、
參
照
。

8

『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下
「〔
仁
壽
二
年
〕
十
二
月
癸
巳
、
上
柱
國
・
益
州
總
管
蜀
王
秀
廢
爲
庶
人
」。『
隋
書
』
卷
四
十
五
、

四
子
、
庶
人
秀
傳

9

「
仁
壽
二
年
、
徵
還
京
師
、
上
見
、
不
與
語
。
…
…
於
是
廢
爲
庶
人
、
幽
內
侍
省
、
不
得
與
妻
子
相
見
、
令
給

婢
二
人
驅
使
。
與
相
連
坐
者
百
餘
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一
二
〕
は
、
先
行
硏
究
を
踏
ま
え
て
仁
壽
舍
利
塔
事
業
の
概
要
を
示
す
。



山
崎
宏
〔
一
九
四
九
ｂ
〕、
前
揭
註
（
２
）
塚
本
〔
一
九
三
八
〕
參
照
。

10

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
、
曇
遷
傳
「
尋
下
勅
爲
第
四
皇
子
蜀
王
秀
、
於
京
城
置
勝
光
寺
。
卽
以
王
爲
檀
越
。
勅
請
〔
曇
〕
遷
之
徒
衆
六
十
餘
人
、
住

11

此
寺
中
、
受
王
供
養
」（
T
50,573a）。
本
論

第
二
章
、
參
照
。

道
宣
が
し
ば
し
ば
使
用
す
る
「
學
士
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
大
內

雄
〔
一
九
八
三
ｂ
〕
參
照
。

12

『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
慧
遠
傳
「
又
以
興
善
盛
集
、
法
會
是
繁
、
雖
有
揚
化
、
終
爲
事
約
。
乃
選
天
門
之
南
、
大
街
之
右
、
東
西
衝
要
、
遊
聽
不
疲
、

13

因
置
寺
焉
。
名
爲
淨
影
」（
T
50,491a）。

日
嚴
寺
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
〔
一
九
六
七
ｂ
〕、
藤
井
政
彥
〔
二
〇
一
〇
〕
參
照
。

14

勝
村
哲
也
〔
一
九
七
三
〕
參
照
。

15

氣
賀
澤
保
規
〔
一
九
七
五
〕、
藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
七
〕、
前
揭
註
（

）
大
內
論

、
參
照
。

16

12

本
論

第
二
章
、
參
照
。

17

『
隋
書
』
卷
七
十
五
・
儒
林
・
劉
炫
傳
に
、
劉
炫
の
發
言
と
し
て
「
齊
氏
立
州
不
過
數
十
、
三
府
行
臺
、
遞
相
統
領
、

書
行
下
、
不
過
十
條
。
今

18

州
三
百
、
其
繁
一
也
」
と
あ
る
。「
今
」
は
煬
帝
の
大
業
初
め
な
の
で
、
仁
壽
年
間
の
州
數
を
ほ
ぼ
表
す
。
岑
仲
勉
〔
一
九
五
八
〕
參
照
。

隋
代
の
總
管
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
〔
一
九
五
八
〕
參
照
。

19

大
興
國
寺
に
つ
い
て
は
、『
辯
正
論
』
卷
三
・
十
代
奉
佛
篇
上
・
隋

帝
の
條
に
「
始
龍
潛
之
日
、
所
經
行
處
四
十
五
州
、
皆
造
大
興
國
寺
」（
T
52,

20

509a）
と
あ
る
。

隋
代
の
秦
州
は

帝
第
三
子
の
秦
王
楊
俊
は
じ
め
、

帝
の
族
父
楊
處
綱
、

帝
の
異
母
弟
楊
爽
、

帝
從
祖
弟
楊
弘
な
ど
が
總
管
と
な
っ
て
お
り
、

21

基
本
的
に
皇
族
の
赴
任
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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人
」。

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策



128

前
揭
註
（
１
）
大
島
・
萬
納
〔
二
〇
一
二
〕。

22

『
隋
書
』
卷
二
十
九
、
地
理
志
上
「
扶
風
郡
。
舊
置
岐
州
…
…

舊
曰
平
陽
縣
、
西
魏
改
曰

城
、
後
周
廢
入
周
城
縣
。
…
…
有
安
仁
宮
・
鳳
泉

23

宮
」。

隋
代
の
行
宮
と
佛
寺
と
の
關
係
を
論
じ
た
專
論
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
隋

帝
に
つ
い
て
い
え
ば
、
行
宮
も
ま
た
佛
事
を
營
む
空
間
と
な
っ

24

て
い
た
。
例
え
ば
、
岐
陽
宮
に
つ
い
て
『
續
高
僧
傳
』
卷
九
・
智
脫
傳
に
「
隋
祖
留
心
法
寶
、
闡
揚
至
敎
、
於
岐
陽
宮
、
建
齋
發
講
」（
T
50,498

c）
と
あ
り
、
岐
陽
宮
で
齋
會
・
講
經
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
壽
宮
に
慈
善
寺
（
三
善
寺
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
揭
註
（
１
）
長
岡
〔
二
〇
〇

二
〕
に
詳
し
い
。

『
隋
書
』
卷
二
十
九
、
地
理
志
上
「
京
兆
郡
。
開
皇
三
年
、
置
雍
州
…
…
盩

、
後
周
置
周
南
郡
及
恆
州
。
…
…
有
宜
壽
・
仙
遊
・

山
・
鳳
皇
等

25

宮
」。

王
惠
民
〔
一
九
九
七
〕
參
照
。

26

『
隋
書
』
卷
五
十
六
、
宇

㢸
傳
「
時
朝
廷
以
晉
陽
爲
重
鎭
、

州
總
管
必
屬
親
王
、
其
長
史
・
司
馬
亦
一
時
高
選
」。

27

藤
井
政
彥
〔
二
〇
〇
六
〕
參
照
。

28

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
、
曇
遷
傳
「
帝
以
〔
曇
〕
遷
爲
蜀
王
門
師
。
王
鎭
梁
益
、
意
欲
令
往
蜀
塔
、
檢
校
爲
功
。
宰
輔
咸
以
劍
道
危
懸
、
塗
徑
盤
折
、

29

高
年
宿
齒
、
難
冒
艱
阻
、
更
改
奏
之
。
乃
令
詣
岐
州
鳳
泉
寺
起
塔
」（
T
50,573c）。

前
揭
註
（

）
藤
井
〔
二
〇
〇
六
〕、
參
照
。

30

28

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
一
、
洪
遵
傳
「
仁
壽
二
年
、
勅
送
舍
利
于
衞
州
之
福
聚
寺
」（
T
50,611c）。

31

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
、
曇
遷
傳
「
屬
開
皇
七
年
秋
、
下
詔
曰
、
皇
帝
敬
問
徐
州
曇
遷
法
師
…
…
。
時
洛
陽
慧
遠
、
魏
郡
慧
藏
、
淸
河
僧
休
、
濟
陰

32

寶
鎭
、
汲
郡
洪
遵
、
各
奉
明
詔
、
同
集
帝
輦
」（
T
50,572c）。



129

隋
の
六
大
德
に
つ
い
て
は
、C

hen
Jinhua

〔
二
〇
〇
一
〕、
本
論

第
二
章
第
一
節
、
參
照
。

33

『
續
高
僧
傳
』
卷
一
、
法
泰
附
傳
智

傳
お
よ
び
道
尼
傳
（
T
50,431c-432a）。

34

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
、
靈
璨
傳
「
仁
壽
末
年
、
又
勅
送
於
澤
州
古
賢
谷
景
淨
寺
起
塔
、
卽
遠
公
之
生
地
也
」（
T
50,506c）。

35

北
周
の
廢
佛
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕、
野
村
耀
昌
〔
一
九
六
八
〕
參
照
。

36

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
六
、
法
揩
傳
「
及
齊
法
俱
亡
、
南
避
淮
表
壽
山
之
陽
。
隨
開
律
敎
、
開
皇
首
歲
、
大
闢
法
門
、
還

曹
州
。
…
…
〔
法
〕
揩

37

性
虛
靜
、
更
於
城
北
三
里
左
丘
山
、
營
造
一
寺
、
名
曰
法
元
。
…
…
仁
壽
置
塔
、
奉
勅
送
舍
利
於
曹
州
。〔
法
〕
揩
以
初
基
有
由
、
欲
報
斯
地
、
表

請
樹
塔
、
還
置
法
元
。
上
帝
不
違
、
任
從
所
請
」（
T
50,675bc）。
な
お
「
淮
表
壽
山
之
陽
」
は
「
壽
陽
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
壽
春
」
を
指
す
。

前
揭
註
（
１
）
西
脇
〔
一
九
九
〇
〕、
お
よ
び
本
論

第
三
章
第
一
節
、
參
照
。

38

當
該
期
の
僧
尼
の
禮
敬
問
題
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
〔
一
九
八
一
〕
に
硏
究
史
を
踏
ま
え
つ
つ
通
史
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

39

『
續
高
僧
傳
』
卷
八
、
慧
遠
傳
「
開
皇
五
年
、
爲
澤
州
刺
史
千
金
公
、
請
赴
本
鄕
。
此
則
像
法
再
弘
、
桑
梓
重
集
、
親
疎
含
慶
、
何
以
加
之
」（
T
50,

40

491a）。
千
金
公
と
は
、『
隋
書
』
卷
四
十
・
王
世
積
傳
に
「
既
而
晉
王
廣
已
平
丹
陽
、
世
積
於
是
移
書
告
諭
、
遣
千
金
公
權
始
璋
略
取
新
蔡
」
と

あ
る
權
始
璋
（
專
傳
な
し
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

濱
口
重
國
〔
一
九
六
六
〕、
前
揭
註
（

）
氣
賀
澤
〔
一
九
七
五
〕、
參
照
。

41

16

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策
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【表１】

僧 名 摘 要 續傳卷次、篇名
彥琮 翻譯事業、楊廣の歸依（日嚴寺僧） 卷2、譯經
法彥 大論衆主、高熲の歸依（高氏の門師） 卷10、義解
法總 涅槃衆主 卷10、義解

第１回 僧曇 翻譯事業 卷10、義解
＋ 慧海 安成長公主（文帝の姉）の歸依（靜法寺僧） 卷11、義解

第３回 寶襲 大論衆主 卷12、義解
道密 翻譯事業 卷26、感通
智隱 講論衆主 卷26、感通
慧重 （大興善寺僧） 卷26、感通
僧粲 二十五衆第一摩訶衍匠 卷9、義解
慧最 （光明寺僧） 卷10、義解
靈璨 ――衆主 卷10、義解

第２回 法侃 楊廣の歸依（日嚴寺僧） 卷11、義解
＋ 辯義 楊廣の歸依（日嚴寺僧） 巻11、義解

第３回 慧遷 十地衆主 巻12、義解
洪遵 講律衆主 巻21、明律
僧蓋 （大興善寺僧） 巻26、感通
僧世 （大興善寺僧） 巻26、感通

【表２】 ※判明分のみ。第三回と合計の（ ）は再任者の數

寺 名 第1回 第2回 第3回 計
大興善寺 5 10 6（5） 21（5）
勝光寺 3 5 0 8
淨影寺 4 3 2（1） 9（1）
日嚴寺 1 2 6（3） 9（3）
海覺寺 1 0 1（1） 2（1）
空觀寺 1 1 0 2
眞寂寺 2 1 1（1） 4（1）
通法寺 1 0 1（1） 2（1）
經藏寺 1 0 1（1） 2（1）
總化寺 1 1 1（1） 3（1）
轉輪寺 1 0 0 1
靜法寺 2 0 1（1） 3（1）
延興寺 0 2 0 2
光明寺 0 3 1（1） 4（1）
玄法寺 0 1 0 1
悟眞寺 0 1 0 1
弘濟寺 0 2 0 2
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仁法寺 0 1 0 1
仁海寺 0 1 0 1
崇敬寺 0 1 1（1） 2（1）
無漏寺 0 1 0 1
揚化寺 0 1 0 1
寶刹寺 0 1 0 1
隨法寺 0 1 0 1
寶光寺 0 1 1（1） 2（1）
靜覺寺 0 0 1 1

計 23 40 24（18） 87（18）

【表３】 ※判明分のみ。第３回の〔 〕内の數字は再任者の人數。

第１回 第２回 第３回 計
北周 3（13%） 6（15%） 4（16%）〔2〕 13（15%）
北齊 20（87%） 34（83%） 20（80%）〔16〕 74（84%）
陳 0（0%） 1（2%） 1（4%） 2（2%）
計 23（100%） 41（100%） 25（100%）〔18〕 89（100%）

（パーセンテージはコンマ１桁を四捨五入した槪算。表４も同じ。）

【表４】 ※總管府所在州數の［ ］内の數字は、仁壽年閒には總管府が廢されていた州および廢止年代
不明の州の數。

第１回 第２回 第３回 計
北周 13（43%） 10（20%） 8（30%） 31（30%）

南北朝三國 北齊 9（30%） 34（66%） 15（55%） 58（55%）
陳 8（27%） 7（14%） 4（15%） 19（18%）
計 30（100%） 51（100%） 27（100%） 108（100%）

12［4］ 19［6］ 4［4］ 35［14］
總管府所在州 40% 37% 15% 32%

（27%） （25%） （0%） （19%）

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策



132

【表５】

僧名 本貫 起塔州・寺名 續傳卷次、篇名
僧粲 汴州 汴州福廣寺「本州」 卷9、義解
法瓚 齊州 齊州泰山神通寺 卷10、義解
靈璨 懷州 懷州長壽寺 卷10、義解
辯義 貝州 貝州寶融寺 「本州」 卷11、義解
慧遷 瀛州 瀛州弘博寺 「本鄕」 卷12、義解
靈逹 恆州 恆州龍藏寺 「本州」 卷26、感通
僧範 冀州 冀州覺觀寺 「本州」 卷26、感通
寶巖 幽州 幽州弘業寺 「本州」 卷26、感通
辨寂 徐州 徐州流溝寺 「本州」 卷26、感通
曇觀 莒州 莒州定林寺 「本州」 卷26、感通
玄鏡 趙州 趙州無際寺 「本州」 卷26、感通
法性 兗州 兗州 樂寺 「本州」 卷26、感通
道端 潞州 潞州梵境寺 「本州」 卷26、感通
法揩 曹州 曹州法元寺 卷26、感通
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靑
州
勝
福
寺
舍
利
塔
銘
（
拓
影
）

【
部
分
翻
刻
】

勅
使
大
德
僧
智
能

長
史

祖
俊

侍
者

曇
䛒

司
馬
李
信
則

侍
者

善
才

錄
事
參
軍
丘
文
安

勅
使
羽
騎
尉
李
德
諶

司
功
參
軍
李
佶

【
出
典
】『
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歷
代
石
刻
拓
本
彙
編
』
九
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交
州
禪
衆
寺
舍
利
塔
銘
（
拓
影
）

【
部
分
翻
刻
】

勅
使
大
德
慧
雅
法
師
吏
部
羽
騎
尉

姜
徽
送
舍
利
於
此
起
塔

【
出
典
】L

ê
V
iết
N
ga:

V
ề
hai
cổ
vật
niên

đại
thời

T
ùy

ở
B
ảo
tàng

tỉnh
B
ắc
N
inh

（

http://xuandienhannom
.blogspot.jp/2012/10/hai-co-vat-nien-ai-thoi-tuy-o-bao-tang.htm

l#
uds-search-results

）

ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
三
年
二
月
十
八
日
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宜
州
神
德
寺
舍
利
塔
銘
（
拓
影
）

【
部
分
翻
刻
】

送

舍
利
大
德
法
師
沙
門
僧
暉

【
出
典
】
大
谷
大
學
博
物
館
所
藏
（
撮
影
筆
者
：
二
〇
〇
九
年
二
月
）
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第
四
章

煬
帝
期
の
佛
敎
政
策
―
―
禮
敬
問
題
と
沙
門
觀
―
―

は

じ

め

に

前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

帝
期
に
は
大
々
的
な
佛
敎
復
興
事
業
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
佛
敎
の
飛
躍
的
に
隆
盛
し
た
狀

況
を
現
出
し
た
。こ
の
よ
う
な

帝
期
を
繼
い
だ
煬
帝
も
ま
た

帝
に
劣
ら
な
い
佛
敎
保
護
に
努
め
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
、

1

2

煬
帝
は
佛
敎
を
保
護
す
る
一
方
で
、
佛
敎
の
抑
壓
と
も
い
え
る
政
策
を
實
施
し
た
。
そ
の
一
つ
が
禮
敬
問
題
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
煬
帝
期
の
佛
敎
政
策
に
關
す
る
硏
究
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
禮
敬
問
題
の
背
景
に
つ
い
て
、
當
時
の
沙
門
觀
を
手
が
か
り

に
考
え
て
み
た
い
。

第
一
節

隋
朝
の
禮
敬
問
題

ま
ず
禮
敬
問
題
と
は
、
如
何
な
る
問
題
で
あ
る
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
問
題
は
必
ず
し
も
佛
敎
に
限
ら
れ
な
い
が
、
佛
敎
に
限

3

っ
て
い
え
ば
、
國
家
權
力
が
出
家
者
で
あ
る
僧
尼
に
對
し
て
皇
帝
や
親
へ
の
「
跪
拜
」
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
問
題
に
な
る

4

の
は
、
二
つ
の
前
提
と
な
る
理
念
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
一
つ
は
、
出
家
者
は
世
俗
の
秩
序
に
拘
束
さ
れ
な
い
存
在
、
す
な
わ
ち
「
方
外
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の
賓
」
を
自
認
し
、
皇
帝
や
親
に
拜
を
示
さ
な
い
存
在
で
あ
る
の
を
理
念
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
出
家
者
は
國
王
や
父
母
な
ど
の
在
家
者

に
拜
を
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
佛
典
は
說
く
。
世
俗
と
の
緣
を
絕
ち
き
っ
た
出
家
者
は
、
こ
う
し
た
佛
の
敎
え
を
據
り
所
に
生
活
す
る
の

5

を
理
念
と
す
る
。
二
つ
目
は
、
儒
敎
禮
敎
主
義
に
の
っ
と
る
國
家
秩
序
の
下
、
絕
對
的
な
權
力
者
で
あ
る
皇
帝
は
、
す
べ
て
の
臣
民
を
し

て
皇
帝
を
拜
せ
し
め
、
拜
さ
な
い
も
の
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
理
念
が
あ
る
。
そ
こ
で
出
家
者
に
對
し
て
皇
帝
や
親
へ
の
拜
を
要
求

6

す
る
。
こ
こ
に
、
國
家
權
力
と
佛
敎
敎
團
と
が
互
い
の
論
理
を
主
張
し
合
い
、
對
立
が
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
。
禮
敬
問
題
は
基
本
的
に

國
家
權
力
の
側
か
ら
提
起
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
佛
敎
敎
團
を
國
家
秩
序
の
內
に
包
攝
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
性
を
持

つ
と
い
え
る
。

中
國
佛
敎
史
上
、
禮
敬
問
題
に
は
二
つ
の
意
義
が
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
外
來

化
の
佛
敎
が
中
國
に
受
容
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
中
・

印
兩

化
の
摩
擦
の
問
題
。
二
つ
に
、
國
家
權
力
と
佛
敎
敎
團
と
の
間
の
力
量
關
係
の
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
中
國
佛
敎
史
を
考
究
す

る
上
で
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
禮
敬
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
に
す
ぐ
れ
た
硏
究
が
著
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
。

7

中
國
中
世
に
は
、
お
よ
そ
以
下
の
禮
敬
問
題
が
起
っ
た
。

朝
代

年
代

王
者

不
拜
王
者

１

東
晉

咸
康
六
年
（
三
四
〇
）

庾
氷

何
充

２

東
晉

元
興
元
年
（
四
〇
二
）

桓
玄

廬
山
慧
遠
、
王
謐

３

劉
宋

大
明
六
年
（
四
六
二
）

孝
武
帝

―

４

蕭
齊

永
明
中
（
四
八
三
〜
四
九
三
）

武
帝

法
獻
、
玄
暢
、
僧
鍾

５

隋

大
業
三
年
（
六
〇
七
）

煬
帝

彥
琮
、
明
贍
、
僧
鳳

６

唐

貞
觀
五
年
（
六
三
一
）

太
宗

―

第四章 煬帝期の佛敎政策
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７

唐

龍
朔
二
年
（
六
六
二
）

高
宗

威
秀
、
道
宣

等

８

唐

開
元
二
年
（
七
一
四
）

玄
宗

―

こ
の
問
題
が
行
わ
れ
た
の
は
東
晉
よ
り
唐
代
ま
で
の
間
で
あ
り
、
い
わ
ば
中
國
中
世
を
貫
く
。
ゆ
え
に
中
世
佛
敎
史
を
特
色
づ
け
る
問

題
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
に
擧
げ
た
八
つ
の
事
件
は
、
皇
帝
な
い
し
權
力
者
が
僧
尼
に
對
し
て
皇
帝
や
親
へ
の
致
拜
を

求
め
た
も
の
で
あ
り
、
臣
下
レ
ベ
ル
の
佛
敎
排
斥
論
者
と
佛
敎
者
と
の
間
に
行
わ
れ
た
論
爭
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
う
ち
２
の
東
晉
の

桓
玄
と
廬
山
慧
遠
と
の
間
に
行
わ
れ
た
論
爭
は
特
に
著
名
で
あ
り
、
慧
遠
が
著
わ
し
た
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
に
提
示
さ
れ
た
論
點
は
、

そ
の
後
の
禮
敬
問
題
に
影
響
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
い
ず
れ
も
僧
尼
の
致
拜
が
徹
底
さ
れ
ず
、
い
わ
ば
國
家
權
力
側
の
失
敗
に
終

わ
っ
た
。
僧
尼
の
不
拜
君
親
は
實
際
の
と
こ
ろ
、
宋
金
時
代
ま
で
貫
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

8

唐
の
高
宗
期
の
禮
敬
問
題
に
お
い
て
抗
議
活
動
に
邁
進
し
た
僧
の
一
人
で
あ
る
道
宣
は
、
そ
の
反
論
の
一

の
中
で
唐
代
以
前
に
起
っ

た
國
家
權
力
と
佛
敎
敎
團
と
の
問
題
を
「
大
化
東
漸
し
て
よ
り
、
六
百
餘
年
、
三
た
び
誅
除
せ
ら
れ
、
五
た
び
致
拜
せ
し
め
ら
る
」（「
自

大
化
東
漸
、
六
百
餘
年
、
三
被
誅
除
、
五
令
致
拜
」）
と
ま
と
め
て
い
る
。「
三
被
誅
除
」
と
は
北
魏
の
太
武
帝
、
夏
の
赫
連
勃
勃
、
北

9

周
の
武
帝
が
行
っ
た
廢
佛
の
こ
と
で
あ
り
、「
五
令
致
拜
」
が
表
に
擧
げ
た
う
ち
の
１
か
ら
５
の
事
件
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
や
や
槪
括
的
に
い
う
な
ら
ば
、
南
北
朝
時
代
に
は
禮
敬
問
題
は
南
朝
を
中
心
に
行
わ
れ
、
北
朝
で
は
廢
佛
が
實
施
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
禮
敬
問
題
が
主
に
南
朝
で
起
っ
た
の
は
、
南
朝
で
は
佛
敎
敎
團
が
國
家
の
命
に
抵
抗
し
、
自
身
の
立
場
を
主
張
し
、
論

爭
へ
と
展
開
し
得
る
力
量
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
逆
に
い
え
ば
、
國
家
が
敎
團
を
支
配
す
る
力
が
弱
か
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
他

方
、
北
朝
で
は
國
家
が
敎
團
の
抵
抗
を
物
と
も
し
な
い
強
力
な
支
配
力
を
持
ち
、
議
論
と
し
て
表
面
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
暴
力
的
な
方

法
で
敎
團
を
支
配
し
た
と
い
え
る
。
禮
敬
問
題
が
最
も
昂
揚
し
た
の
は
唐
の
初
期
、
高
宗
の
時
代
で
あ
っ
た
。
唐
朝
が
道
敎
優
位
政
策
を

推
進
し
、
佛
敎
排
斥
の
議
論
が
起
っ
た
た
め
、
佛
敎
側
の
危
機
感
が
高
ま
り
、
そ
う
し
た
中
で
禮
敬
問
題
が
起
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
佛
敎
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側
の
國
家
に
對
す
る
執
拗
な
ま
で
の
不
拜
運
動
が
展
開
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
禮
敬
問
題
の
歷
史
の
中
に
あ
っ
て
、
隋
朝
の
禮
敬
問
題
に
つ
い
て
は
、
從
來
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
問
題
が
さ
ほ
ど
大
き
な
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ

よ
う
。
ま
た
南
北
朝
以
來
の
禮
敬
問
題
の
再
燃
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
隋
朝
の
禮
敬

問
題
は
三
つ
の
點
に
お
い
て
、
前
代
の
四
つ
の
事
件
と
一
線
を
劃
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
隋
朝
は

南
北
朝
を
統
一
し
た
王
朝
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
僧
尼
の
致
拜
が
律
令
の
「
令
」
の
中
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
。
第
三
に
、
道
士
の
致

拜
も
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
第
二
點
は
特
に
重
要
な
の
で
、
以
下
に
說
明
し
て
お
き
た
い
。
唐
・
道
宣
『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
所
收
の
隋
・
彥
琮
撰
『
福

田
論
』
の
前

（
道
宣
撰
）
に
、

隋
煬
帝
大
業
三
年
、
新
下
律
令
格
式
。
令
云
、
諸
僧
道
士
等
、
有
所
啓
請
者
、

先
須
致
敬
、
然
後
陳
理
。
雖
有
此
令
、
僧
竟
不
行
。

（
T
52,280c）

隋
煬
帝
の
大
業
三
年
、
新
た
に
律
令
格
式
を
下
す
。
令
に
云
く
、
諸
々
の
僧
・
道
士
等
に
し
て
、
啓
請
す
る
所
有
る
者
は
、

び
に

先
に
須
ら
く
敬
を
致
し
、
然
る
後
に
理
を
陳
ぶ
る
べ
し
、
と
。
此
の
令
有
り
と
雖
も
、
僧
は
竟
に
行
わ
ず
。

と
あ
り
、
ま
た
唐
・
彥
悰
『
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
』
卷
二
「
隋
煬
帝
勅
沙
門
致
拜
事
一
首
」
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

隋
煬
帝
大
業
中
、
改
革
前
政
、
令
沙
門
拜
帝
及
諸
官
長
等
。
懸
之
雜
令
。（
T
52,452b）

隋
煬
帝
の
大
業
中
、
前
政
を
改
革
し
、
沙
門
を
し
て
帝
及
び
諸
官
長
等
に
拜
せ
し
む
。
之
を
雜
令
に
懸
く
。

以
上
の
二
つ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
煬
帝
の
大
業
三
年
（
六
〇
七
）、
新
た
に
律
令
格
式
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
令
の
中
の
「
雜
令
」
に
僧
・

道
士
の
致
敬
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
大
業
令
は
現
存
せ
ず
、
こ
れ
以
上
詳
し
い
內
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
隋
以
前
の

10
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禮
敬
問
題
で
は
、
例
え
ば
、
と
り
わ
け
議
論
が
往
來
さ
れ
た
東
晉
時
の
桓
玄
の
禮
敬
問
題
の
場
合
、
桓
玄
が
臣
下
お
よ
び
僧
に
書
を
與
え

て
出
家
者
の
致
拜
の
是
非
を
問
う
形
で
進
行
し
論
議
が
展
開
し
た
。
こ
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
隋
以
前
の
事
件
で
は
、
お
よ
そ
王
者
に
よ

る
僧
尼
に
對
す
る
致
拜
の
要
請
、
命
令
、
強
要
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
大
業
令
制
定
の
當
初
よ
り
出
家
者
の
致
拜
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
隋
朝
の
禮
敬
問
題
の
特
色
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
こ
の
背
景

に
は
、
禮
敬
問
題
が
東
晉
よ
り
こ
の
か
た
議
論
さ
れ
て
き
た
た
め
、
殊
更
の
議
論
を
要
し
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前

代
の
事
例
に
鑑
み
れ
ば
、
佛
敎
側
の
批
判
は
當
然
起
り
得
る
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現
存
史
料
を
見
る
限
り

で
は
、
明

化
さ
れ
る
前
段
階
で
議
論
を
行
っ
た
形
跡
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
事
實
、
佛
敎
側
の
抗
議
は
新
令
の
頒
布
を
機
に
生
じ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。

引
用
し
た
二
つ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
禮
敬
の
對
象
は
「
皇
帝
及
諸
官
長
等
」
で
あ
り
、
皇
帝
の
み
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。『
大
唐
內
典

錄
』
卷
五
に
は
「
煬
帝
令
を
著
わ
し
、
僧
を
し
て
俗
官
に
拜
せ
し
む
」（「
煬
帝
著
令
、
僧
拜
俗
官
」
T
55,280a）
と
あ
り
、
拜
の
對
象

を
「
俗
官
」
と
記
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
令
は
、
僧
・
道
士
と
い
う
出
家
者
を
、
皇
帝
よ
り
官
僚
に
至
る
ま
で
の
俗
人
と
同
格
化

す
る
ば
か
り
か
、
俗
官
の
下
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
令
が
親
へ
の
拜
を
求
め
て
い
な
い
の
も
、
そ
の
要
求
の
重
點
が
僧

・
道
士
と
俗
官
と
の
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

と
こ
ろ
で
、
令
が
規
定
す
る
最
も
重
要
な
も
の
は
官
制
で
あ
ろ
う
。
煬
帝
期
に
は
大
き
な
官
制
改
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
漢
代
の
制

度
お
よ
び
『
周
禮
』
に
倣
う
も
の
で
、
階
層
的
、
系
統
的
な
形
式
美
を
備
え
、
禮
制
と
都
城
プ
ラ
ン
と
補
完
し
合
っ
て
、
皇
帝
の
權
威
を

象
徵
的
に
高
め
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
前
政
の
大
き
な
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
致
拜
の
規

11

定
で
あ
っ
た
。
官
制
改
革
に
よ
っ
て
實
現
さ
れ
る
新
た
な
官
制
秩
序
の
中
に
、
僧
・
道
士
と
い
う
出
家
者
を
も
包
攝
し
、
新
し
い
秩
序
の

再
構
築
を
企
圖
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
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た
だ
し
、
制
度
化
と
實
際
の
運
用
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
の
場
合
も
、
實
際
に
は
佛
敎
側
が
抵
抗
し
、

僧
が
拜
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

實
際
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
か
か
る
問
題
が
こ
の
時
期
に
顯
然
化
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
思
う
に
、

制
度
化
に
至
る
に
は
、
そ
の
前
段
階
な
い
し
同
時
代
に
、
そ
れ
が
制
度
的
に
規
定
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
狀
況
が
す
で
に
潛
在
的
に

存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
狀
況
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
檢
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
の
要
因
の
一
端
が
明
ら
か
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
の
重
點
は
出
家
者
と
俗
官
と
の
關
係
性
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
爲
政
者
が
出
家
者
を
ど
の

よ
う
な
存
在
と
見
な
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
當
時
の
沙
門
觀
が
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
第
二
節
で
、
隋
代
の
佛
敎
政
策
の
中
に
う
か
が
わ
れ
る
沙
門
觀
を
考
察
し
、
つ
い
で
第
三
節
で
は
同
時
代
史
料
で
あ
る
彥
琮
の

『
福
田
論
』
の
中
に
見
え
る
沙
門
觀
を
檢
討
し
て
み
た
い
。

第
二
節

隋
朝
佛
敎
政
策
に
み
る
沙
門
觀

隋
代
の
佛
敎
政
策
の
特
色
は
、
佛
敎
の
政
治
利
用
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
隋
初
に
建
立
さ
れ
た
大
興
善
寺
の
性
格
に
顯
著

12

に
う
か
が
え
る
。
大
興
善
寺
は
道
觀
の
玄
都
觀
と
と
も
に
大
興
城
の
樞
要
の
地
に

置
さ
れ
た
國
立
寺
院
で
あ
る
が
、
そ
の
建
立
目
的
は

人
心
の
收
攬
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

13

こ
の
よ
う
な
隋
代
に
お
け
る
沙
門
觀
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
藤
善
眞
澄
氏
が

隋
唐
佛
敎
の
特
色
を
「
官
僚
的
佛
敎
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
出
家
者
を
官
僚
と
見
な
す
よ
う
な
見
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
北

14

第四章 煬帝期の佛敎政策



142

周
武
帝
の
廢
佛
は
還
俗
僧
衞
元
嵩
の
上
書
し
た
平
延
大
寺
の
思
想
が
一
つ
の
き
っ
か
け
を
與
え
た
。
平
延
大
寺
の
思
想
と
は
、
國
家
を
寺

院
と
し
、
皇
帝
を
如
來
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
上
書
の
中
で
は
「
用
郭
邑
作
僧
坊
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
生
活
者
を
取
っ
て
い

15

え
ば
、
官
庶
を
僧
と
す
る
に
等
し
い
。
道
宣
に
よ
れ
ば
、
こ
の
思
想
は
『
大
智
度
論
』
を
根
據
に
す
る
と
い
う
。
當
時
は
『
大
智
度
論
』

を
は
じ
め
と
す
る
大
乘
佛
敎
の
敎
理
が
士
人
に
必
須
の
敎
養
で
あ
り
、
こ
う
し
た
衞
元
嵩
の
主
張
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
社
會
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
大
乘
佛
敎
が
廣
く
浸
透
し
た
隋
代
も
ま
た
同
樣
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
顏
之
推
は
『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
で
「
僧
尼
の

16行
業
は
多
く
精
純
な
ら
ざ
る
を
以
て
姦
慝
と
爲
す
」（「
以
僧
尼
行
業
多
不
精
純
爲
姦
慝
也
」）
と
す
る
世
間
の
佛
敎
批
判
に
對
し
て
、
次

の
よ
う
に
釋
明
し
て
い
る
（
宇
都
宮
淸
吉
氏
の
現
代
語
譯
も
示
す
）。

開
闢
已
來
、
不
善
人
多
而
善
人
少
、
何
由
悉
責
其
精

乎
。
見
有
名
僧
高
行
、
棄
而
不
說
、
若
睹
凡
僧
流
俗
、
便
生
非
毀
。
且
學
者

之
不
勤
、
豈
敎
者
之
爲
過
。
俗
僧
之
學
經
律
、
何
異
世
人
之
學
詩
禮
。
以
詩
禮
之
敎
、
格
朝
廷
之
人
、
略
無
全
行
者
、
以
經
律
之
禁
、

格
出
家
之
輩
、
而
獨
責
無
犯
哉
。
且
闕
行
之
臣
、
猶
求
祿
位
、
毀
禁
之
侶
、
何
慙
供
養
乎
。
其
於
戒
行
、
自
當
有
犯
。
一
披
法
服
、

已
墮
僧
數
、
歲
中
所
計
、
齋
講
誦
持
、
比
諸
白
衣
、
猶
不
啻
山
海
也
。

化
が
開
け
て
か
ら
こ
の
方
、
不
善
の
人
は
多
け
れ
ど
善
人
は
少
な
い
〔
と
い
う
の
が
、
當
た
り
前
に
な
っ
て
き
て
い
る
〕。
如
何

な
れ
ば
と
て
、
す
べ
て
の
僧
尼
に
〔
聖
者
と
同
じ
よ
う
な
〕
淸
純
の
責
め
を
問
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
る
に
、
目
の
前
に
名
僧

智
識
が
い
て
も
有
難
い
と
思
わ
ば
こ
そ
、
全
然
見
向
き
も
し
な
い
く
せ
に
、
ふ
と
凡
僧
俗
僧
に
出
會
い
で
も
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
〔
佛

敎
全
體
を
〕
非
難
排
斥
す
る
〔
の
は
全
く
解
し
か
ね
る
次
第
で
あ
る
。〕
そ
の
う
え
、
學
ぶ
者
の
不
勉
強
が
、
ど
う
し
て
直
ち
に
敎

義
を
說
い
た
そ
の
御
當
人
の
過
誤
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

通
の
僧
侶
が
經

や
戒
律
を
學
ぶ
の
は
、
一
般
の
士
人
（
身
分
の
あ
る
家

柄
の
人
々
）
が
『
詩
經
』
や
禮
の
經
典
を
學
ぶ
と
全
く
同
斷
の
こ
と
で
あ
る
。
今
そ
の
『
詩
經
』
や
禮
の
經
典
の
敎
義
を
も
の
さ
し

と
し
て
、
王
朝
に
出
仕
す
る
高
官
た
ち
を
審
査
す
れ
ば
、
合
格
す
る
完
全
者
は
殆
ど
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
！
し
か
る
に
〔
佛
敎
の
〕
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經

や
戒
律
の
禁
制
を
も
の
さ
し
と
し
て
、
出
家
た
ち
を
審
査
し
た
時
だ
け
は
、
何
一
つ
の
破
戒
が
あ
っ
て
も
許
せ
な
い
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
難
點
の
あ
る
官
僚
だ
っ
て
、
平
然
と
し
て
祿
位
を
追
求
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。〔
幾
ら
か
〕
破
戒
の
あ
る
僧

侶
が
人
の
供
養
を
受
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、
恥
も
知
ら
ぬ
輩
だ
と
と
が
め
だ
て
で
き
る
わ
け
の
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。〔
も
と
よ
り
〕

僧
尼
と
い
わ
ず
世
俗
の
人
と
い
わ
ず
、
守
戒
勤
行
の
生
活
を
し
て
い
る
間
に
、
犯
す
と
も
な
く
犯
し
て
い
る
破
戒
や
汚
行
は
避
け
ら

れ
な
い
も
の
な
の
だ
。〔
た
だ
出
家
の
方
は
〕
一
た
び
墨
染
め
の
衣
を
ま
と
え
ば
、
も
う
そ
れ
で
僧
尼
の
籍
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。〔
彼
ら
が
〕
年
中
繰
り

し
て
い
る
精
進
潔
齋
と
誦
經
持
戒
の
生
活
は
、
一
般
世
人
の
そ
れ
に

べ
れ
ば
正
に
、
海
山
も
た

だ
な
ら
ぬ
差
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。（
平
凡
社
、
中
國
古
典

學
大
系
九
、
五
四
二
頁
）

顏
之
推
は
、
俗
僧
が
經
律
を
學
ぶ
の
は
世
人
が
詩
・
禮
を
學
ぶ
の
と
變
わ
ら
な
い
と
し
、
佛
敎
（
經
・
律
）
と
儒
敎
（
詩
・
禮
）
と
を

列
的
に
扱
う
。
そ
の
詩
・
禮
は
「
朝
廷
之
人
」（
官
僚
）
に
な
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
經
・
律
は
「
出
家
之
輩
」（
僧
尼
）
と
な

る
も
の
で
あ
る
と
し
、
彼
ら
に
對
す
る
報
酬
と
し
て
「
祿
位
」
と
「
供
養
」
と
を
同
樣
の
も
の
と
し
て
扱
う
。
要
す
る
に
、
儒
と
佛
、
官

と
僧
、
祿
位
と
供
養
と
を
類
比
す
る
の
で
あ
る
。

隋
朝
が
行
う
佛
敎
政
策
に
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
侶
と
官
僚
と
を
同
樣
に
扱
う
傾
向
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一

帝
の
佛
敎
政
策

帝
期
の
佛
敎
政
策
に
お
け
る
沙
門
觀
を
う
か
が
う
上
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
北
周
末
の
菩
薩
僧
で
あ
る
。

菩
薩
僧
と
は
北
周
武
帝
の
廢
佛
で
還
俗
し
た
百
二
十
人
の
集
團
で
あ
る
が
、
隋
の
直
前
の
時
代
に
行
わ
れ
た
政
策
で
あ
り
、

帝
の
佛
敎

政
策
と
無
關
係
で
は
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
國
家
が
菩
薩
僧
に
期
待
し
た
の
は
、
天
元
皇
帝
（
宣
帝
）
が
君
臨
す
る
北
周
朝
を
道
敎
と

と
も
に
宗
敎
的
に
權
威
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
に
は
「
爲
國
行
道
」
と
い
う
國
家
の
た
め
の
宗
敎
活
動
が
求
め
ら
れ
、

第四章 煬帝期の佛敎政策
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そ
の
報
酬
と
し
て
彼
ら
は
官
給
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
楊
堅
が
丞
相
と
な
っ
た
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
六
月
に
菩
薩
僧
は
解
消
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
、
楊
堅
主
導
の
も
と
で
再
編
成
さ
れ
た
佛
敎
敎
團
に
も
ま
た
菩
薩
僧
と
同
樣
に
「
爲
國
行
道
」
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

帝
期
の
佛
敎
政
策
は
當
初
よ
り
僧
に
對
し
て
國
家
の
翼
贊
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

開
皇
年
間
（
五
八
一
〜
六
〇
〇
）
の
佛
敎
政
策
の
特
徵
は
、
大
興
城
の
佛
敎
發
展
を
促
進
す
る
た
め
に
各
地
か
ら
僧
を
招
い
た
こ
と
で

あ
る
。
大
興
城
に
招
か
れ
た
僧
の
中
で
著
名
な
も
の
に
、
第
二
章
で
述
べ
た
「
六
大
德
」
が
い
る
。
六
大
德
と
は
、
曇
遷
、
慧
遠
、
慧
藏
、

僧
休
、
寶
鎭
、
洪
遵
の
六
人
の
こ
と
を
い
う
。
彼
ら
は
開
皇
七
年
（
五
八
七
）
秋
に
同
時
に
大
興
城
に
招
か
れ
た
。
彼
ら
の
共
通
點
は
佛

17

敎
が
盛
ん
で
あ
っ
た
舊
北
齊
地
域
の
僧
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。『
隋
書
』
卷
一
・
高
祖
紀
上
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
年
前
の
開
皇
五
年
（
五

八
五
）
に
は
「
山
東
」
す
な
わ
ち
舊
北
齊
地
域
よ
り
「
六
儒
」
と
呼
ば
れ
る
六
人
の
儒
者
を
大
興
城
に
招
い
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
章
で

18

指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
當
時
の
山
東
儒
士
に
對
す
る
評
判
の
高
さ
が
招
致
の
理
由
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
極
め
て
近

19

い
時
期
に
儒
者
と
僧
と
が
六
人
と
舊
北
齊
地
域
と
に
規
定
さ
れ
て
招
致
さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
北
周
朝
を
承
け
て
創
立
し
た

隋
朝
は
、
そ
の

化
面
の
劣
弱
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
「
山
東
」
地
域
の
人
材
の
確
保
に
盡
力
し
て
い
た
。
人
材
確
保
の
政
策
の
中
で
は

20

儒
者
の
み
な
ら
ず
、
僧
の
招
致
も
政
策
の
一
環
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
佛
典
翻
譯
事
業
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
北
周
武
帝
の
廢
佛
に
よ
っ
て
多
く
の
佛
典
が
焚
滅
し
た
た
め
、
隋
代
に
は
佛
典
翻
譯
が

國
家
の
一
大

化
事
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
推
進
さ
れ
た
。

帝
期
に
は
那
連
提
耶
舍
と
闍
那
崛
多
と
い
う
二
人
の
西
域
僧
が
譯
主
と
し

21

て
翻
經
を
主
導
し
た
。
た
だ
し
、
闍
那
崛
多
は
開
皇
五
年
（
五
八
五
）
よ
り
七
年
（
五
八
七
）
ま
で
佛
典
翻
譯
と
は
別
の
任
に
つ
い
て
い

た
こ
と
が
隋
・
費
長
房
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
二
・
大
隋
錄
に
見
え
る
。

〔
開
皇
〕
五
年
、
勅
旨
卽
令
崛
多
、
共
婆
羅
門
沙
門
若
那
竭
多
・
開
府
高
恭
・
恭
息
都
督
天
奴
・
和
仁
、
又
婆
羅
門
毘
舍
逹
等
道
俗

六
人
、
令
於
內
史
內
省
、
翻
梵
古
書
及
乾

等
。（
T
49,104b）
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〔
開
皇
〕
五
年
、
勅
旨
し
て
卽
ち
に
崛
多
を
し
て
、
婆
羅
門
沙
門
若
那
竭
多
・
開
府
高
恭
・
恭
息
都
督
天
奴
・
和
仁
、
又
婆
羅
門
毘

舍
逹
等
道
俗
六
人
と
共
に
、
內
史
內
省
に
於
い
て
、
梵
古
書
及
び
乾

等
を
翻
ぜ
し
む
。

闍
那
崛
多
は
開
皇
五
年
よ
り
內
史
省
で
「
梵
古
書
及
び
乾

」
を
翻
譯
し
て
い
た
と
い
う
。「
乾

」
と
は
天

を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
闍
那
崛
多
は
開
皇
五
年
よ
り
內
史
省
で
梵
語
の
天

書
の
翻
譯
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
點
に
關
連
し
て
『
隋
書
』

卷
七
十
五
・
儒
林
・
劉
炫
傳
に
は
「
又
、
諸
術
者
と
天

律
曆
を
修
め
、
兼
せ
て
內
史
省
に
於
い
て
群
言
を
考
定
す
」（「
又
與
諸
術
者

修
天

律
曆
、
兼
於
內
史
省
考
定
群
言
」）
と
あ
る
。
こ
の
修
曆
事
業
は
開
皇
六
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、『
三
寶
紀
』
の
記
載
と

22

時
期
と
場
所
と
が
一
致
す
る
。
劉
炫
傳
の
「
諸
術
者
」
に
は
僧
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
劉
炫
ら
に
よ
る
內
史
省
で
の
修
曆
に
際

し
て
、
闍
那
崛
多
ら
が
印
度
の
天

曆
學
の
知
識
な
ど
を
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
域
僧
が
翻
經
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
國
家
の

化
事
業
に
勅
命
を
受
け
て
參
加
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
俗
人
が
翻
經
に
參
加
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
前
代
に
も
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

帝
期
の
翻
經
で
は
「
翻
經
學
士
」
と
呼
ば
れ
る
身
分
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
現
在
知
ら
れ
る
の
は
『
歷
代

三
寶
紀
』
を
著
わ
し
た
費
長
房
と
、『
外
內
傍
通
比
校
數
法
』
を
撰
述
し
た
劉
憑
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。
彥
琮
の
『
衆
經
目
錄
』（
仁
壽

錄
ま
た
は
彥
琮
錄
）
に
は
「
隋
翻
經
沙
門
及
學
士
等
撰
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
翻
經
學
士
と
は
俗
人
が
就
く
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

23

る
。
翻
經
活
動
の
場
で
は
道
俗
に
一
應
の
身
分
的
區
別
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

24

仁
壽
年
間
（
六
〇
一
〜
六
〇
四
）
に
な
る
と
、
僧
と
官
と
の
關
係
性
が
よ
り
密
接
し
た
も
の
と
な
る
。
仁
壽
年
間
に
は
三
度
に
わ
た
り

全
國
百
十
餘
州
に
舍
利
が
頒
布
さ
れ
、
各
州
で
舍
利
塔
が
建
立
さ
れ
た
（「
仁
壽
舍
利
塔
事
業
」）。
そ
の
際
、
舍
利
を
中
央
よ
り
各
州
に

送
る
た
め
に
、
僧
と
官
か
ら
な
る
團
體
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
で
述
べ
た
通
り
、
そ
の
代
表
の
僧
は
當
時
「
勅
使
大
德
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
こ
の
呼
稱
は
『
靑
州
勝
福
寺
舍
利
塔
下
銘
』
に
記
載
が
あ
る
だ
け
で
、『
續
高
僧
傳
』
等
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
正
式
な

名
稱
で
あ
る
か
判
斷
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
ベ
ト
ナ
ム
で
仁
壽
舍
利
塔
銘
が
發
見
さ
れ
、
そ
こ
に
「
勅
使
大
德
」
と
記
さ
れ
て
い

第四章 煬帝期の佛敎政策
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る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
銘
の
發
見
に
よ
っ
て
「
勅
使
大
德
」
と
い
う
呼
稱
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
地
域
で
同
樣
に
使
用
さ
れ
て
い
た

25

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仁
壽
元
年
（
六
〇
一
）
六
月
に
第
一
回
の
舍
利
頒
布
が
發
願
さ
れ
た
日
、
同
時
に
學
校
の
削
減
が
詔
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

點
に
つ
い
て
氣
賀
澤
保
規
氏
は
「
儒
敎
の
道
」
か
ら
「
佛
敎
の
道
」
へ
の
方
向
轉
換
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
具
體
的
に
は
、
儒

26

敎
敎
育
に
よ
る
人
材
確
保
か
ら
、
佛
敎
界
か
ら
の
人
材
確
保
へ
の
轉
換
を
示
す
と
い
う
。
そ
の
當
否
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
と
も
か

く
「
勅
使
大
德
」
と
い
う
「
勅
使
」
の
肩
書
き
を
帶
び
て
皇
帝
に
使
役
さ
れ
る
多
數
の
僧
が
お
り
、
彼
ら
が
事
業
に
積
極
的
に
參
加
し
て
、

隋
朝
の
佛
敎
事
業
を
翼
贊
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
中
央
よ
り
舍
利
を
運
ん
で
き
た
彼
ら
を
迎
え
た
地
方
の
人
々
は
、「
勅
使
」
を

帶
び
、
多
數
の
官
人
を
率
い
た
彼
ら
の
背
後
に
皇
帝
な
い
し
隋
朝
の
威
光
を
透
視
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
人
々
の
意
識
の
中
で
は
、

僧
と
官
僚
と
の
間
の
境
界
線
が
し
だ
い
に
不
分
明
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

帝
期
の
佛
敎
政
策
は
當
初
よ
り
僧
を
國
家
と
よ
り
強
く
結
び
つ
け
、
そ
の
中
で
僧
と
官
と
を
同
樣
に
見
な
す
佛
敎
政
策

が
進
め
ら
れ
、
や
が
て
僧
が
官
人
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

二

煬
帝
の
佛
敎
政
策

次
に
煬
帝
の
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
た
い
。

煬
帝
と
佛
敎
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
は
、
天
台
智
顗
と
の
關
係
が
と
り
わ
け
有
名
で
あ
る
が
、
煬
帝
の
佛
敎
政
策
全
體
を
通
じ
て
見
た

場
合
、
顯
著
な
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
自
分
の
周
圍
に
數
多
く
の
僧
を
集
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

先
行
硏
究
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
煬
帝
に
よ
る
招
致
の
特
徵
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

27

煬
帝
に
よ
る
招
致
の
特
徵
は
、
彼
個
人
の
貴
族
的
な
趣
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
が
精
力
的
に
才
學
あ
る
學
士
を
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身
邊
に
集
め
て
い
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
煬
帝
は
晉
王
の
時
（
五
八
一
〜
六
〇
〇
）
に
揚
州
總
管
と
な
り
、
揚
州
に
四
道
場
（
慧

28

日
・
法
雲
、
道
觀
の
玉
淸
・
金
洞
）
を
建
立
し
た
。
彼
は
ま
た
晉
王
の
時
に
大
興
城
に
日
嚴
寺
を
建
立
し
、
皇
帝
卽
位
後
に
は
東
都
に
も

四
道
場
（
慧
日
・
法
雲
道
場
、
通
眞
・
玉
淸
玄
壇
）
を
建
立
し
、
僧
尼
・
道
士
女
冠
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
が
招
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
五
・
義
解
篇
の
論
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

煬
帝
嗣
籙
、
重
飛
聲
實
。
…
…
自
爰
初
晉
邸
卽
位
、
道
場
慧
日
・
法
雲
、
廣
陳
釋
侶
、
玉
淸
・
金
洞
、
備
引
李
宗
。
一
藝
有
稱
、
三

徵
別
館
、
法
輪
長
轉
、
慧
炬
恆
明
。（
T
50,549ab）

煬
帝
籙
を
嗣
ぎ
、
重
ね
て
聲
實
を
飛
ば
す
。
…
…
爰
に
初
め
晉
邸
卽
位
し
て
よ
り
、
道
場
慧
日
・
法
雲
、
廣
く
釋
侶
を
陳
ね
、
玉

淸
・
金
洞
、
備
さ
に
李
宗
を
引
く
。
一
藝
に
稱
す
る
有
れ
ば
、
三
た
び
徵
し
て
館
を
別
に
す
。
法
輪
長
え
に
轉
じ
、
慧
炬
恆
に
明
か

ま
ね

な
り
。

煬
帝
に
招
か
れ
た
の
は
「
一
藝
有
稱
」
と
い
う
人
々
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
續
高
僧
傳
』
卷
九
・
智
脫
傳
に
も
「
煬
帝
、
牧
を

江
に
作

し
、
初
め
慧
日
を
建
て
、
盛
ん
に
異
藝
を
搜
し
、
海
岳
に
搜
揚
す
」（「
煬
帝
作
牧

江
、
初
建
慧
日
、
盛
搜
異
藝
、
海
岳
搜
揚
」
T
50,4

99a）
と
あ
り
、
煬
帝
が
「
異
藝
」
の
も
の
を
廣
く
搜
し
求
め
て
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。
煬
帝
が
求
め
た
の
は
、
佛
敎
や
道
敎
の
敎

理
・
實
踐
と
い
っ
た
面
に
す
ぐ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
技
藝
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
に
傳
記
が
具
わ
る
僧
の
例
か

ら
い
え
ば
、
そ
の
技
藝
と
は
、
具
體
的
に
は
作
詩
や
書
法
、
小
學
、
唱
導
な
ど
で
あ
っ
た
ら
し
い
（【
煬
帝
（
晉
王
）
招
致
僧
一
覽
表
】

參
照
）。『
續
高
僧
傳
』
の
篇
名
で
い
え
ば
、

帝
が
招
致
し
た
僧
に
は
い
な
か
っ
た
雜
科
聲
德
篇
に
立
傳
さ
れ
る
も
の
が
比

的
多
く

お
り
、
楊
廣
が
「
異
藝
」
の
も
の
を
集
め
た
結
果
を
よ
く
物
語
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
煬
帝
の
招
致
は
、
人
そ
れ
自
體
も
さ
り
な
が

ら
、
人
が
持
つ
「
異
藝
」
に
こ
そ
、
よ
り
關
心
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

第四章 煬帝期の佛敎政策
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と
こ
ろ
で
、

帝
期
に
は
地
方
よ
り
僧
を
招
く
に
際
し
て
、
曇
遷
の
よ
う
な
僧
を
介
在
さ
せ
て
搜
揚
し
て
い
た
（
第
二
章
、
參
照
）。

煬
帝
期
に
も
そ
う
し
た
例
が
確
認
で
き
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
四
・
三
慧
傳
に
い
う
。

帝
以
通
道
明
機
、
務
須
揚
選
、
乃
勅
往
巴
蜀
、
搜
擧
藝
能
。（
T
50,534c）

帝
以
え
ら
く
道
に
通
じ
機
に
明
ら
か
な
る
も
の
は
、
務
め
て
須
ら
く
揚
選
す
べ
し
、
と
。
乃
ち
勅
し
て
巴
蜀
に
往
き
、
藝
能
を
搜
擧

せ
し
む
。

三
慧
は
大
業
初
年
に
東
都
の
慧
日
道
場
に
入
っ
た
僧
で
あ
る
。
煬
帝
の
命
を
受
け
て
巴
蜀
地
方
へ
い
き
「
藝
能
」
を
搜
擧
し
た
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
道
士
の
招
致
に
も
見
ら
れ
る
。
唐
の
乾
封
二
年
（
六
六
七
）
成
立
の
于
敬
之
撰
『
桐
柏
眞
人
茅
山
華
陽
觀
王
先
生
碑

銘
』
に
こ
う
あ
る
。

29

大
業
十
一
年
、
有
詔
特
委
先
生
、
於
河
南
二
十
四
郡
、
博
訪
緇
素
有
道
術
異
能
、
雜
技
德
行
、
講
說
灼
然
、
堪
供
養
者
、
及
精
通
兵

法
之
徒
、

具
狀
追
送
駕
所
。

大
業
十
一
年
、
詔
有
り
特
に
先
生
に
委
ね
て
、
河
南
二
十
四
郡
に
於
い
て
、
博
く
緇
素
の
道
術
異
能
、
雜
技
德
行
有
り
、
講
說
灼
然
、

供
養
に
堪
う
る
者
、
及
び
兵
法
に
精
通
す
る
の
徒
を
訪
ね
、

び
に
狀
を
具
し
て
駕
所
に
追
送
せ
し
む
。

華
陽
觀
の
王
先
生
と
は
王
軌
（
字
洪
範
）
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
王
遠
知
に
師
事
し
、
王
遠
知
が
煬
帝
の
大
業
年
間
に
「
玉
淸
玄
壇
」
に

召
さ
れ
た
際
に
同
道
し
、
ま
た
煬
帝
の
高
句
麗
遠
征
に
も
隨
駕
し
た
ほ
ど
煬
帝
の
尊
崇
を
得
て
い
た
道
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
王
軌

30

は
、
大
業
十
一
年
（
六
一
五
）
に
煬
帝
の
詔
を
受
け
て
河
南
の
二
十
四
郡
に
お
い
て
道
俗
の
中
で
道
術
・
雜
技
・
講
說
な
ど
に
す
ぐ
れ
、

ま
た
兵
法
に
精
通
し
た
も
の
を
訪
ね
、
狀
を
具
し
て
駕
所
に
追
送
し
た
と
い
う
。
碑
に
は
こ
の
「
有
詔
」
が
出
さ
れ
た
の
が
大
業
十
一
年

の
何
月
で
あ
る
か
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
同
年
八
月
、
煬
帝
は
對
突
厥
戰
の
た
め
に
「
北
塞
」
を
巡
り
、
ま
た
雁
門
に
幸
し
、
そ
こ
で

天
下
の
諸
郡
に
詔
し
て
募
兵
し
て
い
る
。
碑
が
「
精
通
兵
法
之
徒
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
有
詔
」
と
は
八
月
の
詔
を
指
す
と
推
測

31
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さ
れ
る
。
ま
た
「
駕
所
」
と
記
す
の
も
煬
帝
が
都
に
い
な
い
狀
況
下
で
の
命
令
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

煬
帝
が
道
士
を
介
在
に
募
兵
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
、
煬
帝
が
僧
を
召
集
し
た
の
は
上
記
の
寺
院
以
外
に
ま
た
東
都
の
翻
經
館
が
あ
る
。
煬
帝
期
に
も

帝
期
同
樣
、
佛
典
翻
譯
が
國

家
の

化
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
。
翻
經
館
は
そ
の
中
心
的
施
設
で
あ
る
。
東
都
は
、
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
に
造
營
が
開
始
さ
れ
、
同

三
年
（
六
〇
七
）
に
完
成
し
た
新
都
で
あ
り
、
煬
帝
期
を
通
じ
て
事
實
上
の
都
と
し
て
機
能
し
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
翻

經
館
も
東
都
造
營
に
と
も
な
い
建
立
さ
れ
、
逹
摩

多
を
譯
主
に
數
々
の
佛
典
が
翻
譯
さ
れ
た
。

こ
の
翻
經
館
は
洛
陽
の
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
點
に
つ
い
て
『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
・
隋
朝
傳
譯
佛
經
錄
に
は
こ
う
あ
る
。

大
業
三
年
、
東
都
伊
始
、
煬
帝
於
洛
水
南

天
津
橋
左
、
置
上
林
園
、
立
翻
經
館
。
遂
移
京
師
舊
侶
於
新
邑
翻
經
。

多
相
從
、
羈

縻
而
已
。（
T
55,280a）

大
業
三
年
、
東
都
伊
れ
始
ま
り
、
煬
帝
は
洛
水
南

天
津
橋
左
に
於
い
て
、
上
林
園
を
置
き
、
翻
經
館
を
立
つ
。
遂
に
京
師
の
舊
侶

を
新
邑
に
移
し
て
經
を
翻
ぜ
し
む
。

多
相
い
從
う
も
、
羈
縻
す
る
の
み
。

隋
・
杜
寶
の
『
大
業
雜
記
』
に
は
ま
た
翻
經
館
に
關
し
て
次
の
記
載
が
あ
る
。

32

〔
承
福
〕
門
南
、
洛
水
有
翊
津
橋
、
通
翻
經
道
場
東
街
。
其
道
場
有
婆
羅
門
僧
及
身
毒
僧
十
餘
人
、
新
翻
諸
經
。
其
所
翻
經
、
本
從

外
國
來
、
用
貝
多
樹
葉
書
、
書
卽
今
胡
書
體
。
貝
多
葉
長
一
尺
五
六
寸
、
闊
五
寸
許
、
葉
形
似
枇
杷
葉
而
厚
大
、
橫
作
行
書
、
隨
經

多
少
、
綴
其
一
邊
、
怗
怗
然
、
今
呼
爲
梵
夾
。

〔
承
福
〕
門
の
南
、
洛
水
に
翊
津
橋
有
り
、
翻
經
道
場
の
東
街
に
通
ず
。
其
の
道
場
に
婆
羅
門
僧
及
び
身
毒
僧
十
餘
人
有
り
、
新
た

に
諸
經
を
翻
ず
。
其
の
翻
ず
る
所
の
經
は
、
も
と
外
國
よ
り
來
り
、
貝
多
樹
の
葉
を
用
い
て
書
き
、
書
は
卽
ち
今
の
胡
書
體
な
り
。

貝
多
葉
、
長
さ
一
尺
五
六
寸
、
闊
さ
五
寸
ば
か
り
、
葉
の
形
は
枇
杷
の
葉
に
似
た
り
て
厚
大
、
橫
に
行
書
を
作
し
、
經
の
多
少
に
隨

第四章 煬帝期の佛敎政策
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い
、
其
の
一
邊
を
綴
り
、
怗
怗
然
た
り
、
今
、
呼
び
て
梵
夾
と
爲
す
。

『
大
業
雜
記
』
が
「
翻
經
道
場
」
と
記
す
の
は
煬
帝
期
に
「
寺
」
を
「
道
場
」
と
改
稱
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。『
內
典
錄
』
と
『
大

33

業
雜
記
』
の
記
載
と
で
は
、
翻
經
館
の
位
置
が
や
や
異
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
道
宣
は
翻
經
館
の
場
所
を

常
に
「
上
林
園
」
と
記
し
、
ま
た
そ
の
位
置
を
洛
水
の
「
南
濱
」
と
す
る
。
し
か
し
、
上
林
園
は
西
苑
と
も
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
洛
陽
宮

34

城
の
西
に
位
置
し
て
お
り
、
道
宣
が
い
う
よ
う
に
洛
水
の
南
に
は
な
い
。
ま
た
道
宣
は
「
天
津
橋
左
」
と
記
す
も
の
の
、
西
苑
と
天
津
橋

35

は
遠
く
離
れ
て
い
る
。
洛
陽
に
は
「
上
林
」
と
名
の
つ
く
場
所
が
も
う
一
つ
あ
る
。「
上
林
坊
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
洛
水
の
南
に
は

な
く
、
天
津
橋
と
も
や
や
離
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
道
宣
の
記
述
で
は
上
林
園
の
位
置
關
係
が
他
の

地
理
書
と
一
致
し
な
い
。
他
方
、『
大
業
雜
記
』
は
ま
さ
に
同
時
代
の
、
か
つ
東
都
に
生
活
し
た
人
の
記
錄
で
あ
る
か
ら
、
地
名
等
を
誤

記
す
る
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
は
『
大
業
雜
記
』
の
記
錄
を
も
っ
て
隋
代
の
翻
經
館
の
位
置
と
見
な
し
た
い
。

『
大
業
雜
記
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
翻
經
館
で
は
「
婆
羅
門
僧
及
身
毒
僧
十
餘
人
」
と
い
っ
た
僧
が
翻
經
し
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と

も
、
漢
人
僧
も
い
た
こ
と
は
『
續
高
僧
傳
』
等
に
う
か
が
わ
れ
、
彥
琮
は
そ
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
宋
・
贊
寧
の
『
宋
高
僧
傳
』
卷
三
・
譯
經
篇
・
論
に
「
又
、
隋
の
煬
帝
、
翻
經
館
を
置
く
、
其
の
中
の
僧
に
學
士
の
名
有

り
」（「
又
隋
煬
帝
、
置
翻
經
館
、
其
中
僧
有
學
士
之
名
」
T
50,724c）
と
あ
り
、
同
じ
く
贊
寧
の
『
大
宋
僧
史
略
』
卷
三
・
封
授
官
秩

に
「
隋
朝
は
彥
琮
を
以
て
翻
經
館
學
士
と
爲
す
」（「
隋
朝
以
彥
琮
爲
翻
經
館
學
士
」
T
54,250b）
と
あ
っ
て
、
彥
琮
が
翻
經
館
學
士
で

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

帝
期
の
「
翻
經
學
士
」
は
上
述
の
ご
と
く
俗
人
の
就
く
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
贊
寧
に

よ
れ
ば
、
煬
帝
期
に
は
僧
が
「
翻
經
館
學
士
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
彥
琮
が
翻
經
館
學
士
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、

36

管
見
の
限
り
、『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
所
收
の
『
福
田
論
』
に
附
さ
れ
た
「
隋
東
都
洛
賓
上
林
園
翻
經
館
學
士
沙
門
釋
彥
琮
」
と
い
う

マ
マ

箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
も
と
よ
り
彥
琮
自
身
が
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
道
宣
の
插
入
で
な
け
れ
ば
、
後
世
の
追
記
で
あ
る
。
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假
に
道
宣
が
筆
を
入
れ
た
と
す
れ
ば
、
道
宣
は
「
學
士
」
を
道
俗
兩
方
に
用
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
彥
琮
が
「
翻
經
館
學
士
」
で
あ
っ

37

た
と
明
言
す
る
に
は
や
や
躊
躇
さ
れ
る
。

さ
て
、『
大
業
雜
記
』
を
見
て
い
く
と
、
翻
經
館
の
記
述
に
續
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

〔
翻
經
〕
道
場
北
有
道
術
坊
、

是
陰
陽
梵
呪
有
道
術
人
居
之
、
向
有
百
餘
家
。

〔
翻
經
〕
道
場
の
北
に
道
術
坊
有
り
、

び
に
是
れ
陰
陽
梵
呪
の
道
術
有
る
の
人
之
に
居
り
、
向
に
百
餘
家
有
り
。

少
し
訓
じ
に
く
い
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
翻
經
館
の
北
側
に
は
道
術
に
長
じ
た
人
が
暮
ら
す
「
道
術
坊
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
東
都
が
都

市
計
畫
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
た
點
よ
り
考
え
れ
ば
、
決
し
て
自
然
發
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、
道
術
に
通
ず
る
人
を
政
治
的
、
意
圖
的
に

集
め
た
の
が
道
術
坊
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
元
河
南
志
』
卷
一
の
道
術
坊
の
注
に
、

隋
煬
帝
、
多
忌
惡
五
行
・
占
候
・
卜
筮
・
醫
藥
者
、
皆
追
集
東
都
、
置
此
坊
。
遣
使
檢
察
、
不
許
出
入
。
時
改
諸
坊
爲
里
、
以
此
偏

居
里
外
、
既
伎
藝
所
聚
、
謂
之
道
術
坊
。

隋
の
煬
帝
、
多
く
五
行
・
占
候
・
卜
筮
・
醫
藥
の
者
を
忌
惡
し
、
皆
く
追
い
て
東
都
に
集
め
、
此
の
坊
を
置
く
。
使
を
遣
わ
し
て
檢

察
し
、
出
入
を
許
さ
ざ
ら
し
む
。
時
に
諸
坊
を
改
め
て
里
と
爲
す
も
、
此
れ
里
外
に
偏
居
し
、
既
に
伎
藝
の
聚
ま
る
所
な
る
を
以
て
、

之
れ
を
道
術
坊
と
謂
う
。

と
あ
っ
て
、
五
行
や
占
候
な
ど
の
術
を
持
つ
も
の
を
忌
み
嫌
っ
た
煬
帝
が
、
彼
ら
を
集
め
て
こ
の
坊
に
置
き
、
そ
の
出
入
り
を
許
さ
な
か

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。『
舊
唐
書
』
卷
一
九
一
・
方
伎
の
乙
弗
弘
禮
傳
に
は
、「
煬
帝
卽
位
し
て
、
天
下
の
道
術
の
人
を
召
し
、
坊
を
置

き
て
以
て
之
に
居
ら
し
む
。
仍
り
て
弘
禮
を
し
て
統
攝
せ
し
む
」（「
煬
帝
卽
位
、
召
天
下
道
術
人
、
置
坊
以
居
之
、
仍
令
弘
禮
統
攝
」）

と
あ
る
。
乙
弗
弘
禮
は
道
術
の
人
の
出
入
り
を
取
り
締
ま
っ
た
檢
察
を
任
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
道
術
坊
の
設
置
は
、
煬
帝
の
讖
緯
禁
遏
政
策
と
根
を
同
じ
く
す
る
と
思
わ
れ
る
。『
隋
書
』
卷
三
十
二
・
經
籍
志
一
に
よ

第四章 煬帝期の佛敎政策
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れ
ば
、及

高
祖
受
禪
、
禁
之
踰
切
。
煬
帝
卽
位
、
乃
發
使
四
出
、
搜
天
下
書
籍
與
讖
緯
相
涉
者
、
皆
焚
之
。
爲
吏
所
糾
者
至
死
。
自
是
無
復

其
學
、
祕
府
之
內
、
亦
多
散
亡
。

高
祖
受
禪
す
る
に
及
び
て
、
之
（
讖
緯
）
を
禁
ず
る
こ
と
踰
々
切
な
り
。
煬
帝
卽
位
し
て
、
乃
ち
使
を
發
し
て
四
出
し
、
天
下
の
書

籍
の
讖
緯
と
相
い
涉
る
者
を
搜
し
、
皆
く
之
を
焚
か
し
む
。
吏
の
糾
す
る
所
と
爲
る
者
は
死
に
至
る
。
是
れ
よ
り
復
た
其
の
學
無
く
、

祕
府
の
內
も
、
亦
た
多
く
散
亡
す
。

と
あ
り
、
煬
帝
は
讖
緯
の
書
を
徹
底
的
に
焚
毀
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
道
術
坊
の
設
置
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
政
策
は
書
籍
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
知
識
・
技
能
を
有
す
る
人
を
も
對
象
に
し
て
、
よ
り
徹
底
化
し
て
推
進
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
う
し
た
性
格
を
持
つ
道
術
坊
と
翻
經
館
と
が
隣
接
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
術
士
と
僧
と
の
間
に
あ
る
種
の
共
通
性

を
認
め
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
共
通
性
と
は
何
か
。
以
下
、
こ
の
點
に
つ
い
て
闍
那
崛
多
を
俎
上
に
擧
げ
て
見
て

み
た
い
。

闍
那
崛
多
は

帝
期
後
半
に
大
興
善
寺
の
譯
場
に
て
譯
主
を
務
め
た
西
域
僧
で
あ
る
が
、
彼
の
晩
年
に
關
し
て
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
・

闍
那
崛
多
傳
に
は
次
の
記
載
が
あ
る
。

隋
滕
王
、
遵
仰
戒
範
、
奉
以
爲
師
、
因
事
塵
染
、
流
擯
東
越
。（
T
50,434c）

隋
の
滕
王
、
戒
範
を
遵
仰
し
、
奉
じ
て
以
て
師
と
爲
す
に
、
塵
染
を
事
す
る
に
因
り
て
、
東
越
に
流
擯
せ
ら
る
。

闍
那
崛
多
は
隋
の
滕
王
に
師
と
し
て
奉
ぜ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、「
塵
染
」
を
行
っ
た
た
め
に
東
越
に
流
擯
さ
れ
た
と
い
う
。
隋
の
滕
王

と
は
滕
穆
王
楊
瓚
（
一
名
慧
）
か
、
ま
た
は
そ
の
息
子
の
楊
綸
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
楊
瓚
は
開
皇
十
一
（
五
九
一
）
年
八
月
に
歿

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
楊
綸
を
指
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
楊
綸
の
傳
に
、

38
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綸
以
穆
王
之
故
、
當
高
祖
之
世
、
每
不
自
安
。
煬
帝
卽
位
、
尤
被
猜
忌
。
綸
憂
懼
不
知
所
爲
、
呼
術
者
王
琛
而
問
之
。
琛
答
曰
、
王

相
祿
不
凡
。
乃
因
曰
、
滕
卽
騰
也
、
此
字
足
爲
善
應
。
有
沙
門
惠
恩
・
崛
多
等
、
頗
解
占
候
、
綸
每
與
交
通
、
常
令
此
三
人
爲
度
星

法
。
有
人
告
綸
怨
望
呪
詛
、
帝
命
黃
門
侍
郞
王
弘
窮
治
之
。
弘
見
帝
方
怒
、
遂
希
旨
奏
綸
厭
蠱
惡
逆
、
坐
當
死
。（『
隋
書
』
卷
四
十

四
、
滕
穆
王
瓚
傳
、
附
嗣
王
綸
傳
）

綸
、
穆
王
の
故
を
以
て
、
高
祖
の
世
に
當
り
、
每
に
自
か
ら
安
ん
ぜ
ず
。
煬
帝
卽
位
し
、
尤
も
猜
忌
せ
ら
る
。
綸
、
憂
懼
し
て
爲
す

所
を
知
ら
ず
、
術
者
の
王
琛
を
呼
び
て
之
に
問
う
。
琛
答
え
て
曰
く
、
王
は
相
祿
凡
な
ら
ず
、
と
。
乃
ち
因
り
て
曰
く
、
滕
は
卽
ち

騰
な
り
、
此
の
字
は
善
應
と
爲
す
に
足
る
、
と
。
沙
門
の
惠
恩
・
崛
多
等
有
り
、
頗
る
占
候
を
解
せ
ば
、
綸
は
每
に
與
に
交
通
し
、
常

、
、

か
つ

て
此
の
三
人
を
し
て
度
星
法
を
爲
ら
し
む
。
人
有
り
綸
は
怨
望
呪
詛
せ
る
と
告
ぐ
。
帝
、
黃
門
侍
郞
王
弘
に
命
じ
て
之
を
窮
治
せ
し

む
。
弘
、
帝
の
方
に
怒
る
を
見
て
、
遂
に
希
旨
し
て
綸
は
厭
蠱
惡
逆
し
、
坐
し
て
死
に
當
る
と
奏
す
。（『
隋
書
』
卷
四
十
四
、
滕
穆

王
瓚
傳
、
附
嗣
王
綸
傳
）

と
あ
る
中
の
、
沙
門
「
崛
多
」
は
闍
那
崛
多
を
指
す
に
相
違
な
い
。
煬
帝
に
猜
忌
さ
れ
憂
懼
し
て
い
た
楊
倫
は
、
占
候
を
解
す
王
琛
や
惠

恩
、
崛
多
ら
に
星
法
に
よ
っ
て
自
身
の
こ
と
を
占
わ
せ
て
い
た
。
し
か
し
呪
詛
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
死
罪
に
當
た
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
傳
の
續
き
に
は
「
帝
は
公
族
な
る
を
以
て
忍
び
ず
、
除
名
し
て
民
と
爲
し
、
始
安
に
徙
す
」（「
帝
以
公
族
不
忍
、
除
名

爲
民
、
徙
始
安
」）
と
あ
り
、
死
罪
を
免
れ
始
安
に
徙
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
で
は
楊
綸
だ
け
で
な
く
、

帝
の
異
母
弟
で
あ
る
楊

爽
の
子
の
衞
王
楊
集
も
連
坐
し
て
邊
郡
に
徙
さ
れ
て
い
る
。
實
際
の
と
こ
ろ
、
卽
位
直
後
の
煬
帝
が
自
身
の
地
位
の
安
定
を
圖
る
た
め
に

39

行
っ
た
諸
王
肅
淸
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
闍
那
崛
多
は

帝
期
に
梵
語
の
天

書
を
翻
譯
し
て
お
り
、
占

星
術
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
の
そ
う
し
た
能
力
が
世
俗
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
時
、
爲
政
者
の
側
か
ら
「
呪

詛
」
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
東
越
に
流
擯
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
闍
那
崛
多
は
隋
代
譯
經
史
上
、
最
も
數
多
く
の
佛
典
を
翻
譯
し
た
僧

40
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で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
宣
は
こ
の
事
件
に
關
す
る
限
り
、「
因
事
塵
染
」、「
以
緣
他
事
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
俗
事
で
あ

41

り
、
餘
技
で
あ
っ
て
、
出
家
者
が
行
う
も
の
で
は
な
い
。
道
宣
の
表
現
は
い
ず
れ
も
高
僧
に
對
す
る
評
價
と
し
て
は
辛
辣
で
あ
る
。
道
宣

に
と
っ
て
も
眉
を
ひ
そ
め
た
く
な
る
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

闍
那
崛
多
の
事
例
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
僧
が
「
呪
詛
」
の
能
力
を
持
つ
存
在
と
認
知
さ
れ
た
こ
と
、
二
つ
に
俗

人
と
同
樣
に
處
罰
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
僧
は
そ
の
宗
敎
性
の
ゆ
え
に
い
わ
ゆ
る
術
者
と
同
一
視
さ
れ
、
一
方
で
僧
の
持

つ
宗
敎
性
は
容
易
に
排
除
さ
れ
て
俗
人
と
同
樣
に
扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
沙
門
觀
に
よ
る
な
ら
ば
、
道
術
の
士
を
拘
束
す

る
よ
う
な
道
術
坊
と
、
翻
經
館
と
が
隣
接
し
て
い
た
の
も
、
彼
ら
に
對
す
る
爲
政
者
の
認
識
の
然
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
翻
經
館
で
の
逹
摩

多
の
樣
子
に
つ
い
て
、
先
引
の
『
大
唐
內
典
錄
』
が
「
羈
縻
す
る
の
み
」
と
表
現
す
る
の
も
、
翻
經
館
が

僧
の
活
動
に
お
い
て
必
ず
し
も
充
實
し
た
環
境
を
與
え
る
も
の
で
は
な
い
一
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

以
上
、

帝
と
煬
帝
の
佛
敎
政
策
を
通
じ
て
沙
門
觀
を
檢
討
し
て
き
た
結
果
を
示
す
。

（
１
）
僧
が
國
家
の
發
展
を
翼
贊
す
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
。

（
２
）
僧
と
官
と
が
同
格
化
さ
れ
た
こ
と
。

（
３
）
僧
が
術
者
の
よ
う
な
注
意
の
い
る
存
在
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
。

（
４
）
僧
も
俗
人
と
同
樣
に
處
罰
さ
れ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
は
、
隋
代
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
つ
の
時
代
に
も
當
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
隋
代
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
沙
門
觀
を
併
せ
持
っ
た
佛
敎
政
策
が
、
佛
敎
興
隆
を
促
進
し
つ
つ
推
進
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
佛
敎
敎
團
が
そ
れ
に
追
從
し
て
順

應
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
狀
態
が
徹
底
さ
れ
る
な
ら
ば
、
僧
は
官
位
を
持
た
な
い
俗
人
に
等
し
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
煬
帝
の
禮
敬
問
題
の
背
景
に
、
こ
の
よ
う
な
沙
門
觀
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
三
節

隋
・
彥
琮
撰
『
福
田
論
』
に
み
る
沙
門
觀

本
節
で
は
、
彥
琮
撰
『
福
田
論
』
に
見
え
る
沙
門
觀
を
少
し
く
指
摘
し
て
み
た
い
。『
福
田
論
』
は
大
業
三
年
の
新
令
施
行
に
對
す
る

抗
議
を
意
圖
し
て
著
わ
さ
れ
た
論
で
あ
り
、
ま
さ
に
同
時
代
史
料
で
あ
る
。

42

ま
ず
『
福
田
論
』
の
內
容
と
構
成
を
述
べ
て
お
こ
う
。「
福
田
」
と
は
論
の
冒
頭
に
「
夫
れ
福
田
と
云
う
は
何
ぞ
や
。
三
寶
の
謂
な
り
」

（「
夫
云
福
田
者
何
耶
。
三
寶
之
謂
也
」
T
52,281a）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
佛
・
法
・
僧
の
三
寶
を
意
味
す
る
。
ご
く
大
雜
把
に
い

え
ば
、『
福
田
論
』
は
佛
・
法
と
と
も
に
三
位
一
體
で
あ
る
「
僧
」
の
、
皇
帝
に
對
す
る
優
位
性
を
強
調
し
、
も
っ
て
王
者
不
拜
の
立
場

を
主
張
す
る
論
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
禮
敬
論
者
で
あ
る
「
嘉
客
」
と
不
應
禮
敬
論
者
で
あ
る
「
主
人
」
と
の
問
答
形
式
で
あ
り
、
以
下

の
五
段
に
分
け
ら
れ
る
。
①
主
人
の
禮
敬
不
要
の
論
、
②
嘉
客
の
難
詰
、
③
嘉
客
の
難
詰
に
對
す
る
主
人
の
反
論
（
七
條
）、
④
③
の
內

容
を
踏
ま
え
た
嘉
客
の
難
詰
、
⑤
主
人
の
反
論
。

さ
て
、『
福
田
論
』
に
見
え
る
沙
門
觀
と
し
て
特
徵
的
な
も
の
に
以
下
の
五
つ
が
擧
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

（
１
）
僧
は
王
者
の
恩
澤
を
蒙
り
、
王
權
に
出
家
を
保
證
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。

（
２
）
僧
は
「
神
」
に
禮
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

（
３
）「
眞
佛
」「
聖
僧
」
が
い
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
眞
正
の
僧
が
い
な
い
。

（
４
）
僧
は
外
形
と
役
割
に
お
い
て
俗
人
と
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。

（
５
）
僧
は
「
王
網
」
を
犯
す
と
、
す
ぐ
に
「
民
貫
」
に
墜
ち
る
存
在
で
あ
る
。

（
６
）
僧
は
「
禮
官
」
と
同
じ
く
臣
で
あ
る
。

第四章 煬帝期の佛敎政策



156

以
下
、
順
次
內
容
を
見
て
い
こ
う
。

（
１
）
は
③
の
主
人
の
反
論
の
中
の
第
一
「
無
德
不
報
」
に
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

既
能
矜
許
出
家
、
慈
聽
入
道
、
斷
麁
業
於
已
往
、
祈
妙
果
於
將
來
。
既
蒙
重
惠
、
還
思
厚
答
、
方
憑
萬
善
之
益
、
豈
在
一
身
之
敬
。

（
T
52,281c）

既
に
能
く
矜
み
て
出
家
を
許
さ
れ
、
慈
み
て
入
道
を
聽
さ
れ
、
麁
業
を
已
往
に
斷
ち
、
妙
果
を
將
來
に
祈
れ
ば
、
既
に
重
惠
を
蒙
り
、

還
た
厚
答
を
思
う
も
、
方
に
萬
善
の
益
に
憑
れ
ば
、
豈
に
一
身
の
敬
に
在
ら
ん
。

王
者
の
慈
し
み
に
よ
っ
て
出
家
入
道
を
許
さ
れ
、
粗
業
を
斷
ち
切
り
、
妙
果
を
祈
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
出
家
者
は
王
者
の
重
々
た
る

恩
惠
を
蒙
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
厚
い
御
禮
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
出
家
者
の
務
め
は
萬
物
を
善
導
し
て
世
を
平
和
に

す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
皇
帝
一
人
に
對
し
て
敬
を
致
す
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
致
敬
を
あ
く
ま
で
否
定
す

る
。
と
は
い
え
、
出
家
者
が
出
家
者
と
な
る
そ
の
認
否
の
權
が
皇
帝
の
手
に
あ
る
こ
と
を
否
定
は
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
い
さ
さ
か
奇
異

に
感
じ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
『
福
田
論
』
に
特
有
な
認
識
で
は
な
い
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、
唐
の
麟
德
元
年
（
六
六
四
）

の
こ
と
、
洛
州
長
史
の
韓
孝
威
に
袈
裟
を
脫
が
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
明
導
（『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
二
）
は
韓
孝
威
に
對
し
て
、「
袈
裟

は
勅
度
の
著
る
所
、
勅
に
非
ず
ん
ば
妄
り
に
は
除
く
べ
か
ら
ず
」（「
袈
裟
勅
度
所
著
、
非
勅
不
可
妄
除
」
T
50,624a）
と
述
べ
て
抵
抗

し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
出
家
者
を
し
て
出
家
者
た
ら
し
め
る
袈
裟
の
着
脫
與
奪
の
權
を
勅
に
委
ね
る
の
は
、
そ
の
ま
ま
出
家
者
の
存
廢

を
國
家
の
權
力
に
任
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
出
家
者
を
王
權
に
保
證
さ
れ
た
存
在
と
見
る
の
が
、
當
時
に
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

43

廬
山
慧
遠
の
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
に
お
い
て
、
出
家
者
が
王
者
に
拜
を
示
さ
な
い
論
據
は
、
出
家
と
在
家
と
を
峻
別
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
ご
く
單
純
に
い
え
ば
、
王
者
の
恩
澤
を
蒙
る
か
蒙
ら
な
い
か
は
、
在
家
で
あ
る
か
出
家
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
出
家
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者
は
王
者
の
恩
澤
を
受
け
な
い
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
王
者
に
拜
す
る
必
要
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、（
１
）
の
主
張
で
は
、

44

出
家
者
が
王
者
の
恩
澤
を
蒙
る
立
場
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
が
本
來
も
つ
方
外
性
と
い
う
理
念
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
等
し

い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
王
者
の
保
護
下
に
あ
る
佛
敎
を
容
認
す
る
態
度
は
彥
琮
の
他
の
著
作
に
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
點
が
『
福
田
論
』
の
大
き
な
特
徵
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
當
時
の
佛
敎
者
が
國
家
の
支

45

46

配
を
む
し
ろ
容
認
す
る
態
度
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
禮
敬
不
要
の
根
據
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
、

僧
尼
の
致
拜
を
否
定
す
る
た
め
に
は
他
の
論
法
で
僧
が
皇
帝
に
優
位
す
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
生
じ
よ
う
。
そ
れ
が
（
２
）
の
主
張
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
の
內
容
は
、
③
の
主
人
の
發
言
の
中
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
③
の
主
人
の
發
言
部
分
は
七
條
に
わ
か
れ
て
お
り
、
は
じ
め
の

四
條
は
②
で
出
さ
れ
た
客
人
の
難
へ
の

答
、
殘
り
の
三
條
は
客
人
の
難
と
は
別
の
說
を
展
開
し
て
僧
の
優
位
性
を
主
張
す
る
部
分
で
あ

る
。
そ
の
第
五
條
「
儀
不
可
越
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

至
如
祭
祀
鬼
神
、
望
秩
川
岳
、
國
容
盛
典
、
書
契
美
談
。
神
輩
爲
王
所
敬
、
僧
猶
莫
致
於
禮
。
僧
衆
爲
神
所
禮
、
王
寧
反
受
其
敬
。

上
下
參
差
、
翻
違
正
法
、
衣
裳
顚
倒
、
何
足
相
方
。
令
神
擁
護
、
今
來
在
僧
、
祈
請
之
至
、
會
開
呪
力
。
竟
無
拜
理
。
是
謂
第
五
儀

不
可
越
者
也
。（
T
52,282b）

鬼
神
を
祭
祀
し
、
川
岳
を
望
秩
す
る
が
如
き
に
至
り
て
は
、
國
容
盛
典
た
り
て
、
書
契
も
て
美
く
談
ず
。
神
輩
は
王
の
敬
す
る
所
と

爲
る
も
、
僧
は
猶
お
禮
を
致
す
莫
き
が
ご
と
し
。
僧
衆
は
神
の
禮
す
る
所
と
爲
れ
ば
、
王
は
寧
ぞ
反
っ
て
其
の
敬
を
受
け
ん
や
。
上

下
參
差
と
し
て
、
翻
っ
て
正
法
に
違
い
、
衣
裳
顚
倒
し
、
何
ぞ
相
い
方
ぶ
る
に
足
ら
ん
。
神
を
し
て
擁
護
せ
し
む
る
は
、
今
來
は
僧

に
在
り
て
、
祈
請
の
至
、
呪
力
を
開
く
に
會
う
。
竟
に
拜
す
る
の
理
無
し
。
是
れ
第
五
儀
不
可
越
と
謂
う
な
り
。

彥
琮
の
論
理
で
は
、
祭
祀
に
お
い
て
王
者
は
神
を
拜
す
る
。
し
か
し
、
僧
は
そ
の
王
者
が
拜
す
る
と
こ
ろ
の
神
を
禮
す
る
こ
と
は
な
い
。

第四章 煬帝期の佛敎政策
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な
ぜ
な
ら
僧
は
神
に
禮
さ
れ
る
對
象
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
王
と
神
と
僧
の
三
者
の
關
係
を
下
か
ら
王
↓
神
↓
僧
と
い
う
順
位
に
見
る

の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
王
が
僧
の
敬
を
受
け
る
の
は
上
下
の
關
係
が
顚
倒
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
神
に
國
家
を
擁
護
さ
せ
る
の

は
僧
の
祈
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
僧
が
い
る
か
ら
こ
そ
神
が
そ
の
力
を
發
揮
す
る
と
も
說
き
、
王
者
と
神
と
の
關
係
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
僧
の
存
在
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
か
く
し
て
王
者
に
對
す
る
禮
敬
の
不
要
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

彥
琮
は
こ
の
よ
う
に
皇
帝
祭
祀
の
對
象
で
あ
る
「
神
」
と
王
者
、
僧
の
關
係
を
說
き
、
僧
の
優
位
性
を
論
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

の
關

は
「
僧
衆
爲
神
所
禮
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、『
福
田
論
』
に
は
こ
の
點
に
關
す
る
こ
れ
以
上
の
說
明
は
な
い
た

め
、
な
ぜ
神
が
僧
を
禮
す
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
參
考
に
な
る
の
は
、
道
宣
が
唐
の
高
宗
期
に
起
っ
た
禮
敬
問
題
で
提
示
し
た

反
論
の
一

で
あ
る
。

又
昊
天
上
帝
、
岳
瀆
靈
祇
、
君
人
之
主
、
莫
不
祭
饗
而
下
拜
。
今
僧
受
佛
戒
、
形
具
佛
儀
、
天
龍
八
部
、
奉
其
道
而
伏
其
容
、
莫
不

拜
伏
於
僧
者
也
。（『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
、
僧
行
篇
、「
西
明
寺
僧
道
宣
等
序
佛
敎
隆
替
事
簡
諸
宰
輔
等
狀
一
首
」
T
52,286a）

又
た
昊
天
上
帝
、
岳
瀆
靈
祇
は
、
君
人
の
主
、
祭
饗
し
て
下
拜
せ
ざ
る
莫
し
。
今
、
僧
は
佛
戒
を
受
け
、
形
は
佛
儀
を
具
え
、
天
龍

八
部
、
其
の
道
を
奉
じ
て
其
の
容
に
伏
し
、
僧
者
に
拜
伏
せ
ざ
る
莫
き
な
り
。

頗
る
興
味
深
い
こ
と
に
、
道
宣
は
皇
帝
祭
祀
の
對
象
で
あ
る
「
昊
天
上
帝
」「
岳
瀆
靈
祇
」
を
、
佛
典
の
說
く
護
法
善
神
た
る
「
天
龍
八

部
」
と
同
一
視
し
、
佛
戒
を
受
け
て
佛
儀
を
具
備
し
た
僧
は
、
そ
う
し
た
「
神
」
に
拜
さ
れ
る
對
象
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彥
琮
の
主
張

も
こ
う
し
た
論
理
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
福
田
論
』
に
關
す
る
先
行
硏
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
に
關
わ
る

事
柄
に
多
く
の
字
數
を
費
や
し
て
い
る
の
は
『
福
田
論
』
の
い
ま
一
つ
の
特
徵
で
あ
る
。『
福
田
論
』
は
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
を
再
說

し
た
も
の
で
あ
り
、
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
に
は
祭
祀
に
關
す
る
言
及
が
一
切
な
く
、

47

そ
れ
ゆ
え
『
福
田
論
』
が
祭
祀
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
自
體
、
彥
琮
獨
自
の
筆
法
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
道
宣
も
ま
た
彥
琮
の
影
響
を



159

受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

祭
祀
對
象
の
「
神
」
と
佛
典
所
說
の
そ
れ
と
を
同
一
視
す
る
の
は
、
い
わ
ば
「
神
」
を
媒
介
に
中
國
的
世
界
と
佛
敎
的
世
界
と
を
繫
ぎ
、

佛
典
に
依
據
す
る
僧
尼
が
中
國
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
圖
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
道
宣
の
場
合
、
そ
の
前

提
に
「
佛
戒
」
を
受
け
、「
佛
儀
」
を
具
え
た
僧
の
「
其
の
容
」
に
伏
す
と
述
べ
て
い
る
。
形
相
の
相
違
に
對
す
る
佛
敎
批
判
へ
の
反

で
あ
る
と
と
も
に
、
敎
界
に
向
け
て
律
義
護
持
の
必
要
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
祭
祀
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の
僧
の
皇
帝
に
對
す
る
優
位
性
の
主
張
は
、
彥
琮
獨
自
で
あ
り
、
か
つ
當
時
斬
新
な
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
論
の
後
半
、
嘉
客
の
難
の
中
で
再
び
祭
祀
の
こ
と
に
言
及
さ
せ
、
こ
の
論
を
敷
衍
し
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。（
３
）
か
ら
（
６
）
は
、
そ
の
客
の
難
に
見
え
る
沙
門
觀
で
あ
る
。

周
易
云
、
一
陰
一
陽
之
謂
道
、
陰
陽
不
測
之
謂
神
。
竊
以
昧
隱
神
路
、
隔
絕
人
境
。
欲
行
祠
法
、
要
藉
禮
官
。
本
置
奉
常
、
專
司
太

祝
、
縱
知
鬼
事
、
終
入
臣
伍
。
眞
佛
已
潛
、
聖
僧
又
滅
、
仰
信
冥
道
、
全
陟
幽
神
。
季
葉
凡
夫
、
薄
言
迴
向
、
共
規
閑
逸
、
相
學
剔

剪
。
職
掌
檀
會
、
所
以
加
其
法
衣
、
主
守
塔
坊
、
所
以

其
俗
役
。
纔
觸
王
網
、
卽
墜
民
貫
。
既
同
典
祀
、
詎
合
稱
寶
。（
T
52,28

2c）
周
易
に
云
く
、
一
陰
一
陽
を
こ
れ
道
と
謂
い
、
陰
陽
測
ら
ざ
る
を
こ
れ
神
と
謂
う
。
竊
か
に
以
え
ら
く
昧
隱
な
る
神
路
は
、
人
境
に

隔
絕
す
。
祠
法
を
行
わ
ん
と
欲
さ
ば
、
要
ず
禮
官
に
藉
る
。
本
よ
り
奉
常
を
置
き
、
專
ら
太
祝
を
司
り
、
縱
ま
ま
に
鬼
事
を
知
る
も
、

終
に
臣
伍
に
入
る
。
眞
佛
已
に
潛
み
、
聖
僧
も
又
た
滅
す
る
も
、
仰
ぎ
て
冥
道
を
信
じ
、
全
く
幽
神
に
陟
ら
ん
と
す
。
季
葉
の
凡
夫

は
、
薄
か
言
に
迴
向
し
、
共
に
閑
逸
に
規
り
、
相
い
學
び
て
剔
剪
す
。
檀
會
を
職
掌
す
る
は
、
其
の
法
衣
を
加
う
る
所
以
に
し
て
、

い
さ
さ

こ
こ

塔
坊
を
主
守
す
る
は
、
其
の
俗
役
を

く
所
以
な
り
。
纔
か
に
王
網
に
觸
れ
な
ば
、
卽
ち
民
貫
に
墜
つ
。
既
に
典
祀
を
同
じ
く
す
れ

ば
、
詎
ぞ
合
に
寶
と
稱
す
べ
け
ん
や
。

第四章 煬帝期の佛敎政策
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『
周
易
』繫
辭
上
傳
が
い
う
よ
う
に
陰
陽
不
測
な
も
の
が
「
神
」で
あ
り
、そ
の
よ
う
な
人
知
に
よ
っ
て
推
し
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
神
」

を
祀
る
に
は
、
必
ず
「
禮
官
」
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
古
來
、
禮
儀
祭
祀
を
司
る
「
奉
常
」「
太
祝
」
が
い
た
。
そ
の
禮

官
は
鬼
事
を
知
る
と
は
い
え
、
臣
で
あ
る
。
臣
で
あ
る
以
上
、
王
者
に
禮
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
反
論
が
（
２
）
の
內
容
を

踏
ま
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
續
け
て
い
う
。
眞
な
る
佛
も
聖
な
る
僧
も
影
を
潛
め
滅
し
て
い
る
の
に
、
幽
冥
の
世
界

を
信
じ
て
そ
こ
に
の
ぼ
ろ
う
と
し
、季
葉
の
凡
夫
が
あ
た
ふ
た
と
廻
向
し
て
出
家
し
て
い
る
。彼
ら
が
法
衣
を
身
に
つ
け
る
の
は
檀
會（
法

會
、
齋
會
）
を
掌
る
か
ら
で
、
俗
役
を
免
除
さ
れ
る
の
は
塔
坊
を
守
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
ず
か
に
王
網
に
抵
觸
し
た

な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
民
貫
に
墜
ち
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
出
家
者
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
「
神
」
の
力
を
發
揮
さ
せ
る
た
め

に
祭
祀
に
關
わ
る
。
祭
祀
に
關
わ
っ
て
い
る
以
上
は
臣
で
あ
る
「
禮
官
」
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
三
寶
な
ど
と
い
え
よ
う
か
、
と

批
判
す
る
。

こ
こ
に
は
、
季
葉
と
い
う
時
代
觀
の
下
、
內
面
性
の
と
も
な
わ
な
い
、
外
形
だ
け
俗
人
と
異
な
る
不
眞
正
の
僧
を
生
ん
で
お
り
、
外
形

の
み
の
相
違
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
王
網
を
犯
せ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
俗
人
と
同
樣
に
扱
わ
れ
る
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
神
」

を
祀
る
と
い
う
點
に
お
い
て
僧
と
禮
官
の
役
割
は
同
樣
で
あ
る
か
ら
、
臣
に
他
な
ら
な
い
存
在
と
す
る
。

客
の
批
判
に
對
し
て
は
、
⑤
で
反

す
る
の
で
あ
る
が
、
一
氣
に
哲
學
的
內
容
と
な
る
。
そ
の
內
容
を
正
し
く
理
解
す
る
の
は
、
筆
者

に
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
誤
解
を
恐
れ
て
こ
れ
以
上
の
言
及
は
避
け
た
い
。

48

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
沙
門
觀
は
、
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
爲
政
者
の
沙
門
觀
に
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
當
時
の

沙
門
に
對
す
る
認
識
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
福
田
論
』
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
祭
祀
に
關
す
る
內
容
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
煬
帝
期
の
禮
敬
問
題
に
お

い
て
僧
の
直
接
の
抗
議
が
行
わ
れ
た
の
が
祭
祀
に
類
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
三
・
僧
鳳
傳
に
次
の
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よ
う
に
あ
る
。

會
隋
煬
負
圖
、
歷
試
黃
道
、
大
業
中
歲
、
駐
蹕
南
郊
。

物
一
盛
、
千
年
罕
及
。
欲
以
軍
威
帝
業
、
激
動
鬼
神
。
乃
高
飾
黃
麾
、
盛

陳
白
羽
、
霜
戈
曜
日
、
武
帳
彌
川
、
皂
素
列
於
朝
堂
。
下
勅
曰
、
軍
國
有
容
、
華
夷
不
革
、
尊
主
崇
上
、
遠
存
名
體
。
資
生
通
運
、

理
數
有
儀
、
三
大
懸
於
老
宗
、
兩
敎
立
於
釋
府
。
條
格
久
頒
、
如
何
抗
禮
。
黃
老
士
女
、
承
聲
下
拜
。
惟
佛
一
宗
、
相
顧
峙
立
。
沙

門
明
贍
、
率
先
答
詔
、
具
如
別
傳
。
然
勅
頻
催
、
何
爲
不
禮
。（
T
50,526bc）

會
た
ま
隋
煬
圖
を
負
い
、
黃
道
を
歷
試
す
る
に
、
大
業
中
歲
、
南
郊
に
駐
蹕
す
。

物
一
に
盛
ん
に
、
千
年
及
ぶ
こ
と
罕
に
し
て
、

軍
威
帝
業
を
以
て
、
鬼
神
を
激
動
せ
ん
と
欲
す
。
乃
ち
高
く
黃
麾
を
飾
り
、
盛
ん
に
白
羽
を
陳
ね
、
霜
戈
日
に
曜
き
、
武
帳
川
に

彌
ち
、
皂
素
朝
堂
に
列
ぶ
。
勅
を
下
し
て
曰
く
、
軍
國
に
容
有
り
、
華
夷
革
め
ず
、
尊
主
は
上
を
崇
び
、
遠
く
名
體
を
存
す
。
生

を
資
り
運
を
通
じ
、
理
數
に
儀
有
り
、
三
大
は
老
宗
に
懸
り
、
兩
敎
は
釋
府
に
立
つ
。
條
格
久
し
く
頒
た
る
に
、
如
何
ん
ぞ
禮
に
抗

ら
わ
ん
や
、
と
。
黃
老
士
女
、
聲
を
承
け
下
拜
す
る
も
、
惟
だ
佛
の
一
宗
の
み
、
相
顧
み
て
峙
立
す
。
沙
門
明
贍
、
率
先
し
て
詔
に

答
う
こ
と
、
具
さ
に
別
傳
の
如
し
。
然
る
に
勅
し
て
頻
り
に
催
し
、
何
爲
れ
ぞ
禮
せ
ざ
ら
ん
、
と
。

ま
た
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
四
・
明
贍
傳
に
い
う
。

大
業
二
年
、
帝
還
京
室
、
在
於
南
郊
、
盛
陳
軍
旅
。
時
有
濫
僧
染
朝
憲
者
、
事
以
聞
上
。
帝
大
怒
、
召
諸
僧
徒
、

列
御
前
、
峙
然

抗
禮
。
下
勅
責
曰
、
條
制
久
頒
、
義
須
致
敬
。（
T
50,632c）

大
業
二
年
（
＝
五
年
）
、
帝
は
京
室
に
還
り
、
南
郊
に
在
り
、
盛
ん
に
軍
旅
を
陳
ぬ
。
時
に
濫
僧
の
朝
憲
に
染
ま
る
者
有
り
、
事
以

49

て
上
に
聞
す
。
帝
大
い
に
怒
り
、
諸
の
僧
徒
を
召
し
、

び
に
御
前
に
列
ぬ
る
も
、
峙
然
と
し
て
禮
に
抗
う
。
勅
を
下
し
て
責
め
て

曰
く
、
條
制
久
し
く
頒
た
る
れ
ば
、
義
と
し
て
須
ら
く
敬
を
致
す
べ
し
、
と
。

大
業
五
年
（
六
一
九
）
に
煬
帝
は
長
安
の
南
郊
で
祭
祀
の
よ
う
な
何
ら
か
の
儀
式
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
に
集
め
ら
れ
た
僧
が

50
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抗
禮
し
、
特
に
明
贍
が
煬
帝
に
對
し
て
出
家
者
が
俗
人
に
拜
す
る
非
を
說
き
、
煬
帝
と
の
間
で
議
論
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
福
田
論
』
の
執
筆
時
期
は
定
か
に
で
き
な
い
が
、
こ
の
こ
と
と
何
ら
か
の
關
係
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。『
福
田
論
』
に
は
、

他
に
も
祭
祀
に
關
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

竊
見
郊
禋
總
祭
、
惟
存
仰
福
爲
尊
、
僧
尙
鄙
斯
不
恭
。
如
何
令
僧
拜
俗
。
天
地
可
反
、
斯
儀
罕
乖
。（
T
52,281c）

竊
か
に
郊
禋
・
總
祭
を
見
る
に
、
惟
だ
福
を
仰
ぎ
て
尊
と
爲
す
に
存
す
の
み
に
し
て
、
僧
す
ら
尙
お
斯
の
恭
せ
ざ
る
を
鄙
む
。
如
何

ん
が
僧
を
し
て
俗
を
拜
せ
し
め
ん
や
。
天
地
反
る
べ
く
も
、
斯
の
儀
は
乖
る
こ
と
罕
な
り
。

こ
れ
は
③
主
人
の
反
論
の
第
一
「
無
德
不
報
」
の
最
後
に
當
た
る
部
分
あ
る
が
、
こ
の
一

に
續
い
て
「
後
に
更
に
敍
を
爲
さ
ん
」（「
後

更
爲
敍
」）
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
が
上
述
し
て
き
た
「
神
」
と
の
關
係
に
關
す
る
議
論
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
福
田
論
』
の
前

で
道
宣
は
、

時
沙
門
釋
彥
琮
不
忍
其
事
、
乃
著
福
田
論
以
抗
之
。
意
在
諷
刺
。（
T
52,280c）

時
に
沙
門
の
釋
彥
琮
は
其
の
事
に
忍
び
ず
、
乃
ち
福
田
論
を
著
わ
し
て
以
て
之
に
抗
う
。
意
は
諷
刺
に
在
り
。

と
述
べ
て
い
る
。『
福
田
論
』
は
煬
帝
に
よ
る
僧
尼
致
敬
の
制
度
化
に
對
す
る
抗
議
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
は
諷
刺
に
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
が
何
に
對
す
る
諷
刺
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、『
福
田
論
』
の
內
容
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
國
家
が
祭
祀
を
通
じ
て
福

を
求
め
な
が
ら
も
そ
の
福
を
も
た
ら
す
僧
を
な
み
し
て
俗
人
と
等
し
く
扱
う
な
ら
ば
、
そ
の
福
が
來
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
矛
盾
に

對
す
る
諷
刺
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
が
『
福
田
論
』
と
號
す
る
所
以
も
、
福
を
招
く
の
が
僧
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
味

を
含
ん
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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結

び

以
上
、
本
章
で
は
煬
帝
期
の
禮
敬
問
題
の
背
景
を
探
る
た
め
に
、
沙
門
觀
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
に
檢
討
を
加
え
て
き
た
。
檢
討
結

果
を
以
下
に
簡
單
に
振
り

っ
て
お
き
た
い
。

第
一
節
で
は
、
中
國
中
世
佛
敎
史
上
に
お
け
る
隋
朝
の
禮
敬
問
題
の
意
義
を
述
べ
た
。
隋
朝
の
禮
敬
問
題
は
そ
れ
が
「
令
」
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
禮
敬
問
題
史
上
の
特
色
が
あ
る
と
し
、
大
業
令
が
と
り
わ
け
官
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
重
點
を
置
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
出
家
者
致
拜
の
規
定
が
出
家
者
と
俗
官
と
の
間
で
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
令
の
意
圖
は
大
業
令
に
よ
っ

て
打
ち
出
し
た
新
た
な
支
配
秩
序
の
下
に
出
家
者
を
包
攝
し
、
俗
官
の
下
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
究
す
る
上
で
は
、
當
時
の
爲
政
者
が
出
家
者
で
あ
る
沙
門
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
捉
え
、
第
二
節
と
第
三
節
で
檢
討
し
て
き
た
。

そ
こ
で
第
二
節
で
は
、
爲
政
者
の
側
の
沙
門
觀
を
見
る
に
あ
た
っ
て
佛
敎
政
策
の
中
で
沙
門
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
槪
觀

し
た
。
ま
ず

帝
期
に
つ
い
て
は
、
本
論

の
第
一
章
よ
り
第
三
章
ま
で
に
述
べ
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
沙
門
と
官
僚
と
の
間
の
境

界
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
指
摘
し
た
。
煬
帝
期
に
つ
い
て
は
、
煬
帝
に
よ
る
沙
門
の
招
致
に
は
僧
の
持
つ
技
能
に
關
心
が
向
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
特
徵
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
從
來
ほ
と
ん
ど
檢
討
さ
れ
て
い
な
い
翻
經
館
に
つ
い
て
、『
大
業
雜
記
』
の
記
載
に

基
づ
き
若
干
の
考
察
を
行
い
、
そ
れ
が
道
術
の
士
を
拘
束
す
る
よ
う
な
道
術
坊
と
隣
接
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
闍
那
崛
多
の

事
例
を
踏
ま
え
、
國
家
の
佛
敎
事
業
に
參
與
し
て
き
た
高
僧
で
あ
っ
て
も
俗
人
と
同
樣
に
處
罰
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
う
し
た
沙
門
観

が
翻
經
館
と
道
術
坊
と
が
隣
接
す
る
一
因
で
あ
る
と
推
測
し
た
。

第
三
節
で
は
、
煬
帝
期
の
禮
敬
問
題
に
直
接
關
わ
る
史
料
で
あ
る
『
福
田
論
』
に
も
第
二
節
で
指
摘
し
た
沙
門
觀
と
同
様
の
も
の
が
う

第四章 煬帝期の佛敎政策



帝
の
佛
敎
興
隆
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
〔
一
九
三
四
〕、
塚
本
善
隆
〔
一
九
七
四
〕
參
照
。

1

『
辯
正
論
』
卷
三
、
十
代
奉
佛
篇
上
「

帝
創
啓
靈
儀
、
禎
瑞
重
沓
、
煬
帝
嗣
膺
寶
曆
、
興
建
彌
多
」（
T
52,509c）。
煬
帝
と
佛
敎
に
關
す
る
代
表

2
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か
が
え
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
本
節
で
は
『
福
田
論
』
の
一
特
徵
と
し
て
祭
祀
に
關
す
る
內
容
を
指
摘
し
た
。
こ
の
點
は
從
來
ま
っ
た

く
注
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆
者
獨
自
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
福
田
論
』
に
対
し
て
は
、
前
後
の
時
代
の
関
連
史
料
を
踏
ま
え
て
の

詳
細
な
硏
究
を
行
う
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
な
お
暫
定
的
な
見
解
の
提
示
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

本
章
で
論
じ
た
內
容
を
要
す
る
に
、
當
該
期
に
は
沙
門
の
屬
性
と
し
て
の
聖
性
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
俗
人
と
同
格
化
さ
れ
る
場
合

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
沙
門
の
側
に
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
狀
況
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
隋
朝
が
採

っ
て
き
た
佛
敎
政
策
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
北
周
の
宗
敎
廢
毀
に
よ
っ
て
一
旦
無
に
歸
し
た
佛
敎
が
、
隋
朝
に
は
前
代
を
凌
ぐ
勢
い
で
の
發

展
を
現
出
し
た
。
い
わ
ば
國
家
權
力
の
保
護
に
基
づ
く
佛
敎
の
發
展
で
あ
る
。
だ
が
、
か
か
る
外
護
を
享
受
し
て
、
本
來
そ
の
發
展
を
成

し
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
主
體
は
佛
敎
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
表
面
的
に
は
國
家
の
佛
敎
事
業
で
は
あ
っ
て
も
、
內
面
的
に
は
沙
門
が
積

極
的
な
働
き
か
け
を
行
わ
な
け
れ
ば
事
は
成
ら
な
い
。
第
二
章
、
第
三
章
に
見
た
曇
遷
や
「
勅
使
大
德
」
ら
の
活
躍
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

彼
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
國
家
權
力
に
接
近
す
る
こ
と
は
佛
敎
保
護
の
意
味
を
持
ち
、
道
宣
に
お
い
て
も
か
か
る
意
識
が
あ
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
識
が
よ
り
徹
底
さ
れ
て
い
く
の
は
お
よ
そ
唐
代
後
半
期
に
か
け
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
煬
帝
期
の

51

致
敬
規
定
が
何
の
前
觸
れ
も
な
く
實
施
さ
れ
た
の
は
、
單
に
煬
帝
の
一
方
的
な
思
い
つ
き
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
こ
の
よ
う
な
國

家
と
佛
敎
界
と
の
現
狀
が
潛
在
化
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。



例
え
ば
、
後
漢
獻
帝
時
代
に
皇
后
敬
父
禮
の
論
が
起
こ
り
、
鄭
玄
と
邴
原
の
間
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
藤
川
政
數
〔
一
九
五
八
〕）。

3

例
え
ば
、『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
・
僧
行
篇
・「
今
上
制
沙
門
等
致
拜
君
親
勅
一
首
」
に
「
勅
旨
。
君
親
之
義
、
在
三
之
訓
爲
重
、
愛
敬
之
道
、
凡

4

百
之
行
攸
先
。
然
釋
老
二
門
、
雖
理
絕
常
境
、
恭
孝
之
躅
、
事
叶
儒
津
、
遂
於
尊
極
之
地
、
不
行
跪
拜
之
禮
」（
T
52,284a）
と
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

例
え
ば
、『
梵
網
經
』
卷
下
、
盧
舍
那
佛
說
菩
薩
心
地
戒
品
第
十
「
出
家
人
法
、
不
向
國
王
禮
拜
、
不
向
父
母
禮
拜
、
六
親
不
敬
、
鬼
神
不
禮
」（
T
2

5

4,1008c）
は
、
こ
の
主
張
の
根
據
と
し
て
後
世
ま
で
影
響
を
與
え
て
い
る
。

例
え
ば
、『
禮
記
』
曲
禮
上
「
道
德
仁
義
、
非
禮
不
成
、
敎
訓
正
俗
、
非
禮
不
備
、
分
爭
辯
訟
、
非
禮
不
決
、
君
臣
上
下
、
父
子
兄
弟
、
非
禮
不
定
、

6

宦
學
事
師
、
非
禮
不
親
、
班
朝
治
軍
、
涖
官
行
法
、
非
禮
威
嚴
不
行
、
禱
祠
祭
祀
供
給
鬼
神
、
非
禮
不
誠
不
莊
。
是
以
君
子
恭
敬

節
退
讓
以
明

禮
」。『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
二
十
五
年
「
夫
禮
、
天
之
經
也
、
地
之
義
也
、
民
之
行
也
、
天
地
之
經
、
而
民
實
則
之
」。

禮
敬
問
題
の
槪
要
を
示
し
た
も
の
に
、
道
端
良
秀
〔
一
九
六
八
〕
が
あ
る
。
ま
た
、
礪
波
護
〔
一
九
八
一
〕
に
硏
究
史
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

7

前
揭
註
（
７
）
礪
波
〔
一
九
八
一
〕。

8

『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
、
僧
行
篇
、「
西
明
寺
僧
道
宣
等
序
佛
敎
隆
替
事
簡
諸
宰
輔
等
狀
一
首
」（
T
52,285c）。

9

隋
唐
令
硏
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
中
村
裕
一
氏
が
大
業
令
の
遺

と
し
て
本
記
事
を
擧
げ
る
に
止
め
て
い
る
の
は
、
詳
細
が
明
ら
か
に
で
き
な
い
た

10

め
で
あ
ろ
う
（
中
村
裕
一
〔
二
〇
〇
五
〕）。

内
田
昌
功
〔
二
〇
〇
四
〕
參
照
。

11

例
え
ば
、
陳
寅
恪
〔
一
九
三
五
〕、
王
仲
犖
〔
一
九
七
九
〕。

12

『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
四
、
習
禪
篇
論
「
有
隋
御

、
深
信
釋
門
、
兼
陳
李
館
、
爲
收
恆
俗
」（
T
50,640c）。
＊
大
正
藏
は
「
寓
」
に
作
る
。
大
正

＊

13

藏
底
本
の
高
麗
再
雕
本
に
よ
っ
て
「

」
に
改
め
た
。
大
興
善
寺
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
〔
一
九
四
九
b〕、
王
亞
榮
〔
一
九
八
四
〕
參
照
。

165

的
硏
究
に
以
下
が
あ
る
。
塚
本
善
隆
〔
一
九
五
三
〕、
山
崎
宏
〔
一
九
六
七
〕、
周
一
良
〔
一
九
四
七
〕、
袁
剛
〔
二
〇
〇
一
〕
な
ど
。
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166

藤
善
眞
澄
〔
一
九
七
〇
〕、〔
一
九
七
五
〕。

14

『
廣
弘
明
集
』
卷
七
、
敍
列
代
王
臣
滯
惑
解
下
、
衞
元
嵩
「
夫
平
延
寺
者
、
無
選
道
俗
、
罔
擇
親
疎
、
愛
潤
黎
元
、
等
無
持
毀
。
以
城
隍
爲
寺
塔
、

15

卽
周
主
是
如
來
、
用
郭
邑
作
僧
坊
、
和
夫
妻
爲
聖
衆
、
勤
用
蠶
以
充
戶
課
、
供
政
課
以
報
國
恩
、
推
令
德
作
三
綱
、
遵
耆
老
爲
上
座
、
選
仁
智
充
執

事
、
求
勇
略
作
法
師
、
行
十
善
以
伏
未
寧
、
示
無
貪
以
斷

劫
。
於
是
衣
寒
露
養
孤
生
、
匹
鰥
夫
配
寡
婦
、
矜
老
病
免
貧
窮
、
賞
忠
孝
之
門
、
伐
凶

逆
之
黨
、
進
淸
簡
之
士
、
退
諂
佞
之
臣
使
。
六
合
無
怨
紂
之
聲
、
八
荒
有
歌
周
之
詠
、
飛
沈
安
其
巢
穴
、
水
陸
任
其
長
生
〈
云
云
〉。
嵩
此
上
言
、
有

所
因
也
。
曾
讀
智
論
、
見
天
王
佛
之
政
令
也
。
故
立
平
延
」（
T
52,132a）。

塚
本
善
隆
〔
一
九
四
八
・
一
九
五
〇
〕。

16

『
續
高
僧
傳
』
卷
十
八
、
曇
遷
傳
「
屬
開
皇
七
年
秋
、
下
詔
曰
、
皇
帝
敬
問
徐
州
曇
遷
法
師
…
…
深
願
巡
歷
所
在
、
承
風

德
、
限
以
朝
務
、
實
懷

17

虛
想
、
當
卽
來
儀
、
以
沃
勞
望
…
…
」（
T
50,572c）。『
續
高
僧
傳
』
卷
九
、
慧
藏
傳
「
開
皇
七
年
、

帝
承
敬
德
音
、
遠
遣
徴
請
。
蒲
輪
既
降
、

無
爽
綸
言
。
藏
乘
機
立
敎
、
利
見
大
人
。

錫
京
輩
、
仍
卽
謁
帝
承
明
、
亟
陳
奧
旨
。
凡
所
陶
誘
、
允
副
天
心
。
卽
六
大
德
之
一
也
」（
T
50,498

b）。『
辯
正
論
』
卷
三
、
十
代
奉
佛
篇
上
「
京
師
造
大
興
善
寺
…
…
召
六
大
德
及
四
海
名
僧
、
常
有
三
百
許
人
、
四
事
供
養
」（
T
52,509a）。

『
隋
書
』
卷
一
、
高
祖
紀
上
「〔
開
皇
五
年
四
月
〕
乙
巳
、
詔
徵
山
東
馬
榮
伯
等
六
儒
」。『
隋
書
』
卷
七
十
五
、
儒
林
、
馬
光
傳
「
開
皇
初
、
高
祖
徵

18

山
東
義
學
之
士
、
光
與
張
仲
讓
・
孔
籠
・
竇
士
榮
・
張
黑
奴
・
劉
祖
仁
等
倶
至
、

授
太
學
博
士
、
時
人
號
爲
六
儒
」。

古
勝
隆
一
〔
二
〇
一
一
〕。

19

隋
初
に
は
「
山
東
」
の
人
材
確
保
に
力
を
盡
く
し
て
い
た
こ
と
が
『

館
詞
林
』
卷
六
九
一
「
令
山
東
卅
四
州
刺
史
擧
人
勅
」
よ
り
知
ら
れ
る
。「
勅

20

某
官
某
甲
。
君
臨
天
下
、
所
須
者
材
、
苟
不
求
材
、
何
以
爲
化
。
自
周
平
東
夏
、
每
遣
搜
揚
、
彼
州
俊
人
、
多
未
應
起
。
或
以
東
西
舊
隔
、
情
猶
自

疎
、
或
以
道
路
懸
遠
、
慮
有
困
乏
、
假
爲
辭
託
、
不
肯
入
朝
。
…
…
朕
受
天
命
、
四
海
爲
家
、
關
東
關
西
、
本
無
差
異
、
必
有
材
用
、
來
卽
銓
敍
。

虛
心
待
之
、
猶
飢
思
食
。
彼
州
如
有
仕
齊
、
七
品
已
上
官
、
及
州
郡
懸
（
縣
）
鄕
望
、
縣
功
曹
已
上
、
不
問
在
任
、
下
代
材
幹
優
長
、
堪
時
事
者
、



王
亞
榮
〔
一
九
九
九
〕。

21

劉
炫
傳
に
「
歲
餘
、
奉
勅
與
著
作
郞
王
劭
同
修
國
史
。
俄
直
門
下
省
、
以
待
顧
問
。
又
與
諸
術
者
修
天

律
曆
、
兼
於
內
史
省
考
定
群
言
、
內
史
令

22

博
陵
李
德
林
甚
禮
之
」
と
あ
り
、
彼
と
と
も
に
「
二
劉
」
と
稱
さ
れ
た
劉

の
傳
（『
隋
書
』
卷
七
十
五
、
儒
林
）
に
「
與
著
作
郞
王
劭
同
修
國
史
、

兼
參
議
律
曆
、
仍
直
門
下
省
、
以
待
顧
問
。
…
…
〔
開
皇
〕
六
年
、
運
洛
陽
石
經
至
京
師
、

字
磨
滅
、
莫
能
知
者
、
奉
勅
與
劉
炫
等
考
定
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
劉
炫
と
劉

が
修
曆
に
參
與
し
た
の
は
開
皇
六
年
以
前
と
な
る
。

隋
・
彥
琮
『
衆
經
目
錄
』
序
に
「
隋
翻
經
沙
門
及
學
士
等
撰
」
と
あ
り
、
ま
た
「
皇
帝
深
崇
三
寶
、
洞
明
五
乘
、
降
勅
所
司
、
請
興
善
寺
大
德
與
翻

23

經
沙
門
及
學
士
等
、
披
檢
法
藏
、
詳
定
經
錄
」（
T
55,150ab）
と
あ
る
。

翻
經
學
士
に
つ
い
て
は
、
大
內

雄
〔
一
九
八
三
ｂ
〕
參
照
。

24

河
上
麻
由
子
〔
二
〇
一
三
〕。

25

氣
賀
澤
保
規
〔
二
〇
〇
一
〕。

26

山
崎
宏
〔
一
九
六
七
ｂ
〕、
藤
井
政
彥
〔
二
〇
〇
六
〕、〔
二
〇
一
〇
〕。

27

例
え
ば
、『
隋
書
』
卷
五
十
八
・
柳
䛒
傳
に
「
王
好

雅
、
招
引
才
學
之
士
諸
葛
潁
・
虞
世
南
・
王
冑
・
朱

等
百
餘
人
以
充
學
士
」
と
あ
る
。

28

錄

は
『
王
洪
範
碑
』（
聽
氷
閣
墨
寶
四
十
四
、
二
玄
社
）
宋
拓
影
印
に
基
づ
く
。
な
お
同
碑
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
〔
一
九
九
〇
〕
に
詳
し
い
言
及

29

が
あ
る
。

『
桐
柏
眞
人
茅
山
華
陽
觀
王
先
生
碑
銘
』「
王
法
主
（
＝
王
遠
知
）
美
孕
三
仙
、
芳
逾
七
聖
、
爰
降
絲
渙
、
追
赴
東
都
。
先
生
此
辰
、
從
遊
京
洛
。
…

30

167

仰
精
選
擧
之
。
縱
未
經
仕
官
、
材
望
灼
然
、
雖
鄕
望
不
高
、
人
材
卓
異
、
悉
材
擧
限
」（
長
澤
規
矩
也
編
『
影
弘
仁
本

館
詞
林
』
古
典
硏
究
會
、
一

九
六
九
年
）。
な
お
岑
仲
勉
は
こ
の
勅
を
『
隋
書
』
卷
一
・
高
祖
紀
上
の
「〔
開
皇
元
年
二
月
〕
甲
戌
、
詔
擧
賢
良
」
に
比
定
す
る
（
岑
仲
勉
〔
一
九

五
八
〕）。
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『
隋
書
』
卷
四
、
煬
帝
紀
下
「〔
大
業
十
一
年
〕
八
月
乙
丑
、
巡
北
塞
。
戊
辰
、
突
厥
始
畢
可
汗
率
騎
數
十
萬
、
謀
襲
乘
輿
、
義
成
公
主
遣
使
吿
變
。

31

壬
申
、
車
駕
馳
幸
雁
門
。
癸
酉
、
突
厥
圍
城
、
官
軍
頻
戰
不
利
。
上
大
懼
、
欲
率
精
騎
潰
圍
而
出
、
民
部
尙
書
樊
子
蓋
固
諫
乃
止
。
齊
王
暕
以
後
軍

保
于
崞
縣
。
甲
申
、
詔
天
下
諸
郡
募
兵
、
於
是
守
令
各
來
赴
難
」。
な
お
、
前
揭
註
（
29）
吉
川
論

に
は
こ
の
點
に
關
す
る
指
摘
は
な
い
。

引
用
は
、
辛
德
勇
『
兩
京
新
記
輯
校
・
大
業
雜
記
輯
校
』（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
。

32

『
隋
書
』
卷
二
十
八
、
百
官
志
下
「
郡
縣
佛
寺
、
改
爲
道
場
、
道
觀
改
爲
玄
壇
、
各
置
監
･丞
」。

33

ま
た
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
・
逹
摩

多
傳
に
「
逹
摩

多
、
隋
言
法
密
。
本
南
賢
豆
羅
囉
國
人
也
。
…
…
煬
帝
定
鼎
東
都
、
敬
重
隆
厚
、
至
於
佛
法
、

34

彌
增
崇
樹
。
乃
下
勅
於
洛
水
南
濱
上
林
園
內
、
置
翻
經
館
、
搜
擧
翹
秀
、
永
鎭
傳
法
。
登
卽
下
徵

多

諸
學
士
、

預
集
焉
。
四
事
供
承
、
復
恆

常
度
。
致
使
譯
人
不
墜
其
緖
、
成
簡
無
替
於
時
」（
T
50,435c）
と
あ
る
。

『
元
河
南
志
』
卷
四
、
東
都
苑
「
隋
曰
會
通
苑
、
又
曰
上
林
苑
。
武
德
初
、
改
芳
華
苑
。
武
后
曰
神
都
苑
。
東
抵
宮
城
、
西
臨
九
曲
、
北
背
邙
阜
、

35
南
拒
非
山
」。

ま
た
『
事
物
紀
原
』
卷
七
・
道
釋
科
敎
部
三
十
八
・
僧
官
に
「
自
隋

帝
以
沙
門
彥
琮
爲
翻
經
館
學
士
、
後
始
命
僧
以
官
」
と
あ
る
が
、「

帝
」
で

36

は
な
く
「
煬
帝
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彥
琮
が
翻
經
館
學
士
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
僧
の
命
官
・
封
秩
を
說
く

獻
が
宋
代
以
降
に
し
ば

し
ば
見
え
る
が
、『
僧
史
略
』
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

道
宣
が
使
用
す
る
「
學
士
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
前
揭
註
（

）
大
內
〔
一
九
八
三
ｂ
〕、
參
照
。

37

24

168

…
當
時
奉
勅
玉
淸
玄
壇
行
道
。
隨
後
主
、
薄
伐
玄
菟
。
先
生
扈
從
黃
龍
、
車
駕
凱
旋
、
陪
還
洛
邑
」。
前
揭
『
王
洪
範
碑
』
解
說
（
中
田
勇
次
郞
氏
）

は
「
當
時
奉
勅
玉
淸
玄
壇
行
道
」
を
「
當
時
勅
を
玉
淸
（
三
淸
境
の
一
）
に
奉
じ
、
玄
壇
行
道
（
修
道
の
士
が
方
術
を
行
う
こ
と
）」（
解
說
篇
十
四

頁
）
と
し
て
い
る
が
、
煬
帝
期
に
道
觀
を
「
玄
壇
」
と
改
稱
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
玉
淸
玄
壇
」
と
は
四
道
場
の
一
つ
で
あ
る
玉
淸
觀
で

あ
り
、「
時
に
當
た
り
て
勅
を
奉
じ
、
玉
淸
玄
壇
に
行
道
す
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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『
隋
書
』
卷
四
十
四
、
滕
穆
王
瓚
傳
「
開
皇
十
一
年
、
從
幸
栗
園
、
暴
薨
。
時
年
四
十
二
。
人
皆
言
其
遇
鴆
以
斃
」。『
隋
書
』
卷
二
、
高
祖
紀
下

38

「〔
開
皇
十
一
年
〕
八
月
壬
申
、
幸
栗
園
。
滕
王
瓚
薨
」。

『
隋
書
』
卷
四
十
四
、
衞
昭
王
爽
傳
附
嗣
王
集
傳
「
煬
帝
時
、
諸
侯
王
恩
禮
漸
薄
、
猜
防
日
甚
。
集
憂
懼
不
知
所
爲
、
乃
呼
術
者
兪

明
、
章
醮
以

39

祈
福
助
。
有
人
吿
集
呪
詛
、
憲
司
希
旨
、
鍛
成
其
獄
、
奏
集
惡
逆
、
坐
當
死
。
天
子
下
公
卿
議
其
事
、
楊
素
等
曰
、
集
密
懷
左
道
、
厭
蠱
君
親
、
公

然
呪
詛
、
無
慙
幽
顯
。
情
滅
人
理
、
事
悖
先
朝
、
是
君
父
之
罪
人
、
非
臣
子
之
所
赦
、
請
論
如
律
。
時
滕
王
綸
坐
與
相
連
、
帝
不
忍
加
誅
、
乃
下
詔

曰
、
綸
・
集
以
附
萼
之
華
、
猶
子
之
重
、
縻
之
好
爵
、
匪
由
德
進
。
正
應
與
國
升
降
、
休
戚
是
同
、
乃
包
藏
妖
禍
、
誕
縱
邪
僻
。
在
三
之
義
、
愛
敬

倶
淪
、
急
難
之
情
、
孔
懷
頓
滅
。
公
卿
議
既
如
此
、
覽
以
潸
然
。
雖
復
王
法
無
私
、
恩
從
義
斷
、
但
法
隱
公
族
、
禮
有
親
親
。
致
之
極
辟
、
情
所
未

忍
。
於
是
除
名
爲
民
、
遠
徙
邊
郡
」。

闍
那
崛
多
の
卒
年
に
つ
い
て
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
・
闍
那
崛
多
傳
は
「
隋
滕
王
、
遵
仰
戒
範
、
奉
以
爲
師
、
因
事
塵
染
、
流
擯
東
越
。
又
在
甌
閩
、

40

道
聲
載
路
、
身
心
兩
救
、
爲
益
極
多
。
至
開
皇
二
十
年
、
便
從
物
故
。
春
秋
七
十
有
八
」（
T
50,434c）
と
記
し
、
開
皇
二
十
年
と
し
て
い
る
が
、

『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
・
隋
朝
傳
譯
佛
經
錄
に
は
「
仁
壽
之
末
、
崛
多
以
緣
他
事
、
流
擯
東
越
」（
T
55,280a）
と
し
て
、
仁
壽
末
年
に
東
越
に
流

擯
さ
れ
た
と
あ
る
。
そ
の
た
め
『
開
元
釋
敎
錄
』
卷
七
・
總
括
群
經
錄
上
之
七
は
「
隋
滕
王
、
遵
仰
戒
範
、
奉
以
爲
師
、
因
事
塵
染
、
流
擯
東
越
。

又
在
甌
閩
、
道
聲
載
洽
、
身
心
兩
救
、
爲
益
極
多
。
至
開
皇
二
十
年
、
便
從
物
故
、
春
秋
七
十
有
八
〈
准
添
品
法
華
序
、
仁
壽
元
年
辛
酉
、
崛
多

多
二
法
師
、
於
大
興
善
寺
、
重
勘
梵
本
、
闕
者
添
譯
。
既
在
仁
壽
之
元
、
出
此
添
品
、
卽
非
開
皇
二
十
年
卒
也
。
又
內
典
錄
云
、
仁
壽
之
末
、
崛
多

以
緣
他
事
、
流
擯
東
越
。
續
高
僧
傳
、
卽
云
開
皇
二
十
年
卒
。
傳
錄
俱
宣
所
撰
、
而
自
相
矛
盾
何
也
〉」（
T
55,550b）
と
述
べ
て
道
宣
記
述
の
矛
盾

を
指
摘
す
る
（〈
〉
は
夾
注
を
示
す
）。『
隋
書
』
卷
三
・
煬
帝
紀
上
に
「〔
大
業
元
年
秋
七
月
〕
丙
午
、
滕
王
綸
・
衞
王
集

奪
爵
徙
邊
」
と
あ
る
の

で
、
闍
那
崛
多
の
流
擯
時
期
は
大
業
元
年
頃
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『
大
唐
內
典
錄
』
卷
五
、
隋
朝
傳
譯
佛
經
錄
「
仁
壽
之
末
、
崛
多
以
緣
他
事
、
流
擯
東
越
」（
T
55,280a）。

41
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『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
、
僧
行
篇
、
福
田
論
「
隋
煬
帝
大
業
三
年
、
新
下
律
令
格
式
。
令
云
、
諸
僧
道
士
等
、
有
所
啓
請
者
、

先
須
致
敬
、
然

42

後
陳
理
。
雖
有
此
令
、
僧
竟
不
行
。
時
沙
門
釋
彥
琮
、
不
忍
其
事
、
乃
著
福
田
論
、
以
抗
之
。
意
在
諷
刺
、
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
以
自
誡
也
」（
T

52,280c）。

前
揭
註
（

）
藤
善
〔
一
九
七
〇
〕
に
は
、
南
北
朝
時
代
に
比
し
て
隋
唐
初
の
僧
は
國
家
の
支
配
に
順
應
し
て
い
た
こ
と
が
つ
ぶ
さ
に
指
摘
さ
れ
て

43

14

い
る
。

廬
山
慧
遠
の
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
お
よ
び
東
晉
桓
玄
の
禮
敬
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。
板
野
長
八
〔
一
九
四
〇
〕、
島
田

次

44

〔
一
九
六
二
〕、
小
林
正
美
〔
一
九
七
七
〕。

隋
唐
の
思
想
と
社
会
硏
究
班
〔
一
九
七
七
〕
の
解
說
（
福
永
光
司
氏
）。

45

阿
川
正
貫
〔
一
九
八
七
〕。
た
だ
し
、
當
該
論

は
短
く
、
史
料
引
用
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
の
箇
所
を
根
據
に
し
て
い
る
か
は
不

46
明
で
あ
る
。
本
章
で
の
引
用

は
あ
く
ま
で
筆
者
の
見
解
に
基
づ
く
。

齋
藤
隆
信
〔
二
〇
一
三
〕。

47

な
お
、
嘉
客
の
批
判
に
對
す
る
主
人
の
反

の
要
點
と
な
る
の
は
次
の
一

か
と
思
わ
れ
る
。「
敎
通
三
世
、
衆
別
四
部
、
二
從
於
道
、
二
守
於
俗
。

48
從
道
則
服
像
尊
儀
、
守
俗
則
務
典
供
事
。
像
尊
謂
比
丘
・
比
丘
尼
也
。
典
供
謂
優
婆
塞
・
優
婆
夷
也
。
所
像
者
尊
則
未
參
神
位
、
所
典
者
供
則
下
預
臣

頒
。
原
典
供
之
人
、
同
主
祭
之
役
、
吾
非
當
職
、
子
何
錯
引
」（『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
、
僧
行
篇
、
福
田
論
、
T
52,283a）。
要
す
る
に
、
嘉
客
が

僧
と
「
禮
官
」
と
を
同
一
視
に
す
る
の
に
對
し
て
、
祭
祀
を
行
う
の
は
佛
敎
に
お
い
て
供
事
を
行
う
優
婆
塞
・
優
婆
夷
が
相
當
す
る
の
で
あ
り
、
僧
は

神
で
も
臣
で
も
な
い
存
在
と
す
る
。

『
廣
弘
明
集
』
卷
二
十
五
・
僧
行
篇
・
福
田
論
の
道
宣
に
よ
る
前

に
は
、「
大
業
五
年
、
至
西
京
郊
南
、
大
張

物
。
兩
宗
朝
見
、
僧
等
依
舊
不
拜
。

49

下
勅
曰
、
條
令
久
行
。
僧
等
何
爲
不
致
敬
。
時
明
贍
法
師
、
對
曰
、
陛
下
弘
護
三
寶
、
當
順
佛
言
、
經
中
不
令
拜
俗
、
所
以
不
敢
違
敎
…
…
」（
T
52,



『
隋
書
』
煬
帝
紀
に
は
、
煬
帝
が
南
郊
へ
い
っ
た
記
錄
は
な
い
が
、『
隋
書
』
卷
三
・
煬
帝
紀
上
に
「〔
大
業
五
年
〕
九
月
癸
未
、
車
駕
入
長
安
」

50

『
同
』「〔
大
業
五
年
〕
十
一
月
丙
子
、
車
駕
幸
東
都
」
と
あ
る
の
で
、
大
業
五
年
九
月
よ
り
十
一
月
の
間
に
長
安
に
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
南
郊

と
い
え
ば
、
祭
祀
を
連
想
す
る
が
、
金
子
修
一
氏
は
「
煬
帝
の
郊
廟
親
祭
の
記
錄
は
大
業
十
年
冬
至
の
南
郊
の
み
で
あ
る
」（
金
子
修
一
〔
二
〇
〇

一
〕、
一
六
二
頁
）
と
さ
れ
て
お
り
、
祭
祀
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
僧
鳳
傳
の
內
容
か
ら
い
え
ば
、
祭
祀
に
類
似
す
る
何
ら
か
の
儀
式
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
揭
註
（

）
藤
善
〔
一
九
七
〇
〕。

51

14

171

280c-281a）
と
あ
っ
て
大
業
五
年
と
す
る
。
新
令
の
頒
布
は
大
業
三
年
で
あ
る
か
ら
、
二
年
は
あ
り
得
な
い
。
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結

語

こ
れ
ま
で
本
論
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
內
容
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
結
語
と
し
た
い
。

緖
言
で
は
、
本
論
の
目
的
と
構
成
を
提
示
し
た
。
隋
代
の
佛
敎
政
策
に
關
し
て
は
、
す
で
に
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
そ
の
大
枠
と
な
る
見

解
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
は
隋
代
の
佛
敎
興
隆
の
樣
子
が
精
彩
に
描
出
さ
れ
、
中
國
史
上
に
お
け
る
隋
朝
佛
敎
の
特
殊
性
が
強

調
さ
れ
、
同
時
に
ま
た
「
佛
敎
治
國
策
」
と
表
現
し
得
る
、
佛
敎
を
治
國
理
念
に
高
め
た
政
策
が
實
施
さ
れ
た
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

以
後
の
硏
究
は
、
基
本
的
に
そ
の
路
線
に
沿
っ
て
進
行
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
、
隋
代
の
佛
敎
政
策
に
對
し
て

は
槪
ね
佛
敎
側
か
ら
好
意
的
に
評
價
さ
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
硏
究
も
そ
う
し
た
評
價
を
繼
承
し
て
き
た
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
政
策
を
諸
要
素
の
複
合
的
、
立
體
的
な
交
錯
に
よ
っ
て
現
出
す
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
佛
敎
政
策
を
單
に
佛
敎
に
對

す
る
政
策
と
い
う
觀
點
の
み
で
捉
え
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
事
象
お
よ
び
そ
れ
に
對
す
る
評
價
に
偏
向
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
た
偏
向
を
避
け
る
た
め
に
は
、
實
際
に
形
と
し
て
現
れ
た
政
策
を
よ
り
廣
い
時
代
狀
況
と
そ
れ
ら
を
と
り
ま
く
諸
現
象

の
中
に
置
き
直
し
、
俯
瞰
的
、
多
角
的
に
捉
え
て
相
對
化
す
る
こ
と
で
、
政
策
の
意
圖
や
背
景
、
お
よ
び
政
策
實
施
の
過
程
を
よ
り
明
確

化
、
具
體
化
で
き
る
と
考
え
、
以
下
の
四
章
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
に
直
結
す
る
北
周
末
期
の
菩
薩
僧
を
取
り
上
げ
、
菩
薩
僧
が
如
何
な
る
時
代
狀
況
の
中
で
設
置

さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
た
。
特
に
當
該
期
の
宗
敎
に
お
い
て
佛
敎
と

ん
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
道
敎
と
の
關
連
性
を
檢
討
す
る
こ
と

で
、
北
周
末
の
宗
敎
政
策
の
樣
態
を
示
し
た
。
從
來
、
廢
佛
か
ら
の
佛
敎
復
興
の
政
策
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
き
た
菩
薩
僧
は
、
じ
つ

結 語
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は
道
敎
と
併
せ
行
わ
れ
た
宗
敎
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
し
か
も
長
安
と
洛
陽
と
い
う
北
周
朝
の
二
つ
の
都
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景

に
は
北
周
朝
の
領
域
支
配
を
徹
底
す
る
も
の
と
し
て
の
兩
都
的
な
體
制
が
あ
り
、
ま
た
天
元
皇
帝
に
お
け
る
宗
敎
に
借
り
た
權
威
の
顯
示

と
い
う
あ
り
か
た
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
狀
況
下
で
設
け
ら
れ
た
菩
薩
僧
は
、
從
來
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
廢
佛
か
ら
復
佛
へ
の
過
渡
期

的
措
置
と
い
う
理
解
で
は
收
ま
ら
ず
、
北
周
朝
の
支
配
を
宗
敎
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
設
け
ら
れ
た
集
團
と
い
う
面
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
具
體
的
な
姿
は
「
爲
國
行
道
」
と
表
現
さ
れ
る
佛
敎
の
國
家
へ
の
奉
仕
と
い
う
形
態
で
現
れ
て
い

る
。
隋
初
の
佛
敎
政
策
も
當
初
よ
り
佛
敎
に
「
爲
國
行
道
」
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
が
隋
代
佛
敎
政
策
の
基
本
的
性
格
を
與
え
て
い
く
こ

と
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
で
は
、
曇
遷
の
事
蹟
を
手
が
か
り
に
文
帝
の
佛
敎
政
策
の
う
ち
、
特
に
開
皇
年
間
の
政
策
に
つ
い
て
檢
討
し
た
。
數
あ
る
文
帝

の
佛
敎
政
策
の
中
に
は
、
曇
遷
が
積
極
的
に
關
與
し
た
政
策
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
政
策
を
見
て
い
く
と
、
隋
朝
成
立
以
前
の
北
朝
す
な
わ

ち
北
周
と
北
齊
の
兩
地
域
に
對
し
て
意
圖
的
と
思
わ
れ
る
偏
向
が
確
認
で
き
る
。
具
體
的
に
は
、
舊
北
齊
地
域
に
限
っ
て
の
私
度
僧
の
公

度
と
い
う
政
策
と
し
て
現
れ
て
い
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
ま
ず
曇
遷
が
舊
北
齊
地
域
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。
一
方
、

當
該
期
の
舊
北
齊
地
域
の
狀
況
に
目
を
向
け
る
と
、
隋
朝
の
領
域
支
配
に
と
っ
て
こ
の
地
域
が
隋
朝
成
立
當
初
以
來
の
難
治
の
地
域
で
あ

り
、
そ
の
た
め
樣
々
な
施
策
を
通
じ
て
統
治
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
中
で
は
佛
敎
を
利
用
し
た
地
方
統
治
の
樣
相
が
確

認
で
き
る
。
翻
っ
て
、
私
度
僧
の
公
度
を
敎
團
統
制
の
側
面
に
引
き
付
け
て
捉
え
る
と
、
隋
朝
が
推
進
す
る
思
想
統
制
策
と
の
關
係
性
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
隋
朝
が
國
家
統
治
に
佛
敎
を
利
用
し
た
と
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
王
朝
の
諸
問

題
に
對
し
て
沙
門
を
媒
介
に
對
處
し
て
い
く
と
い
う
形
態
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
本
章
で
は
ま
た
文
帝
の
佛
敎

政
策
に
お
い
て
一
つ
の
特
色
を
な
す
沙
門
の
招
致
に
も
注
目
し
、
特
に
六
大
德
の
招
致
の
目
的
を
槪
觀
す
る
中
で
、
六
儒
と
い
う
儒
者
招

致
と
の
關
連
性
を
指
摘
し
た
。
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續
く
第
三
章
で
は
、
文
帝
の
仁
壽
年
間
の
佛
敎
政
策
の
中
で
最
も
著
名
な
仁
壽
舍
利
塔
事
業
に
つ
い
て
、
大
き
く
三
つ
の
節
に
わ
け
て

檢
討
し
た
。

第
一
節
で
は
、
思
想
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
事
業
が
開
皇
年
間
の
佛
敎
事
業
と
性
格
を
異
に
し
、
か
つ
仁
壽
へ
の
改
元
を
契
機

に
實
施
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
す
る
時
、
舍
利
塔
事
業
が
仁
壽
改
元
に
込
め
ら
れ
た
意
味
と
關
わ
る
こ
と
に
想
到
す
る
。
そ
こ
で
仁
壽
改
元

の
理
由
を
探
っ
て
い
く
と
、
曆
學
者
の
袁
充
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
袁
充
の
發
言
の
中
に
は
仁
壽
改
元
を
聖
人
の

再
生
と
述
べ
る
段
が
見
え
る
こ
と
に
注
意
し
た
。
舍
利
塔
事
業
は
文
帝
に
と
っ
て
還
曆
の
誕
生
日
に
發
願
さ
れ
、
ま
た
自
身
を
阿
育
王
や

轉
輪
聖
王
に
比
擬
す
る
意
識
が
濃
厚
に
存
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
當
該
事
業
實
施
の
理
由
を
文
帝
の
佛
敎
信
仰
の
面
で
說
明
す
る
硏
究

が
頗
る
多
い
。
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
當
該
事
業
が
仁
壽
へ
の
改
元
を
契
機
に
は
じ
め
ら
れ
て
い
っ
た
理

由
は
明
ら
か
に
な
り
難
い
。
文
帝
は
符
瑞
を
皇
帝
卽
位
の
正
當
性
の
強
調
に
利
用
し
、
そ
う
し
た
符
瑞
を
說
く
術
士
を
重
用
し
、
彼
ら
の

言
葉
に
悅
び
し
た
が
っ
た
。
袁
充
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
術
士
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
發
言
の
持
つ
意
味
は
文
帝
に
と
っ
て
も
重
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
仁
壽
舍
利
塔
事
業
は
、
文
帝
の
篤
い
佛
敎
信
仰
と
と
も
に
、
袁
充
の
よ
う
な
術
士
の
發
言
と
が
互
い
に
影
響
し
合
う

中
で
實
施
さ
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

次
に
第
二
節
で
は
、
舍
利
塔
の
起
塔
州
と
起
塔
數
に
つ
い
て
若
干
の
考
證
を
行
っ
た
。
ま
ず
起
塔
州
を
知
る
た
め
に
多
用
さ
れ
て
き
山

崎
宏
氏
の
成
果
に
つ
い
て
、
關
連
文
獻
と
突
き
合
わ
せ
つ
つ
補
訂
を
加
え
た
。
次
に
起
塔
數
を
よ
り
確
か
に
す
る
た
め
に
、
基
礎
史
料
で

あ
る
隋
著
作
郞
・
王
劭
の
「
舍
利
感
應
記
」
の
記
載
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
收
錄
さ
れ
る
道
宣
の
『
廣
弘
明
集
』、『
集
神
州
三
寶
感
通
錄
』

お
よ
び
道
世
の
『
法
苑
珠
林
』
の
記
載
內
容
に
基
づ
い
て
檢
討
し
た
。
本
節
で
指
摘
し
た
「
明
州
」
起
塔
の
こ
と
は
從
來
、
一
切
注
意
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、「
舍
利
感
應
記
」
の
記
載
內
容
の
再
檢
討
の
必
要
性
を
提
起
で
き
た
の
は
、
本
節
の
一
つ
の
意
義
と

思
わ
れ
る
。

結 語
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最
後
に
第
三
節
で
は
、
從
來
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
勅
使
大
德
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
銓
衡
法
や
所
屬
寺
院
、
起
塔
州
と
の
關

係
な
ど
の
問
題
を
年
次
別
の
相
違
に
留
意
し
つ
つ
若
干
の
檢
討
を
加
え
た
。
銓
衡
法
に
つ
い
て
は
、
年
次
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
り
、
第
一

回
か
ら
第
二
回
に
か
け
て
主
體
性
が
國
家
よ
り
敎
團
側
へ
移
行
し
、
敎
團
側
の
意
志
が
事
業
に
反
映
さ
れ
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
面
を
指

摘
し
た
。
さ
ら
に
勅
使
大
德
と
起
塔
州
と
の
關
係
に
注
意
す
る
中
で
、
第
二
回
事
業
で
は
「
本
州
」
起
塔
と
い
う
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
點
は
從
來
に
は
見
ら
れ
な
い
、
新
し
い
知
見
で
あ
る
。「
本
州
」
起
塔
と
い
う
あ
り
か
た
か
ら
は
、
出
家
者
で
あ

る
僧
と
は
い
え
、
朝
廷
か
ら
各
々
の
地
方
の
佛
敎
界
の
み
な
ら
ず
、
爲
政
者
、
民
衆
に
至
る
階
層
に
繫
が
り
を
有
す
る
存
在
と
し
て
認
識

・
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
舍
利
塔
事
業
は
こ
の
よ
う
な
地
方
と
の
繫
が
り
を
持
つ
沙
門
を
「
勅
使
」
の
肩
書
き
を
帶
び
た

「
官
」
的
性
格
を
付
與
し
て
地
方
と
の
關
わ
り
の
中
で
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、
沙
門
が
こ
う
し
た
性

格
を
持
つ
勅
使
大
德
と
な
り
積
極
的
に
當
該
事
業
に
參
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
國
家
に
よ
る
佛
敎
敎
團
の
包
攝
を
み
ず
か
ら
認
め
る
面

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
煬
帝
期
の
禮
敬
問
題
の
一
要
因
と
な
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

第
四
章
で
は
、
煬
帝
期
の
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
、
禮
敬
問
題
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。
特
に
禮
敬
問
題
の
背
景
を
探
る
た
め
に
當
時
の

沙
門
觀
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
に
檢
討
を
加
え
た
。中
國
中
世
佛
敎
史
上
に
お
け
る
隋
朝
の
禮
敬
問
題
の
意
義
は
律
令
に
お
け
る「
令
」

に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
大
業
令
が
特
に
革
新
的
な
官
制
整
備
に
重
點
を
置
い
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
出
家
者
致
拜
の
規
定

が
出
家
者
と
俗
官
と
の
間
で
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
令
の
意
圖
は
新
た
な
支
配
秩
序
の
下
に
出
家
者
を
包
攝
し
、
俗
官
の
下

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
究
す
る
上
で
は
、
當
時
の
爲
政
者
が
出
家
者
で
あ
る
沙

門
を
如
何
な
る
存
在
と
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
捉
え
て
檢
討
し
た
。
ま
ず
爲
政
者
の
側
の
沙
門
觀
を
見
る
に

當
た
っ
て
、
隋
朝
の
佛
敎
政
策
の
中
で
沙
門
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
槪
觀
し
た
。
文
帝
期
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
よ
り
第
三

章
ま
で
の
內
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
沙
門
と
官
僚
と
の
間
の
境
界
が
曖
昧
な
こ
と
を
指
摘
し
、
煬
帝
期
に
つ
い
て
は
、
煬
帝
に
よ
る
沙
門
の
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招
致
に
は
僧
の
持
つ
技
能
に
關
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
特
徵
が
あ
る
と
述
べ
た
。
總
じ
て
い
え
ば
、
當
該
期
に
は
沙
門
の
屬
性
と

し
て
の
聖
性
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
俗
人
と
同
格
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
沙
門
に
對
す
る
見
方
の

背
景
に
は
、
大
乘
佛
敎
の

及
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
隋
朝
が
推
進
し
た
國
家
主
導
の
佛
敎
復
興
策
が
あ
り
、
一
方
ま
た
そ
の

政
策
に
敎
團
が
積
極
的
に
關
與
し
て
い
た
狀
況
を
想
定
し
得
る
。
次
に
、
煬
帝
期
の
禮
敬
問
題
に
直
接
關
わ
る
史
料
で
あ
る
『
福
田
論
』

に
も
、
こ
の
よ
う
な
沙
門
觀
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
國
家
と
佛
敎
界
と
が
接
近
し
た
狀
況
が
煬
帝
期
の
禮
敬
問
題
の

背
景
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
本
章
で
は
『
福
田
論
』
の
一
つ
の
特
徵
と
し
て
、
祭
祀
に
關
す
る
內
容
の
多
さ
を
指
摘
し

た
。
彥
琮
は
「
神
」
を
媒
介
に
王
者
に
對
す
る
沙
門
の
優
位
性
を
主
張
す
る
が
、
道
宣
の
文
章
を
手
が
か
り
に
し
つ
つ
、
そ
れ
は
「
神
」

を
媒
介
に
中
國
的
世
界
と
印
度
的
世
界
を
融
合
す
る
こ
と
で
、
佛
敎
的
慣
習
に
依
據
す
る
沙
門
の
、
中
國
に
お
け
る
必
要
性
を
示
し
た
も

の
と
論
じ
た
。
こ
の
點
は
な
お
詳
細
な
檢
討
を
要
す
る
が
、
佛
敎
が
中
國
的
な
も
の
へ
と
變
貌
す
る
中
で
現
れ
た
、
中
國
で
の
沙
門
の
存

在
意
義
を
證
明
す
る
一
つ
の
論
理
と
し
て
注
目
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
論
で
は
、
筆
者
な
り
の
仕
方
で
從
來
の
硏
究
を
再
檢
討
し
て
き
た
が
、
殘
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
そ
も
そ
も
隋
代
佛
敎
政
策

硏
究
と
題
し
て
い
な
が
ら
、
す
べ
て
の
政
策
を
扱
う
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
極
め
て
不
備
の
多
い
硏
究
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
時
代
の
佛

敎
政
策
と
の
對
比
の
上
に
、
隋
代
の
佛
敎
政
策
の
特
殊
性
な
ど
を
示
せ
得
な
か
っ
た
點
も
憾
み
を
殘
す
。
こ
れ
ら
は
今
後
に
殘
さ
れ
た
重

要
な
課
題
で
あ
り
、
本
論
の
內
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
後
の
硏
究
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

結 語
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敎
史
學
硏
究
』
二
十
五

―
二
。『
南
北
朝
隋
唐
期
佛
敎
史
硏
究
』
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
）

―
―

一
九
九
七

「
中
國
撰
述
佛
典
と
讖
緯
―
典
籍
聚
散
の
歷
史
を
契
機
と
し
て
―
」（
日
本
佛
敎
學
會
編
『
佛
敎
と
他
敎
と
の
對
論
』
平

樂
寺
書
店
。『
南
北
朝
隋
唐
期
佛
敎
史
硏
究
』
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
）

―
―

二
〇
〇
七

「
北
齊
佛
敎
の
一
面
―
衰
亡
と
再
生
―
」（『
相
川
鐵
崖
古
稀
記
念
書
學
論

集
』
木
耳
社
。『
南
北
朝
隋
唐
期
佛
敎
史
硏
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究
』
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
）

大
島
幸
代
・

萬
納
惠
介

二
〇
一
二

「
隋
仁
壽
舍
利
塔
硏
究
序
說
」（『
奈
良
美
術
硏
究
』
十
二
）

大
野
雅
仁

一
九
九
〇

「
隋
朝
佛
敎
政
策
の
一
側
面
―
舍
利
塔
事
業
を
中
心
と
し
て
―
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
三
十
九
―
一
）

―
―

一
九
九
一

「
隋

帝
時
代
の
佛
敎
―
開
皇
期
の
名
僧
の
招
致
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
大
谷
大
學
大
學
院
紀
要
』
八
）

愛
宕

元

一
九
八
二

「
隋
末
唐
初
に
お
け
る
蘭
陵
蕭
氏
の
佛
敎
受
容
―
蕭

を
中
心
に
し
て
―
」（
福
永
光
司
編
『
中
國
中
世
の
宗
敎
と

化
』

京
都
大
學
人

科
學
硏
究
所
）

小
野
勝
年

一
九
八
九

『
中
國
隋
唐
長
安
寺
院
史
料
集
成
』（
法
藏
館
）

勝
村
哲
也

一
九
七
三

「
六
朝
末
の
三
國
」（『
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
史
學
佛
敎
學
論
集
』
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
會
）

金
子
修
一

二
〇
〇
一

『
古
代
中
國
と
皇
帝
祭
祀
』（
汲
古
書
院
）

鎌
田
茂
雄

一
九
六
八

「
淨
影
寺
慧
遠
の
思
想
」（『
中
國
佛
敎
思
想
史
硏
究
』
春
秋
社
）

河
上
麻
由
子

二
〇
一
三

「
ベ
ト
ナ
ム
バ
ク
ニ
ン
省
出
土
仁
壽
舍
利
塔
銘
、
及
び
そ
の
石
函
に
つ
い
て
」（『
東
方
學
報

京
都
』
八
十
八
）

桐
原
孝
見

二
〇
一
二

「
中
國
に
於
け
る
山
岳
と
佛
敎
―
特
に
北
魏
期
の
大
土
地
所
有
と
嵩
山
へ
の
寺
院
建
造
を
中
心
と
し
て
―
」（『
龍
谷
大
學

大
學
院

學
硏
究
科
紀
要
』
三
十
四
）

桐
谷
征
一

一
九
九
六

「
中
國
北
齊
期
に
お
け
る
摩
崖
・
石
壁
刻
經
の
成
立
」（
勝
呂
信
靜
博
士
古
稀
記
念
論

集
刋
行
會
編
『
勝
呂
信
靜
博
士

古
稀
記
念
論

集
』
山
喜
房
佛
書
林
）

窪

德
忠

一
九
六
九

「
北
周
の
通
道
觀
に
關
す
る
一
臆
說
」（『
福
井
博
士
頌
壽
記
念
東
洋

化
論
集
』
早
稻
田
大
學
出
版
社
）

―
―

一
九
七
〇

「
北
周
の
道
佛
二
敎
の
關
係
」（
橫
超
慧
日
編
『
北
魏
佛
敎
の
硏
究
』
平
樂
寺
書
店
）

―
―

一
九
八
〇

「
二
つ
の
通
道
觀
―
山
崎
宏
博
士
の
批
判
に
答
う
―
」（『
東
方
宗
敎
』
五
十
五
）

氣
賀
澤
保
規

一
九
七
三

「
竇
建
德
集
團
と
河
北
―
隋
唐
帝
國
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
東
洋
史
硏
究
』
三
十
一
―
四
）
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―
―

一
九
七
五

「
隋
代
鄕
里
制
に
關
す
る
一
考
察
」（『
史
林
』
五
十
八
―
四
）

―
―

二
〇
〇
一

「
隋
仁
壽
元
年
（
601）
の
學
校
削
減
と
舍
利
供
養
」（『
駿
臺
史
學
』
一
一
一
）

古
勝
隆
一

二
〇
一
一

「
隋
代
儒
敎
の
地
域
性
―
特
に
山
東
儒
者
に
つ
い
て
」（
船
山
徹
編
『
中
國
印
度
宗
敎
史
と
く
に
佛
敎
史
に
お
け
る
書
物

の
流
通
傳
播
と
人
物
移
動
の
地
域
特
性
』（
科
學
硏
究
費
補
助
金
硏
究
成
果
報
告
書
）

小
杉
一
雄

一
九
八
〇

「
六
朝
時
代
佛
塔
に
於
け
る
舍
利
安
置
」（『
中
國
佛
敎
美
術
史
の
硏
究
』
新
樹
社
）

小
林
正
美

一
九
七
七

「「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
の
成
立
」（『
東
洋

化
』
五
十
七
。『
六
朝
佛
敎
思
想
の
硏
究
』
創

社
、
一
九
九
三
年
）

―
―

一
九
九
八

『
中
國
の
道
敎
』（
中
國
學
藝
叢
書
、
創

社
）

齊
藤
隆
信

二
〇
一
二

「
上
林
園
翻
經
館
沙
門
彥
琮
の
漢
譯
論
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
六
十
一
―
一
）

―
―

二
〇
一
三

「
彥
琮
撰
『
福
田
論
』
と
そ
の
撰
述
意
義
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
六
十
二
―
一
）

佐
々
木
功
成

一
九
二
八

「
仁
壽
舍
利
塔
考
」（『
龍
谷
大
學
論
叢
』
二
八
三
）

佐
藤
心
岳

一
九
六
四

「
北
齊
佛
敎
界
に
お
け
る
梵
語
佛
典
の
重
視
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
十
二
―
一
）

―
―

一
九
六
六

「
彥
琮
の
梵
語
佛
典
の
重
視
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
十
五
―
一
）

里
道
德
雄

一
九
八
二

「
道
士
張
賓
傳
考
」（『
東
洋
學
論
叢
』
七
）

島
田

次

一
九
六
二

「
桓
玄
―
慧
遠
の
禮
敬
問
題
」（『
慧
遠
硏
究
硏
究
篇
』
創

社
。『
中
國
思
想
史
の
硏
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
會
、
二

〇
〇
二
年
）

隋
唐
の
思
想
と

社
會
硏
究
班

一
九
七
七

「『
通
極
論
』
譯
注
（
上
）」（『
東
方
學
報
京
都
』
四
十
九
）

砂
山

稔

一
九
七
八

「
宇

の
『
道
敎
實
花
序
』
に
つ
い
て
―
北
周
武
帝
の
『
無
上
祕
要
』
と
の
關
連
を
通
じ
て
」（
初
出
『
佛
敎
史
學
硏

究
』
二
十
一
―
一
。『
隋
唐
道
敎
思
想
史
硏
究
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
諏
訪
義
純

一
九
六
二

「
東

魏
帝
室
と
佛
敎
」（
原
題
「
高
歡
高
澄
の
奉
佛
事
情
と
儒
敎
道
敎
へ
の
態
度
―
東
魏
佛
敎
の
一
考
察
―
」
初
出
『
大
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谷
學
報
』
四
十
―
二
。『
中
國
中
世
佛
敎
史
硏
究
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

―
―

一
九
六
六

「
北
齊
帝
室
と
佛
敎
（
一
）
―

宣
帝
と
佛
敎
信
仰
―
」（
原
題
「
北
齊

宣
帝
と
そ
の
佛
敎
信
仰
」
初
出
『
大
谷
學
報
』

四
十
五
―
二
。『
中
國
中
世
佛
敎
史
硏
究
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

谷
川
道
雄

一
九
六
七

「
周
末
・
隋
初
の
政
界
と
新
舊
貴
族
」（
原
題
「
周
隋
革
命
の
經
緯
に
つ
い
て
―
周
禮
國
家
の
悲
劇
―
」
初
出
『
古
代

化
』
十
八
―
五
。『
隋
唐
帝
國
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）

―
―

一
九
八
八

「
兩
魏
齊
周
時
代
の
覇
府
と
王
都
」（
唐
代
史
硏
究
會
編
『
中
國
都
市
の
歴
史
的
硏
究
』
刀
水
書
房
、
一
九
八
八
年
）

竺
沙
雅
章

一
九
九
三

「
內
律
と
俗
法
―
中
國
佛
敎
法
制
史
の
一
考
察
―
」（
梅
原
郁
編
『
中
國
近
世
の
法
制
と
社
會
』
京
都
大
學
人

科
學
硏

究
所
）

塚
本
善
隆

一
九
三
八

「
國
分
寺
と
隋
唐
の
佛
敎
政
策

び
に
官
寺
」（
初
出
角
田

衞
編
『
國
分
寺
の
硏
究
』
考
古
學
硏
究
會
。『
塚
本
善
隆
著

作
集
』
第
六
卷
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）

―
―

一
九
四
八
・

一
九
五
〇

「
北
周
の
廢
佛
」（
原
題
「
北
周
の
廢
佛
に
就
い
て
」
初
出
『
東
方
學
報
京
都
』
十
六
、
一
九
四
八
年
、「
北
周
の
廢
佛

に
就
い
て
（
下
）」『
東
方
學
報
京
都
』
十
八
、
一
九
五
〇
年
。
增
補
改
題
の
上
『
魏
書
釋
老
志
の
硏
究
』
佛
敎

化
硏
究
所
、
一
九
六
一
年
に
所
收
。
後
、『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
二
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
年
に
再
錄
）

―
―

一
九
四
九

「
北
周
の
宗
敎
廢
毀
政
策
の
崩
壞
」（
初
出
『
佛
敎
史
學
』
創
刋
號
。『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
二
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七

四
年
）

―
―

一
九
五
〇

「
陳
の
革
命
と
佛
牙
」（『
東
方
學
報
京
都
』
十
九
。『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
三
卷
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）

―
―

一
九
五
三

「
隋
の
江
南
征
服
と
佛
敎
―
晉
王
廣
（
煬
帝
）
と
江
南
佛
敎
―
」（
初
出
『
佛
敎

化
硏
究
』
三
。『
塚
本
善
隆
著
作
集
』

第
三
卷
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）

―
―

一
九
六
一

『
魏
書
釋
老
志
』（
も
と
『
魏
書
釋
老
志
の
硏
究
』
佛
敎

化
硏
究
所
。
後
に
『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
一
卷
、
大
東
出

參考 獻一覽
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版
社
、
一
九
七
四
年
。
平
凡
社
、
東
洋

庫
五
一
五
、
一
九
九
〇
年
）

―
―

一
九
七
三

「
隋
佛
敎
史
序
說
―
隋

帝
誕
生
說
話
の
佛
敎
化
と
宣
布
―
」（
初
出
『
鈴
木
學
術
財
團
硏
究
年
報
』
九
。『
塚
本
善
隆
著

作
集
』
第
三
卷
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）

―
―

一
九
七
四

「
隋

帝
の
宗
敎
復
興
特
に
大
乘
佛
敎
振
興
―
長
安
を
中
心
に
し
て
―
」（『
南
都
佛
敎
』
三
十
二
）

常
盤
大
定

一
九
三
八

「
周
末
隋
初
に
於
け
る
菩
薩
佛
敎
の
要
求
」（『
支
那
佛
敎
の
硏
究
』
春
秋
社
）

礪
波

護

一
九
八
一

「
唐
代
に
お
け
る
僧
尼
拜
君
親
の
斷
行
と
撤
回
」（
初
出
『
東
洋
史
硏
究
』
四
十
―
二
。『
唐
代
政
治
社
會
史
硏
究
』
同
朋

舍
出
版
、
一
九
八
六
。『
隋
唐
の
佛
敎
と
國
家
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
年
）

―
―

一
九
八
七

「
嵩
岳
少
林
寺
碑
考
」（
川
勝
義
雄
・
礪
波
護
編
『
中
國
貴
族
制
社
會
の
硏
究
』
同
朋
舍
）

中
村
璋
八

一
九
七
二

「
蕭
吉
と
五
行
大
義
」（『
駒
澤
大
學
外
國
語
部
紀
要
』
一
）

中
村
裕
一

二
〇
〇
五

「
隋
唐
令
逸

拾
遺
」『
唐
令
逸

の
硏
究
』
汲
古
書
院
）

西
脇
常
記

一
九
九
〇

「
舍
利
信
仰
と
僧
傳
―
慧
洪
『
禪
林
僧
寶
傳
』
の
理
解
の
た
め
に
」（
原
題
「
舍
利
信
仰
と
僧
傳
に
お
け
る
そ
の
敍
述
―

慧
洪
「
禪
林
僧
寶
傳
」
敍
述
の
理
解
の
た
め
に
」
初
出
『
禪

化
硏
究
所
紀
要
』
十
六
。『
唐
代
の
思
想
と

化
』

創

社
、
二
〇
〇
〇
年
）

野
村
耀
昌

一
九
六
八

『
周
武
法
難
の
硏
究
』（
東
出
版
）

長
谷
部
英
一

一
九
九
三

「
隋
代
の
曆
論
」（『
中
國
哲
學
硏
究
』
六
）

濱
口
重
國

一
九
六
六

「
隋
の
天
下
一
統
と
君
權
の
強
化
」（『
秦
漢
隋
唐
史
硏
究
』
下
卷
、
東
京
大
學
出
版
會
）

肥
田
路
美

二
〇
〇
九

「
舍
利
信
仰
と
王
權
」（『
死
生
學
硏
究
』
十
一
）

福
永
光
司

一
九
八
七

「
昊
天
上
帝
と
天
皇
大
帝
と
元
始
天
尊
―
儒
敎
の
最
高
神
と
道
敎
の
最
高
神
―
」（『
道
敎
思
想
史
硏
究
』
岩
波
書
店
）

藤
井
政
彥

二
〇
〇
六

「
隋

帝
の
諸
皇
子
と
佛
敎
」（『
大
谷
大
學
大
學
院
硏
究
紀
要
』
二
十
三
）

―
―

二
〇
一
〇

「
隋
の
日
嚴
寺
に
關
す
る
一
考
察
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
十
八
―
二
）
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藤
川
政
數

一
九
五
八

「
魏
晉
に
お
け
る
禮
敬
問
題
に
つ
い
て
」（『
東
洋
の

化
と
社
會
』
七
）

藤
善
眞
澄

一
九
六
二

「
唐
五
代
の
童
行
制
度
」（
初
出
『
東
洋
史
硏
究
』
二
十
一
―
一
。『
中
國
佛
敎
史
硏
究
―
隋
唐
佛
敎
へ
の
視
角
―
』
法
藏

館
、
二
〇
一
三
年
）

―
―

一
九
七
〇

「
隋
唐
佛
敎
へ
の
視
角
」（
初
出
、
中
國
中
世
史
硏
究
會
編
『
中
國
中
世
史
硏
究
―
六
朝
隋
唐
の
社
會
と

化
―
』
東
海

大
學
出
版
會
。『
中
國
佛
敎
史
硏
究
―
隋
唐
佛
敎
へ
の
視
角
―
』
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
）

―
―

一
九
七
三

「
王
劭
の
著
述
小
考
」（『
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
史
學
佛
敎
學
論
集
』
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
會
。『
道
宣
傳
の
硏

究
』
京
都
大
學
學
術
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

―
―

一
九
七
五

「
隋
唐
佛
敎
時
代
區
分
試
論
―
度
僧
制
と
貢
擧
制
―
」（
初
出
『
東
洋
學
術
硏
究
』
一
四
-三
。『
中
國
佛
敎
史
硏
究
―
隋
唐

佛
敎
へ
の
視
角
―
』
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
）

―
―

一
九
七
七

「
北
齊
系
官
僚
の
一
動
向
」（
原
題
「
北
齊
系
官
僚
の
一
動
向
―
隋
文
帝
の
誕
生
説
話
を
て
が
か
り
に
―
」
初
出
『
鷹
陵

史
學
』
三
・
四
合
併
號
。『
道
宣
傳
の
硏
究
』
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
〇
二
年
）

―
―

二
〇
〇
一

「
中
國
舍
利
塔
緣
起
」（『
平
成
十
三
年
度
春
季
特
別
展
莊
嚴
―
飛
鳥
・
白
鳳
佛
の
イ
ン
テ
リ
ア
―
』
大
阪
近
つ
飛
鳥
博

物
館
）

前
島
佳
孝

二
〇
一
二

「
西
魏
・
北
周
・
隋
初
に
お
け
る
領
域
統
治
體
制
の
諸
相
」（『
唐
代
史
硏
究
』
十
五
）

牧
田
諦
亮

一
九
七
二

「
中
國
佛
敎
史
と
疑
經
―
中
國
佛
敎
史
に
對
す
る
疑
問
―
」（『
疑
經
硏
究
』
臨
川
書
店
）

道
端
良
秀

一
九
六
八

『
佛
敎
と
儒
敎
倫
理
―
中
國
佛
敎
に
お
け
る
孝
の
問
題
―
』（
平
樂
寺
書
店
）

―
―

一
九
七
九

「
菩
薩
思
想
の
展
開
と
菩
薩
僧
」（『
中
國
佛
敎
思
想
史
の
硏
究
』
平
樂
寺
書
店
）

宮
川
尙
志

一
九
八
三

「
南
北
朝
正
史
の
道
敎
史
料
硏
究
」（『
中
國
宗
敎
史
硏
究
第
一
』
同
朋
舍
）

諸
戶
立
雄

一
九
九
〇

「
北
魏
の
僧
制
・
西
魏
の
敎
團
制
規
と
道
僧
格
」（『
中
國
佛
敎
制
度
史
の
硏
究
』
平
河
出
版
社
）

山
崎

宏

一
九
三
四

「
隋
の
高
祖

帝
の
佛
敎
治
國
策
」（
初
出
『
佛
敎
法
政
經
濟
硏
究
所
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
八
、
一
九
三
四
年
。『
支
那
中

參考 獻一覽
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世
佛
敎
の
展
開
』
淸
水
書
店
、
一
九
四
二
年
）

―
―

一
九
三
八

「
北
齊
の
僧
官
昭
玄
十
統
」（
初
出
『
史
潮
』
八
―
一
。『
支
那
中
世
佛
敎
の
展
開
』
淸
水
書
店
、
一
九
四
二
年
）

―
―

一
九
四
九
ａ
「
隋
朝
の
佛
敎
復
興
の
先
驅
―
陟

寺
の
菩
薩
僧
設
置
の
問
題
―
」（
原
題
「
隋
朝
の
佛
教
復
興
に
つ
い
て
―
陟

寺
の

菩
薩
僧
設
置
の
問
題
―
」
初
出
『
佛
敎
史
學
』
創
刋
號
。『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』
法
藏
館
、
一
九
六
七
年
）

―
―

一
九
四
九
ｂ
「
隋
の
大
興
善
寺
」（
原
題
「
隋
の
大
興
善
寺
に
就
い
て
」
初
出
『
史
潮
』
四
十
二
。『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』
法
藏
館
、

一
九
六
七
年
）

―
―

一
九
五
八

「
隋
代
總
管
考
」（『
史
潮
』
六
十
四
・
六
十
五
合
併
號
）

―
―

一
九
六
七
ａ
「
隋
の
玄
都
觀
と
そ
の
系

」（『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』
法
藏
館
）

―
―

一
九
六
七
ｂ
「
煬
帝
（
晉
王
廣
）
の
四
道
場
」（『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』
法
藏
館
）

―
―

一
九
七
九

「
北
周
の
通
道
觀
」（
初
出
『
東
方
宗
敎
』
五
十
四
。『
中
國
佛
敎
・

化
史
の
硏
究
』
法
藏
館
、
一
九
八
一
年
）

山
本
隆
義

一
九
六
八

『
中
國
政
治
制
度
の
硏
究
―
內
閣
制
度
の
起
原
と
發
展
―
』（
東
洋
史
硏
究
會
）

結
城
令
聞

一
九
六
〇

「
隋
・
西
京
禪
定
道
場
釋
曇
遷
の
硏
究
―
中
國
佛
敎
形
成
の
一
課
題
と
し
て
―
」（『
福
井
博
士
頌
壽
記
念
東
洋
思
想
論

集
』
福
井
博
士
頌
壽
記
念
論

集
刋
行
會
）

橫
井
克
信

二
〇
〇
六

「
中
國
に
お
け
る
內
道
場
の
起
源
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
學
綜
合
佛
敎
硏
究
所
年
報
』
二
十
八
）

吉
川
忠
夫

一
九
九
〇

「
王
遠
知
傳
」（『
東
方
學
報
京
都
』
六
十
二
）

中

岑

仲
勉

一
九
五
八

『
隋
書
求
是
』（
商
務
印
書
館
）

長
岡
龍
作

二
〇
〇
二

「
仁
壽
宮
・
仁
壽
舍
利
塔
與
慈
善
寺
石
窟
」（
西
北
大
學
考
古
專
業
・
日
本
赴
陝
西
佛
敎
遺
跡
考
察
團
・
麟
游
縣
博
物
館
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編
著
『
慈
善
寺
與
麟
溪
橋
―
佛
敎
造
像
窟
龕
調
査
硏
究
報
告
―
』
科
學
出
版
社
）

陳

寅
恪

一
九
三
五

「
武

與
佛
敎
」（『
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
集
刋
』
五
―
二
。『
陳
寅
恪
集
金
明
館
叢
稿
二
編
』
三
聯
書
店
、
二

〇
〇
一
年
）

高

明
士

一
九
九
二

「
隋
代
的
敎
育
與
貢
擧
」（
中
國
唐
代
學
會
編
『
唐
代
硏
究
論
集
』
四
、
新

豐
出
版
）

韓

昇

一
九
九
八

『
隋

帝
傳
』（
人
民
出
版
社
）

藍

吉
富

一
九
九
三

『
隋
代
佛
敎
史
述
論
』（
臺
灣
商
務
印
書
館
）

石

冬
梅

二
〇
〇
六

「
論
北
周
的
御
正
和
內
史
」（『
唐
都
學
刋
』
二
二
―
六
）

王

惠
民

一
九
九
七

「《
董
保
德
功
德
記
》
與
隋
代
敦
煌
崇
敎
寺
舍
利
塔
」（『
敦
煌
硏
究
』
一
九
九
七
―
三
）

王

亞
榮

一
九
八
四

「
大
興
善
寺
創
建
始
末
考
略
」（『
理
論
研
究
』
一
九
八
四
―
二
。『
長
安
佛
敎
史
論
』
宗
敎

化
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

―
―

一
九
九
九

「
大
興
城
佛
經
翻
譯
史
要
」（『
中
國
佛
學
』
一
九
九
九
―
四
。『
長
安
佛
敎
史
論
』
宗
敎

化
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

王

仲
犖

一
九
七
九

『
北
周
六
典
』
上
（
中
華
書
局
）

魏

斌

二
〇
〇
三

「
關
于
周
隋
之
際
的
洛
陽
經
營
」（『
魏
晉
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
』
二
十
）

袁

剛

二
〇
〇
一

『
隋
煬
帝
傳
』（
人
民
出
版
社
）

周

一
良

一
九
四
七

「
佛
家
史
觀
中
之
隋
煬
帝
」（
初
出
『
益
世
報
史
地
周
刋
』
二
十
五
。『
周
一
良
集
』
第
三
卷
、
一
九
九
八
年
）

朱

捷
元
・

秦

波

一
九
七
四

「
陝
西
長
安
和
耀
縣
發
現
的
波
斯
薩
珊
朝
銀
幣
」（『
考
古
』
一
九
七
四
―
二
）

英

C
hen

Jinhua

二
〇
〇
一

“A
H
oly

A
lliance:

T
he
C
ourt-A

ppointed
'M
onks

of
G
reat

V
irtue'

and
T
heir

R
eligious

and
P
olitical

R
ole

U
nder

the
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SuiD
ynasty,”

T
ang
Y
anjiu

唐
硏
究

7.

―
―

二
〇
〇
二
ａ

“P
usaseng

(B
odhisattva-m

onks):
A
P
eculiar

M
onastic

Institution
at
the

T
urn

of
the

N
orthern

Z
hou

and
Sui

D
ynasties.”

JournalofC
hinese

R
eligions

30.

―
―

二
〇
〇
二
ｂ

“T
anqian

and
the

R
elic-distribution

C
am
paigns

during
the

R
enshou

E
ra.”

C
hen.

M
onks

and
M
onarchs,

K
inship

and

K
ingship:T

anqian
in
SuiB

uddhism
and

Politics,Italian
Schoolof

E
ast
A
sian

Studies,K
yoto.

T
onam

i

M
am
oru

一
九
九
〇

T
he
Shaolin

M
onastery

Stele
on
M
ount

Song,
E
d.
A
ntonino

Forte.
T
rans.

P.
A
.
H
erbert.

K
yoto:

Istituto
italiano

di

cultura,Scuola
distudisull'A

sia
orientale.



仁壽舍利頒布事業關連表

［凡例］

・州名の順序は、第1回は「隋國立佛舍利塔詔」（『廣弘明集』卷17）、第2回は『舍利感應記』（『廣弘明集』卷17）により、第3回は『續高僧傳』の卷數・立傳順による。

・現在地名は、2014年1月現在のもの。ただし、表記の煩雜さを避け、地級市までを示すことで、おおよその地域を示すにとどめた。

・寺名のうち、寺名の後の（ ）は別名を示す。第１回の寺名のうち「→」は、矢印の左は「自注」で示された寺名、右側は『舍利感應記』が記す寺名を表わす。

・南北朝末三國の判斷は『隋書』地理志に基づく。

・「勅使大德」の出身地は、必ずしも本貫ではない。例えば、曇遷は、本貫は「博陵饒陽」であるが「太原」に生まれている。このような場合には「博陵饒陽→太原」のように、本貫と生地とを「→」によって示した。

・起塔時所屬寺院のうち、「？」を附したものは筆者の推測であることを示す。

・出典の「廣」は『廣弘明集』卷17を、「集」は『集神州三寶感通錄』卷上を、『續』は『續高僧傳』とその卷數を示す。

【第１回】（仁壽元年）

No 州名 現在地名 寺名 南北朝末三國 勅使大德名 俗姓 出身地 現在地名 南北朝末三國 起塔時所屬寺院 出典 續傳篇名

★ 1 岐州 陝西省寶鷄市 鳳泉寺 北周 曇遷 王氏 博陵饒陽→太原 山西省太原市 北齊 勝光寺？ 廣、集、續18 習禪

★ 2 雍州 陝西省西安市 仙遊寺 北周 童眞 李氏 隴西→河東蒲坂 山西省運城市 北周 大興善寺 廣、集、續12 義解

★ 3 嵩州 河南省登封市 嵩岳寺（閑居寺） 北齊 寶襲 － 貝州 河北省郉臺市 北齊 通法寺 廣、集、續12 義解

★ 4 泰州 山東省泰安市 岱岳寺 北齊 慧重 郭氏 雍州 陝西省西安市 北周 大興善寺 廣、集、續10、續26 義解

★ 5 華州 陝西省渭南市 思覺寺 北周 寶積 朱氏 冀州條縣 河北省冀州市 北齊 勝光寺 廣、集、續26 感通

★ 6 衡州 湖南省衡陽市 衡岳寺 陳 淨辯 韋氏 齊州 山東省濟南市 北齊 淨影寺 廣、集、續26 感通

★ 7 定州 山西省大同市 恆岳寺 北齊 慧海 張氏 河東虞鄕縣 山西省運城市 北周 靜法寺 廣、集、續10 義解

★ 8 廓州 靑海省海南西藏 連雲岳寺→法講寺 北周 － － － － － － 廣、集 －

族自治州貴德縣

★ 9 牟州 山東省煙臺市 巨神山寺 北齊 慧暢 許氏 萊州 山東省萊州市 北齊 淨影寺 廣、集、續10 義解

★ 10 呉州 浙江省紹興市 會稽山寺→大禹寺 陳 辯相 史氏 瀛州 河北省河閒市 北齊 淨影寺 廣、集、續12 義解

★ 11 同州 陝西省渭南市 大興國寺 北周 道密 周氏 相州 河南省安陽市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

★ 12 蒲州 山西省運城市 栖巖寺 北周 僧曇 張氏 洺州 河北省邯鄲市 北齊 大興善寺 廣、集、續10 義解

★ 13 蘇州 江蘇省蘇州市 虎丘山寺 陳 道嵩 劉氏 瀛州河間縣 河北省河閒市 北齊 總化寺？ 廣、集、續26 感通

★ 14 涇州 甘肅省平涼市 大興國寺 北周 － － － － － － 廣、集 －

★ 15 幷州 山西省太原市 無量壽寺→開義寺 北齊 彥琮 李氏 趙郡栢縣 河北省石家莊市 北齊 日嚴寺 廣、集、續2 譯經

16 隨州 湖北省隨州市 智門寺 北周 法總 段氏 幷州太原 山西省太原市 北齊 海覺寺 廣、集、續10 義解

17 益州 四川省成都市 法聚寺 北周 智隱 李氏 貝州 河北省郉臺市 北齊 經藏寺 廣、集、續26 感通

18 秦州 甘肅省天水市 靜念寺 北周 － － － － － － 廣、集 －

19 揚州 江蘇省江都市 西寺 陳 － － － － － － 廣、集 －

20 鄭州 河南省鄭州市 定覺寺 北齊 － － － － － － 廣、集 －

21 靑州 山東省靑州市 勝福寺 北齊 智能 李氏 懷州河內 河南省沁陽市 北齊 轉輪寺 廣、集、續26 感通

22 亳州 安徽省亳州市 開寂寺 北周 曇良 栗（粟）氏 潞州 山西省長治市 北齊 眞寂寺 廣、集、續26 感通

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策



23 汝州 河南省平頂山市 興世寺 北齊 法彥 張氏 洺州 河北省邯鄲市 北齊 眞寂寺 廣、集、續10 義解

24 瓜州 甘肅省敦煌市西 崇敎寺 北周 智嶷 康氏（康居王胤） 康居→襄陽 湖北省襄樊市 北齊 靜法寺 廣、集、續26 感通

25 番州 廣東省廣州市 果實寺 陳 僧朗 ― 恆州 河北省石家莊市 北齊 空觀寺 廣、集、續10 義解

26 桂州 廣西壯族自治區 緣化寺 陳 道顏 李氏 定州 山西省大同市 北齊 淨影寺 廣、集、續26 感通

桂林市

27 交州 ベトナム・ハノイ 禪衆寺 陳 慧雅 － － － － － 廣、集 －

★ 28 相州 河南省安陽市 大慈寺 北齊 － － － － － － 廣、集 －

★ 29 襄州 湖北省襄樊市 大興國寺（上鳳林寺） 北周（後梁） 明誕 史氏 衞州汲縣 河南省鶴壁市 北齊 勝光寺 廣、集、續26 感通

30 蔣州 江蘇省南京市 栖霞寺 陳 明璨 韋氏 莒州沂水縣 山東省臨沂市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

★は「隋國立佛舍利塔詔」で起塔の寺院が定められている「自注」の州。

【第２回】（仁壽２年）

No 州名 現在地名 寺名 南北朝末三國 勅使大德名 俗姓 出身地 現在地名 南北朝末三國 起塔時所屬寺院 出典 續傳篇名

1 恆州 河北省石家莊市 龍藏寺 北齊 靈逹 － 恆州 河北省石家莊市 北齊 延興寺 廣、集、續26 感通

2 泉州 福建省泉州市 － 陳 － － － － － － 廣、集

3 循州 廣東省惠州市 道場塔寺 陳 智光 － 江州 江西省九江市 陳 大興善寺 廣、集、續26 感通

4 營州 遼寧省朝陽市 梵幢寺 北齊 寶安 － 兗州 山東省袞州市 北齊 淨影寺 廣、集、續26 感通

5 洪州 江西省南昌市 － 陳 寶憲 － 鄭州 河南省鄭州市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

6 杭州 浙江省杭州市 天竺寺 陳 慧誕 － 雍州 陝西省西安市 北周 延興寺 廣、集、續26 感通

7 涼州 甘肅省武威市 － 北周 － － － － － － 廣、集

8 德州 山東省德州市 會通寺 北齊 道貴 － 幷州 山西省太原市 北齊 隨法寺 廣、集、續26 感通

9 滄州 河北省滄州市 － 北齊 僧蓋 － 恆州 河北省石家莊市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

10 觀州 山東省德州市 塔寺 北齊 慧藏 － 冀州 河北省冀州市 北齊 光明寺 廣、集、續26 感通

11 瀛州 河北省河間市 弘博寺 北齊 慧遷 － 瀛州 河北省河間市 北齊 寶光寺 廣、集、續12 義解

12 冀州 河北省冀州市 覺觀寺 北齊 僧範 － 冀州 河北省冀州市 北齊 勝光寺 廣、集、續26 感通

13 幽州 北京市 弘業寺 北齊 寶巖 － 幽州 北京市 北齊 仁覺寺 廣、集、續26 感通

14 徐州 江蘇省徐州市 流溝寺 北齊 辯寂 － 徐州 江蘇省徐州市 北齊 ？（西入京室） 廣、集、續26 感通

15 莒州 山東省臨沂市 定林寺 北齊 曇觀 － 莒州 山東省臨沂市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

16 齊州 山東省濟南市 神通寺 北齊 法瓚 － 齊州 山東省濟南市 北齊 勝光寺 廣、集、續10 義解

17 萊州 山東省萊州市 弘藏寺 北齊 僧世 － 靑州 山東省靑州市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

18 楚州 江蘇省淮安市 － 北齊 道生 － 蒲州 山西省運城市 北周 大興善寺 廣、集、續26 感通

19 江州 江西省九江市 東林寺 陳 法順 － － － － 廣、集、續26慧藏附傳 感通

20 潭州 湖南省長沙市 麓山寺 陳 淨願 － 代州 山西省忻州市 北齊 寶刹寺 廣、集、續10 義解

21 毛州 河北省邯鄲市 護法寺 北齊 僧昕 － 潞州上黨縣 山西省長治市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

22 貝州 河北省郉臺市 寶融寺 北齊 辯義 馬氏 貝州淸河縣 河北省郉臺市 北齊 日嚴寺 廣、集、續11 義解

23 宋州 河南省商丘市 － 北齊 僧順 － 貝州 河北省郉臺市 北齊 玄法寺 廣、集、續26 感通



24 趙州 河北省郉臺市 無際寺 北齊 玄鏡 － 趙州 河北省郉臺市 北齊 空觀寺 廣、集、續26 感通

25 濟州 山東省聊城市 崇梵寺 北齊 明馭 － 瀛州 河北省河間市 北齊 無漏寺 廣、集、續26 感通

26 兗州 山東省袞州市 樂寺 北齊 法性 － 兗州 山東省袞州市 北齊 勝光寺 廣、集、續26 感通

27 壽州 安徽省六安市 － 陳 － － － － － － 廣、集

28 信州 重慶市奉節縣 － 北周 － － － － － － 廣、集

29 荆州 湖北省荆沙市 大興國寺 北周（後梁） 慧最 － 瀛州 河北省河間市 北齊 光明寺 廣、集、續10 義解

30 梁州 陝西省漢中市 － 北周 － － － － － － 廣、集

31 蘭州 甘肅省蘭州市 － 北周 － － － － － － 廣、集

32 利州 四川省廣元市 － 北周 － － － － － － 廣、集

33 潞州 山西省長治市 梵境寺 北齊 道端 － 潞州 山西省長治市 北齊 仁法寺 廣、集、續26 感通

34 黎州 河南省鶴壁市 － 北齊 法侃 鄭氏 滎陽縣 河南省鄭州市 北齊 日嚴寺 廣、集、續11 義解

35 慈州 山西省臨汾市 石窟寺 北齊 明芬 － 相州 河南省安陽市 北齊 大興善寺？ 廣、集、續26 感通

36 魏州 河北省邯鄲市 開覺寺 北齊 智揆 － 冀州 河北省冀州市 北齊 弘濟寺 廣、集、續26 感通

× 37 沈州 － － － － － － － － 集

38 汴州 河南省開封市 福廣寺 北齊 僧粲 孫氏 汴州陳留縣 河南省開封市 北齊 總化寺 廣、集、續9 義解

39 杞州 河南省開封市 － 北齊 靜凝 － 汴州 河南省開封市 北齊 大興善寺 廣、集、續26 感通

40 許州 河南省許昌市 辯行寺 北齊 道璨 － 恆州 河北省石家莊市 北齊 勝光寺 廣、集、續26 感通

41 豫州 河南省駐馬店市 － 北齊 靜端 － 武威→雍州 陝西省西安市 北周 文帝獻后、延進入宮 廣、集、續18 習禪

遂留宮宿

42 顯州 江蘇省淮安市 － 北齊 － － － － － － 廣、集

43 曹州 山東省菏澤市 法元寺 北齊 法揩 － 曹州 山東省菏澤市 北齊 揚化寺 廣、集、續26 感通

44 安州 湖北省孝感市 景藏寺 北周 淨業 史氏 漢東隨縣 湖北省隨州市 北周 悟眞寺 廣、集、續12 義解

45 晉州 山西省臨汾市 法吼寺 北齊 曇遂 － 雍州 陝西省西安市 北周 眞寂寺 廣、集、續26 感通

46 懷州 河南省沁陽市 長壽寺 北齊 靈璨 － 懷州 河南省沁陽市 北齊 淨影寺 廣、集、續10、續15 義解

（從者靈潤）

47 陝州 河南省三門峽市 大興國寺 北周 法朗 － 蒲州 山西省運城市 北齊 勝光寺 廣、集、續26 感通

48 洛州 河南省洛陽市 漢王寺 北齊 靈幹 李氏 金城狄道→上黨 山西省長治市 北齊 大興善寺 廣、集、續12 義解

49 鄧州 河南省南陽市 大興國寺 北周 寶儒 － 幽州 北京市 北齊 淨影寺 廣、集、續10 義解

50 秦州 甘肅省天水市 永寧寺 北周 智敎 － 雍州 陝西省西安市 北周 弘善寺 廣、集、續26 感通

51 衞州 河南省鶴壁市 福聚寺 北齊 洪遵 時氏 相州 河南省安陽市 北齊 崇敬寺 廣、集、續21 明律

52 洺州 河北省邯鄲市 － 北齊 － － － － － － 廣、集

× 53 鄭州 河南省鄭州市 － 北齊 － － － － － － 廣、集

「×」は、起塔の有無が文獻間で異なり判然としない州を表わす。なお、『廣弘明集』にはNo.32「利州」の後に「明州」を記すが、本表では除外した。「×」を附した州および「明州」については第三章を參照。

第三章 隋 帝仁壽年間の佛敎政策



【第３回】（仁壽四年）

No 州名 現在地名 寺名 南北朝末三國 勅使大德名 俗姓 出身地 現在地名 南北朝末三國 起塔時所屬寺院 出典 續傳篇名

○ 1 復州 湖北省仙桃市 方樂寺（龍蓋寺） 北周 彥琮 李氏 趙郡栢縣 河北省石家莊市 北齊 日嚴寺 續2 譯經

● 2 滑州 河南省安陽市 修德寺 北齊 僧粲 孫氏 汴州陳留縣 河南省開封市 北齊 總化寺 續9 義解

○ 3 沂州 山東省臨沂市 善應寺 北齊 法彥 張氏 洺州 河北省邯鄲市 北齊 眞寂寺 續10 義解

○ 4 遼州 山西省晉中市 下生寺 北齊 法總 段氏 幷州太原 山西省太原市 北齊 海覺寺 續10 義解

○ 5 殷州 河南省新鄕市 智度寺 北齊 僧曇 張氏 洺州 河北省邯鄲市 北齊 大興善寺 續10 義解

● 6 澤州 山西省晉城市 景淨寺 北齊 靈璨 － 懷州 河南省沁陽市 北齊 淨影寺 續10 義解

● 7 吉州 江西省吉安市 發蒙寺 陳 慧最 － 瀛州 河北省河間市 北齊 光明寺 續10 義解

○ 8 熊州 河南省洛陽市 十善寺 北齊 慧海 張氏 河東虞鄕縣 山西省運城市 北周 靜法寺 續11 義解

● 9 廬州 安徽省合肥市 梁靜寺 北齊 辯義 馬氏 貝州淸河縣 河北省郉臺市 北齊 日嚴寺 續11 義解

10 蘄州 湖北省黃岡市 福田寺 北齊 明舜 張氏 靑州 山東省靑州市 北齊 日嚴寺 續11 義解

11 郢州 湖北省荆門市 寶香寺 北周 智梵 封氏 渤海條縣 河北省滄州市 北齊 仁壽末年 續11 義解

重還魏闕

● 12 宣州 安徽省宣城市 永安寺 陳 法侃 鄭氏 滎陽縣 河南省鄭州市 北齊 日嚴寺 續11 義解

13 梓州 四川省綿陽市 華林寺 北周 善冑 淮氏 瀛州 河北省河間市 北齊 淨影寺？ 續12 義解

○ 14 郉州 河北省郉臺市 汎愛寺 北齊 寶襲 － 貝州 河北省郉臺市 北齊 通法寺 續12 義解

● 15 海州 江蘇省連雲港市 安和寺 北齊 慧遷 － 瀛州 河北省河間市 北齊 寶光寺 續12 義解

16 宜州 陝西省銅川市 神德寺 北周 僧暉 － － － － － 續20 習禪

● 17 博州 山東省聊城市 隆聖寺 北齊 洪遵 時氏 相州 河南省安陽市 北齊 崇敬寺 續21 明律

18 絳州 山西省運城市 覺成寺 北周 覺朗 河東 山西省運城市 北周 大興善寺 續21 明律

○ 19 鄂州 湖北省鄂州市 晉安寺 陳 道密 周氏 相州 河南省安陽市 北齊 大興善寺 續26 感通

○ 20 莘州 山東省聊城市 － 北齊 智隱 李氏 貝州 河北省郉臺市 北齊 經藏寺 續26 感通

○ 21 隆州 四川省南充市 禪寂寺 北周 慧重 郭氏 雍州 陝西省西安市 北周 大興善寺 續26 感通

● 22 淅州 河南省南陽市 法相寺 北周 僧蓋 － 恆州 河北省石家莊市 北齊 大興善寺 續26 感通

23 煕州 安徽省安慶市 環谷山山谷寺 陳 曇瑎 － 江都 江蘇省揚州市 陳 日嚴寺？ 續26 感通

24 隴州 陝西省寶鷄市 藥王寺 北周 法顯 寗氏 雍州扶風縣 陝西省寶鷄市 北周 日嚴寺 續26 感通

● 25 密州 山東省濰坊市 茂勝寺 北齊 僧世 － 靑州 山東省靑州市 北齊 大興善寺 續26 感通

26 韓州 山西省晉中市 修寂寺 北齊 法周 － － － － 靜覺寺 續26 感通

27 廉州 河北省石家莊市 化城寺（花成寺） 北齊 圓超 － 觀州阜城 山東省德州市 北齊 晩住京寺 續26 感通

策名臺省

○は第一回目參加の勅使大德が送舍利した州、●は第二回目參加の第一回目參加の勅使大德が送舍利した州を表わす。



參考：譚其驤主編『中國歷史地圖集』５

仁壽宮 華州 嵩州

襄州

衡州

泰州

呉州

蘇州

牟州
定州

幷州

相州

雍州

岐州

涇州
廓州

同州 蒲州

隨州

番州

桂州

交州

鄭州

汝州

青州

益州

秦州

瓜州

揚州

亳州

蔣州

仁壽元年起塔地（自注寺以外）

恒州
趙州冀州

毛州

黎州
晉州

慈州
魏州

衞州

州

貝州

徐州

壽州

許州

懷州

豫州
顯州

安州

宋州
曹州

杞州

州

荊州
信州

陝州

鄧州

洛州

梁州

利州

蘭州

瀛州

幽州

德州

滄州
觀州

涼州

營州

泉州

杭州

楚州

仁壽二年起塔地

洪州

潭州

江州

循州

齊州
濟州

莱州

莒州
兗州

汴州

仁壽四年起塔地

復州
鄂州

郢州

梓州

隆州

廬州

熙州 宣州

吉州

滑州

殷州

澤州絳州

熊州

淅州

宜州隴州

遼州

韓州 博州

廉州

沂州 密州

海州

蘄州

邢州

莘州

仁壽舍利塔建立地 地圖



煬帝（晉王）招致僧一覽表

［凡例］
・本一覽表の作成にあたって、山崎宏「隋煬帝（晉王廣）の四道場」（『隋唐佛敎史の硏究』法藏館、1967年）を參考にした。
・「僧名」の順次は基本的に『續高僧傳』（以下、續傳）の卷次に從い（ただし、卷內の順次までは從っていない）、續傳以外のものはその後に配置した。
・「寺名」の略號は次の寺院を示す。揚＝揚州慧日道場、日＝京師日嚴寺、東＝東都慧日道場、翻＝翻經館。

また、當該寺院の前後にいた寺名を「→」で示した。例えば、揚州慧日道場の一覽のもので、後に東都慧日道場に直接移ったものは、「→東」と記す。
・「出身地」は基本的に本貫所在地を表わすが、本貫と生地が一致しないものは「→」を入れて、本貫→生地の關係を示した。
・「生卒」は陳垣『釋氏疑年錄』および法鼓佛敎學院「佛學規範資料庫」の「人名規範資料庫」（http://authority.ddbc.edu.tw/person/）に基づく。年次の不正確なものは、「ca」（circa＝約、およそ）を入れた。
・「續傳卷次」の項は、數字のみのものは『續高僧傳』の卷數を示す。『續高僧傳』以外のものは典據名を記した。
・「師僧」は原則、原 の表記を採用したが、一部は略稱に從う。
・「經典」は當該僧が專修・講釋していたことがわかる經典名を示した。この項の作成にあたっては藍吉富「隋代佛敎風尙述論」（『大陸雜誌』47-4、1973年）を參照した。ただし、一部に限られる。
・「藝能」には續傳中に見える特徵的な才藝を摘取した。原則、原 の表記に從うが、一部に意譯的な表現を用いた。

【揚州慧日道場】
僧名 寺名 俗姓 出身地 生卒 師僧 續傳卷次 續傳篇名 經典 藝能

洪哲 ― ― ?-? ― 9、慧哲傳 義解 ― ―
智脫 →日→東 蔡氏 濟陽考城→江都 541-607 鄴下穎法師、莊嚴寺皭法師 9 義解 成實、淨名、大品、涅槃、思益 ―
法澄 →日→東 ― 呉郡 ca534-ca608 興皇朗公 9 義解 智論、三論 章書史
法論 →日→東 孟氏 南郡 ca536-ca608 ― 9 義解 成實 章
道莊 →日→東 ― 揚州建業 ca533-ca608 彭城寺瓊法師、興皇朗法師 9 義解 四論、法華 詩論
吉藏 →日 安氏 安息→金陵 549-623 興皇寺道朗法師 11 義解 三論、法華、大品、智論、華嚴、維摩 ―
智矩 →日→東 呉氏 呉郡 535-606 ― 11 義解 三論 草隸、 章
慧覺 孫氏 太原晉陽→丹陽秣陵 554-606 興皇朗法師、慧布法師 12、慧覺傳 義解 大品、涅槃、華嚴、四論 外典、尺牘
慧越 ― 嶺南 ca510-ca605 ― 17 習禪 ― ―
慧乘 劉氏 徐州彭城 555-630 莊嚴寺智皭法師 24 護法 涅槃、般若、維摩、地持、成實 ―
鮑子明 ― ― ?-? ― 25、轉明傳 感通 ― ―
法安 →東 彭氏 安定鶉孤 518-615 ― 25 感通 ― ―
智雲（慧雲と ― ― ?-? ― 30、法稱傳 雜科聲德 ― 經唄
同一カ）

立身 →東 江表金陵 ca569-ca617 ― 30 雜科聲德 ― 聲唱
照禪師 ― ― ?-? ― 『國淸百錄』2「王重遣匡 ― ― ―

山參書第四十」（開皇十二

年十月十日）

慧雲（智雲と 賈氏 河南洛陽 ?-594 ― 八瓊室金石補正25など ― ― ―
同一カ）

第四章 煬帝期の佛敎政策
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【京師日嚴寺】
僧名 寺名 俗姓 出身地 生卒 師僧 續傳卷次 續傳篇名 經典 藝能

彥琮 →翻 李氏 趙郡栢人 557-610 信都僧邊法師 2 譯經 十地、法華、無量壽、智論、仁王、般若、金 ―
光明、勝鬘、大品、維摩、楞伽、攝論

智脫 揚→○→東 蔡氏 濟陽考城→江都 541-607 鄴下穎法師、莊嚴寺皭法師 9 義解 成實、淨名、大品、涅槃、思益 ―
法澄 揚→○→東 ― 呉郡 ca534-ca608 興皇朗公 9 義解 智論、三論 章書史
法論 揚→○→東 孟氏 南郡 ca536 -ca608 ― 9 義解 成實 府
道莊 揚→○→東 ― 楊州建業 ca533-ca608 彭城寺瓊法師、興皇朗法師 9 義解 四論？、法華 詩論
吉藏 揚→ 安氏 安息→金陵 549-623 興皇寺道朗法師 11 義解 三論、法華、大品、智論、華嚴、維摩 ―
智矩 揚→○→東 呉氏 呉郡 535-606 ― 11 義解 三論 草隸、 章
辯義 馬氏 貝州淸河 541-606 猷論師 11 義解 雜心、倶舍 ―
法侃 鄭氏 滎陽 551-623 ― 11 義解 攝論 ―
明舜 張氏 靑州 547-606 ― 11 義解 智論 ―
慧頵 張氏 淸河→建業 564-637 ― 14 義解 三論、般若、涅槃 ―
法顯 寗氏 雍州扶風 ca520-ca617 ― 26 感通 ― ―
慧常 ― 京兆 ca564-ca614 ― 30 雜科聲德 ― 梵唄
善權 ― 揚都 ca561-ca608 ― 30 雜科聲德 成論 唱導
智凱 安氏 江表揚都 ca536-ca632 沙門吉藏 30 雜科聲德 三論 子史、唱導
法琰 嚴氏 江表金陵 ca546-636 莊嚴寺皭公 30 雜科聲德 成實 ―

【東都慧日道場】
僧名 寺名 俗姓 出身地 生卒 師僧 續傳卷次 續傳篇名 經典 藝能

智脫 揚→日→ 蔡氏 濟陽考城→江都 541-607 鄴下穎法師、莊嚴寺皭法師 9 義解 成實、淨名、大品、涅槃、思益 ―
法澄 揚→日→ ― 呉郡 ca534-ca608 興皇朗公 9 義解 智論、三論 章、書、史
法論 揚→日→ 孟氏 南郡 ca536-ca608 9 義解 成實 府
道莊 揚→日→ ― 楊州建業 ca533-ca608 彭城寺瓊法師、興皇朗法師 9 義解 四論？、法華 詩論
智閏 ― 襄陽 540-614 遵統、光統 10 義解 華嚴、涅槃、三論、四分 ―
智矩 揚→日→ 呉氏 呉郡 535-606 11 義解 三論 草隸、 章
道宗 孫氏 萊州卽墨 563-623 靑州道藏寺道奘法師 11 義解 智論、十地、地持、成實、毘曇 ―
敬脫 ― 汲郡 555-617 ― 12 義解 成實 聲韻、字體
辯相 史氏 瀛州 ca556-ca632 遠公 12 義解 十地、涅槃、攝論、毘曇 ―
法護 趙氏 趙郡→濟陰 576-643 志念、法彥、彭城嵩論師 13 義解 毘曇、成實、攝論、中觀、涅槃 ―
三慧 ― 婁煩 ca566-ca650 ― 14 義解 涅槃 ―
道基 呂氏 河南東平 ca576-637 14 義解 心論、攝論 ―
志寬 姚氏 蒲州河東 566-643 ― 15 義解 涅槃、地論 ―
智徽 焦氏 澤州高平 560-638 遠法師 15 義解 涅槃、十地、地持、維摩、勝鬘 ―
法安 揚→ 彭氏 安定鶉孤 518-615 ― 25 感通 ― ―
立身 揚→ ― 江表金陵 ca569-ca617 ― 30 雜科聲德 ― 聲唱
智果 ― 會稽剡 ca553-ca617 ― 30 雜科聲德 法華 筆、經史、唱

讀、 學
智騫 ― 江表 ?-? ― 30、智果 雜科聲德 ― 字源



【東都翻經館】
僧名 寺名 俗姓 出身地 生卒 師僧 續傳卷次 續傳篇名 經典 藝能

逹摩笈多 ― 南賢豆羅囉國 ca529-619 ― 2 ― ― ―
彥琮 日→ 李氏 趙郡栢人 557-610 信都僧邊法師 2 譯經 十地、法華、無量壽、智論、仁王、般若、金 ―

光明、勝鬘、大品、維摩、楞伽、攝論
明則 ― 冀 ca542-611 ― 10、靖玄傳 義解 ― ―

藥師如來本願功德經序

道密 周氏 相州 ca564-? 耶舍三藏 26 感通 ― ―
海馭 ― ― ?-? ― 藥師如來本願功德經序 ― ― ―
慧矩 ― ― ?-? ― 藥師如來本願功德經序 ― ― ―
長順 ― ― ?-? ― 藥師如來本願功德經序 ― ― ―
法行 ― ― ?-? ― 藥師如來本願功德經序 ― ― ―

【その他】
僧名 寺名 俗姓 出身地 生卒 師僧 續傳卷次 續傳篇名 經典 藝能

法濟 內道場 ― ― ?-608 ― 25、法安傳 感通 ― 呪水など

第四章 煬帝期の佛敎政策
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